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第１号（11月30日）（金曜日） 

 １.開  会 ·······································································································   ４ 

 １.開  議 ·······································································································   ４ 

 １.会議録署名議員の指名 ··················································································   ４ 

 １.会期の決定 ····································································································   ４ 

 １.諸般の報告 ····································································································   ４ 

 １.報告第１２号 上程 ······················································································  １３ 

   報告 

 １.報告第１３号 上程 ······················································································  １３ 

   報告、質疑、表決 

 １.議案第５７号～議案第６５号 一括上程 ·······················································  １４ 

   委員長報告、質疑、討論、表決 

 １.議案第６６号・議案第６７号 一括上程 ·······················································  １７ 

   説明、質疑、総務文教委員会付託 

 １.議案第６８号～議案第７０号 一括上程 ·······················································  ２４ 

   説明、質疑、産業厚生委員会付託 

 １.議案第７１号 上程 ······················································································  ２９ 

   説明、質疑、各常任委員会付託 

 １.議案第７２号～議案第７４号 一括上程 ·······················································  ３１ 

   説明、質疑 

   議案第７２号 総務文教委員会付託 ······························································  ３３ 

   議案第７３号・議案第７４号 産業厚生委員会付託 ······································  ３３ 

 １．日程報告 ·····································································································  ３３ 

 １.散  会 ·······································································································  ３３ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第２号（12月12日）（火曜日） 

 １.開  議 ·······································································································  ３６ 

 １.一般質問 ·······································································································  ３６ 

   川越信男議員 ································································································  ３６ 

   １ 消防職員の体制について 

    （１） 消防職員の配置は 

    （２） 職員不足による支障は 



 

 

－２－ 

    （３） 消防職員の確保について 

   ２ 病児・病後児保育について 

    （１） 受入体制の現状は 

    （２） 課題は 

    （３） 今後の取組は 

   ３ 教育旅行とスポーツ合宿の誘致活動は 

    （１） 国内外の教育旅行の現状は 

    （２） スポーツ合宿の現状は 

    （３） 教育旅行・スポーツ合宿の誘致活動は 

   ４ 南の拠点整備事業について 

    （１） 道の駅指定について 

    （２） 具体的な道の駅の機能について 

    （３） 国が整備するエリアについて 

    （４） 国エリアの用地交渉の状況について 

   堀内貴志議員 ································································································  ４４ 

   １ 先の衆議院選挙の投票率の結果を受けて 

    （１） 先の衆議院選挙の投票率の結果を受けての今後の課題 

        ～更なる投票率アップの取組は 

    （２） 移動投票車の導入について 

    （３） 記号式投票の導入について 

    （４） 高校生議会の開催について 

   ２ 犯罪抑止等のための対策について 

    （１） 市内における犯罪発生の実態について 

    （２） 防犯対策の推進について 

    （３） 防犯カメラ設置の推進について 

   ３ 来る平成３０年に向けての観光振興の在り方について 

    （１） 来る年、明治維新１５０年目の節目、ＮＨＫ大河ドラマ「西郷ど 

        ん」の放映に向けて、どのように取り組んできたのか 

    （２） 今後の観光振興の在り方について 

    （３） 「温泉の町」としての取組について 

   森正勝議員 ····································································································  ５６ 

   １ 道の駅交流施設の指定管理について 

    （１） 選定委員会での議論の内容は、どうであったか。総括を 

    （２） ㈱財宝と㈱芙蓉商事の違いは何か 



 

 

－３－ 

    （３） ㈱財宝への引継事項はないのか 

    （４） 道の駅に従事する従業員の今後の処遇について 

    （５） これまでの実績に基づく納付金額は 

   ２ Ｊアラートについて 

    （１） 防災無線や携帯電話の緊急速報メールで避難や警戒のメッセージ 

        が流れた場合、どのように行動すればよいのか 

   ３ マイナンバー制度について 

    （１） 日本に暮らす住民全員に１２桁の番号を割り振り、行政や金融機 

        関の手続に使われるという制度は、スタートしてから２年だが、 

        住民は、利便性を実感できず、不安を強めている。全国で人口比 

        ９％の普及率だが、垂水市はどの位か 

   川畑三郎議員 ································································································  ６２ 

   １ 減反政策廃止後の対策について 

    （１） 減反対策の今年度の実施状況について 

    （２） 米の交付金が今年度末をもって廃止されるが、市農政として交付 

        金廃止後はどのように進めていくか 

   ２ ＷＣＳ用稲（稲発酵粗飼料用稲）の状況について 

    （１） ＷＣＳ用稲の今年度の取組状況について 

    （２） ＷＣＳ用稲の作付や管理上の現況を把握しているか 

   ３ 中山間地域等直接支払制度について 

    （１） 各集落協定における取組状況について 

    （２） 制度を活用した取組の中での交付対象の範囲について 

   ４ 農地中間管理事業について 

    （１） 農地集積及び集約化はどの程度進んでいるか。また、農地の貸し 

        手、借り手が農地中間管理機構を活用するメリットは 

    （２） 農地の貸し手及び借り手に対する支援の仕組みは 

    （３） 農地の賃貸借の場合と売買の場合で、農地中間管理事業上の支援 

        に違いはあるか 

   梅木勇議員 ····································································································  ７０ 

   １ 新規作物について 

    （１） ミシマサイコの栽培状況を聞く 

    （２） これまでの栽培で問題点、課題は何か 

    （３） 来年度の取組計画は 

   ２ 子育て支援について 
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    （１） 病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業の内容 

        を聞く 

    （２） 病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業の実績 

        は 

    （３） 病児・病後児保育事業所の開設はできないか 

   ３ 地震・津波対策について 

    （１） 鹿児島湾を震源とする地震頻発をどのように認識しているか 

    （２） 学校の避難はどのようになっているか 

    （３） 避難経路は十分か 

    （４） 新庁舎建設に対する考えは 

   池之上誠議員 ································································································  ８０ 

   １ 観光行政について 

    （１） おおすみ観光未来会議について 

      ア 全体（４市５町）における垂水市の取組状況と展望は 

    （２） 交流人口について 

      ア 各イベントにおける来場者数の動向及び経済効果は 

      イ 交流人口と定住人口の比較割合は 

   ２ 垂水高校について 

    （１） 高校振興対策事業費有無の影響と事業の是非について 

    （２） 人口減少・少子化の中の将来展望は 

   ３ 市庁舎建設について 

    （１） 進捗状況と今後のスケジュール及び建物の基本方針は 

   ４ 「南の拠点」について 

    （１） 契約書内容について（全般）  

    （２） 土地取得の状況及び平面全体計画の見直しの有無は 

    （３） 土地開発公社事業資金（民間整備分と市整備分）の回収方法及び 

        市単独整備事業費について 

   持留良一議員 ································································································  ９２ 

   １ 来年度予算に関係しての請願に対する考え方について 

    （１） ２つの請願に関しての受け止めと考え方は 

      ア 小・中学校給食費の負担の軽減を求める請願について 

       （ア） どのような議論がされたのか 

      イ 国民健康保険税の値上げをしないよう求める請願について 

       （ア） 来年度も引き続き保険税軽減のために法定外繰入れをおこ 
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           ない国保税値上げを回避することを求めるが、見解を（払 

           える国保税、保険証１枚で「いつでも、だれでも、必要な 

           医療が受けられる」保障を） 

   ２ 南の拠点事業問題について 

    （１） 契約等の締結について 

      ア 「契約書」を審査するにあたり、資料の提供は十分と考えている 

        のか（審査に耐えうるのか） 

      イ 銀行とのダイレクトアグリーメントなど、公表しないで締結して 

        いる契約にはどのようなものがあるのか 

   ３ 「道の駅交流施設」指定管理者の問題について 

     ～問われている「公の施設」の在り方と「官製ワーキングプア」をつく 

     らないために 

    （１） 指定管理者の評価をどのように実施しているか。専門的知見を有 

        する外部有識者の導入はどうなっているか 

    （２） 労働法令の遵守、雇用・労働条件への配慮規定の記載は、選定時 

        に示されているか。協定等に記載はされているか。公募要件のひ 

        とつとして、労働者の賃金単価基準を設定する必要があるのでは 

        ないか。これらを実現するため選定委員会に社労士と労働組合関 

        係者を選定委員に 

    （３） 「公の施設」の運営の自主事業と委託事業の明確な区分の定めは 

        あるのか（営利化防止対策の必要性から） 

   ４ 介護保険問題、第７期の事業計画策定にあたって 

     ～高齢者の生活といのちをまもるために 

    （１） 介護保険料値上げ対策を 

      ア 普通徴収の収納率と滞納者数は 

      イ 差押えの数と罰則の適用は 

      ウ 制度発足時の保険料と第６期の保険料は。「差」は 

      エ 支給されている年金の特徴は（減額や据置き等では） 

      オ 低年金・無年金・低収入の高齢者の負担能力を超えている現状、 

        保険料の引下げ・据置きは高齢者の生活といのちを守るためにも 

        不可欠、「基金」を活用して対策を 

   ５ 安心して子供を産み育て、健やかに育つようにまち全体で応援を／／障 

     がい者の福祉の向上と経済的負担の軽減を図るために 

    （１） ゼロ歳児おむつの検討を 
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        （「高齢者はあってゼロ歳児はない。おかしくないか。経済的支 

        援があったら助かる」と子育て中の市民の声からの要望） 

      ア 新生児にかかる費用はどのくらいか（種類やメーカーで違うと考 

        えられるが平均的な場合） 

      イ 鹿屋市の事例は 

      ウ 経済的支援（子育て支援策）としても検討の必要性があるのでは 

        ないか 

      エ 地方交付税は、新生児１人当たりどの位の額になるか 

    （２） 在宅人工呼吸療法又は在宅酸素療法者への経済的支援の検討を（低 

        年金等「平均的年金額」の収入の約１４％を電気代が占める内容 

        になっているのではないか） 

      ア 在宅人工呼吸療法又は在宅酸素療法者の数を把握しているか。要 

        望等はないか 

      イ 人工呼吸器・酸素濃縮器使用電気料は、月どのくらいか（平均的 

               に） 

      ウ 鹿児島市の助成内容と検討の必要性は 

 １．日程報告 ····································································································· １０５ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第３号（12月13日）（水曜日） 

 １.開  議 ······································································································· １０８ 

 １.一般質問 ······································································································· １０８ 

   村山芳秀議員 ································································································ １０８ 

   １ 南の拠点整備事業について 

    （１） 議案訂正と事業推進体制について 

    （２） 事業計画の見通し内容について 

    （３） 他事業（国・県含む）の進捗状況について 

   ２ 第５次垂水市総合計画基本構想（案）について 

    （１） 現総合計画基本構想との相違点について 

   ３ 市制６０周年記念事業について 

    （１） 記念事業の骨格について 

    （２） 市史の再編等について 

   北方貞明議員 ································································································ １１８ 

   １ 市制６０周年記念事業について 

    （１） 来年、平成３０年度は、市制６０周年記念事業でどの様な計画が 
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        なされているか 

   ２ 職員の働き方改革について 

    （１） 働き方改革で垂水市では、どの様な取組をしているか 

    （２） 職員の健康管理について 

   ３ 南の拠点整備について 

    （１） 南の拠点整備事業での土地交渉について 

   篠原炳則議員 ································································································ １２７ 

   １ 漁礁設置について 

    （１） 柊原沖への漁礁の設置について 

   ２ 垂水南中学校の閉校記念碑について 

    （１） 校門前に裏を向いて建っているが、国道から見えるように設置で 

        きないか 

   ３ 柊原小学校前の海岸整備について 

    （１） 柊原小学校前の海岸は、浜は広いが草や木が生い茂り藪になって 

        いる。行政連絡会でも要望があるが、整備できないか 

   ４ 土捨て場の今後の整備について 

    （１） 以前の一般質問における答弁で、「山に帰す」との答弁だったが、 

        帰すなら帰すなりに今後の計画を作成すべきではないか 

   ５ 交流施設・交流事業の検証について 

    （１） これまで交流人口増につながる交流施設（道の駅、森の駅、運動 

        公園等）の建設や交流事業を展開されてきたが、どのように検証 

        をおこなっているか 

   感王寺耕造議員 ····························································································· １３９ 

   １ 新城・牛根支所について 

    （１） 職員配置と証明書交付事務の取扱い件数は 

    （２） 日本郵便への証明書交付事務等の委託の考えはないのか 

    （３） 両支所を廃止した場合、支所設置条例施行規則で定められた事務 

        分掌に支障をきたすのか 

    （４） 新城・牛根地区の人口減は著しいが、今後、両支所の体制につい 

        ての考え方は 

   ２ 農業施策について 

    （１） Ｋ－ＧＡＰ取得の状況は 

    （２） 異業種間連帯、市内飲食店・学校給食等での食材の活用、ふるさ 

        と納税の返礼品の状況は 
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    （３） 水産商工観光課・企画政策課等との連帯状況とこれからの事業展 

        開は 

   ３ 昨年の台風１６号災害について 

    （１） 農地・農業施設の復旧状況は 

    （２） 復旧が遅れた原因は 

    （３） 庁議での総括はおこなったのか。今回の教訓を今後どういかして 

        いくのか 

   ４ 所有者不明地について 

    （１） 本市の所有者不明地の件数は 

    （２） 災害復旧時に所有者不明で問題点はなかったか。今後の対応は 

   ５ 南の拠点について 

    （１） 土地の取得状況について 

    （２） 設計変更もありうるのか 

    （３） 市長の信念、責任、対応について 

   川菷達志議員 ································································································ １５４ 

   １ 公共施設の現状と今後の方針、方向性について 

    （１） 現存している公共施設に対し、建て直し、修繕、閉鎖等、検討を 

        しているのか。総合計画、長寿命化計画への反映は 

   ２ グラウンドゴルフ専用施設の整備について 

    （１） たるスポでもグラウンドゴルフは、利用可能であるが、専用施設 

        を作ることにより、大会を実施でき、交流人口も増えるが検討の 

        余地はないのか 

   ３ 南の拠点整備事業について 

    （１） 計画時より、採用人数を挙げていたが、実際のところ民間圧迫に 

        ならずに採用できているのか 

    （２） マリン施設において具体的な利用者計画はどうたてているのか 

    （３） 道の駅との連動はどうなっているのか。１度しか打合せをしてい 

        ないのでは 

   ４ 管理公社及び維持班等の高齢化に伴う課題について 

    （１） 定年による退職者が増えるが、今後の採用や再雇用などの計画は 

 １.日程報告 ······································································································· １６４ 

 １.散  会 ······································································································· １６５ 
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平 成 ２ ９ 年 第 ４ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会  

 
１．会期日程 
 

月 日 曜 種 別 内 容 

１１・３０ 木 本会議  
会期の決定、委員長報告、議案等上程、説明、質疑、 

討論、一部表決、一部委員会付託 

１２・ １ 金 休 会   

１２・ ２ 土 〃   

１２・ ３ 日 〃   

１２・ ４ 月 〃  （質問通告期限：正午） 

１２・ ５ 火 〃   

１２・ ６ 水 〃   

１２・ ７ 木 〃   

１２・ ８ 金 〃   

１２・ ９ 土 〃   

１２・１０ 日 〃   

１２・１１ 月 〃   

１２・１２ 火 本会議  一般質問 

１２・１３ 水 本会議  一般質問 

１２・１４ 木 休 会   

１２・１５ 金 〃 委員会 産業厚生委員会  （議案審査） 

１２・１６ 土 〃   

１２・１７ 日 〃   

１２・１８ 月 〃 委員会 総務文教委員会  （議案審査） 

１２・１９ 火 〃   

１２・２０ 水 〃   

１２・２１ 木 〃 委員会 議会運営委員会 

１２・２２ 金 本会議  
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、 

質疑、討論、一部表決、一部委員会付託 

 

２．付議事件 

件            名 

 

報告第１２号 定住促進住宅の家賃等の請求及び明渡しの請求に関する和解についての専決処分

の報告について 

報告第１３号 専決処分の承認を求めることについて（平成29年度垂水市一般会計補正予算（第
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４号）） 

議案第５７号 平成２８年度垂水市一般会計歳入歳出決算認定について 

議案第５８号 平成２８年度垂水市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第５９号 平成２８年度垂水市交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６０号 平成２８年度垂水市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６１号 平成２８年度垂水市老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６２号 平成２８年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６３号 平成２８年度垂水市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６４号 平成２８年度垂水市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６５号 平成２８年度垂水市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第６６号 南の拠点整備事業Ｂ棟の契約について 

議案第６７号 第５次垂水市総合計画基本構想について 

議案第６８号 垂水市立医療センター垂水中央病院の指定管理者の指定について 

議案第６９号 垂水市立介護老人保健施設コスモス苑の指定管理者の指定について 

議案第７０号 垂水市道の駅交流施設の指定管理について 

議案第７１号 平成２９年度垂水市一般会計補正予算（第５号） 案 

議案第７２号 平成２９年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第７３号 平成２９年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第７４号 平成２９年度垂水市病院事業会計補正予算（第２号） 案 
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本会議第１号（１１月３０日）（木曜） 

  出席議員  １４名 

       １番  村 山 芳 秀              ８番  持 留 良 一 

       ２番  梅 木   勇              ９番  池 山 節 夫 

       ３番  堀 内 貴 志             １０番  北 方 貞 明 

       ４番  川 越 信 男             １１番  森   正 勝 

       ５番  感王寺 耕 造             １２番  川 菷 達 志 

       ６番  堀 添 國 尚             １３番  篠 原 炳 則 

       ７番  池之上   誠             １４番  川 畑 三 郎 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  欠席議員   ０名  

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  地方自治法第１２１条による出席者 

   市    長  尾 脇 雅 弥          生活環境課長  髙 田   総 

   副  市  長  長 濱 重 光          農 林 課 長  二 川 隆 志 

   総 務 課 長  中 谷 大 潤          併    任          

   併    任                   農業委員会          

   監査事務局長                   事 務 局 長          

   企画政策課長  角 野   毅          水 産 商 工  森 山 博 之 

   財 政 課 長  野 妻 正 美          観 光 課 長          

   税 務 課 長  楠 木 雅 己          土 木 課 長  宮 迫 章 二 

   市 民 課 長  和 泉 洋 一          水 道 課 長  萩 原 竹 和 

   併    任                   会 計 課 長  川 畑 千 歳 

   選 挙 管 理                   消 防 長  後 迫 浩一郎 

   委 員 会                   教 育 長  坂 元 裕 人 

   事 務 局 長                   教育総務課長  池 松   烈 

   保 健 課 長  鹿 屋   勉          学校教育課長  下 江 嘉 誉 

   福 祉 課 長  保久上 光 昭          社会教育課長  野 嶋 正 人 
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  議会事務局出席者 

   事 務 局 長  田之上   康          書    記  野 村 宏 治 

                            書    記  瀬 脇 恵 寿 
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平成29年11月30日午前10時開会 

 

 

   △開  会 

○議長（池山節夫）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから平成29年第４回垂水

市議会定例会を開会いたします。 

   △開  議 

○議長（池山節夫）  これより本日の会議を開

きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △会議録署名議員の指名 

○議長（池山節夫）  日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において村山芳秀議員、川畑三郎議

員を指名します。 

   △会期の決定 

○議長（池山節夫）  日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 去る11月24日、議会運営委員会が開催され、

協議がなされた結果、本定例会の会期をお手元

の会期日程表のとおり、本日から12月22日まで

の23日間とすることに意見の一致を見ておりま

す。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。よ

って、会期は、本日から12月22日までの23日間

と決定いたしました。 

   △諸般の報告 

○議長（池山節夫）  日程第３、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から、平成29年８月分から10月分ま

での出納検査結果報告がありましたので、写し

をお手元に配付しておきましたので御了承願い

ます。 

 以上で、議長報告を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  皆さん、おはようござい

ます。９月定例議会後の議会に報告すべき主な

事項について報告をいたします。 

 まず初めに、企画政策関係についてでござい

ます。 

 南の拠点整備事業でございますが、ＰＦＩ整

備施設につきましては、８月31日に締結した基

本協定に基づきまして、優先交渉事業主である

株式会社鹿児島総合企業体グループと提案に基

づく契約事項の調整作業を行い、11月15日に仮

契約を締結し、議会の議決をいただいた場合、

本契約としての効力が生じるよう、本議会にお

いて議案を提出したところでございます。 

 また、道の駅認定に向けた手続につきまして

も、国と連携をして進めているところでござい

ます。 

 次に、第５次垂水市総合計画でございますが、

「九つの彩り豊かに健やかに人を育むまち.垂

水」をまちの将来像とした基本構想案を策定し、

本議会において議案として提出いたしました。 

 策定に当たっては、市民や高校生、職員など

延べ288人の参加による公開講座を初め、279人

の中学生アンケートを実施するなど、今回は、

特に、次世代を担う世代の意見も取り入れた計

画となっております。計画策定に御協力をいた

だきました皆様に感謝申し上げたいと思います。 

 次に、新庁舎建設でございますが、10月30日

に庁舎整備の基本方針を定めた基本構想を決定

いたしました。現在、次のステップである基本

計画づくりに着手し、庁舎規模や機能、整備位

置、事業手法等について検討を行っているとこ

ろでございます。 

 次に、ふるさと応援寄附金でございますが、

本年度は11月23日現在、約２万400件、４億

1,300万円の御寄附をいただいております。本
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年度は、本市ふるさと納税のＰＲや返礼品の充

実を進めていることから、昨年の同時期と比較

し、件数が約6,170件の増の1.4倍、金額が約１

億3,700万円増の1.5倍と伸びております。 

 次に、水産商工観光課所管についてでござい

ます。 

 10月28日から29日に開催されましたたるみず

ＹＯＳＡＫＯＩ祭りは、県内13団体が参加し、

前日祭は実施されましたが、本祭りは台風21号

の影響により、残念ながら、中止となったとこ

ろでございます。 

 また、昨年、台風16号の影響により中止とな

りました秋の産業祭は、天候に恵まれ、11月５

日に垂水の食文化でお腹いっぱいのテーマに加

え、和牛日本一に輝いたことをたたえ、

「祝！！「鹿児島黒牛」日本一！！垂水牛モー

最高」とサブタイトルをつけ、開催をいたしま

した。会場内では、地元農畜産物を初め水産加

工品の販売、恒例の本市特産品等が当たります

大抽選会なども行われました。加えまして、宮

崎市佐土原総合支所からも出店をしていただき、

特産品等の販売を行い、交流を深めたところで

ございます。 

 また、野外では、ことし新たな企画として、

オールドカーフェスを開催したところ、昔懐か

しい名車50台が集結し、会場内では多くの親子

連れが記念写真を撮るなど盛況で、この日は一

昨年を上回ります１万人の御来場がございまし

た。 

 民泊型教育旅行におきましては、10月から11

月にかけまして、国内並びにインドネシアから

６校733名の中学生、高校生をお迎えし、生徒

と民泊家庭においてたくさんの新たな出会いが

生まれたところでございます。 

 加えまして、11月15日には、新たに香港から

18名の生徒を受け入れ、餌やり体験並びに垂水

高等学校において、生け花や華道、茶道、書道

に加え、着物の着つけ体験など、日本の伝統文

化交流も行われ、充実した３日間を過ごしてい

ただきました。 

 そして、現在、垂水千本イチョウ祭りを開催

をしておりますが、ことしは台風の影響も少な

く、昨年に比べ、葉のつきもよく、自然が織り

なす金色のじゅうたんを御堪能していただいて

おり、短期間の開催ではございますが、県内外

から多くの来園者でにぎわっているところでご

ざいます。 

 今後も多くの皆様に本市を訪れていただける

よう、引き続き誘客活動の充実を図り、観光情

報の発信に努めてまいります。 

 次に、保健関係についてでございますが、垂

水市スーパーバイザーである鹿児島大学病院副

病院長で、鹿児島大学心臓血管・高血圧内科学

の大石充教授を中心とする専門家チームと共同

で実施する健康長寿事業、たるみず元気プロジ

ェクトの新健康チェックを11月20日から22日の

３日間、垂水市市民館で実施いたしました。市

内在住の65歳以上の方を対象に、健康状態、生

活習慣に関する総合的健康チェックを数年間に

わたって受けていただき、さまざまなデータの

分析に基づいた最適な健康長寿へのアプローチ

を提案していくものでございまして、３日間で

約300名の御参加をいただきました。 

 本年度は、10年、20年と続けていく事業の課

題を検証するプレ・パイロット事業の年度とし

て計５回実施いたしますが、残る２回は、今度

の週末に柊原小学校と牛根小学校において実施

する予定でございます。 

 次に、学校教育関係でございます。 

 ９月27日と28日は、小学校８校の６年生全員

が垂水中央中学校に集まり、合同学習会を開催

いたしました。来年の中学校入学を前に、一緒

に学習をすることでお互いの絆を深めるととも

に、中学校の先生方の授業も体験することで中

学校を知る充実した２日間となりました。子供

たちからは、中学校が待ち遠しい、早く入学し
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たいという声が聞かれました。 

 11月15日は、市内小中学校合同音楽会が文化

会館で開催をされました。各学校が合奏や合唱、

太鼓やダンスなどに工夫を凝らし、練習を重ね

てきた内容を発表し合い、楽しい音楽会となり

ました。講評では、県総合教育センターの講師

の先生から、各校ともに大変すばらしいとお褒

めの言葉をいただきました。 

 次に、社会教育関係でございます。 

 10月１日、垂水スポーツランドのオープニン

グイベントを開催いたしました。これは、旧陸

上競技場の多目的グラウンドへのリニューアル

に伴い行われたものです。当日は、記念式典で

国歌斉唱やテープカットが行われた後、オープ

ニングイベントとして参加者が新設されたウ

ォーキングコースを歩いたり、グラウンドゴル

フやソフトボール、ちびっこサッカーの試合な

どが行われ、多くの方々に御参加をいただきま

した。 

 また、10月４日には、垂水市グラウンドゴル

フ大会を開催し、58チーム290名の方々に御参

加をいただきました。 

 同じく10月７日、８日の両日には、九州屈指

のサッカー強豪校18校による球蹴男児アンダー

16リーグの試合が行われるなど、新しくできた

芝生のグラウンドで競技を満喫いただいており

ます。今後、たるスポの愛称とともに、市民の

健康増進や交流の場として御利用いただきたい

と思います。 

 次に、10月７日に、垂水市文化会館において、

郷土の偉人、瀬戸口藤吉翁の顕彰事業として海

上自衛隊佐世保音楽隊をお招きし、第19回瀬戸

口藤吉翁のふるさとコンサートを開催いたしま

した。開演前には、佐世保音楽隊による垂水小

学校金管バンドや垂水中央中学校吹奏楽部、そ

して、初参加となる垂水高等学校吹奏楽部の児

童生徒の皆さんへの楽器ごとの個別指導が行わ

れ、本番では佐世保音楽隊による吹奏楽の演奏

はもちろんのこと、市内小中高３団体との合同

演奏では軍艦行進曲などが演奏され、総勢88名

のハーモニーにより会場は大いに盛り上がり、

来場いただいた約750名の皆様にとって楽しい

ひとときとなりました。 

 次に、11月４日、５日の両日、第41回垂水市

民文化祭を開催いたしました。文化協会の皆さ

んにより、展示部門では18団体の作品、舞台部

門では21団体の発表、また、若草文学賞の朗読

があり、お茶会など、例年以上に力のこもった

文化祭となり、市民の皆様に文化・芸術の秋を

堪能いただきました。また、この文化祭と同時

に、昨年に引き続き開催いたしました山下清画

伯特別展では、額縁を新調し、補正作業が終了

いたしました垂水市の風景を題材といたしまし

た貴重な絵画４点を特別公開し、多くの来場者

に好評をいただきました。 

 次に、本市の交通事故の発生状況について報

告をいたします。 

 10月末日現在、交通事故の発生件数は61件、

死亡者数は２名、負傷者数は80名です。前年同

時期と比較いたしますと、発生件数で14件、死

亡者数で１名、負傷者数で21名、いずれも増加

しております。 

 また、10月１日から自転車損害補償保険等へ

加入すること及び保護者は中学生以下の子供に

自転車乗用者ヘルメットを着用させることが義

務づけられました。 

 今後も鹿屋警察署、交通安全協会などの関係

機関並びに振興会の御協力をいただきながら、

交通事故の発生や死亡事故の減少を図るための

交通安全対策を強化してまいります。 

 次に、主な出張用務でございますが、県外出

張でございます。 

 10月２日、東京丸の内で開催されました垂水

食を通じた販路拡大事業のオープニングイベン

トに出席をし、本市の食材を使った料理や焼酎、

温泉水など垂水の食の豊かさをＰＲしてまいり
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ました。 

 10月７日、岡山県の岡山城天守閣広場で毎年

開催されております本市ゆかりの偉人、宇喜多

秀家フェスに参加し、交流を深めてまいりまし

た。 

 10月12日から、大分県佐伯市で開催されまし

た九州市長会に出席をし、予定された議案等の

審議を行ってまいりました。 

 10月25日には、東京都にて開催されました九

州地区の経済と暮らしを支える港づくり全国大

会へ出席し、翌日26日には、森山瓠衆議院議員

を初め、県選出国会議員へ要望活動を行ってま

いりました。 

 11月12日からは、大阪市で開催されました関

西垂水会に出席をいたしました。関西垂水会は、

例年同様の約140人の参加があり、大いに盛り

上がりました。 

 11月14日は、東京都にて開催をされました全

国過疎地域自立促進連盟理事会及び総会へ出席

し、翌日15日には、九州地方国道整備促進総決

起大会並びに県選出国会議員への要望活動を行

ってまいりました。 

 11月27日は、東京都にて開催されました平成

29年度災害復旧促進全国大会へ出席し、翌日28

日には、全国治水砂防促進大会並びに国土交通

大臣ほか関係者への要望活動を行ってまいりま

した。 

 次に、県内の主な出張用務でございます。 

 鹿児島市で開催されました錦江湾奥会議、志

布志市で開催されました県市長会定例会へ出席

し、議案審査を初め、さまざまな行政課題に対

しまして意見交換をしてまいりました。 

 また、監査を務めております県市町村社会基

盤整備推進協議会の決算監査や委員を務めます

県国有林野等所在市町村長有志協議会、大隅・

肝付地区広域事務組合議会定例会、理事を務め

ます県消防協会理事会に出席し、議案等の審議

を行ってまいりました。 

 そのほか、鹿屋商工会議所創立70周年記念式

典、児童養護施設大隅学舎創立70周年記念祝賀

会、かごしまお茶まつり肝属大会などに出席を

いたしております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

   △委員長報告 

○議長（池山節夫）  次に、各常任委員会及び

議会運営委員会委員長から、所管事項調査の報

告の申し出がありますので、これを許可いたし

ます。 

 最初に、産業厚生委員会委員長、堀添國尚議

員。 

   ［産業厚生委員長堀添國尚議員登壇］ 

○産業厚生委員長（堀添國尚）  皆さん、おは

ようございます。それでは、産業厚生委員会の

所管事項調査を報告をいたします。 

 去る10月31日から11月２日まで、高知県高知

市、いの町及び四万十町において、私ども産業

厚生委員会の６名及び随行１名は所管事項調査

を実施しましたので、その結果を報告いたしま

す。 

 初めに、高知市について報告いたします。 

 高知市では、訪問型病児病後児保育について

研修してまいりました。 

 まず、病児病後児保育とは、病気になった児

童や病気は治ったものの保育園等に預けること

はできない児童に対し、保護者に代わって世話

をするというものでございます。全国的には小

児科や内科に隣接した施設で行われる施設型病

児病後児保育が多いのですが、今回、視察を行

ったＮＰＯ法人にんにんでは、病児等を自宅で

世話を行う訪問型病児病後児保育を行っており、

事業を始めた経緯と内容について説明がありま

した。 

 説明の中では、昨今の核家族化、共働き世帯

及びひとり親世帯の増加により、突発的な病児

の世話に対し、病児病後児保育は子育て世帯で

喫緊の課題であるものの、施設型の病児病後児
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保育だけでは対応できる人数が少ないことから、

視察先法人では訪問型の病児病後児保育を行っ

ております。 

 対象児童は軽微な病気のみではありますが、

保護者の代わりに病院に付き添うなど施設型に

比べ、できることの幅が多く相談件数も多いの

ですが、対応できるスタッフ数が足りず、ニー

ズが大きいことが感じられました。 

 しかしながら、事業を開始したばかりという

ことや、施設型と違い補助金がないことから運

営は厳しいとのお話がありました。質疑応答の

中では、「本当ならば、家族が看護するのが一

番いいと思うが、どう思っているのか」と質問

に対し、「昔ながらの両親が看護できない場合

でも祖父母が見てくれるなど、このようなサー

ビス自体が不要になるのが一番である。しかし

ながら、今日では田舎と呼ばれるような地域か

らも相談があり、難しいと実感している」との

回答がありました。 

 また、「県や市からの支援はないのか」との

質問に対しては、「県は、ある程度、理解して

くれている」「市とは、現在、支援制度につい

て相談を行っているが、実績がネックになり、

これからの話となっている。しかしながら、市

の議員の中には支援をしてくださる方もいる」

との回答がありました。 

 このようなことからも、このサービスの必要

性が一過性ではなく、行政の取り組みが必ず必

要になると実感しました。 

 次に、いの町について報告いたします。 

 いの町では、森林行政について研修してまい

りました。 

 いの町は、町の90％を森林が占め、また、１

次産業の70％を林業が占める木材の町でありま

す。そのため、いの町では森林政策課を設置し、

国や県から補助制度の活用、いの町から高知市

へ流れる仁淀川に対する高知市からの水利権及

び一般財源を使って林業に対する支援を本格的

に行っております。 

 町としては、一般財源を使って事業を行うた

めには町民の理解が必要であるが、面積のほと

んどを占める森林について町民は往々にして無

関心であり、どうしても道路や福祉など生活に

直結する施策を求める傾向が大きいとのことで

した。そのため、町としては儲かる林業という

考え方で、林業の発展、後継者問題の解決をす

ることにより、事業への理解を求めることとし

ております。 

 具体的には、間伐、森林作業用道路整備、再

造林、降灰竹林除去、担い手支援などの事業を

行っており、その中でも基礎となる部分が森林

作業用道路をきちんと作成することにより、無

駄な出費、時間を抑えられる効果があるとのこ

とでありました。また、再造林をする場合には、

旧来の画一化された植林ではなく、その場所に

あった樹木を植樹することにより、よりよい環

境での発育を促進できるとのお話もありました。 

 質疑応答の中では、「７月の九州北部豪雨災

害では流木により被害が増大したが、挿し木に

よる植林方法により根が深くならず、生育した

ために流されやすくなっていたと考えるがどう

だろうか」との質問に対し、「今回の豪雨災害

では予想を大きく超える降雨量であったために、

実生でも流木という結果は変わらなかったので

はないかと考えている。ただし、挿し木より実

生のほうが根深く育つ分、倒れにくい」との回

答でありました。 

 本市でも昨年の台風被害では、流木により二

次被害が大きかったこともあり、改めて林業を

進めることにより、森林保護を推し進めること

が安全対策のためにも必要になると実感しまし

た。 

 最後に、四万十町について報告いたします。 

 四万十町では、６次産業化について研修して

まいりました。 

 四万十町は２町１村による合併で誕生した町
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であり、それぞれ道の駅が開設されていたり、

計画中であったことから、現在、町内に３つの

道の駅があり、約20キロメートル間隔で点在し

ております。また、この道の駅は、全て指定管

理者制度での運営が行われておりますが、うち

１カ所は、第三セクター事業所での指定管理者

制度による運営でございます。当日は、その中

でも一番規模の大きい道の駅あぐり窪川を中心

に説明を受けました。 

 あぐり窪川は、第三セクターによる指定管理

者制度での運営が行われております。高知自動

車道の現時点における最終地点である四万十中

央インターチェンジが近くにあることから、交

通面での大きな利点があり、年間40万人が訪れ

る道の駅であります。 

 あぐり窪川における一番の特徴として挙げら

れるのは、敷地内にある道の駅直営加工場でつ

くられる豚まんであります。四万十町は高知県

でも有数の畜産が盛んな町であることから、安

価で取引される豚の腕肉に付加価値を高めるこ

とを目的に開発されました。商品開発時には

フードコーディネーターに開発を依頼し、試作

を繰り返し、商品開発を行いました。現在は、

年間60万個を製造するほどとなり、加工場はフ

ル稼働しているものの製造が追いつかず、今で

はあぐり窪川といえば、豚まんと言われるほど

に県民に愛されております。ただし、製造され

る豚まんのほとんどは、町外や県外への卸販売

となっており、道の駅単体で全てを消費してい

るわけではありません。このことからも６次産

業化で重要なことは開発だけではなく、その後

の流通や消費者への道筋をいかに構築するかに

もかかってくるそうです。その結果、販路拡大

に伴う工場拡大も計画されているとの説明もご

ざいました。 

 質疑応答の中で、「町内に道の駅は複数ある

が、道の駅同士で情報共有をする場があるの

か」との質問に対し、「町でそういう場を提供

したり、町内の道の駅だけで集まって協議をす

る場はないが、四国地区道の駅連絡協議会高知

県ブロック会議があり、そういう場で協議や情

報の共有を行っている」との回答がありました。 

 説明を受けた後、実際に道の駅の視察を行い

ましたが、豚まんを食べたり買ったりしている

客を実際に見て、改めて名産品が大事であると

感じました。 

 本市においても、来年、南の拠点ができるが、

地元のすばらしい食材を生かした６次産業化に

おける名品を開発することによって、人及び販

路拡大することは基幹産業である１次産業の発

展にも必要になるのではないかと実感しました。 

 今回の所管事項調査は、垂水市にとって参考

になる事例が非常に多くありましたこと、報告

して終わります。 

○議長（池山節夫）  次に、総務文教委員会委

員長、持留良一議員。 

   ［総務文教委員長持留良一議員登壇］ 

○総務文教委員長（持留良一）  おはようござ

います。それでは、総務文教委員会の所管事項

調査について報告をいたします。 

 10月25日から27日まで、三重県において、私

ども総務文教委員会６名及び随行１名は、所管

事項調査を実施しましたので、その結果を御報

告申し上げます。 

 今回の調査は２つのテーマを議論の上、設定、

実施しました。 

 １点目は、地域交通政策について。特に、生

活と福祉を支えるという観点から、先進地を学

び、今後の垂水の地域交通政策づくりに生かし

ていきたいという目的がありました。 

 ところが、出発前日、台風21号の被害により、

被害者救済など災害復旧に取り組まなければな

らないと一報があり、やむなく観察地である三

重県玉城町を断念することとしました。どのよ

うな点について調査する内容だったのか、若干、

紹介しておきたいと考えます。今後、機会があ
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れば、再度、観察、視察したいと考えていると

ころであります。 

 ここでは、福祉などを支える交通を地域の福

祉の課題と一体となって解決しようと取り組ん

でいる自治体です。このバスは通称元気バスと

言われています。特徴は、地域の問題、課題解

決として交通問題という観点だけではなく、高

齢者の安否確認等の福祉政策とともに地域の交

通問題を一体的に解決した自治体の一つです。 

 福祉と交通が一体となった元気バスシステム

の特徴は、家族全員の登録が多数を占め、その

データを活用して生活状況を把握できるように

できます。 

 生活状況は、予約の状況の資料から安否確認

にも活用できるということです。さらに、この

システムは高齢者の見守りにも活用されていま

す。 

 この事業は社会福祉協議会に事業の委託をし

ていることで、福祉政策として民生員との連携

により高齢者の24時間の安全見守りも可能にな

るということです。 

 このような元気バスシステムは、高齢者の外

出機会の喪失、地域全体での見守りなど、多く

の利点が指摘をされています。特に、顕著なの

が、後期高齢者の１人当たりの医療費が年々

５％増加傾向にあったのが、導入後は横並び、

もしくは約2,000万円ぐらい減少しているとの

ことです。この結果の相関関係を分析し、今後

に生かしていきたいと検討も進んでいるようで

す。垂水にとって住民がどこに住んでいても安

心に元気に暮らすことのできるまちづくりへ示

唆を与えるものと考えます。今回、視察はでき

ませんでしたが、資料等からも政策研究に値す

るものと考えます。 

 そこで、１日目の視察が困難になったことか

ら、行政の課題になっている歴史資料館の問題

について、松阪市と伊勢市の歴史資料館を独自

に視察することにしました。 

 伊勢市は、伊勢市古市街道資料館、松阪市は、

松阪市歴史資料館でした。 

 目的は、資料館が設置された経過、目的、運

営等について見分することにしました。 

 この内容については正式な視察でないことか

ら報告書に記されていますので報告は差し控え

たいと思いますが、基本的な視点として、特に、

松阪市の歴史資料館は、子供たちの教育と深く

かかわっていることが学べました。視察したと

きに、小学校３年生が見学に来て館長より説明

を受けて学習をしていました。そこに展示され

ている資料は、産業から松阪市の成り立ちなど

一堂に見ることが可能で、子供たちは学習の段

階に応じて学ぶことが可能になります。これら

を見て、改めて資料館の必要性や意義を断片で

ありましたが、研修することができました。委

員の感想にもあるように、歴史資料の散逸や保

存、そして、展示、公開などの観点からも必要

性を一層学んだと考えます。 

 次に、定住対策とまちづくりについて、朝日

町について報告をいたします。 

 この町は三重県でも最も小さな町ではありま

すが、旧東海道や国道１号線が縦断し、２つの

駅を有しています。このことで、名古屋市や松

阪市のベッドタウンとしての機能も持ち合わせ

ていることも大きな特徴です。また、戦前から

東芝産業機器システムや、その後日立金属など

の工場進出があり、その関係で中小企業が増え、

工業企業町として発展してきている町でもあり

ます。そのようなことから、第３次産業は６割

近くを占め、農業など１次産業は、構成比でい

くと1.3％しかありません。垂水市と共通する

のは、合併せずに自立のまちを目指していると

のことです。これらの町を視察先に選択したの

は、人口増加率が日本一の伸びを記録したこと

と、そのような中で、地域づくりをどのように

取り組んだのかという視点を持って臨むことに

しました。 
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 この町を定住対策という点で比較検討するこ

とは問題外とは思いますが、取り組みや課題の

中に共通する方向や対策の視点があるという考

えもありました。 

 さて、研修には町長初め担当課長、議長や各

委員会の委員長も参加していただき、さまざま

な観点から多面にわたって研修することができ、

幅広く深く学ぶことができ、大変有意義なもの

になったと思います。 

 では、なぜ人口増率が増えたかということで

すが、第４次総合計画で人口１万人を目標にし

て動き出したことです。その施策として、宅地

開発と定住対策に要因があったようです。宅地

開発については大変苦労されたようですが、行

政だけでなく、企業などの関係団体等の力も借

りて取り組まれたようです。本市も潮彩町など

の宅地開発で人口増を図ってきましたが、規模

や条件等に違いがあり、比較検討はできません

が、共通の課題や方向性はあると感じました。 

 次に課題としたのが、人口増が図られても地

域づくりが進んでいない、いかないと全体とし

ての目指すまちづくりは難しいものがあります。 

 町のキャッチコピーは、「いきいき暮らす緑

と歴史のまち朝日」となっています。そこで、

検討されたのが、まちづくり協議会を設置して

地域づくりの推進を図ることです。この土台に

なるのが、朝日町まちづくり条例があるようで

す。 

 その目的は、住民と協力し、住民参加を位置

づけ、魅力ある住みよいまちづくりをつくるこ

ととしています。 

 特徴は、町民、町、町長の責務が明記され、

議会にも責務があるということです。これらを

根底に、議会は個性豊かな活力に満ちた暮らし

のできる地域を形成し、発展させ、自治区民の

きずなを深めることを目的とし、取り組む事業

等を交付金で支援していくものになっています。 

 現在、本市も各地区単位で取り組んでいるも

のと同じような内容で、事業等も共通するもの

は数多くありました。全国の共通の取り組みと

して、子育て支援がありました。医療費の無料

化で、今後、さらに充実させるということでし

た。この点では避けて通れない課題であること

も理解を受けることができたことは有意義だと

いうふうに考えます。 

 最後に、研修をして委員の共通したものは、

粘り強く人口対策としてまちづくりに取り組ん

でいきたい、地域の状況を生かして粘り強く取

り組む課題であることを再認識し、さらに検討

も必要である。地域住民の声を反映できるよう

な仕組みが必要という感想もありました。 

 以上の報告となりますが、施策として提言は

単純でありませんが、置かれている状況を生か

して施策を研究すること、住民の参加によって

取り組んでいくことが必要であるということで

す。 

 今回の所管事項調査は、垂水にとって参考に

なる事例が非常に多くありましたことを報告し

て、委員会の報告といたします。 

 以上です。 

○議長（池山節夫）  次に、議会運営委員会委

員長、川菷達志議員。 

   ［議会運営委員長川菷達志議員登壇］ 

○議会運営委員長（川萇達志）  おはようござ

います。 

 去る11月15日から11月17日にかけて、議会運

営委員会委員４名と随行１名により、静岡県熱

海市、山梨県大月市にて所管事項調査を実施し

ましたので、その結果をご報告申し上げます。 

 今回の所管事項調査の目的は、人口、議員定

数ともに比較的本市と類似する規模の自治体に

おける議会運営の実態を調査し、今後の本市に

おける議会運営の参考とするものであります。 

 まず、調査内容について。 

 １点目が一般質問について、通告書記載、打

ち合わせのあり方、時間、回数等。 
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 ２点目として、議員定数削減に伴う弊害につ

いて、委員会構成、議員報酬、女性議員の有無、

議員構成等。 

 ３点目が、議会報告会について、実施の回数、

時期、内容、住民への周知方法、団体への公募

等であります。 

 ４点目、常任委員会について、関連質問、そ

の他の発言、市長等の出席、あるいは待機の有

無等の４項目を両市における共通の調査事項と

し、熱海市議会については、これらのほかに新

庁舎の建設についても調査をしてまいりました。 

 初めに、熱海市議会について御報告申し上げ

ます。 

 調査項目１の一般質問については、一問一答、

もしくは一括質問、一括討論のどちらかを選択

し、持ち時間は１人45分で質問回数は無制限、

執行部との打ち合わせについては行っていると

のことでありましたが、本市のように関係課を

一堂に集めての打ち合わせは行っておらず、質

問等があれば、当局と議員間で、直接、やりと

りを行っておりました。 

 また、打ち合わせに関しては、一切、事務局

は関与せず、打ち合わせ内容についても議員

個々によるものでありました。 

 調査項目２の議員定数削減に伴う弊害につい

ては、２常任委員会、３特別委員会があり、議

員１人当たりの負担が大きいと感じました。 

 議員定数については、改選のたびに削減をさ

れており、現定数15名、これ以上の削減は市民

の声を吸い上げることができなくなるとの考え

が示され、同感するものでありました。 

 委員構成は、28歳から90歳までと幅広く、平

均年齢は57.8歳、女性議員も一名在籍しており

ました。過去においても５名の女性議員が当選

をし、要職を務めておられました。また、若手

議員も平成22年以降、20歳代の議員が誕生して

いました。 

 議員報酬については、関東首都圏ということ

もあり、本市の1.5倍程度あり、政務活動費は

支給されていませんが、行政調査費用として常

任委員会は１人12万円、会派へは１人10万円支

給されておりました。ただし、議会運営委員会

は所管事項調査を行っておらず、費用も支給さ

れていませんでした。 

 調査項目３の議会報告会は実施されておらず、

市議会だよりで市民に報告されているだけでし

た。 

 調査項目４の常任委員会における関連質問は、

所管内容では許可されており、その他質問も付

託案件終了後に時間が設定されていた本市と変

わりはありませんでしたが、市長は常任、特別

委員会ともに出席されており、説明責任をしっ

かり果たそうとする姿勢が感じられました。 

 調査項目５の新庁舎建設については、当初は

新設の方向で進んでおりましたが、財政難を理

由に分庁化に方向転換をし、規模、予算を抑え

建設をされております。 

 当初計画では40億円の建設費を分庁化するこ

とで23億円に抑え、デザインや規模など無駄、

無理を省く熱海市の姿勢を強く感じました。ま

た、庁舎建設のための積立金を病院誘致にも使

うことで利益を市民に還元されたことは非常に

興味深い話であり、本市が現在取り組んでいる

庁舎建設においても大いに参考にしたいと思い

ました。方向転換をした市長の英断とそれを支

持した市民に共感を覚えました。 

 次に、大月市議会について報告いたします。 

 一般質問については一問一答制で、持ち時間

は代表質問60分、個人質問40分で、質問回数、

無制限、執行部との打ち合わせは行われておら

ず、担当部署が、直接、各議員に問い合わせを

しておりました。 

 また、特筆すべきは、議長と議会運営委員長

が通告内容を精査をし、調整を行っていること

と、事務局長が執行部の打ち合わせに出席し質

問内容について説明を行っている点でありまし
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た。このことが本市と比較すると、質問者が少

なく、一般質問が１日で終了した要因だと思い

ましたが、重複している質問でも切り口を変え

る等の工夫を議員としてすべきであると感じま

した。 

 議員定数削減については、どこまで削減をし

ても市民の理解は得られることはなく、現行定

数が限界であるとの認識で全く同感するもので

した。 

 現行制は最年少43歳、最年長71歳、平均年齢

は59.9歳、女性議員は過去に１名が２期当選さ

れたが、現在は在職されておりませんでした。

その方は共産党の公認だったとの説明がありま

したが、全国地方議会の女性議員のほとんどが

政党の公認候補であり、本市においても政党や

団体の公認推薦がないと難しいのではないかと

感じました。 

 議員報酬については、議長と議員で報酬額に

余り差がないことが特筆される点で、政務活動

費はこちらも支給されておりませんでした。 

 議会報告会については、こちらも実施をされ

ておりませんでしたが、各種団体との意見交換

会を行っており、議会報告会にかわるものと認

識を示されました。 

 常任委員会における関連質問及びその他の質

問については、いずれも認めているとのことで

した。また、本市同様、市長は常任特別委員会

にも出席されていないということでありました

が、議会としては、政策方針は市長答弁が不可

欠であり、委員会が重要な審議の場であるとの

認識から市長の出席を望まれていました。 

 また、閉会中に議員定例懇談会を市長出席の

もと開催をされており、情報共有の観点から有

意義と感じました。 

 所管事項調査を通じて、他の自治体の議会運

営の実態を調査し、大いに参考となる事例を数

多く学んでまいりました。議会としての責任を

果たすためにも議会運営委員会の果たす役割の

重要性を再認識し、垂水市議会の議会運営のあ

り方やさらなる議会改革の必要性を強く感じま

した。今回、学んだ多くの事例を今後の参考し

てまいりたいと考えております。 

 以上で、議会運営委員会所属の所管事項調査

の報告を終わります。 

○議長（池山節夫）  以上で、諸般の報告を終

わります。 

   △報告第12号上程 

○議長（池山節夫）  日程第４、報告第12号定

住促進住宅の家賃等の請求及び明渡しの請求に

関する和解についての専決処分の報告について

を議題といたします。 

 報告を求めます。 

○土木課長（宮迫章二）  おはようございます。

報告第12号定住促進住宅の家賃等の請求及び明

渡しの請求に関する和解について、地方自治法

第180条第１項の規定に基づき、市長専決処分

事項の指定によりまして専決処分いたしました

ので、同条第２項の規定によりご報告いたしま

す。 

 専決処分の内容でございますが、平成29年10

月６日、鹿屋簡易裁判所法廷において、土木課

住宅担当職員と当該者は賃貸借契約が引き続き

存続していることを相互に確認し、当該者は滞

納使用料の支払い義務があることを認め、納入

方法や納入場所についても確認されたところで

ございます。 

 また、支払いを３回怠ったときは、残額を直

ちに支払うことや、そのことで本件賃貸借契約

が解除となった場合には、本件定住促進住宅を

明け渡す条件で和解成立したものでございます。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（池山節夫）  以上で、報告第12号の報

告を終わります。 

   △報告第13号上程 

○議長（池山節夫）  日程第５、報告第13号専

決処分の承認を求めることについて（平成29年
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度垂水市一般会計補正予算（第４号））を議題

といたします。 

 報告を求めます。 

○財政課長（野妻正美）  おはようございます。

報告第13号専決処分の承認を求めることにつき

まして、御説明申し上げます。 

 衆議院の解散に伴いまして、衆議院議員総選

挙費の関連経費の執行に急施を要し、平成29年

９月28日に平成29年度垂水市一般会計補正予算

（第４号）を地方自治法第179条第１項の規定

により専決処分しましたので、同条第３項の規

定により御報告を申し上げ、承認を求めようと

するものでございます。 

 補正の理由でございますが、10月22日に実施

されました衆議院議員選挙の準備等関連経費に

ついて予算措置をしたものでございます。今回、

歳入歳出とも1,288万8,000円を増額いたしまし

たので、これによります補正後の歳入歳出予算

額は122億1,005万3,000円になります。補正の

款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は２ページから３ペー

ジにかけての第１表歳入歳出予算補正に掲げて

あるとおりでございます。 

 事項別明細でございますが、まず歳出から申

し上げます。 

 ７ページをお開きください。 

 投・開票立会人の報酬、選挙事務従事職員の

時間外手当、選挙事務に要する消耗品等の物件

費、ポスター掲示板設置の工事請負費等を計上

しております。これらに対する歳入は６ページ

の歳入明細にお示ししてありますように、県支

出金の特定財源を充てて収支の均衡を図ってお

ります。 

 以上で説明を終わりますが、御承認いただき

ますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山節夫）  ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」という者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。報告第13号を承認するこ

とに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。よ

って、報告第13号は承認することに決定いたし

ました。 

   △議案第57号～議案第65号一括上程 

○議長（池山節夫）  日程第６、議案第57号か

ら日程第14、議案第65号までの議案９件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第57号 平成28年度垂水市一般会計歳入歳

出決算認定について 

議案第58号 平成28年度垂水市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第59号 平成28年度垂水市交通災害共済特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第60号 平成28年度垂水市地方卸売市場特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第61号 平成28年度垂水市老人保健施設特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第62号 平成28年度垂水市漁業集落排水処

理施設特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

議案第63号 平成28年度垂水市介護保険特別会

計歳入歳出決算認定について 

議案第64号 平成28年度垂水市簡易水道事業特

別会計歳入歳出決算認定について 

議案第65号 平成28年度垂水市後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算認定について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池山節夫）  ここで、決算特別委員会

委員長の審査報告を求めます。 

   ［決算特別委員長堀添國尚議員登壇］ 

○決算特別委員長（堀添國尚）  決算特別委員
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会の報告をいたします。 

 去る９月22日、平成29年第３回定例会におい

て決算特別委員会付託となり、閉会中の継続審

査となっておりました平成28年度垂水市一般会

計、国民健康保険特別会計、交通災害共済特別

会計、地方卸売市場特別会計、老人保健施設特

別会計、漁業集落排水処理施設特別会計、介護

保険特別会計、簡易水道事業特別会計及び後期

高齢者医療特別会計の各歳入歳出決算について、

10月18日及び19日の２日間、決算特別委員会を

開き審査いたしましたので、その結果報告いた

します。 

 審査に当たっては、決算の性質に鑑み、予算

が議決の趣旨、目的に沿って適正に執行され、

かつ初期の目的が達成されたかどうかなどに重

点を置き審査いたしました。 

 なお、計数については、監査委員の審査を十

分尊重し、決算報告書、決算意見書に基づいて

審査を進め、各関係課長の説明を受けながら、

予算執行の実績、効果等を確認し、その適否に

ついて慎重に審査いたしました。 

 最初に、一般会計について申し上げます。 

 まず、歳入について市税を見ますと、１人当

たりの所得額が増加したことにより、市県民税

が増加となりました。 

 また、台風16号による災害復旧支出額が増額

されたことに伴う県支出金が前年度より３億

3,800万円余り増額となりました。 

 合わせて、ふるさと応援寄附金の増額も年々

ふえてきており、前年度より１億6,000万円近

くの増額でありました。その結果、本市の主要

財源である地方交付税や各種交付金等が減額と

なったものの歳入全体として前年度比で９億

4,574万1,000円、8.6％の増となっております。 

 市債の発行額については、臨時財政対策債や

災害復旧事業債を除く通常債の発行額が４億

9,590万円で、前年度より8,000万円程度減額と

なっております。 

 次に、歳出について。増額幅の大きなものは、

台風16号災害に係る災害復旧事業費、垂水中央

運動公園改修事業及びふるさと応援寄附金の増

に伴う積立金の増加によるものです。 

 一方、減額幅の大きなものは、教育費、商工

費、消防費ですが、水之上小学校体育館整備事

業の完了、森の駅たるみずの指定管理者制度開

始による運営費減、消防ポンプ車購入完了によ

るものです。結果、一般会計決算額の実質収支

額は２億8,745万2,000円の黒字が計上されまし

た。 

 また、特別会計においても健全財政に努めた

結果、全ての会計において黒字であることが報

告されました。 

 なお、基金の状況でございますが、財政調整

基金は１億9,835万8,000円を新たに積み立て３

億3,795万5,000円を取り崩しましたので、年度

末残高は15億3,854万円となっております。県

下19市の中で16番目となっております。 

 また、大規模な市有施設の整備を図るための

市有施設整備基金ですが、１億3,036万6,000円

増額の11億3,083万6,000円になっております。 

 それでは、一般会計の主な質疑について報告

いたします。 

 最初に、企画政策課所管において、新規事業

である就地拡大事業の実績はとの質疑がありま

した。これに対し、若者は垂水に就業を意識し、

若者に垂水のよさを知ってもらうことを目的と

した事業であり、前年度の実績として鹿屋体育

大学と包括連携協定を結び、マリン施設整備の

ための協議会設立準備、鹿児島国際大学におい

ては、地方創生に関する連携協定を結び、５回

の寄附講座を行いました。垂水高校では、「同

校卒業生が参加したディスカッションを開催し

ました」との回答がありました。 

 次に、社会教育課所管において、公民館の外

壁改修工事が行われ、「見た目がよくなったが、

耐震等を含め今後の考えは」との質問に対し、
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「施設が明るくなり、これを契機に公民館活動

も活発になってほしい。そして、市民館も含め、

いろいろな対策をとらないといけない時期であ

るため、いろいろ調査研究を行っているところ

であります」との回答がありました。 

 次に、福祉課所管において、「放課後児童ク

ラブの実績とこれからの計画は」との質問に対

し、「28年度の垂水児童クラブ利用者延べ人数

１万6,312名、水之上児童クラブ3,517名となっ

ている。今後の計画については、柊原ではさざ

なみ保育園に計画を立てており、協和について

も来年度開設に向けて検討はしている。牛根地

区については、どのような形なら実現可能であ

るかの検討を進めているところである」との回

答がありました。 

 次に、保健課所管において、「昨年に引き続

き施設待機者が多く、地域包括ケアセンターが

開設されたことからも高齢者が住みなれた地域

で住んでいくためには小規模多機能型の介護施

設が必要とする部分が多々あるので、第７期介

護保険事業計画において、牛根地区には小規模

多機能型施設がないため、引き続き募集しても

らうよう要望がございました。 

 次に、農林課所管において、有害鳥獣対策費

として補助金が出されているが、実績と具体的

な駆除方策はどうなっているのか」との質問に

対し、「28年度の捕獲頭数はイノシシ512頭、

猿21頭、タヌキ54頭、アナグマ49頭、カラスが

25羽となっている。駆除方策については、ワイ

ヤーメッシュと電気柵の併用で一定の効果はあ

るものの、十分でないところもあることから目

覚ましい効果があるようなところがあれば、先

進地視察などを行って対策を進めていきたい」

との回答がありました。 

 また、「台風16号災害における復旧工事の状

況はどうなっているのか」との質問に対し、

「基本的にほぼ発注済みであるが、農地農業用

施設については３件を発注していない。林道に

ついては12件残っている」との回答がありまし

た。 

 次に、特別会計決算について報告いたします。 

 交通災害共済特別会計において、「県内の市

町村において、交通災害共済制度をなくすると

ころも出ていると聞くが、現状はどうなってい

るのか」との質問に対し、「現在、本市を含む

７市でこの制度を運営している。あと、県市町

村事務組合という組合組織にて１組合が運営し

ている」との回答がありました。 

 次に、介護保険特別会計については、「介護

保険料は年金からの天引きにより支払われてい

ると思うが、収入未済額が発生するのは、なぜ

なのか」との質問に対し、「少額の方だとか、

年金を担保にお金を借りていらっしゃる方につ

いては、年金からの天引きができずに、納付書

等での支払いになり、そういう方が支払いでき

ない場合に収入未済が発生することとなる」と

の回答がありました。 

 次に、老人保健施設特別会計については、

「一般会計からの繰り入れが約5,500万という

状況だが、今後の見通しはどうなっているの

か」との質問に対し、「コスモス苑自体の収支

は2,300万円ほどの黒字にはなっているものの、

起債償還金を充てると結果的に赤字になってし

まう。この状況は、償還が終了する平成38年度

まで続くと考えている」との回答がありました。 

 次に、地方卸売市場特別会計について、「昨

年度の決算委員会において、存続に向けて運営

及び施設面での将来的議論を重ねていくとの話

があったが、今回の台風災害も含めてどのよう

に考えているのか」との質問があり、「市場の

買い受け人である垂水市内の小売店が少なくな

っていることから、新たな買い受け人の掘り起

こしとして新規の小売店や道の駅、ホテルアザ

レアが新しい買い受け人となるため、取り扱い

量がふえていくのではないかと思っている。施

設の老朽化に伴う更新は同規模の他市場が試算
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したところ、１億円かかるとの話があったこと

から、断念した経緯があったとのことで引き続

き改修か建て替えを検討していきたい」との回

答がありました。 

 以上のような審査を行った結果、当委員会と

しては、一般会計歳入歳出決算及び各特別会計

歳入歳出決算ともに、適正であると認めること

の意見の一致を見ました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（池山節夫）  ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」という者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」という者あり］ 

○議長（池山節夫）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。各議案に対する委員長の

報告は認定であります。各議案を委員長の報告

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。よ

って、議案第57号から議案第65号までの議案９

件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。 

 ここで暫時休憩いたします。次は、11時15分

から再開いたします。 

     午前11時５分休憩 

 

     午前11時15分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

   △議案第66号及び議案第67号一括上程 

○議長（池山節夫）  日程第15、議案第66号及

び日程第16、議案第67号の議案２件を一括議題

といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第66号 南の拠点整備事業（Ｂ棟）の契約

について 

議案第67号 第５次垂水市総合計画基本構想に

ついて 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池山節夫）  説明を求めます。 

○企画政策課長（角野 毅）  おはようござい

ます。議案第66号南の拠点整備事業Ｂ棟の契約

について、御説明申し上げます。 

 その前に１点、御報告いたします。 

 契約書でございますけれども、11月22日に本

市契約関連アドバイザー弁護士より、契約書の

一部削除の申し入れがございましたので、御報

告いたします。 

 一部削除についてでございますけれども、事

前に配付をしてあります契約書34ページの第

100条第１項のただし書き以下の削除でござい

ます。双方の弁護士確認の上で、一部削除を行

ったことを御報告をいたします。誠に申しわけ

ありませんけれども、お手元の契約書34ページ、

第100条第１項のただし書き以下について削除

をお願いいたします。 

 それでは、議案について御説明をいたします。 

 南の拠点整備事業Ｂ棟は、６次産業化及び観

光振興を目的とした物産館及びレストラン機能

を持つ施設でございます。 

 整備資本については民間資金等の活用による

公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわ

ゆるＰＦＩ法に基づく手法を採用いたしまして、

平成29年度一般会計当初予算にＰＦＩ事業運営

負担金として債務負担行為を設定していただき

ました。 

 今年度、ＰＦＩ法に基づき事業を進めてまい

りました。そして、先の９月議会で10月31日に

事業候補者である鹿児島総合企業体グループと

事業契約に向けた基本協定を締結しましたこと

を御報告いたしましたけれども、その後、事業
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候補者の事業法人設立、また事業者及び市担当

弁護士による契約書案の確認作業を行いまして、

11月15日に仮契約を締結いたしました。ただし、

今回、契約金額が１億5,000万円以上となるこ

とから、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得、または処分に関する条例第２条に基づき、

議会の議決を求めるものでございます。 

 それでは、契約の内容について御説明いたし

ます。 

 契約の内容でございますが、南の拠点整備事

業Ｂ棟の整備、建設予定地は垂水市浜平大字中

村2036の６、契約金額は５億9,405万5,000円、

契約の相手方は垂水市栄町77の１、株式会社鹿

児島総合企業体グループ、代表取締役、吉田健

朗、契約日は議会の議決日でございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いをいたします。 

 なお、11月24日開催の議会運営委員会におい

て、今回の議案でございます契約内容について

全員協議会での説明を求められましたことから、

本日、本会議終了後の全員協議会において、説

明の場を設けておりますことを報告させていた

だきます。 

 以上でございます。 

 続きまして、議案第67号第５次垂水市総合計

画基本構想について、御説明申し上げます。 

 今回の議案、第５次垂水市総合計画基本構想

は、現行、第４次垂水市総合計画の最終年度が

平成29年度末となっていますことから、平成30

年度から新たな10年間のまちづくり計画として、

昨年度から策定を進めてきたものでございます。 

 初めに、計画策定の基本的な考え方でござい

ますが、次の３つの考え方に沿って策定を進め

てまいりました。 

 １つ目が、市民参画の策定体制づくりと市民

目線でわかりやすい計画。 

 ２つ目が、現行の第４次総合計画の政策や施

策の評価を踏まえた計画。 

 ３つ目が、現在取り組んでおります垂水市総

合戦略を重点化した計画といたしております。 

 次に、策定体制でございますが、第４次総合

計画と同様、策定主体を垂水市とし、その他諮

問機関として総合開発審議会、議決機関として

市議会といたしております。 

 また、鹿児島大学の御協力をいただき公開講

座を実施し、市民参加の機会をつくることがで

きております。 

 次に、策定過程でございますが、本年８月30

日、基本構想素案を庁内決定し、９月議会の全

員協議会で議員の皆様へ素案説明を行った上で、

パブリックコメントを実施しております。その

後、審議会から11月７日に基本構想素案に対す

る答申書が提出され、11月10日、庁内で基本構

想案を最終決定いたしております。 

 次に、計画のポイントでございますが、基本

構想は２部構成となっており、第１部は総合計

画の策定の趣旨と位置づけ、基本的な考え方な

ど基本構想を策定する上で基本的な認識事項を

まとめ、第２部が基本構想の本編となっており

ます。 

 なお、基本構想の本編では、まちの将来像を

「九つの彩り豊かに健やかな人を育む垂水」と

してこのまちの将来像を実現するため、次の４

つの目標を掲げております。 

 １つ目の目標、産業振興の分野では、地域資

源を活用したにぎわいのあるまち。 

 ２つ目の目標、教育・文化の分野では、次世

代の担い手を育成支援するまち。 

 ３つ目の目標、安心安全、健康福祉の分野で

は、安心して生き生きと暮らせるまち。 

 ４つ目の目標、生活環境の分野では、豊かな

自然の恵みを次世代に受け継ぐまちといたして

おります。 

 以上、基本構想の概要となります。なお、現

行の第４次総合計画を含め、これまで総合計画

は、地方自治法第２条第４項の規定に基づき、
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議会の議決事項となっておりましたけれども、

平成23年の改正地方自治法に伴いまして、法的

な策定義務がなくなり、地方自治法上の議決権

の案件でなくなりました。そのため、昨年、第

４回垂水市議会定例会におきまして、垂水市議

会の議決すべき事項を定める条例の一部改正の

議決を経て、総合計画基本構想議決事項とさせ

ていただいておりますので、この条例に基づき、

今回、議会の議決を求めようとするものでござ

います。 

 御審議方、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山節夫）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○川萇達志議員  さっきの100条の件なんだけ

れども、双方の弁護士が立ち会ったということ

で法的に問題はないかもしれないんですけれど

も、まず、その６億になんなんとする金額で、

議会に提出するその直前にこういったことが起

きて非常に残念である。それと、詳しく聞いて

いないんですけれども、理解できなかったんだ

けれども、仮契約のこれ、入っているんでしょ

う。仮契約の破棄、そういうことでしょう。 

 それと、次に、101条で仮契約の解除とある

が、仮契約が破棄された場合に101条も生きる

わけ。素直な疑問です。仮契約がなくなって、

仮契約という条項が、解除という条項があるん

だけれども、整合性があるか、２点。 

○企画政策課長（角野 毅）  第100条の修正

の報告でございますけれども、これにつきまし

ては、先ほども申しましたけれども、関連アド

バイザー弁護士により調整を行った上で、特に、

問題のない文言ではあるけれども、今回、削除

の協議をしたということで報告があったもので

ございます。我々としてはこの報告を受けて、

今回、この契約書の内容に変更があった部分を

報告させていただいたということになります。 

 101条の契約についてでございますけれども、

この100条につきましては、本編のこの契約書

が現行で仮契約であることを表示するものでご

ざいまして、この議決以降の部分については、

議決が行われた後は、この101条については仮

契約の解除というものは、もう双方行われない

ということでございます。 

○議長（池山節夫）  ほかにありませんか。 

○川萇達志議員  この100条と101条の絡みの話

なんですよ。これ、100条がだめになったわけ

だから、仮契約の解除もだめになるという考え

方じゃないかという質問なの。もともと仮契約

なくなる……。 

○企画政策課長（角野 毅）  100条はこのま

ま生きております。100条の第１項、この契約

は仮契約とし、垂水市議会の議決があったとき

に本契約となるものとするというこの第１項に

ついては残っているということでございます。

（発言する者あり）ただし書き以下です。ただ

し、第57条第５項は仮契約の締結のときから効

力を証するものとするという項目が削除される

ということでございます。いいですか。 

○議長（池山節夫）  もう一度。 

○川萇達志議員  ということは、こういう催促

をと申し上げたんだけれども、６億になんなん

とする予算を議会に諮る、大変な議会に対する

侮辱ですよ。このことについては、今までもみ

んなしっかりと議論してきた、我々もなるだけ

ね、南の拠点がいい方向でいくようにというこ

とで厳しい質問をしたつもりです。ところが、

直前にこういうことがあるとするならば、非常

にこの議会と皆さん方との信頼関係がなくなる

かなと思うんだけれども、市長、どうですか。 

○市長（尾脇雅弥）  これまでもいろんな質問

を受けて答弁してきたとおりです。非常に重要

な案件です。まちの大きな方向性を決めていく

中で、議会の皆様方に説明をしてお答えをした

わけですけれども、川菷議員がおっしゃるよう

に、直前になって事務的な手続として、こうい

うような形で初日に意見をしなければいけない
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ということに対しては、おわびを申し上げたい

というふうに思います。 

○川萇達志議員  金額の多寡じゃないとは思う

んですけれども、やはり執行部の脇の甘さを非

常に感じました。予算というのは、市税から出

た金なんですよ。皆さん方の一番の仕事は、予

算を正確に執行することです。この１点で大変、

今、ちょっと疑問を感じておりますけれども、

ぜひこれから南の拠点についてもですけれども、

しっかりと基本に立ち返ってやっていくことを

お願いをしたいと思います。そうしないと、た

ったこれだけのことで市民に入りますと全くと

いう話になる、ぜひ、そのことについて今後も

皆さん方がお一人お一人がしっかりと胸にたた

き込んでやっていくことをお願いします。 

 以上です。 

○議長（池山節夫）  ほかに。 

○池之上誠議員  66条について、質問というよ

りもちょっと確認なんですけれども、先ほど出

ました仮契約のこの第100条ただし書き以降は

削除というふうに言っていましたけれども、私

はここを聞きたかったんですよ。ということは、

57条ちゅうのは収益サービス、21ページにあり

ますけれども、そこを見ますと、57条の５項と

いう項がないんですよ。だから、どこにあるの

かなと非常に悩んでおりまして、こういうこと、

こういう契約書をちゃんと事前にチェックをさ

れたのかなという疑問が甚だ大きい。これは、

今、削除をしたということですので、57条の５

項がどんなものだったのかなという興味はあり

ますけれども、これ、ちょっともう置きます。 

 それともう１つ、20ページの維持管理業務の

中の第54条なんですけれども、維持管理業務の

関与は、別紙10で定める維持管理業務の範囲以

外の部分とするというところで別紙10を見てみ

ますと、その範囲は別図によると、別図１によ

ると書いてありますけど、その別図１が添付さ

れていない、どこなんですかと疑問に思う。こ

の契約書を読んで、そういうのは関係ないのか

と、知らんでいいわという意味合いで添付され

ているのか、その点についてはちょっと答弁い

ただきます。 

 それともう１つ、別紙１の日程表の欄を見ま

すと、基本設計としての提出期限と実施設計と

しての提出期限が平成29年の12月22日同日付に

なっております。これ、36ページ。基本設計と

いうのは、事業体が提案をしたときにいろんな

パーツとかいろんな図面をいただきました。そ

ういうところの部分が基本設計でなかったのか、

じゃあ、提案をしていただいたときの図面とい

うのは何だったのかなというふうに思うんです

けれども、ここ辺の考え方、基本設計と実施設

計が同日日に提出期限になっているというとこ

ろのこの契約書の内容、どういうふうに考えた

らいいのか、そこをちょっと教えてください。

とりあえず、その２つ。 

○企画政策課長（角野 毅）  別紙10の範囲書

きの第12条の別図１という表示がないというこ

とでございます。ここについては、資料として

の提出については提出を別途行わなければなら

ないと思いますので、整理をしておきます。 

 それから、提出期限の部分でございますけれ

ども、基本設計図の作製図、それから実施設計

図の提出期限、このものが同日になっていると

いうことでございますけれども、この部分につ

きましては、ＳＰＣの事業所の企業努力により

まして工期についての進捗を図るために、もし

とれなくても実施設計の部分について、先に進

めておくことで、事業日程がとれるということ

で、同日付で設計の提出ができるように配慮を

行っているところでございます。その関係でこ

ういう形になっております。 

○池之上誠議員  別紙、別図について提出をす

ると、しなければならなかったというようなこ

とを言われましたが、しっかりとした資料をい

ただきたいというふうに思っております。 
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 基本設計のことについては、ちょっと、今、

意味がわかりませんので、もうちょっとまた後

もって聞きたいと思いますので、よろしくお願

いをしたいと思います。 

 それと、さっき冒頭、政策課長が、私の聞き

間違えかもしれませんけれども、基本協定の締

結が10月31日というようなことを言われたよう

に思うんですけれども、基本協定は８月31日だ

ったと思っております。その点は確認をして、

後で訂正なりしていただければ思っております

ので、よろしく。 

○企画政策課長（角野 毅）  ８月31日の間違

えでございます。 

○議長（池山節夫）  よろしいですか。ほかに

質疑はあります。 

○感王寺耕造議員  あともって、全協があると

いうことなんですけれども、全協のとき、議事

録が残りませんので、ここで１点だけ確認させ

てください。 

 先ほど川菷議員のほうから質問がありました

第２項、第100条の第２項を削除すると。第１

項の垂水市議会の議決が得られなかった場合に

おいても乙は甲に対し、乙は工事を引き受ける

方。甲は市、市に対し損害賠償の請求その他一

切の請求を行わないことにするということ。逆

に言やあ、議会で否決されたら、損害補償の責

務を負うということですよね。これは重要な問

題だと思うんですけれども。ほいで、これにつ

いては、商取引法上、また商取引の慣行法上と

いいますか、慣行上、こういう文言を盛り込ん

じゃだめなのか、だめでないのか、それだけ確

認させてください。 

○企画政策課長（角野 毅）  今、感王寺議員

のほうから出ました言葉ですけれども、その損

害賠償を求められないと請求は行わないよとい

うものでございますので、この要綱については、

双方の弁護士のほうが協議の上で協議を行って

おりますので、そういう法的なものは十分クリ

アされた文言だというふうに認識しております。 

○感王寺耕造議員  私の質問の趣旨がちょっと

うまく伝わっていないようですね。弁護士さん

ですから、法律のプロですよね。ことはお互い

話し合いがあって商取引上問題があるから、商

取引の慣行上問題があるからこれを削除したこ

とですかということですよ。その双方の弁護士

が話し合って取り下げるようになった理由は何

なのかというのを、それを知りたいんですよ。 

○企画政策課長（角野 毅）  確認をしておき

ます。第100条の第１項のただし書き以下の削

除になりますので、第100条の第２項について

は生きております。 

○感王寺耕造議員  これは生きておる。 

○企画政策課長（角野 毅）  はい。 

○感王寺耕造議員  わかりました。 

○議長（池山節夫）  いいですか。ほかに質疑

はありませんか。 

○持留良一議員  これは根本的にある……。 

○議長（池山節夫）  マイク。 

○持留良一議員  ものなので、私は非常に２つ

の点で、今、危惧をしているんです。要は、共

通して言えるのは、この今指摘された問題も含

めて契約書自体が本当に問題ない契約書なのか、

どうなのか。客観的に見て、法的に見て、問題

ないものなのかどうなのか。さっき不備も出さ

れましたし、いろんなついていない添付資料等

も指摘もされました。そうすると、これが本当

に議会の審査として耐えうるものなのかどうな

のか、皆さん自身がどれだけ理解されているの

か、双方の弁護士といいますけれども、じゃあ、

そのことをきちっと検証する中身は何かあった

のかどうなのか、そうでないと私たちはその延

長線で議論していくと、非常に無責任な結果と

して、この契約書を議論しなきゃならないとい

う点が出てくる。私はそこに非常に危惧するん

です。私自身はそのことについて責任を負えな

のじゃないかなというふうに思っています。そ
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うすると、最終的にこれはちょっと継続になる

よねというような形もあり得るというふうに１

つは思います。 

 ２つ目は、この契約書の前提として、皆さん

のほうはこの事業計画書及びサービス収益サー

ビス提案書というのを議論されて、それをいわ

ゆる審査の中で見て、これはもう妥当性がある

と、オーケーだということをこの間議論されて、

そして、委員会でもそれを結論出されたという

ふうに思うんですが、何よりもこの契約書は何

を求めているのかというのは、要は、ゴーサイ

ンを出すわけですよね、私たちがね。最終的な

この事業計画の、南の拠点はもうここに委託を

して契約をして事業がスタートしますよと、そ

のことに対して契約書というのは、ゴーサイン

を出すと。ところが、肝心な問題がこのことの

中であると思うんです。私は、９月議会でその

ことを課長にも指摘をし、課長は、そのことに

ついては資料も出しますということで議事録で

も、そのことは、私、今、確認もしています。

要は、この事業所、もしくは見積り等も含めて

どういう事業計画になっていくのか、その内容

がわからないと、私たちにはこの契約書に関し

てその流れの中で私たちも判断しなきゃいけな

いわけですので、あなた方がちゃんとこういう

形で見ていらっしゃいます。そして、この契約

書の中にも事業計画書の毎年の提出も求めてい

らっしゃるという中で、私たちやっぱりこの部

分がないと最終的な判断ができない、それと合

わせて契約書、問題点あれば指摘をしていくと

いうことになるんですが、この上での私たちが

事業の採算性とか安定性とか見ていく中での事

業計画書、もしくは見積書等も含めてですけれ

ども、この提案書を出すと言われたんですが、

いつ、どこで、形で出してこられるんでしょう

か。 

○企画政策課長（角野 毅）  契約書につきま

しては、我々としましても十分に法的なものを

クリアしていただいているというふうに認識を

しておりました。ただ、今回、この100条のた

だし書き以下の一部が削除されたということで、

非常に反省をしなければならないというふうに

は考えております。 

 それから、公表の部分でございますけれども、

ここにつきましては、９月22日、ホームページ

上で提案の内容でございますとか、提案の手続、

審査の公表といったものについては、全て公表

を行っております。 

○持留良一議員  私たちにこの事業計画書とい

うのを出されていますよね、企業のほうは。そ

の中に、15年間の計画も出ていますよね、事業

計画。これがないと、いわゆる事業見通しです

よ。事業計画、どんなふうにやっていくのか、

１年間どんな計画でやっているか。例えば、ど

ういうサービスを行って、そして、どれだけの

交流人口を図っていくのか、そして、１年間の

売り上げはどうなっていくのか、そういう部分

がどんな形で構成され、そして、また、そのこ

とが事業計画に下りてきたのか。あなた方がち

ゃんと見ていらっしゃるんでしょう、この計画

書を。それで、皆さんは審査をされてきたわけ

ですよね。それだったら妥当だと、これだった

ら安定して採算性のとれる事業計画になってい

くと。ところが、私たちはそれがなくて、それ

を見んとこの契約書に急に入ってくるわけです

よ。じゃあ、何をもってこの契約書を判断する

んだと、それはそういう事業計画をちゃんとや

っていけるから、安定した採算性のとれる事業

だから間違いないと。じゃあ、契約書はどうな

っていくんだというふうに、一般的な私たち議

会のサイドとしてはそうなっていくはずなんで

すよ。それが、私たちが議会として市民にその

負託を受けた形での責任だと、そのものの責任

が発揮するためにはやっぱり事業見通しなど、

そのことがないとできないんですよ。そのこと

は９月議会でも確認したじゃないですか。出さ
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れるんですねと、あと国のほうも通告でね、ち

ゃんと出しなさいと、そして、皆さんはそれに

基づいて判断をされたわけですよ。この計画で

いいよと。だから、そのことが、今回、出てこ

ないもんだから、この契約書だけで私たちは判

断していいのかと。それじゃ、何も議会の役割

ないじゃないですか。そのことを指摘をしてい

るんです。（発言する者あり） 

○企画政策課長（角野 毅）  公表を、我々と

しては、その提案の内容については９月の22日

のホームページにて公表を行っていたものです

ので、公表を行っているというふうに認識をし

ておりますけれども、そのことについて改めて

確認していただくとすれば、公表している内容

をお見せするという形でよろしいんでしょうか。 

○持留良一議員  こういうことを言っているん

ですよね。「この事業の収支見通しはどうなっ

ていくんだという最大の判断材料がない」と。

「じゃあ、これ、どうするんだ」と言ったら、

「調査が終わりましたら、私たちに出していた

だきたいというふうに思います」と言ったら、

「出していきたい」というふうにこう回答され

ているんですよ。ところが、出てこないもんだ

から、今もこの段階で契約書を、じゃあ、何に

基づいて議論していく、契約のただこの文言と

か数字とかそれだけを議論するのが契約書の中

身なのかと。そうじゃないでしょうと。どうい

う採算性がとれて、事業の見直しがあって、こ

れ、本当に安定性が確保できるねと、この企業

だったら大丈夫だねということにならないんで

すよ。その部分がないから、私たちは問題にし

ているんですよ。だから、あなたが９月議会で

出しますと言っている、だから、それが出てこ

ないもんだから、ホームページでは何かそのあ

たりが出てくるような状況じゃなかったんです。

私が見たら。だから、そのことを私も先ほど言

いましたとおり、ホームページで出したら、こ

の様式だけが出てきたわけですよ。中身はない

わけですよ。そのことを指摘をしているんです。 

○議長（池山節夫）  答えられますか。 

○企画政策課長（角野 毅）  公表できる部分

については公表がしてあるというふうに認識し

ておりますが、その資料がお手元に届いていな

いことが問題であれば、そこについては整理を

させていただきます。 

○議長（池山節夫）  よろしいですね。ほかに

質疑ありませんか。 

○北方貞明議員  私が些細な……。 

○議長（池山節夫）  マイクを。 

○北方貞明議員  些細なことかもしれませんけ

れども、あの契約書のですよ、もし印鑑の押し

方、収入印紙も割り印が押してありますね、ち

ゃんと。そして、普通の企業体の方が、もう名

前の後ろにちゃんと印鑑が押してあります。垂

水市長の印鑑は、字をかぶさってなく押してあ

るには、これは、公印として正しい押し方なん

でしょうか。名前をかぶって押すのが公印の押

し方の基本じゃないでしょうか。誰が押したか

教えてください。 

○企画政策課長（角野 毅）  企画政策課で確

認、決済後に押していると思います。誰が押し

たかということについては、ちょっと現状確認

ができませんので。 

○議長（池山節夫）  北方議員、マイクを。 

○北方貞明議員  この印鑑の押し方、こういう

形で正しい押し方かと聞いとるんです。名前を

かぶって押すのが本当の印鑑の押し方じゃない

でしょうかと。 

○企画政策課長（角野 毅）  この契約書につ

いては向こうも、それから、弁護士のほうも確

認をされておりまして、問題はないというふう

に認識をしておるところでございます。 

○議長（池山節夫）  ほかに質疑はありません

か。（発言する者あり）ほかに質疑ありません

か。 

   ［「なし」という者あり］ 
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○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいまの議案第66号及び議

案第67号の議案２件については、いずれも総務

文教委員会に付託の上、審査をいたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。よ

って、議案第66号及び議案第67号の議案２件に

ついては、いずれも総務文教委員会に付託の上、

審査することに決定いたしました。 

   △議案第68号～議案第70号一括上程 

○議長（池山節夫）  日程第17、議案第68号か

ら日程第19、議案第70号までの議案３件を一括

議題とします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第68号 垂水市立医療センター垂水中央病

院の指定管理者の指定について 

議案第69号 垂水市立介護老人保健施設コスモ

ス苑の指定管理者の指定について 

議案第70号 垂水市道の駅交流施設の指定管理

について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池山節夫）  説明を求めます。 

○保健課長（鹿屋 勉）  議案第68号垂水市立

医療センター垂水中央病院の指定管理者の指定

について及び議案第69号垂水市立介護老人保健

施設コスモス苑の指定管理者の指定についてを、

一括して御説明申し上げます。 

 この両施設は、いずれも開設時から公設民営

型として、公益社団法人肝属郡医師会に管理運

営を委託、平成18年４月からは指定管理者制度

を導入し、現在に至っております。両施設とも

現在の指定期間が平成30年３月31日をもって終

了いたしますが、管理の方法をこれまでどおり、

指定管理者制度によるものとし、垂水市公の施

設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

及び条例施行規則に基づき指定管理者の候補者

選定委員会を開催し、候補者として公益社団法

人肝属郡医師会を選定したところでございます。 

 議案第68号は、垂水市病院事業の設置等に関

する条例第14条の規定に基づき、垂水市立医療

センター垂水中央病院の管理を行わせる指定管

理者を指定するにあたり、地方自治法第244条

の２第６項の規定により、議会の議決を求める

ものでございます。 

 また、議案第69号は、垂水市立介護老人保健

施設設置条例第10条の規定に基づき、垂水市立

介護老人保健施設コスモス苑の管理を行わせる

指定管理者を指定するにあたり、地方自治法第

244条の２第６項の規定により、議会の議決を

求めるものでございます。 

 なお、指定機関につきましては、いずれも平

成30年４月１日から平成40年３月31日までの10

年間としております。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○水産商工観光課長（森山博之）  議案第70号

垂水市道の駅交流施設の指定管理につきまして、

御説明申し上げます。 

 本施設は、平成27年４月１日から平成30年３

月31日までの指定管理期間が終了いたしますこ

とから新たな指定管理者の選定につきまして、

地方自治法第244条の２第６項の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。 

 これまでの経過につきまして御説明申し上げ

ます。 

 本年７月３日より、垂水市公の施設に係る指

定管理者の指定手続等に関する条例第２条に基

づき、垂水市ホームページ、広報誌、垂水市役

所掲示板におきまして垂水市公の施設の指定管

理者制度に関する運用指針に規定された審査基

準に基づき募集要項を提示し、公募を開始いた

しました。 

 ７月13日には、道の駅たるみずにおきまして、



－25－ 

現地説明会並びに施設見学会を実施しましたと

ころ、２社の参加がございました。７月13日ま

での応募期限内に２社から申請書が提出されま

したことから、垂水市公の施設に係る指定管理

者の指定手続等に関する条例施行規則第６条に

基づき、選定委員会を設置し、第８条の規定に

より10名の委員を委嘱いたしました。 

 10月11日には、第１回目の選定委員会を開催

し、審査基準の内容等を初め、次回、第２回の

選定委員会の日程及び応募２社のプレゼンテー

ションでの時間配分、採点方法等について説明

をいたしました。第２回の選定委員会は10月16

日に開催し、応募２社によるプレゼンテーショ

ンの後、質疑がなされ、厳正な審査が行われま

した。審査の結果、株式会社財宝が平成30年４

月１日から平成33年３月31日までの３年間、新

たな指定管理者の候補として選定され、本議会

へ上程させていただいたところでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いを申し上げます。 

○議長（池山節夫）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○持留良一議員  68、69及び70号について。 

 まず、68、69は、肝属医師会との関係だと思

いますので、この中で、どういう議論が、この

指定管理者について何回か協議の場があったと

いうふうに思うんですが、どういう協議をなさ

れたのか、また、意見とか要望等があったのか、

お聞きしたいんですけれども。というのは、こ

の医療センター垂水中央病院改革プランという

のがあります。その中の経営の見直しと形態の

見直しという中で、地方公営企業法の一部適用、

このことについて検討したけれども、じゃあ、

全部、見直しを検討したけれども、結果として、

現行の一部適用をそのまま運用するということ

になったということが書いてあるんですよね。

この全部適用と一部適用では本当に大きく違う

というふうに思うんですが、このあたりについ

て。というのは、全部適用になると、非常に病

院の経営的な面で強く求められるものがあり、

そういう中で、果たして病院がいいのかという

問題もあるんですが、一部ではやっぱり一部適

用が最大病院にとっては柔軟性があり、融通性

が利くということで、一部適用というのが現行

も行われているんですけれども、もし、これ、

全部適用も検討してきたということがあると、

やっぱりこの病院の指定管理者との関係でいろ

いろ議論があったのではないかなと。その結果、

こういうふうな結果として、そのまま一部適用

を続けるというふうになったのか、このあたり

について、その指定管理者を議論する中でのこ

の問題というのはなかったのかどうなのか、こ

の点についてお聞きしたいと。 

○保健課長（鹿屋 勉）  公営企業法の全部適

用の部分ですけれども、今回につきましては、

その点については議論はございませんでした。 

○持留良一議員  ということは、この検討して

まいりましたというのは、行政サイド、市側の

結果だというふうに受け取っていいわけですか。 

○保健課長（鹿屋 勉）  はい、市側の見解で

ございます。 

○持留良一議員  じゃあ、70号についてお聞き

をしたいと思うでんすけれども、私は、充て職

ということで、総務文教委員長という形で参加

させてもらったわけなんですけれども、この代

案は、やはりこの審議内容が公開される、議事

録も公開されるということにならないと、私は

ここの皆さんがどれだけそれを受けて、この審

査に当たれるかどうかが大きな試金石であると

思うんですが、現状はそういうことじゃないわ

けですよね。ただこれを出して、それを追認す

るような、ある意味追認するような形にね、な

ってしまうのではないかと懸念を覚えるんです

よ。そうであっては、やっぱりここの議会に付

託を受けた皆さんが審査するということになら

ないというふうに思うんです。そうすると、や
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っぱり最低議事録の公開とか含めて皆さんにや

る必要があるのじゃないか、もしくはそれを要

約した形で皆さんにその判断材料として提案す

るということが必要じゃないのかと思うんです

が、これについてやっぱり副市長が委員長であ

りましたので、この点について公開、ここはど

こまでできるのか、そうでなければ、議会は議

論できないのじゃないか、審査できないのでは

ないかというふうに思うんですが、この点につ

いてはどうでしょうか。 

○副市長（長濱重光）  今の御質問ですけれど

も、まず、その委員の任命につきまして、垂水

市道の駅交流施設の指定管理者の候補者選定委

員会設置要綱において、公正を保つため定めて

いるものと認識いたしております。 

 また、選定委員会の傍聴につきましては、垂

水市の公の施設の管理者制度に関する運営方針

の中で、率直な意見交換が損なわれることや、

それから、他の団体の具体的な技術情報の内容

が取り上げられる可能性がありますことなどか

ら、垂水市情報公開条例第７条第１項第３号の

規定に基づき、非公開とされております。 

 選考につきましては、審査基準の個別項目に

つきまして、営利先行の提案になっていないか

など、基準に盛り込まれておりますので、これ

らを踏まえて審査をいただいたところでござい

ます。 

 したがいまして、その非公開で公開されたも

のを、それでは議会の方々が審査をしていただ

ける過程の中で、どこまでその承知をされてこ

れを良とされるのか、非常にそこは必要なこと

だろうと思います。私どもはそれを非公開とさ

れたものを改めてプリントで、文書でどうこう

ということは差し控えたいと。ただ、いろんな

御質問の中でいろんな質疑が交わされるでしょ

うから、その中で、丁寧に回答申し上げて御理

解をいただくという方法を考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  今、副市長が言われたその点

については、確かに、原則はそうなんでしょう

けれども、しかし、じゃあ、どういうものが、

どういう形で議論され、何が問題、もしくはそ

の指定管理者になる予定の方々に課題として、

今後、要望されていくのかというのはあると思

うんですよね。そういう中で、私たちがやっぱ

りこの問題で見なきゃならないのは、改めて、

今、公共施設のあり方が問われて、指定管理者

制度のもとでいろんな問題があるということも

指摘をされていると。そういう中で、今回、こ

ういう公募をされて２社が入られた。そして、

結果として、こういう形で提案もされてきたと。

ところが、その提案されてきた中身の中で、い

わゆる、今、副市長言われたように質問されれ

ばと言われますけれども、じゃあ、何が問題で、

何が課題だったのか、そこがわからないとです

よ。ただ一般論で質問しても、私はこれは深ま

らないというふうに思うんですね。私たちが最

終的に責任を負って、ここを出していくんです。

理事者サイドから、提案してきます。最後、私

たち議会が判断するわけですよね。そうすると、

最終的にはやっぱり議会の責任って重たいわけ

ですよ。それに値するような情報を提供してほ

しいと。だから、例えば、議事録でも要約した

らいいじゃない、ここを市議会では、たしか、

それを要約した形で出すことは可能だというふ

うに、前、お聞きしたことがあるんですけれど

も、それがないと、一般論でこの指定管理者の

認定を議論しても、私は深まらないと、垂水の

現状のこの今の道の駅の問題点について、そし

て、また新しく出てくる方がどんなことをして

いきたいのかというのがないと、私はこれは非

常に問題だというふうに思うし、議会に対する

ある意味での不十分さがあるのではないかなと

思うんですが、最低議事録の要約した形での提

出というのを強く求めたいと思いますが、いか
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がなんでしょうか。 

○議長（池山節夫）  答弁は副市長。 

○副市長（長濱重光）  今、御要望のありまし

たことにつきましては、再度、検討して、御回

答申し上げたいと思います。 

 また、委員会におきましても、そのようなと

ころのどのような質問がなされたのか、そのと

ころは、当然、お答えしていく予定にいたして

おります。ただ、やはり２社につきましては、

やっぱりその企業は企業としての、例えば、企

業秘密もありますし、営業収益を上げるための

いろんなテクニック、それから技術というもの

もありますので、そのようなところは、答弁で

きかねるというふうに思っております。そのよ

うな対応で御了承いただけたらと思います。 

 以上でございます。 

○議長（池山節夫）  ほかに質疑ありませんか。 

○感王寺耕造議員  70号ですけれども、選定委

員会通って、こういう形で決せられたというこ

とですね。あの何ですが、ただ、以前から議論

があっていますけれども、選定委員会のメン

バー構成という部分がやっぱり大きい問題だと

考えるわけですよ。これまでもいろいろな議員

がそのことについて物申してまいりました。確

かに、要するに、職員の方々が大多数を占めて

いるわけですよ。それで、皆さんは優秀な職員

の方々がこのひな壇の部分に座っていらっしゃ

ると、それは理解するんですよね。ただ、やっ

ぱり李下に冠を正すわけじゃないですけれども、

やはりこう何か変なこう何ちゅうんですかね、

疑念を抱かせるような、結局、そういう構成に

なっているんですよね。結局、課長も市長から、

直接、こういう指示があるとか、そういうこと

は私も思っていませんけれども、やっぱりちょ

っと疑問を感じさせるような気分があると思う

んですよ。 

 今回の選定委員会は、きちんとやっぱり法、

規則、施行規則にのっとって選定委員会の部分

で選ばれた。それは尊重しなきゃいけないんで

すけど、そもそもその辺をもうちょっと変えて

いくような時期だと思うんですけど。答弁しに

くかったら、答弁はいいです。 

○議長（池山節夫）  どなたに。 

○感王寺耕造議員  できれば、市長。 

○市長（尾脇雅弥）  選定委員会に関しては私

自身も入っておりませんので、私よりむしろ出

席された委員の皆さんのほうが中身はよく把握

をされておられると思います。ただ、時代の流

れがありますので、いろいろ検討していかなき

ゃいけないことはあると思いますので、協議を

したいと思います。 

○感王寺耕造議員  前向きに、やはり疑念を抱

かせるようなそういうシステムであってはなら

ないと思うんけどね。市長はそういう人間だと

は私は思っていませんけどね。その分は、前向

きに検討してください。 

 あと、もう１点、議会から充て職といえば失

礼ですけど、２名の方が参加している。この方

向性もいいのか、悪いのか、私たちもものすご

く考えているんですよ。いいのか、悪いのか。

かえって２名入っていることによって、担保を

とられているような感じがして、何かそういう

部分はあるんですよ。この分は、議長、議運委

員長もいらっしゃいますんで、その辺でやっぱ

り、今後、検討する課題だと思いますんで、そ

の辺の部分も執行部側は考えておいていただけ

ればと思っております。 

 以上で終わります。 

○議長（池山節夫）  ほかに。 

○川萇達志議員  コスモス苑と中央病院なんで

すけれども、今、垂水の10年ですから、10年後

の垂水の人口、高齢化率、ここを考えたときに、

例えば、今、医療器具をものすごく高価なのが

どんどん出てきたと。それから、介護する人も、

多分、いないだろうという時代。今回、更新す

るに当たって、10年後のことについてどんな議
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論がされたのか、ここがないと、ただおざなり

にあったということになりゃしませんかという

気持ちでいっぱいです。年寄りが増えて、人口

が減って、病院もなかなか市外からちゅうのは

無理です。本当に運営ができるのかな、ここい

らの基本的な議論がされたか、されていないか、

知りたいんだけれども、副市長、議事録の公開

というのはありますか。 

○副市長（長濱重光）  先ほどと若干重なりま

すけれども、指定管理者を選定する冒頭の中で、

その選定委員会のあり方について、当然、公開

にすべきか、非公開にすべきかということを議

論をし、そして、非公開としているわけでござ

います。 

 それでは、その非公開で実施したものをこう

いう議会の場で求められて、どこまでその答弁

が可能なのかどうか、アウトラインだけで済む

のか、詳細についてその答弁をしないといけな

いのか、その辺のところを今ありましたように、

議事録を含めて、公開を含めて、少し勉強不足

の部分もありますので、少し時間をいただいて

検討させていただけたらと思います。 

 以上です。 

○川萇達志議員  今僕が言ったことは、大事な

ことだと。政策というのは、短期、中期、長期

があるんです。ここいらをしっかりとわかって、

それぞれによって政策を変えていくことは大事

なこと。ここは基本。人口にしても、ときの流

れとか、ここいらが議論されたか、されていな

いかということについて、私はお聞きしたいと

いうだけ。何も不都合な話じゃない。ここは公

開すべきでしょうちゅうことです。そうしない

と我々の判断材料にもならん。皆さん方が長期

的展望に沿って垂水市の医療体制、介護体制を

どう把握しているかちゅう話で、ここいらが公

開されないとするならば、ちょっとおかしいか

なという気がするんですが、どうですか。 

○副市長（長濱重光）  垂水中央病院とコスモ

ス苑につきましては、これまで10年間という指

定管理はしておりませんでした。そういうよう

な中で、それでは、今回、何年を目途に協定を

結ぶのかということで審議をいたしました。そ

のような中で、まず参考にしましたのは、全国

的な指定管理の年数、そしてまた、県内におき

ます指定管理者の中央病院等に関する同等の病

院に対する指定管理はどうであるのかというこ

とを検証いたしました。そういう中で、20年、

30年という例もありましたけれども、私どもは、

向こう10年間は、確実に中央病院が今までの実

績を踏まえて担っていただけるものということ

で、10年というのが経営会議で決定いたしまし

た。ただ、その中で正直なところ、人口がどう

なるかとか高齢化率がどうなるかという、そこ

は承知はしておりますけれども、そこを踏まえ

ての議論というのはなされませんでした。 

 以上でございます。 

○川萇達志議員  何でこういうことを言うかと

いうとね、将来負担率の話なんですよ。人が減

って経営が成り立たなく、一般財源から投入し

なければいけない。そうなるでしょう。私が心

配するのは、そこなんです。そうであれば、今

から少し積み立てをしましょうやとか、病院、

コスモス苑をなくすわけにはいかないんだから、

今からそういうことをしていきなさいよという

話なんです。そのことを議会と皆さん方と市民

も共有しなきゃいけないでしょうと。だから、

それができるためにはこれの情報公開が必要で

しょうということです。 

 これで終わりますけれども、ぜひ、このこと

についてもしっかりと皆さん方が将来を考えて

やってくださいよ。 

 以上です。 

○議長（池山節夫）  ほかにありませんか。 

   ［「なし」という者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 
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 お諮りいたします。議案第68号から議案第70

号までの議案３件については、いずれも産業厚

生委員会に付託の上、審査いたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。よ

って、議案第68号から議案第70号までの議案３

件については、いずれも産業厚生委員会に付託

の上、審査することに決定いたしました。 

   △議案第71号上程 

○議長（池山節夫）  日程第20、議案第71号平

成29年度垂水市一般会計補正予算（第５号）案

を議題といたします。 

 説明を求めます。 

○財政課長（野妻正美）  議案第71号平成29年

度垂水市一般会計補正予算（第５号）案を御説

明申し上げます。 

 補正の内容を記載いたしました参考資料をお

配りしておりますので、あわせてごらんくださ

い。 

 今回の主な補正は、歳出が、ふるさと応援寄

附金の見込み増に伴うふるさと納税制度事業費、

児童措置費、種子島周辺漁業対策事業補助金、

浜平地区排水路整備に係る工事請負費等でござ

います。 

 歳入につきましては、各事業に伴う国庫支出

金及び県支出金、ふるさと応援寄附金等を増額

補正しようとするものでございます。 

 今回、歳入歳出とも10億1,493万2,000円を増

額しますので、これによる補正後の歳入歳出予

算総額は132億2,498万5,000円になります。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページ

から４ページまでの第１表歳入歳出予算補正に

掲げてあるとおりでございます。 

 地方債にも補正がありましたので、５ページ

の第２表地方債の補正をごらんください。 

 追加でございますが、急傾斜地崩壊対策事業

は、当初、県振興資金を充当する予定でありま

したが、交付税措置のある公共事業等債充当へ

変更するための補正でございます。 

 ６ページをお開きください。 

 次に、変更でございますが、急傾斜地崩壊対

策事業は、先ほど説明いたしましたとおり、公

共事業等債へ変更するため、県振興資金を減額

するものでございます。 

 空き家解体撤去事業、消防防災施設整備事業

は、事業費の増額に伴うものでございます。 

 人事財政対策債は、発行可能額の決定により、

それに合わせた借り入れを行うため、増額する

ものでございます。 

 次に、歳出の事項別明細でございますが、主

な事務事業等の補正について御説明いたします。 

 なお、人件費等の説明は省略させていただき

ます。 

 12ページをお開きください。 

 ２款総務費10目企画費の負担金補助及び交付

金は、垂水地区のまちづくり交付金でございま

す。 

 同じく16目諸費は、前年度の国県支出金の精

算に伴う返還金でございます。 

 同じく18目ふるさと納税制度事業費の報償費

から13ページの積立金までは、ふるさと応援寄

附金の見込み増に伴う返礼品、手数料等の事務

費及びふるさと応援基金への積立金を増額しよ

うとするものでございます。 

 同じく３項戸籍住民基本台帳費、２目住民基

本台帳ネットワーク事業費の委託料は、住民票

等の各種証明書に係る社会保障税番号制度シス

テム整備でございます。 

 14ページをお開きください。 

 ３款民生費３目障害者福祉費の扶助費は、障

害者自立支援事業に係る給費の増加に伴うもの

でございます。 

 15ページをごらんください。 

 同じく２項児童福祉費１目児童福祉総務費の
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委託料は、子育て支援センターの維持管理にか

かる委託料でございます。 

 同じく２目児童措置費の負担金補助及び交付

金等扶助費や保育所に第３子以降を入所させる

際に、保育料を軽減する多子世帯保育料等軽減

事業補助金と保育所入所措置費に係わる単価改

正及び保育士の処遇改善加算の新設に伴う増額

でございます。 

 同じく８目障害児福祉費の扶助費は、障害児

施設給付への利用見込み増による補正でござい

ます。 

 一番下になりますが、４款衛生費２目し尿処

理場費の事業費は、し尿処理場の活性炭吸着設

備の修繕費でございます。 

 16ページをお開きください。 

 同じく３目病院費１目病院費の負担金補助及

び交付金は、病院事業交付税措置分の確定によ

る病院事業会計の繰出金の補正でございます。 

 次に、６款農林水産業費９目畜産業費の負担

金補助及び交付金は、平成34年度鹿児島開催予

定の第12回全国和牛能力共進会に向け、出品候

補牛となる肉用雌牛の導入経費の一部を県が補

助しようとするものでございます。 

 17ページをごらんください。 

 ６款農林水産業費２目水産業振興費の負担金

補助及び交付金は、種子島周辺漁業対策事業の

翌年度予定分について、前倒しで行う事業でご

ざいます。内容は、垂水市漁港の真空包装機購

入に対しての補助金でございます。 

 次に、８款土木費２項道路橋梁費１目道路維

持費の工事請負費は、浜平地区の排水路整備に

係る工事請負費でございます。 

 18ページをお開きください。 

 同じく３項河川費１目河川維持費の使用料及

び賃借料は、深港川、境、松崎川など４河川に

ついての土砂撤去費でございます。 

 同じく６項住宅費４目空き家解体撤去費の負

担金補助及び交付金は、申請者増が見込まれる

ことによる補正でございます。 

 19ページをごらんください。 

 10款教育費２項小学校費２目小学校教育振興

費の負担金補助及び交付金は、個人の方からの

指定寄附による垂水小学校の図書整備でござい

ます。 

 一番下になりますが、同じく３目小学校施設

整備費の委託料でございますが、境小学校の国

道側擁壁の設計委託でございます。 

 20ページをお開きください。 

 同じく３項中学校費２目中学校教育振興費の

扶助費は、就学援助費における新入学学用品を

入学後支給から入学前支給に変更することに伴

う補正でございます。なお、小学校費について

も同様に入学前支給といたしますが、現予算で

の対応が可能であることから、補正予算を計上

しておりません。 

 同じく４項幼稚園費１目幼稚園費の負担金補

助及び交付金は、就園奨励費の保護者負担額軽

減を目的とした国庫補助制度の見直しによるも

のでございます。 

 同じく６項保健体育費３目学校給食費の旅費

は、第12回全国学校給食甲子園決勝大会出場に

伴う旅費でございます。今回、全国2,025件の

応募の中から、全国12代表の１つとして、本市

給食センターの応募献立が選定され、東京での

決勝大会に出場するためのものでございます。 

 次に、一番下になりますが、同じく３目学校

給食費の負担金補助及び交付金は、第11回全国

和牛能力共進会鹿児島県優勝を受けて、地元牛

肉の認知度向上ＰＲ、食育推進を図ることを目

的として、鹿児島黒牛を学校給食で提供しよう

とするものでございます。 

 21ページをごらんください。 

 11款災害復旧費２項公共土木施設災害復旧費

１目公共土木施設単独災害復旧費の使用料及び

賃借料は、集中豪雨等による土砂流出に対応す

るための重機借り上げ料でございます。 
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 これらに対する歳入は、前に戻っていただき

まして、７ページの事項別明細書の総括表及び

９ページからの歳入明細にお示ししてあります

ように、普通交付税、それぞれの事務事業に伴

う国庫支出金及び県支出金、財産収入給付金、

ふるさと応援基金繰入金等を充てて収支の均衡

を図るものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山節夫）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」という者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。本案は所管の各常任委員

会に付託の上、審査いたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。よ

って、議案第71号は、所管の各常任委員会に付

託の上、審査することに決定いたしました。 

   △議案第72号～議案第74号一括上程 

○議長（池山節夫）  日程第21、議案第72号か

ら日程第23、議案第74号までの議案３件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第72号 平成29年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第２号）案 

議案第73号 平成29年度垂水市介護保険特別会

計補正予算（第２号）案 

議案第74号 平成29年度垂水市病院事業会計補

正予算（第２号）案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池山節夫）  説明を求めます。 

○市民課長（和泉洋一）  議案第72号平成29年

度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）案について、御説明申し上げます。 

 １ページに記載しておりますように、今回の

補正額は、歳入歳出とも100万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を28億5,514万2,000円とする

ものでございます。 

 補正の理由でございますが、過年度分の国民

健康保険税の還付金を増額補正するものでござ

います。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細によ

り御説明いたします。 

 なお、金額はお示してありますので、省略さ

せていただきます。 

 歳出から御説明いたします。 

 ７ページをお開きください。 

 11款１項償還金及び還付加算金は、過年度分

の国民健康保険税の還付金に不足が生じました

ので、増額するものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 ６ページをお開きください。 

 12款１項延滞金加算金及び過料は、現時点で

の収入実績による補正でございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○保健課長（鹿屋 勉）  議案第73号平成29年

度垂水市介護保険特別会計補正予算（第２号）

案について、御説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ3,818万

4,000円を減額し、予算の総額を21億8,132万

7,000円とするものでございます。 

 補正の理由でございますが、今年度の介護保

険給付費に過不足の発生が見込まれる予算費目

の補正が主なものでございます。 

 それでは、事項別明細書の歳出から御説明申

し上げます。 

 ８ページをお開きください。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費は、

平成29年度介護保険制度改正に伴う介護保険シ

ステム改修の委託料でございます。 
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 次に、２款保険給付費１項サービス等諸費か

ら９ページの一番下の段、６項高額医療合算介

護サービス等費につきましては、介護保険サー

ビス費に係る予算費目でございますが、各目の

説明欄に記載してございますサービス費につき

まして、それぞれの給付費見込み額により、増

減補正を行うものでございます。 

 10ページをお開きください。 

 ４款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目

第１号被保険者保険料還付金は、平成28年度以

前分の介護保険料の還付金でございます。 

 続きまして、歳入について御説明いたします。 

 ６ページをお開きください。 

 １款保険料１項介護保険料１目第１号被保険

者保険料は、平成28年度以前分の介護保険料の

還付金に対応するものでございます。 

 ３款国庫支出金から７ページ、７款繰入金ま

では、本年度介護給付費の見込みに基づき、そ

れぞれ減額するものでございますが、６ページ

の中段、３款国庫支出金２項国庫補助金４目事

業費補助金と７ページの一番上、７款繰入金１

項一般会計繰入金４目事務費繰入金につきまし

ては、介護保険制度改正に伴う介護保険システ

ム改修分を増額補正するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 引き続きまして、議案第74号平成29年度垂水

市病院事業会計補正予算（第２号）案について、

御説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 今回の補正でございますが、収益的収入及び

支出の補正として、第２条で病院事業収益を

4,365万7,000円増額し、予算の総額を21億937

万9,000円とし、病院事業費用を4,365万7,000

円増額し、予算の総額を21億892万8,000円とす

るものでございます。 

 次に、資本的収入及び支出の補正として、３

条で資本的収入を5,050万円減額し、予算の総

額を１億920万円とし、資本的支出を5,050万円

減額し、予算の総額を１億5,174万4,000円とす

るものでございます。 

 次に、２ページをお開きください。 

 企業債に関しまして、第４条で、当初、医療

機器整備事業のみとしていた起債目的に施設設

備整備事業を行い、あわせて起債の限度額を減

額するものでございます。 

 次に、補正の内容について御説明申し上げま

す。 

 参考資料により、収益的収入及び支出から御

説明申し上げます。 

 ６ページをお開きください。 

 まず、収入でございますが、１款事業収益１

項医業収益３目その他医業収益の一般会計負担

金は、普通交付税算定基礎数値の確定に伴い、

増額するものでございます。 

 次に、支出でございますが、１款病院事業費

用１項医業費用１目経費の交付金は、先ほど申

し上げました一般会計負担金の増額に伴い、増

額するものでございます。 

 ７ページをお開きください。 

 資本的収入及び支出について、御説明申し上

げます。 

 まず、収入でございますが、１款資本的収入

１項企業債１目企業債を減額するものでござい

ます。 

 次に、支出でございますが、１款資本的支出

２項建設改良費１目固定資産購入費の医療機器

購入費を減額するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（池山節夫）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」という者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議案第72号から議案第74
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号までの議案３件については、いずれも所管の

各常任委員会にそれぞれ付託の上、審査いたし

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。よ

って、議案第72号は総務文教委員会へ、議案第

73号及び議案第74号は産業厚生委員会へそれぞ

れ付託の上、審査することに決定いたしました。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

   △日程報告 

○議長（池山節夫）  明１日から11日までは、

議事の都合により休会といたします。 

 次の本会議は、12日及び13日の午前９時30分

から開き、一般質問を行います。 

 なお、質問者は会議規則第62条第２項の規定

により、本会議終了後の全員協議会終了後から

４日の正午までに質問事項を具体的に記載の上、

文書で議会事務局へ提出をお願いいたします。 

   △散  会 

○議長（池山節夫）  本日はこれをもちまして

散会いたします。 

     午後０時26分散会 
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平成29年12月12日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（池山節夫）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △一般質問 

○議長（池山節夫）  日程第１、これより一般

質問を行います。 

 １回目の質問は登壇して行い、再質問は質問

席からお願いいたします。なお、質問時間は答

弁時間を含めて１時間以内とし、質問回数につ

いては無制限といたします。また、いずれも初

回の発言時間を20分以内に制限しますので、御

協力をお願いいたします。 

 それでは、通告に従って順次質問を許可しま

す。 

 最初に、４番、川越信男議員の質問を許可し

ます。 

   ［川越信男議員登壇］ 

○川越信男議員  おはようございます。１年た

つのも早いもので、師走の月、ことしもあと19

日となりました。寒さが日に日に厳しくなって

まいりました。ことし最後の議会であり、１年

を振り返りますと、垂水市は心配をしていた台

風等の大きな自然災害もなく安心しましたが、

各地では記録的なとか、50年に１回とか、自然

の猛威を目の当たりにし、心配することばかり

であった気がします。また、運動公園の整備も

終わり、すばらしい公園に生まれ変わり、市民

の方々やスポーツ関係者の方々のお喜びを耳に

いたしますが、これからまだまだ整備をすると

ころもあります。国では衆議院が解散し、選挙

があったりして、あっという間に１年が過ぎた

ようです。来る新年も穏やかで安心、安全な１

年になることを切望して、議長の許可をいただ

きましたので、さきに通告しておりました順に

質問いたします。明快な回答をお願いいたしま

す。 

 まず最初に、消防職員の体制について、消防

職員については、垂水市職員定数条例に基づき

44名と規定されておりますが、現在42名の配置

と聞いております。なぜ定数どおり配置されて

いないのか伺います。 

 次に、病児・病後児保育について、先日、子

育てをされているお母さんから、垂水市にも子

供たちが病気になったときに、１日でも２日で

も一時的に預かってくれる病院があれば、安心

して仕事に行くことができるのにという話を聞

きました。 

 現在、垂水市には病気の子供を預かってくれ

る制度や病院がないのですが、子供が病気にな

り、両親が共働きで、自宅で誰も面倒を見てく

れる人がいない場合、どのようにされているの

か、ほかの市で受け入れる制度があるところに

預けておられるのか伺います。また、県下19市

の取り組み状況はどのようになっているのか伺

います。 

 次に、教育旅行とスポーツ合宿について、平

成28年第３回定例会においても質問いたしまし

た。観光振興と交流人口増は垂水市の大きな施

策の柱の１つであり、地域を活性化させ、活力

あるまちづくりには欠かすことのできない事業

ではないかと思います。大きな経済効果を期待

することは困難であることは承知しております

が、情報発信や民泊家庭の活力にもつながって

いるのではないかと考えております。 

 前回の答弁では、平成27年度並びに平成28年

８月までの実績について答弁いただきましたが、

自然災害時の要因により、やや減少傾向にある

とのことでした。 

 まずは、教育旅行について、平成28年度の状

況並びに現在までの受け入れ状況について伺い
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ます。 

 また、民泊家庭においても高齢化により登録

数が減少しており、新たな受け入れ家庭発掘に

取り組むと答弁をもらいましたが、その後の状

況についてもよかったらあわせて答弁をお願い

いたします。 

 最後に、南の拠点整備事業について伺います。

エリア内には現場事務所も建ち、工事が始まっ

ております。年末を控え、あわただしい中、ぜ

ひとも安全管理に十分配慮していただきたいと

思います。 

 さて、南の拠点整備計画では、道の駅を中心

とした開発とお聞きしておりますが、どのよう

な流れで道の駅となるのか、また道の駅指定に

向けた国との協議状況についてどうなっている

のか伺います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○総務課長（中谷大潤）  おはようございます。 

 まず、消防職員の体制についてお答えいたし

ます。 

 消防職員につきましては、垂水市職員定数条

例で定める44名に対し、現在のところ消防本部

が消防長をはじめ日勤者６名、隔日勤務者が本

署26名、牛根分遣署10名の計42名の職員を配置

しております。 

 本市は、平成16年の大隅中央法定合併協議会

からの離脱を契機に、単独で自立した行政運営

を行うため、それまでの行政改革を抜本的に見

直し、新たに新行政改革大綱と財政改革プログ

ラムを策定して、行財政改革を断行することと

し、平成17年度に垂水市新定員適正化計画を策

定し、財政改革の大きな柱として、平成17年４

月１日現在の職員数285人を10年間で50人削減

する目標を掲げ、最終年の平成27年４月１日に

おいては計画どおりの50人を削減して、職員数

235人の目標を達成したところです。 

 この定員適正化計画を断行する過程において、

消防職員の定数を増やした経緯もあり、一般事

務職員にかかる負担が大きくなったところです。 

 国、県から移譲された事務事業は増加の一途

をたどり、社会保障税番号、いわゆるマイナン

バー制度の導入、ふるさと納税、南の拠点整備

事業をはじめ、各種事業に伴う事務量も増大し

て、一般事務職員に不足を生じたため、消防本

部と協議を行い、通信網の改善により、定数に

対し１名減員でも救急、火災出動等に支障を来

たさない体制づくりが可能とのことで、28年度

から消防職員は１名不足する体制で業務に取り

組んできたところです。 

 しかしながら、牛根分遣署勤務の警防係主事

補が本年６月に早期退職したため、条例定数に

２名減する事態が生じているところでございま

す。 

○福祉課長（保久上光昭）  おはようございま

す。 

 病児・病後児保育の受け入れ態勢の現状につ

いての御質問にお答えをいたします。 

 本市の病児・病後児保育につきましては、平

成20年度から事業を開始をしております。当時

から市内の医療機関での実施が困難でありまし

たことから、鹿屋市と霧島市が委託をし、実施

しております小児科を利用させていただくとい

う形態で事業を開始し、今日まで経過している

ところでございます。 

 ここ５年間の利用実績でございますが、延べ

人数で申し上げますと、平成25年度が10人、平

成26年度が９人、平成27年度が５人、平成28年

度が７人となっております。ちなみに、今年度

は11月末現在で延べ８人の児童が利用しており

まして、これまでの利用実績は全て鹿屋市の医

療機関となっております。本市に受け入れ先が

ないため、利用者は片道40分から50分かけて鹿

屋市まで病気の子供を預けに連れていき、仕事

が終わった後、また迎えに行っているという状

況でございます。 

 自宅で誰も面倒を見る人がいない場合、どの
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ようにされているのかという御質問でございま

すが、市としましても現在保護者の皆さんがど

のようにしているのか把握する必要がございま

したので、ことしの８月から９月にかけまして

市内の全保育園、幼稚園の園児の保護者及び全

小学校児童の保護者に対し、病児・病後児保育

に係るアンケート調査を行ったところでござい

ます。 

 その結果、子供が病気やけがで学校や保育所

等を休んだときに、６割弱の保護者が仕事を休

んで看病しており、また次いで祖父母に預けて

いるという回答が多い結果となりました。 

 また、県内19市の取り組み状況でございます

が、13市において市内に病児・病後児保育の受

け入れ先を確保しており、26の病児・病後児施

設がございました。設置形態につきましては、

26施設のうち17施設が医療機関との併設型であ

り、９施設が保育所との併設型となっておりま

す。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（森山博之）  おはようご

ざいます。 

 川越議員の御質問にお答えをいたします。 

 平成28年度の教育旅行は国内３校399名、国

外５校195名で、全体では８校594名を受け入れ

ております。なお、熊本地震の影響により、８

校1,152人のキャンセルがございました。本年

度は、12月現在国内９校1,133人、国外５校139

人で、全体では14校1,272名を受け入れており

ます。 

 また、国外からの教育旅行につきましては、

これまでインドネシアからの受け入れのみでご

ざいましたが、11月15日から17日にかけまして、

初めて香港からインターナショナルスクールの

生徒18名を受け入れております。 

 今後は、これを機会により多くの香港からの

教育旅行生に訪れていただけるよう、仲介をし

ていただきました県観光連盟等関係機関とより

緊密な連携を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 続きまして、民泊の受け入れ家庭の状況でご

ざいますが、高齢化により登録数が減少してき

ており、現在登録数は92家庭でございます。実

動は64家庭となっております。このような状況

から、おおむね250名の受け入れが限度ではな

いかと考えております。 

 県修学旅行等入り込み状況調査によりますと、

平成24年度から学校数、生徒数ともおおむね横

ばい状況であり、加えて各自治体で民泊受け入

れを積極的に推進をしており、より質の高い受

け入れ家庭が求められております。 

 これらの状況から、ツーリズム推進協議会で

は受け入れ家庭の資質向上、並びに推進員が中

心となり、新たな民泊受け入れ家庭登録の声か

けを行ってまいりました。 

 こうした取り組みもあり、昨年から５件登録

が増えたものの、一方で22件の家庭が高齢化や

家庭の事情等により登録から削除されておりま

す。 

 しかしながら、その対策につきましては、近

隣の鹿屋市や鹿児島市桜島町との連携により、

受け入れ家庭の確保に努めるとともに、各受け

入れ家庭での体験活動の充実を図ってまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  おはようござい

ます。 

 川越議員の御質問でございます道の駅の指定

につきまして、お答えをいたします。 

 南の拠点整備エリアは、これまで御説明して

まいりましたとおり、国との一体型という整備

手法で道の駅登録申請を予定しております。 

 道の駅登録は、年２回春と秋に行われますこ

とから、今回は来年の春５月から６月の新規登

録となるよう、来年１月中旬に九州地方整備局

に登録申請を行えるよう作業を進めているとこ
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ろでございます。 

 申請までの手順と進捗状況でございますが、

初めに管轄する大隅河川国道事務所と道の駅登

録要件に関する協議を行い、その内容を道の駅

設計審査会に諮ることになります。この設計審

査会は、11月22日に九州地方整備局で行われ、

施設配置計画について登録要件を満たしている

か審査をいただきました。その後、鹿児島県道

の駅検討幹事会での道の駅登録の推薦をとり、

11月中旬をめどに九州地方整備局に登録申請を

行うこととしております。また、申請までは、

事業区分及び施工区分に関する覚書を大隅河川

国道事務所と締結する必要があることから、現

在この覚書の内容確認を行っているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。 

 それでは一問一答でお願いいたします。 

 まずは消防職員の体制で、44名の定数に42名

で定数どおり配置されていない理由はわかりま

したが、ドクターヘリや高齢化等、複雑かつ多

様化している消防行政の中、消防職員の勤務や

業務への負担及び緊急な場合の勤務などに支障

はないか、消防長に伺います。 

○消防長（後迫浩一郎）  おはようございます。 

 川越議員の職員不足による支障はないのかと

の御質問にお答えいたします。 

 職員不足につきましては、牛根分遣署を６名

体制から５名体制に変更しまして、火災救急、

ドクターヘリ対応等の場合は牛根分遣署を不在

にしております。 

 不在時の対応としましては、119番通報は従

来どおり本署通信指令室へ入電しまして、加入

電話につきましても牛根分遣署不在の場合は本

署通信指令室を転送されるようになっておりま

す。 

 また、牛根分遣署への外来者への対応としま

しては、出動の際には庁舎を施錠しまして、出

動中の看板を設置しており、玄関には本署への

直通専用電話を設置しておりますので、支障は

ないものと考えております。 

 なお、牛根地区住民の皆様には、事前にチラ

シを全世帯に配布しましてお知らせしておりま

す。 

 次に、本署の体制につきましては、消防学校

入校や長期研修、病院実習等で人員は不足しま

すが、隔日勤務者の最低人員８名を必ず確保し

ております。 

 また、管内医療機関の入院施設減少により、

市外への救急搬送も増加しており、その際の人

員不足も生じておりますが、通常は本部職員で

対応し、土・日、祭日、夜間につきましては、

非番職員を補充して対応しております。 

 なお、非番職員につきましては、市外へ外出

するときは市外外出簿を提出させ、市内在宅の

職員を把握し、火災や災害等が発生した場合は

すぐに招集できる体制をとっており、職員には

負担をかける場合もありますが、業務には支障

を来たさないようにしております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  そこで市長に伺います。 

 市長は、元気な垂水づくりの公約に３つの挑

戦を掲げ、その１つに安心への挑戦を掲げられ、

一丁目一番地と言われております。 

 市民が安心して生活できるには、いかなる理

由があっても条例で定められた人員を守る必要

があると思います。 

 先般、消防職員の採用試験も行われたと聞い

ております。市民が安全で安心して生活できる

垂水市であるためには、少なからず定数どおり

配置すべきと考えますが、市長の見解を伺いま

す。 

○市長（尾脇雅弥）  川越議員の御質問にお答

えをいたします。 

 消防職員はもちろんでございますけれども、

総務課、土木、農林課、福祉課等全ての課の業
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務、職員の頑張りがあってこそ市民の安心・安

全は守られていると私は強く認識をしておりま

して、全職員に感謝をしているところでござい

ます。 

 職員定数確保の基本的な考え方は、定員適正

化計画に基づき退職者の補充が一般的ですが、

現状の市民サービスを維持しつつ、住民からの

ニーズが高い業務、法改正により新たに発生す

る業務、重点的に取り組んでいかなければなら

ない事業、逆に不要な時間をかけている業務な

どを分析把握の上、必要な職員数を確保してい

くことでございます。 

 今年度、消防職員の採用試験を実施したとこ

ろ、９名の応募がありまして、２名採用する予

定で４名に対し２次試験の面接に臨んだところ

でございますが、消防職員としての適正な合格

基準に達するものは１名にとどまり、来年度は

43名体制となり、定員に１名不足することとな

りました。 

 今後の職員確保につきましては、来年度採用

試験を実施して、合格点に達するものがいれば

採用して定数の確保を図ってまいりたいと考え

ております。 

○川越信男議員  ありがとうございます。 

 市民の財産と生命を守っている消防職員の体

制をぜひともお願いいたします。 

 次に、病児・病後児保育の受け入れ態勢につ

いて、垂水市に対象の病院、施設がなく、鹿屋

市の病院まで連れていって預けているケースが

あるとのことですが、鹿屋市方面で仕事をされ

ておられる方はわかりますが、垂水市で仕事を

されておられる方にとっては往復１時間ぐらい

かかり、負担になっていると思います。 

 そこで、垂水市で実現できない理由や、課題

はどのようなことがあるか伺います。 

○福祉課長（保久上光昭）  それでは、本市で

実施できていない理由や課題についての御質問

にお答えをいたします。 

 本市で実施できていない理由といたしまして

は、特に本市は少子高齢化が進み、子供の人口

も減少しておりますので、運営を想定した際の

採算性の問題や、小児科医や看護師、保育士と

いった人材を確保することが困難なことが挙げ

られます。 

 実際に、医療機関に設置することはできない

かということで、ことし１月に市内の医療機関

に事業説明に伺い、さらに８月には事業実施に

向けた相談に伺ったことがございます。その際

に、医療機関側から１日当たりの利用者見込み

の資料提供依頼があったため、鹿屋市の利用状

況をもとに本市の利用者数を試算し説明を行っ

たところ、やはり本市の場合、鹿屋市と比較し

て子供の人口も少ないこともあり、その採算性

に問題があるとの認識を持たれ、加えて保育士

を新たに雇用しなければならないなどの問題も

あることから、その医療機関での実施は困難で

あるという返事をいただいているところでござ

います。 

 しかしながら、市内に病児・病後児の受け入

れ先がないという現状を改善し、受け入れ先を

整備していくために、どのような策を講じ、ど

のように解決していくのかが今後の大きな課題

と捉え、現在、検討を進めているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  私たち、産業厚生委員会一同

と随行１名は10月31日から11月２日まで、高知

県高知市、いの町、四万十町と行政視察に行き、

10月31日、高知県高知市で訪問型病児・病後児

保育について研修してきました。施設型がほと

んどであるのに対し、高知市ではＮＰＯ法人に

んにんが、訪問型の病児・病後児保育を行って

いました。看護師、保育士と10人のスタッフで

運営しているが、スタッフ等の募集もなかなか

そろわず、運営も厳しいようでありました。 

 そのような状況の中、垂水市も実施が厳しい



－41－ 

のもわかりますが、現在、働いておられるお母

さんたちは、子供が急に病気になった場合、や

むを得ず仕事を休まなければならない人もおら

れるとのことであります。垂水市も幾つかの課

題があることはよくわかりますが、ぜひ実現に

向けて検討していただきたいと思いますが、今

後の取り組みについて伺います。 

○福祉課長（保久上光昭）  病児・病後児保育

の今後の取り組みについての御質問にお答えを

いたします。 

 議員からもございましたように、この病児・

病後児保育につきましては、やはり子育て支援

の充実を図っていく中で、仕事と育児の両立の

面からも必須であると考え、市内に病児・病後

児保育を設置することができないか、現在も検

討を進めてきているところでございます。 

 国は、女性活躍推進法や育児休業法、また、

働き方改革等において、女性が子供を産んでも

仕事が続けられるための仕事と子育ての両立を

重点課題の一つとしております。先ほど御説明

いたしましたが、県内19市におきましても、病

児・病後児保育の必要性から、今後、拡充を図

っていこうという動きが出てきております。 

 また、市内全園児の保護者及び全小学校児童

の保護者を対象に行いました病児・病後児の必

要性に係るアンケート調査におきましても、園

児の保護者で68％、小学校児童の保護者で

66.2％が病児保育は必要であるという結果とな

り、病児・病後児保育のニーズは非常に高いと

いうことが確認できたところでございます。 

 このような状況を踏まえまして、この病児・

病後児保育につきましては、子供が突発的に病

気になったときに仕事を休むことなく、安心し

て働ける環境を築けるよう、子育て支援の中で

も優先して取り組まなければならない施策と捉

え、今後もできるだけ早い段階で実現できるよ

う、引き続き積極的に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。垂水

市の状況もわかりますが、このことは安心のた

めの一つの施策です。どうか、前向きな検討を

お願いいたします。 

 次の、教育旅行とスポーツ合宿について、教

育旅行については少子化が進む中、また全国各

地で民泊を行っている自治体もあり、誘致につ

いてはなかなか大変であると思いますが、引き

続き努力をしていただきたいと思います。 

 そこで、スポーツ合宿について伺います。10

月に陸上競技場が、新たに、たるみずスポーツ

ランドとして生まれ変わりました。天然芝のす

ばらしいグラウンドでありますが、市民の皆様

の憩いの場として、また健康づくりの場として

大いに活用していただくことを望んでおります。

その一方、これまでサッカーを中心に合宿にも

利用いただいておりますが、野球場並びに体育

館でのスポーツ合宿も含め、状況を伺います。 

○水産商工観光課長（森山博之）  川越議員の

御質問にお答えをいたします。 

 本市のスポーツ合宿の受け入れは、平成12年

度から垂水市スポーツ団体等誘致実行委員会が

中心となり、関係団体や宿泊施設との連携のも

と取り組んでいるところでございます。 

 平成23年度までは、春季において関西方面の

大学野球の受け入れを中心に、平均で約４団体、

滞在延べ人数も819人でございました。平成24

年度以降は、５月の連休や夏休み期間中におき

まして高校サッカー等の合宿誘致を行い、５年

間で平均23団体、滞在延べ人数3,227人と、大

幅に増加をいたしております。平成29年度は、

11月末現在で、サッカー22団体、剣道３団体、

計25団体、滞在延べ人数は2,334人でございま

す。なお、夏期期間の実績につきましては、サ

ッカー７団体1,792人と、過去最高を記録いた

しております。 

 10月以降は、たるみずスポーツランドの完成

により、これまで鹿児島実業高校や城西高校な
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どが参加いたしますサッカー大会や、２月に予

定されております九州女子サッカー選抜チーム

合宿など、新規団体の利用も決定しており、本

年度は団体数、滞在延べ人数とも過去最高の実

績になる見込みでございます。 

 今後の合宿予定につきましては、来年２月か

ら、これまで実績のあります、京都産業大学、

大阪体育大学及び桃山学院大学準硬式野球部に

加え、新たに大阪教育大学の合宿が予定されて

おります。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  状況は理解しましたが、教育

旅行、スポーツ合宿については、今後も大いに

誘致の強化を図り、より多くの方々に垂水市に

来ていただき、交流人口増を目指すために、今

後どのような誘致活動を展開されるのか伺いま

す。 

○水産商工観光課長（森山博之）  川越議員の

御質問にお答えをいたします。 

 教育旅行の誘致活動につきましては、関西並

びに近畿方面を中心に、本市で民泊や餌やり体

験を実施いたしました学校及び旅行エージェン

トを、おおむね年２回程度訪問し、受け入れ家

庭の状況や施設状況などのＰＲを行っておりま

す。本年度におきましては、６月と10月に福岡

県の旅行エージェントを訪問いたしました。 

 スポーツ合宿の誘致活動は、例年、鹿児島県

が開催しております関西福岡地区でのセミナー

へ参加し、加えて、旅行エージェントの訪問及

び鹿児島県内の高等学校への誘致活動を実施し

ております。本年度は７月に関東地区、10月に

は福岡市、さらには11月に関西地区におきまし

て、旅行エージェントの訪問を行ったところで

ございます。県主催のセミナーでは、福岡地区

の大学生26団体58名及び関西地区の旅行エージ

ェント17社31名に対し、個別相談等を実施した

ところでございます。 

 こうした取り組みを継続し誘致活動を行うこ

とにより、興味を持っていただいた旅行エージ

ェントが本市の視察に訪れ、新規団体の合宿が

計画または実施されているところでございます。

即座に結果の得られない地道な活動ではありま

すが、本市が持っております施設の特徴や、本

市の食と環境をＰＲすることにより早期誘致を

目指してまいります。 

 本年度におきましては、新たに７月と８月に

サッカー２団体、２月には大学野球１団体が合

宿が計画されているところでございます。今後

は、10月１日に完成をいたしましたたるみずス

ポーツランドの活用を視野に入れたＰＲを積極

的に展開し、社会教育施設の整備状況とあわせ、

戦略的な誘致活動を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。昨年

の答弁にも、教育旅行やスポーツ合宿等の誘致

には、学校への働きかけや旅行会社へのアプ

ローチが大変重要だとの回答でありましたが、

今後もツーリズム推進会議との連携を強化し、

新たな体験メニューの考案などを行いマンネリ

化を招かないように取り組んでいただきたいと

思います。 

 また、スポーツ合宿の質問になるかと思いま

すが、野球場の整備も行わないと、あの環境で

の誘致はどうかと思いますので、要望ですが検

討していただきたいと思います。 

 最後に、南の拠点整備事業について伺います。 

 道の駅として認定されるまでの流れについて

は理解しました。今後、道の駅の認定に向け十

分協議を行っていただき、認定を受けられるよ

う頑張っていただきたいと思います。 

 次に、具体的な道の駅の機能について伺いま

す。 

 これまで、南の拠点については３つ目の拠点

として位置づけ、牛根の道の駅たるみず、猿ヶ

城の森の駅たるみずとの連携を目指していると
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聞いております。道の駅の指定においては、道

の駅たるみずとの関係も考慮する必要があると

考えますが、国との協議の中で、南の拠点にお

ける道の駅の機能、特色等についてどのような

計画でおられるのか伺います。 

○企画政策課長（角野 毅）  川越議員の２回

目の御質問にお答えをする前に、先ほど、私の

ほうで九州地方整備局に道の駅の登録申請を行

う時期につきまして、11月中旬という答弁をい

たしましたけれども、正式に九州地方整備局に

登録申請を行うタイミングにつきましては、１

月中旬を目標にしておりますことから、先ほど

の答弁を訂正をいたしたいと思います。申しわ

けございません。 

 それでは、具体的な道の駅機能につきまして

お答えをいたします。 

 議員御指摘のとおり、先ほど御説明をしまし

た道の駅登録要件におきましても、道の駅たる

みずだけでなく、隣接する道の駅との関係につ

いても整理する必要がございました。基本的に

は、10キロ以上離れている必要があり、隣接す

る道の駅たるみずほか、条件は満たしておりま

した。 

 南の拠点の道の駅の機能の特色でございます

けれども、道の駅登録要件の中では、基本方針

といたしまして、次の３つを定めております。 

 １つ目は、人をつなぐ道の駅としまして、６

次化と販路拡大を進める機能を持たせ、消費者

と生産者の交流を促進すること、さらに、災害

時の防災拠点として救助や支援物流の中継基地

としての整備をすること。 

 ２つ目は、町、道をつなぐ道の駅としまして、

鹿児島市と大隅半島を結ぶゲートウェー機能を

持ち、垂水市や大隅半島の観光情報の発信、さ

らには防災情報や道路規制情報等の情報発信機

能を整備すること。 

 ３つ目は、憩いをつなぐ道の駅としまして、

海や山に囲まれた立地条件を生かし、訪れた皆

様が遊びとレジャーを通じて憩える施設を官民

連携により整備することとしております。 

 11月22日に九州地方整備局で行われました設

計審査会におきましても、６次化や販路拡大の

ためのチャレンジショップやマリン施設につい

て評価をいただき、さらに機能強化のためのア

ドバイスをいただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。 

 南の拠点の整備位置は、桜島から南側エリア

の重要な情報発信機能と民間活力による地域振

興につながるものと思います。３つの拠点との

連携により相乗効果が得られるよう進めてもら

いたいと思います。 

 道の駅が持つ基本的な機能は、休憩、情報発

信、地域振興となっているようです。国と一体

となって整備するとのことでしたが、国が整備

するエリアについてはどうなっているか伺いま

す。 

○企画政策課長（角野 毅）  国が整備するエ

リアにつきましてお答えをいたします。 

 国が整備するエリアや施設につきましては、

国との実施設計協議の中で国の考え方が示され

ました。この中で道路管理者である国が整備す

る駐車場の必要台数は、休憩施設設計要領によ

ります算出式から、大型車９台、小型車40台及

び身体障害者用１台と算出されているようでご

ざいます。市としては、道の駅たるみずの駐車

場の状況分析、防災機能の強化のためのオープ

ンスペースの確保を想定いたしまして、小型車

155台、身体障害者用駐車場３台、ＥＶ車３台

を加えて、道の駅全体といたしましては小型車

189台、大型車９台、身障者用４台、ＥＶ車３

台、合計205台の駐車台数と設定したところで

ございます。 

 事業区分面積につきましては、国が駐車場、

トイレ、情報発信施設を含め約4,880平米、市

が、Ｂ棟やマリン施設を含め約9,808平米とい
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たしました。この事業区分面積については、バ

ス乗り場の設置や利用者動線に配慮いただき、

駐車台数割合からしても、国のエリアができる

だけ広いエリアになるよう協議を進めてまいり

ましたところでございます。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  国が整備するエリアがようや

く決まったとのことですが、一部、建物が残っ

ているところが国の整備するエリアだろうと思

います。現場では工事が始まり、外から見てい

ると気が気ではありません。この国エリアの用

地交渉はいつごろ行われるのか伺います。 

○企画政策課長（角野 毅）  国エリアの用地

交渉の状況につきましてお答えをいたします。 

 議員御指摘のとおり、国エリア周辺の未買収

用地は残り９筆でございます。今回、国が整備

するエリアが決まりましたことから、うち２筆

は市と国との境界に当たることから、地権者の

利益を確保するために、新たに公社が取得する

ことになりました。先日、土地開発公社理事会

を開催し、事業計画の変更の承認をいただきま

したので、租税特別措置法の適用の申請を行い

まして、早急に交渉を行う予定でございます。 

 なお、残り７筆は国が用地交渉を行いますが、

現在、測量及び建物補償等の調査を行っている

ところでございます。国によりますと、早けれ

ば２月、遅くとも４月には用地交渉を行いたい

とのことでございました。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。こ

れで、ことし最後の質問を終わります。 

○議長（池山節夫）  ここで暫時休憩します。

次は10時25分から再開いたします。 

午前10時13分休憩 

 

午前10時25分再開 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、３番、堀内貴志議員の質問を許可しま

す。 

   ［堀内貴志議員登壇］ 

○堀内貴志議員  おはようございます。本日２

番手で登壇しました垂水の実り生む風の堀内貴

志でございます。本日の質問、私にとって２期

７年目の27回目の一般質問になりますが、本日

も関係各課の皆様におかれましては、積極的な

御答弁をよろしくお願いいたします。 

 さて、ことしも残り19日となり、年末のせわ

しい時期になってきました。ことし１年を振り

返ると、２月にマレーシアのクアラルンプール

で北朝鮮の金正男氏が暗殺されたこと、北朝鮮

による水爆実験とたび重なるミサイルの発射、

特に８月と９月には北海道上空を通過する大陸

弾道ミサイルの発射、12月になって北朝鮮籍の

木造船が相次いで日本に漂着するなど、１年を

通じて話題の絶えない緊迫した北朝鮮問題です

が、北朝鮮のミサイル能力と核の脅威は我が国

だけでなく世界の脅威でもあります。アメリカ

を中心に世界各国の外交努力によって何とか解

決するすべを見つけて、最悪の事態にならない

よう早急に解決を図ってほしいということを強

く訴えながら、本日の質問に入っていきたいと

思います。 

 まず１つ目は、ことしの10月10日告示、10月

22日投票の日程で行われた衆議院議員選挙の投

票率の結果を受けてお尋ねいたします。今回の

衆議院、小選挙区の投票率を見ると、全国平均

が53.68％に対して県全体の投票率は56.09％、

過去最低となった2014年の前回衆議院の

50.47％を5.62ポイント上回った結果が出てい

ます。選挙区別の投票率は１区51.77％、２区

56.10％、３区62.43％、４区の54.48％。自治

体別で投票率が高かったのは、町長選挙とダブ

ル選挙となった伊仙町の90.57％、龍郷町

87.25％で、いずれも離島であります。県本土

で最も投票率が高かったのは、市長、市議選挙
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のトリプル選挙になったいちき串木野市の

75.56％であり、やはり身近な選挙と同時にや

ると、地域住民の関心も高い現状があります。

また、今回の国政選挙は、選挙権年齢が18歳以

上に引き下げられて実施された選挙として、２

回目の選挙でもありました。気になるのは、本

市の結果であります。本市の結果はどうだった

のか、今回の結果をどのように評価しているの

か、そして、今後の課題として、さらなる投票

率のアップの取り組みについて、どのように考

えているのか、お尋ねをいたします。 

 大きな２つ目は、犯罪抑止等のための対策に

ついてお尋ねいたします。市長は、就任以来、

市民の幸福を実現するために、安心安全で住ん

でよかったまちづくりという政治理念、政治姿

勢を掲げ、災害発生の都度、しっかりとした対

応に努めてこられました。垂水市の歴史におい

てもこれまで何回も自然災害に見舞われ、その

都度復興に努めてきた経緯があります。今では、

垂水市の安心安全を訴える上においては、防災

対策は重要なキーワードの一つでもあります。 

 防災については、今後も最大の課題として取

り組まなければならない事業ですが、防災と同

時に考えなければならないのが防犯です。犯罪

を防ぐことです。私自身、13年前に垂水市に帰

省するまでは愛知県で警察官として常に犯罪と

向き合った仕事をしていた関係から、防犯に関

しては敏感でありました。ところが、この垂水

市に帰省してからの生活状態は、防犯に対して

鈍感になってきているように思います。それは

何故かというと、犯罪のない、安心安全なまち

だったからです。しかしながら、最近の市内で

の犯罪情勢を見ますと、その安心の神話説がな

くなってきているように思います。過去３年間

に垂水市で発生した刑法犯の数値を見ますと、

平成26年が56件、平成27年が63件、平成28年が

76件と３年連続前年対比で増加している現状が

見られます。また、最近では先月11月９日から

10日にかけて市役所及びその周辺に駐車中の車

両数台が千枚通し状のものでパンクさせられた

という事案も発生しました。さらに11月13、15

日の２日にわたり、女子高校生を狙った公然わ

いせつ事件も発生しています。垂水市の過去の

３年間の刑法犯認知件数の増加傾向とことし11

月に入って連続的に発生した犯罪の状況を見ま

すと、防犯対策にも力を注ぐべきではないかと

思っています。都会では、日常茶飯事な犯罪事

件でも、この垂水市ではあってはならない事件

なのです。 

 そこでまずは、本市における犯罪発生の実態、

特に先月発生したパンク魔事件、不審者事件に

ついて、事件の内容とその後の進展状況につい

て、わかる範囲で教えてください。また、この

現状をどのように捉えているのか、お考えをお

聞かせください。そして、垂水市が現状実施し

ている防犯対策について教えてください。 

 大きな３つ目は、平成30年に向けての観光振

興のあり方について質問をいたします。観光振

興を語る上で、まずこの時期に目玉となるのは、

垂水千本イチョウでしょうか、中馬夫妻が30年

間の歳月をかけて育てられた1,200本のイチョ

ウ並木です。平成22年に始まった鹿児島県の景

観大賞では、見事に初代、第１号に指定され、

毎年多くのマスコミに取り上げられ、県内外か

ら多くの人が垂水市を訪ねてこられます。こと

しは、期間中の来場者数はどうだったのか、果

たして垂水市に大きな経済効果をもたらしてい

るのか、行政として観光振興に役立てているの

か、その取り組み状況についてお聞きいたしま

す。 

 また、12月３日には大野地区の恒例のいきい

き祭りも開催されて多くの人でにぎわったと聞

いています。あわせてその状況も教えてくださ

い。 

 さて、平成29年もいよいよ残りわずか、そし

て、節目の年の平成30年が幕開けします。平成
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30年といいますと、早速１月７日から始まるＮ

ＨＫ大河ドラマ「西郷どん」が私にとっては一

番の楽しみの１つでもあります。ドラマ自体も

そうですが、行政的にも鹿児島県の交流人口増

加に大きな期待が持てるのではないでしょうか。

過去の鹿児島県をゆかりとして放映されたＮＨ

Ｋ大河ドラマは記憶の新しいところで２本あり

ますが、鹿児島地域経済研究所によると1990年

の「翔ぶが如く」のときには、183億円、2008

年「篤姫」のときには262億円の経済効果をも

たらしたと発表されています。来年放映される

「西郷どん」は、明治維新150年の節目と重な

ることもあり、これまで以上の経済効果をもた

らすことは間違いありません。鹿児島県にやっ

てきた観光客をいかに垂水市や大隅半島に寄せ

るかが大きな課題でもあります。 

 私は、ことしの３月議会の中でも、ＮＨＫ大

河ドラマ「西郷どん」の放映は鹿児島県の観光

振興に大きな影響を与える重要なキーワードに

もなるものであり、垂水市もその効果に便乗し

た観光振興の取り組みはできないのか、質問し

た経緯があります。そのときに、市長及び関係

課長から、本市の観光振興と地域活性化の取り

組みにおいても、大きなチャンスである。垂水

の活性化の一助となるよう、また多くの人に垂

水市に来ていただくよう、さまざまな企画をし

ていく、などとの答弁がありました。あれから

８カ月が過ぎましたが、どのような取り組みを

してきたのかお尋ねをいたします。 

 これで、１回目の質問を終わります。 

○選挙管理委員会事務局長（和泉洋一）  おは

ようございます。堀内議員のさきの衆議院議員

選挙の投票率の結果を受けての今後の課題につ

いての御質問にお答えします。 

 去る10月22日に執行されました衆議院議員総

選挙における本市の投票率は、小選挙区におい

て当日有権者数１万3,425人に対し、投票者合

計は8,050人、投票率は59.96％でございました。

うち、期日前投票者は4,733人で投票率は

35.26％でございました。鹿児島県第４区の各

市の投票率は、鹿屋市、51.28％、西之表市

53.78％、曽於市55.97％、霧島市52.06％、志

布志市56.03％で、市では本市が最も高く４区

全体の平均投票率54.48％と比較しましても、

本市は5.48ポイント上回っております。また、

過去の衆議院議員総選挙との比較では、前回、

平成26年12月の総選挙の投票率が54.27％、

前々回平成24年12月が57.66％で、前回を5.69

ポイント、前々回を2.3ポイント上回っており

ます。今回の選挙における投票率アップの取り

組みにつきましては、９月28日の衆議院解散以

降、垂水高校での出前講座、振興会回覧、大型

商業店舗による啓発チラシ等の配布、ＦＭ割り

込み放送、広報車、防災無線など、あらゆる手

段を使用し広報活動に努めました。投票日前日

からは広報車を２台に増やすとともに、防災無

線でも繰り返し放送いたしました。課題としま

しては、やはり若年層の投票率が低いことでご

ざいます。18歳は53.85％と市全体の投票率と

さほど大きな差はありませんが、19歳は

29.35％と極端に低くなっております。これは、

高校卒業後住民票を垂水市に残したまま市外で

生活している学生が投票していない影響もある

ものと考えられます。また、若年層の投票率ア

ップの対策としまして、10月６日に垂水高校に

出向きまして、先生方を含め全校生徒に対し出

前講座を実施したところでございますが、来年

度は年度当初早い時期に垂水高校で選挙制度の

出前講座実施を計画し、若年層の投票率向上に

努めたいと考えております。また、１月５日の

成人式の会場においても選挙の広報活動実施を

予定しているところでございます。 

 以上でございます。 

○総務課長（中谷大潤）  犯罪抑止対策につい

てお答えいたします。 

 鹿児島県警本部が公表している市町村別の犯



－47－ 

罪発生実態によると、垂水市におけるここ数年

間の刑法犯認知件数は議員御指摘のとおり増加

傾向で推移しております。平成29年中の刑法犯

認知件数の経過について、垂水幹部派出所へ問

い合わせたところ、市内における認知件数は10

月末現在で54件とのことでございます。内訳と

しては、窃盗が34件で最も多く、次いで器物損

壊が13件、障害２件、詐欺２件、住居不法侵入

２件、暴行１件が発生しています。 

 認知件数の窃盗の内訳としましては、車上狙

いが11件、住宅窃盗７件、自転車・車６件、置

き引き６件、万引き４件でございます。 

 器物損壊につきましては、今後の集計におい

て、11月に発生した市公用車のパンク被害も含

まれることになりますが、現在のところこの件

に関する捜査進展の情報は得られていません。

また、10月から複数回にわたり子供や女性を狙

った下半身露出及び声かけ事案も発生しており

ます。このことにつきましては、防災無線を活

用して、住民への注意喚起を図るとともに、市

民館入口へ不審者事案啓発看板を設置すること

とし、警察、学校、公民館などの関係機関と継

続的な連携、情報共有を行ってまいります。 

 次に、防犯対策の推進についてお答えいたし

ます。防犯対策の状況につきましては、警察を

初めとする関係機関と連携した活動を行うため、

垂水市防犯協会が設置されております。垂水市

防犯協会の平成29年度の活動方針は、うそ電話

詐欺や悪徳商法から高齢者を守る防犯対策、自

主防犯組織の支援と市民総ぐるみの防犯意識の

高揚、少年の健全育成、非行防止の活動の推進、

女性、子供に対する犯罪防止活動の推進と定め、

各関係機関団体と、市内の各事業所と緊密な連

携をとり犯罪の起きにくいまちづくりの推進に

努め、地域に根差したきめ細やかな活動を積極

的に展開していきます。 

 主な活動としましては、地域安全運動の広報

啓発活動として、街頭キャンペーンの実施、金

融機関及び高齢者宅を訪問して、うそ電話詐欺

被害防止のチラシを配布、小中学校における学

校侵入者に対する対処訓練の実施、少年非行防

止を図るための祭り会場や入学卒業シーズンに

おける少年補導活動などを実施して、防犯、犯

罪の抑止につなげているところです。市内約40

台の自主防犯パトロール隊は、児童の登下校時

の通学路パトロールだけでなく、地区内の危険

箇所点検、行政、警察との意見交換を行ってい

ただき、15名の地域安全モニターの方は、地域

の安全情報の地域住民への伝達及び地域住民の

要望の取りまとめを行っていただき、安心安全

なまちづくりに大いに貢献されております。ま

た、市独自の取り組みとしまして、各振興会に

対し、防犯灯設置補助金を交付する中で、より

明るいＬＥＤ灯への交換を促進し、犯罪の起き

にくい安心安全なまちづくりを推進しておりま

す。さきに申し上げましたとおり、子供や女性

を狙った不審者事案が発生していること、また、

高齢者を狙った詐欺事件の増加なども懸念され

ることから、今後、より一層の防犯対策を行う

必要があると強く認識しております。しかしな

がら、安全で安心して暮らせるまちづくりのた

めには、市民の皆さん一人一人の防犯意識を向

上させていくことも重要でありますので、今後

も引き続き防犯に対する啓発活動を積極的に実

施し、地域の自主的な防犯活動への支援を行い

ながら、市、警察、地域が一体となった防犯体

制の確立に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（森山博之）  それでは、

12月３日大野原で開催をされました大野原いき

いき祭りについての御質問にお答えをいたしま

す。 

 当日は、天候にも恵まれ、市外から多くの来

場者があり、会場内は買い物を心待ちにしてい

た方々で大いににぎわっておりました。また、

山間地域にもかかわらず、思いがけなく新鮮な



－48－ 

魚の販売に驚いていた方々もおられましたが、

その安さも手伝って購入する方も多く見受けら

れました。来場者は、1,700人との発表がなさ

れたようでございますが、地元大野原での経済

効果もあったのではないかと考えております。 

 続きまして、明治維新150年の節目、ＮＨＫ

大河ドラマ「西郷どん」の放映に向けての取り

組みについての御質問にお答えをいたします。

本件につきましては、本年第１回定例会におき

ましても、御質問をいただき、その際、市長は、

放映が決まったことについては、本市の観光振

興と地域活性化の取り組みにおいて大きなチャ

ンスであるとの答弁をいたしております。所管

課といたしましても、本年度におきまして、明

治維新150周年カウントダウン企画として、市

内の「西郷どん」にゆかりのある歴史的資源や

食、風景にスポットを当てて市内を周遊する着

地型ツアーを５回計画いたしました。７月６日

は「西郷どんと明治維新の軌跡を訪ねる」、８

月17日は「西郷どんも愛した垂水の食卓」、９

月20日は「西郷どん没後140年維新傷痕の旅」、

12月３日には「維新の志士が愛した垂水の食卓、

師走編」の４回を実施したところでございます。

これまでのツアーにつきましては、全ての企画

におきまして、申し込み開始から数日で募集定

員を満たす状況でございました。特に、12月３

日に実施をいたしました千本イチョウ並びに大

野原いきいき祭りとのコラボ企画では、申し込

みが殺到し、バスを２台に増やして実施をした

ところでございます。なお、千本イチョウの来

場者は、12月10日現在で５万3,300人でござい

ました。具体的なツアー企画から実施につきま

しては、県旅行業組合に委託をいたしましたが、

参加者からは専門的な立場で垂水市の隠れた魅

力が体験できた、垂水市の歴史や食を堪能でき

てとてもよかったとのアンケート結果からも満

足していただけたのではないかなと考えており

ます。 

 なお、３月に実施いたします最後のツアーに

つきましては、「垂水が守り続ける歴史と伝

統」という企画で、垂水市観光協会主催の「春

を呼ぶ垂水土人形展」の時期に合わせ、長崎大

学准教授井出博仁氏の講演や農作物の収穫体験

メニューを加えて実施する予定でございます。 

 また、本市も大河ドラマ「西郷どん」のロケ

地の候補に選定をされ、直接ＮＨＫを訪問し、

ＰＲ活動を行うなどいたしましたが、最終選考

で落選という結果となりました。しかしながら、

その後もＮＨＫから撮影に必要なサツマイモや

苗の提供依頼に対しまして協力を行い、撮影の

際には、使用された旨の報告を受けたところで

ございますが、来年放映された際には、本市の

撮影逸話として御紹介できればと考えておりま

す。加えまして、11月28日から29日には、湾奥

４市におきまして、福岡市のエージェントを訪

問し、来年度のツアー造成に向けてのＰＲ活動

も行ったところでございます。 

 来年「西郷どん」が放映されるに当たり、本

事業等活用し、本市にあります観光資源の情報

発信に努め、積極的なＰＲ活動を展開し、交流

人口の増加を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  それでは、１問目から２回目

の質問をしたいと思います。今、課長のほうか

ら話がありまして、投票率59.96％、前回より

も上がっておる、前々回よりも上がっておると。

それは、所管課として一生懸命努力された結果

だと思います。ただ、国政選挙でこのパーセン

テージはいい数字かもしれません。地方選挙に

なると、もっとさらにパーセンテージを上げな

ければいけない。要は国政選挙も地方選挙並み

にパーセンテージを上げるような努力がさらな

る努力が必要だということで今回のテーマにさ

せていただきました。それで、投票率、これは

県レベルですけど、結構毎回上位に進出する県
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があります。どこかというと山形県です。山形

県は、過去の投票率、小選挙区で64.07％、県

ですよ、県全体の平均で、そして、全国トップ

で今回３回目だということです。 

 前回、2014年のときには、ナンバー３、３番

目に入ったようです。ということは、毎回高い

率で推移しておるんだということです。山形県、

何でこれだけ投票率がいいのかと調べてみまし

た。そうすると、期日前投票所、前回の54カ所

から８カ所増やしているということ、18歳以上

に引き上げられてから、選挙年齢が、病院、大

学、大型施設で投票所を設けておるということ

です。あと未成年、18歳未満に対して1日選挙

管理高校生委員長に任命して、旗振り役をした

り、大学の文化祭、オープンキャンパスで学生

ボランティアに協力してもらってチラシを配っ

たり、いろんなさまざまな努力をしておるとい

うことです。何が言いたいかというと、毎回全

国の投票率の上位に進出する山形県については、

土地柄もありますけれども、やはりそこには努

力しているんだと、努力したことが奏したとい

うことが言えるのではないかなと思います。 

 一方、垂水市の地形見てみましょう。垂水市

地形、南北に37キロという地形であります。そ

の箇所で期日前投票所が１カ所、中央に１カ所、

37キロの中央地区に1カ所、投票日の投票箇所

が15カ所です。37キロあるにもかかわらず15カ

所。高齢者の著しい本市、高齢者にとっては期

日前投票所、もしくは地区の投票所まで距離が

遠すぎると、そのために投票を辞退する人もい

るという声も聞いております。そこで御提案し

たいのが、移動期日前投票車の導入です。この

資料には、移動投票車と書いてありますけど、

移動期日前投票車に訂正をしといてください。

期日前投票車、車で期日前投票を促しましょう

よということです。選挙管理の職員が車に投票

箱乗せて地方の集会所を巡回して、投票の機会

を増やす取り組みです。総務省によると国政選

挙で去年の夏に島根県の浜田町で導入されたの

がきっかけで、地方選挙でも、ほかにも大阪府

の千早赤阪村では村議会選、７月には徳島県の

三好町で市長選挙、９月には神奈川県の箱根町

で町議選挙、いずれも行われて、高い評価を得

ておるという結果が出るということです。今回、

この例を見習って、導入しようとしていた自治

体もありましたけれども、突然の解散だったか

ら間に合わなかったというところが多いそうで

す。移動期日前投票車というのはどういうもの

かというと、簡単にワゴン車のスライド式のド

アを開けて、手製の記載台を設置、今回の国政

選挙の場合ですよ。小選挙区用と比例区、最高

裁の国民審査の２箱を置いたと。最後部のほう

に管理者の市職員と立会人の２人が座ったと、

簡単なつくりのものです。この市役所にある既

存のワゴン車を使えばすぐできそうな期日前移

動投票車、つくり上げることができるんではな

いでしょうか。あとはダブルで登録をされると

いうことを少なくするために、その対策をしな

ければいけませんけれども、いずれにしてもこ

の移動期日前投票車、我が市でも導入してはい

かがと思いますけれど、検討の余地があるのか

どうか、これについてまずお聞きしたいと思い

ます。 

○選挙管理委員会事務局長（和泉洋一）  移動

期日前投票車の導入についての御質問にお答え

します。 

 議員御指摘のように、平成27年７月の参議院

議員選挙において、県外で全国初の移動投票車

を導入した市があったことは把握しております。

ワゴン車に投票管理者、立会人、事務従事者、

投票箱など一式を載せ、投票所から離れた地区

を３日間巡回したようでございます。また、本

県におきましては、錦江町で平成28年度、南大

隅町では平成29年度に町内の投票を再編してお

りますが、今回の総選挙では、閉鎖された投票

所を車で回り、それぞれ一、二時間程度臨時の
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期日前投票所を開設し、地区住民の利便性に配

慮したようでございます。移動式投票所は、期

日前投票所を設置した上での設置となりますの

で、管理者、立会人、事務従事者の人材確保の

問題や、オンラインがないため、二重投票防止

の投票確認作業などの課題も多くあるところで

ございます。本市では、15投票所を設けており

ますが、高塚、高野、松尾地区など特に山間部

の地域では投票所まで遠いことは十分理解をし

ております。移動投票車の導入は、高齢化が進

んでいる中で、住民の利便性を図るための非常

によい取り組みであると考えられますので、ま

ずは今後の県内市町村の取り組み状況等、情報

収集に努め、課題解決が可能であるかどうか検

討したいと考えます。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  行政に言うと、県内情勢を見

極めて判断するといつもおっしゃるんですけど

も、垂水市から率先してそれをやっていただき

たいということを切にお願いしたいと思います。 

 もう一つ、要は、投票率には直接は関係ない

かもしれませんけども、毎回、有効投票、無効

投票というのが発生しておると思います。投票

所にせっかく１票投じようと思って赴いても、

その投票が確実に反映されないということは非

常に残念なことです。確実に無効票を少なくす

ることもやっぱ改善しなければいけないと思い

ますけれども、垂水市の場合、どのぐらいの無

効票があったのか、それをわかる範囲で教えて

ください。 

○選挙管理委員会事務局長（和泉洋一）  無効

票についての御質問にお答えいたします。 

 本市の市長選、市議選における無効票の数で

ございますが、市長選では、平成27年１月が91

票の0.89％、平成23年１月が125票の1.07％、

市議選では、平成27年４月が77票の0.74％、平

成23年４月が84票の0.73％となっております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  今数値でもわかるように、そ

れぞれ市長選挙も市議選挙も100票近い無効票

があるということです。これは明らかに改善し

なければいけない事項ではないかなと思います。

明らかに混乱、もしくは不注意により関係ない

人の名前を記載するとか、あるいは何も書かな

いまま、白票は別として、高齢のため、もしく

は病気のために、支持する人の名を字としてう

まく書くことができなかったことから、無効票

になったということだと、非常に残念なことだ

と思います。無効票をなくして、１人でも多く

の市民の意思を反映させるためにも、投票用紙

に候補者の氏名を記載して、丸印をつけるやり

方、つまり記号式投票を導入してはいかがかと

思います。これについては、地方公共団体の議

員や町の選挙については、条例によって記号式

投票を採用できるようになっています、県内で

はことしの７月に曽於市長選挙で初めて記号式

投票が導入されました。その結果、無効票が大

幅に減ったということは報道されています。全

国的に見ても導入している自治体も多数ありま

す。この機会に自書式投票から記号式投票に変

更してはいかがと思いますけれども、その点の

お考えをお聞きします。 

○選挙管理委員会事務局長（和泉洋一）  記号

式投票の導入についての御質問にお答えいたし

ます。議員御指摘のように、記号式投票につき

ましては、本年７月の曽於市市長選挙において

実施されております。これは、公職選挙法第46

条の２に基づき、投票用紙に氏名が印刷された

候補者のうち、投票しようとする者１人に丸の

記号を記載する方式で、投票方法が簡単になる

ため、有権者の利便性が増すとともに、無効票、

疑問票が減り、開票時間の短縮も期待されます。

そこで、今回の曽於市市長選挙の結果を曽於市

選挙管理委員会に問い合わせてみましたところ、

無効票は期日前投票分を含め163票の0.79％で、

前回市長選の306票、1.37％と比べると、無効
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票は明らかに減っているようでございます。た

だし、投票率については少し落ちたとのことで

ございました。 

 記号式投票は、期日前投票や不在者投票にお

いては実施することができず。投票方法が２方

式となるため、市民に十分な周知が必要なこと、

投票用紙が２種類となり、１種類は立候補受理

後でなければ作成できないことなどの課題があ

ります。特に期日前投票が増加している現状に

おいては、事前の周知が徹底しなければ市民の

誤解により混乱も予想されるところでございま

す。県内市町村では、曽於市以外で実施したと

ころはないようでございますので、この課題等

を見極めながら、今後調査研究を進めたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  ぜひとも前向きに調査して、

実施の方向でやっていただければなと思います。 

それともう一つ投票率を上げるための課題とな

るのが18歳以上に引き上げられた選挙権年齢で

す。やはり、ここで私思うことは、高校生議会

を開催してはどうかなというふうにも思ってお

ります。早い段階で政治に興味を持ってもらう

取り組みも大変重要になってくるという思いま

す。高校生については、高校３年生から投票で

きる人もおります。早い段階でそういう取り組

みを行政でやっていただけるということが肝心。

これは、鹿屋で今回、ことし、高校生議会を開

催されました。鹿屋というと、高校が幾つかあ

るものですから、実施しやすかったと思います

けど、垂水市は唯一の高校垂水高校しかありま

せん。垂水高校と年齢を引き下げて中学生まで

入れ込んで、学生議会ですね、高校生議会では

なくて学生議会、これも投票率を上げる一つの

取り組みとしていい案ではないかなと思います

けども、この点についてどうお考えかお聞きし

ます。 

○選挙管理委員会事務局長（和泉洋一）  高校

生議会の開催についての御質問にお答えいたし

ます。高校生議会につきましては、議員御指摘

のように、お隣の鹿屋市で昨年度から実施され

ているようでございます。鹿屋市のホームペー

ジを見ますと、目的として、次世代を担う高校

生が議員となり、市議会を模擬体験することで、

若い世代に政治への関心を持ってもらい、若者

と行政が一緒になって市の現状や未来について

考える機会として開催するものとうたわれてお

ります。若者に政治、行政に興味を持ってもら

うことが、ひいては投票率のアップにつながる

と考えられますので、高校生議会の開催が可能

かどうか、今後関係課と協議してまいりたいと

思っております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  第１回目の質問のテーマ、投

票率のアップ、移動期日前投票車、記号式投票、

学生議会、これが４項目です。ぜひとも前向き

に検討していただいて、実施の方向でやってい

ただければなと思います。 

 続いて、２問目に入りたいと思います。２問

目、犯罪の抑止、犯罪抑止です。防災はこれま

で一生懸命やっていただいておる。犯罪を防ぐ

ことも今後垂水市には重要になってきているも

のと思っています。ことし、既に54件発生して

おる、残り３カ月で54件平成26年56件です。差

が２件、ということは残り３件、特に年末は犯

罪が多発する時期でもあります。犯罪の上昇率

というのはやっぱ上がっておるものであるとい

うことであるので、これもやっぱりしっかりし

た取り組みしていただきたいと思います。 

 それで、まず考えられるのが、今防犯協会と

か、いろんなところで犯罪抑止の取り組みはさ

れているという状況を聞きました。それに合わ

せて、犯罪抑止に一番通じるというところが私

は防犯カメラの設置だと思うんです。防犯カメ

ラの設置、ことし初め、小中学校、高校で器物

損壊等の被害事件が発生しました。教育委員会
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においては、緊急に防犯対策を強化する上にお

いて、警備会社による機械警備を実施されたと

機械警備はまさに防犯という意味では導入する

ことによって、その目的は達成できると思いま

すが、検挙となると課題も残ると思います。犯

罪のない安心で安全なまちづくりをするために

は、防犯カメラの設置は有効な対策だと思いま

すが、本市の場合普及していないのが現実では

ないでしょうか。本市において防犯カメラの設

置状況、どれだけのものを把握しているのか、

わかる範囲で教えてください。 

○総務課長（中谷大潤）  本市における防犯カ

メラの設置箇所及び台数等の詳細な普及状況に

ついては把握しておりませんが、防犯カメラは、

監視していることを示し、心理的に犯罪を抑止

する、犯罪や異状の発生を早期に発見し、報知

する、記録をとることにより、犯罪発生時の参

考とする。などの目的から、設置利用され、主

にコンビニ、銀行、郵便局、スーパーなど、比

較的不特定多数の人が集まる場所に設置されて

います。設置する目的としては、例えばコンビ

ニやスーパーなどの小売店の場合には、万引き

を防止するという意味合いもありますし、万が

一強盗などに入られた場合の監視カメラの役割

も果たします。また、金融機関などでは、強盗

が入らないように不審者の監視をしたり、店内

の様子を記録したりするのが目的とされていま

す。また、一般家庭における設置も考えられる

ものの、都市部と比較すると事件件数や店舗数

が少ないことなどから、本市における防犯カメ

ラの普及率は低く、撮影されている範囲につい

ても限られていると考えられます。 

 なお、市が保有する防犯カメラとしましては、

公用車のパンク被害を受けて、本庁舎に２基設

置しているところでございます。 

○堀内貴志議員  自主防犯という観点からする

と、防犯カメラ設置というのは、まさに犯罪を

防ぐ一つの手段で犯罪発生時の検挙に結びつく

強力な武器の一つであります。犯罪の多い地域、

特に都会とか、鹿児島市もそうですけども、各

組織、各団体、企業、各家庭で設置していると

ころも少なくありません。防犯カメラ、今や社

会を悪意から守るための重要な防犯インフラで

あるということは言えます。本市でも普及に努

める必要があると私は思っていますけども、自

治体によって防犯カメラの設置補助制度を導入

しているところも多くなってきています。北九

州市もそうでした。岐阜県大垣市もそう、愛知

県の小牧市もそうです。本市でも犯罪のない安

全で安心なまちづくりをするために、防犯カメ

ラの普及に努めるべきではないかと思いますが、

その点、どのようにお考えか、そして、防犯カ

メラの設置補助制度も含めてお伺いしたいと思

います。 

○総務課長（中谷大潤）  防犯カメラは犯罪の

抑止力につながるとともに、早期の事件解決に

大きな役割を担っていると認識しておりますが、

購入設置費用が高額になることが普及の低い要

因の一つと考えられます。議員御提案の防犯カ

メラ設置に対する補助金交付制度につきまして

は、防犯カメラの普及、促進のために非常に有

効な方策であると考えますが、一方、防犯カメ

ラの設置に当たっては、個人のプライバシーが

侵害されることの無いように十分な配慮が求め

られています。現在のところ、県内において同

様の補助金交付制度を制定、運用している自治

体はないようでございますが、警察及び防犯パ

トロール隊、地域安全モニター等の意見を参考

にしながら、補助対象者の絞り込み、補助の妥

当額等について調査研究を行ってまいります。 

○堀内貴志議員  行政の答弁、県内においては

どこも実施していない、ぜひ垂水市から第１号

として実施していただきたいと思います。また、

プライバシーの関係については、鹿児島県のほ

うに鹿児島県防犯カメラの設置及び運用に関す

る指針という、これも出ております。そういう
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プライバシーの関係もしっかりとこれで守りな

がら、設置して、要は犯罪を防ぐんだと。いざ

犯罪が発生したときには、間違いなく検挙に結

びつけるんだという意気込みでやっていただき

たいなというふうに思います。 

 それで、最後、市長にお聞きします。鹿児島

県においては、鹿児島県犯罪のない安全で安心

なまちづくり条例が平成19年４月１日から施行

されています。各市町村でも県に並行して、犯

罪のない安全で安心なまちづくり条例を制定し

ているところも多数あります。この条例という

その目的は、市民などが安心して暮らせるため

の自主的な活動と地域活動の連携、協働によっ

て犯罪のないまちづくりを推進することが主な

目的であります。本市はその条例を本市で、本

市においてその条例を制定するお考えはないか、

市長の見解をお聞きします。 

○市長（尾脇雅弥）  鹿児島県においては、平

成18年12月に鹿児島県犯罪のない安全で安心な

まちづくり条例が制定されておりますけれども、

垂水市においては、鹿児島県が条例を制定する

以前の平成17年度に垂水市安全安心まちづくり

条例を制定しております。県条例、市条例のい

ずれも安全で安心に暮らすことができる社会の

実現を目的として、安全で安心なまちづくりは

住民等の自主的な活動が基本であり、行政及び

住民並びに事業所等が協力して推進することを

基本理念として定めております。 

 安全で安心なまちづくりは、本市の努力だけ

で実現できるものではなく、県及び近隣自治体

との連携も必要であると考えます。今後市民の

安全安心の確保をより確実なものとするため、

県の条例との整合性を図り、必要があれば垂水

市条例の見直しに取り組んでまいりたいと考え

ております。 

○堀内貴志議員  ありがとうございます。課長

の答弁も市長の答弁もより一層の防犯対策で市

民一人一人の防犯意識が大切ということであり

ますので、この条例のあるんであればその条例

の見直しも含めて検討していただきたい。要は

犯罪抑止のためには、犯罪を増加する前に初期

の段階で的確な対策をとることが一番だと思い

ます。本市では、少なくともこの３年間は毎年

犯罪の件数は増加傾向にあるんだという事実が

あります。防災だけではなく、犯罪のない安全

で安心なまちづくりをすることは市長の公約の

一つでもあると思いますので、ぜひとも実現に

向けて取り組んでいただきたいということを切

にお願いして、次に入りたいと思います。 

 ３問目、来る平成30年に向けての観光振興の

あり方について２回目の質問からいたします。

今確認ですけども、千本イチョウ、きょうは中

馬さんがお見えになっておりますけども、千本

イチョウこの期間中５万3,300人は入ったと、

垂水市に来ていただいておるということで、そ

れなりの経済効果はあるということでいいのか、

その点をちょっと確認します。 

○水産商工観光課長（森山博之）  一部の聞き

取りではございますが、市内のコンビニエンス

ストアあるいは飲食店等電話確認をいたしたと

ころ、電話確認をした全てのコンビニエンスス

トア、並びに飲食店では、お客さんが増加をし

ているという報告をいただいております。 

○堀内貴志議員  せっかく30年かけてつくられ

たいい景観あるわけです。人がやってくるわけ

です。ぜひともこれを生かした取り組み、もっ

と進めていただければなというふうにこれは要

望にかえさせていただきます。あと、来年、い

よいよ「西郷どん」始まります。これに始まり

まして、指宿では１月12日に温泉を好んだ西郷

隆盛がたびたび訪れている知る人ぞ知るゆかり

の地ということで、指宿「西郷どん」館をオー

プンさせる、鹿児島市は、その翌日の13日に加

治屋町の市立病院跡地に「西郷どん」大河ドラ

マ館をオープンさせる、そして、鹿児島県は先

日開会した12月議会で知事自ら来年５月に県内



－54－ 

で明治維新150年記念式典を開くことを明らか

にして、大みそかにはカウントダウンイベント

として花火やミニライブを鹿児島市で開催する

と。きのう、おとといの新聞では、霧島市で新

たな観光拠点として「日当山西郷どん村」を

オープンさせると。そのほか県内各地、本県以

外にも宮崎、ゆかりのある地域では「西郷ど

ん」ブームに便乗した観光振興の普及に力を注

いでいます。垂水市、今からつくれということ

は言いません。それらの自治体に負けない思い

切った施策が必要だと思いますが、平成30年の

観光振興のあり方について、どのように取り組

んでいくのかそれをお聞きしたいと思います。 

○水産商工観光課長（森山博之）  堀内議員の

御質問にお答えをいたします。 

 本市は、御承知のとおり、元気なまちづくり

のために３つの挑戦を掲げており、その１つで

あります経済への挑戦の柱に基づき、水産商工

観光課では観光振興による交流人口の増加に取

り組んでいるところでございます。本年度は

ツーリズム推進事業等を通じて、スポーツ合宿

並びに国内外の体験型教育旅行の誘致活動を積

極的に推進いたしております。先ほど答弁をい

たしました明治維新150周年カウントダウン企

画が体験交流型観光ビジネスモデル確立事業と

して実施をし、魅力ある観光資源を生かした造

成を促進し、交流人口の増加を図っていくもの

でございます。 

 ツーリズム推進事業では、猿が城でのキャニ

オニングの装備品を整備し、多くの団体の受け

入れが可能な体制を確立いたしましたことによ

り、昨年を上回ります904人の利用者がござい

ました。これまで宿泊を伴う団体業者の実績が

ございませんでしたが、９月には福岡市の短大

生29名が一泊二日の日程で本市を訪れ、猿が城

渓谷でのキャニオニングやジップライン、道の

駅の足湯体験などを楽しんでいただきました。

また、スポーツ合宿及び教育旅行の実績等につ

きましては、先ほど川越議員の御質問でお答え

をいたしておりましたが、10月１日の垂水ス

ポーツランド完成に伴い、合宿希望団体からの

問い合わせも多く、施設見学に訪れる指導者や

旅行エージェントも増えており、本市の食も含

めて誘致活動を展開してまいりたいと考えてお

ります。 

 加えまして、来年度、南の拠点完成に伴い、

マリンポート鹿児島に寄港しております大型ク

ルーズ船からの誘客ができないか、県観光連盟

並びに関係団体と連携を図り取り組んでまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  課長が今おっしゃられた大型

クルーズ船からの集客、これは、大変大きいも

のであると思いますので、ぜひとも実現するよ

うに努力していただきたいと思います。 

 それと、観光振興を図るにおいて一番の中で

大切なキーワードの１つ温泉事業があります。

私このテーマのいちばん最後にも触れてありま

すけど、温泉事業、これについて、ちょっとお

聞きしたいと思います。この議会、この12月議

会で第５次垂水市総合計画基本構想が提出され

ております。平成20年度を初年度として指定さ

れた第４次垂水市総合計画、町の将来像は「水

清く、優しさ湧き出る温泉のまち垂水」であり、

最近まで使われてきました。しかしながら、こ

の今議会で提出されておる第５次垂水市総合計

画基本構想（案）の中には、町の将来像として

は「９つの彩豊か、健やかな人を育むまち垂

水」に変更されました。これまで使われてきた

温泉のまちの文字がなくなりました。町の将来

像の中からなくなっても、垂水市のキャッチフ

レーズは未だ「花と温泉と渓谷のまち」のキャ

ッチフレーズは継続中かどうか、これについて

企画政策課長、その点だけ確認します。 

○企画政策課長（角野 毅）  堀内議員の御質

問にお答えいたします。 
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 本市の非常に貴重な資源でございます温泉等

につきましては、第５次の総計の中でも地域の

優れた資源として尊重していくということでＰ

Ｒを進めていくことも含めてうたってておりま

す。温泉という具体的な文字は消えております

けどれ、我々といたしましても地域資源の非常

に貴重なものであると考えておりますので、そ

こら辺の考え方は変わっているということです。

（発言する者あり） 

 非常にあれですけれども、観光スポットでの

捉え方としては、生きているものだというふう

に考えています。 

○堀内貴志議員  継続中なのか継続中でないの

か、それをしっかり。ホームページ見ると、垂

水の標語ということで、２つ出てくるんですよ。

さっき言ったまちの将来像の「清く優しさ湧き

出る温泉のまち垂水」というところと、「花と

温泉と渓谷のまち」これ２つ出てくるんです。

今回、第５次総合計画から外されるので、「水

清く優しさ湧き出る温泉のまち垂水」はなくな

りますけれども、「花と温泉と渓谷のまち」と

いうのは継続なのかどうか、その点、わからな

いですか。 

○水産商工観光課長（森山博之）  「花と温泉

と渓谷のまち垂水」につきましては、定められ

た期日につきましては定かではございませんが、

現在も観光の視点でのフレーズとしては残って

いるというふうに認識をいたしております。 

○堀内貴志議員  観光の視点ってホームページ

にも載っていませんけ。垂水市のホームページ

にも。だったら外すんだったら外すでつけるん

だったらつけるでしっかりそれはしておかない

と絶対出てきますから。それをうやむやで回答

してもらったら困ります。いずれにしてもとり

あえず温泉のまちは、観光振興に重要なキー

ワードであるということは言えるわけですよ。

そうすると、垂水市の温泉、これ聞きますと泉

質もさまざまあります。垂水市、温泉ソムリエ

に言わせると、鹿児島県の温泉地で有名な霧島

や指宿よりもすばらしい温泉があるにもかかわ

らずＰＲが足りないというふうに温泉ソムリエ

は言っておるんです。わたし、議員になって

早々一般質問の中で南北に走る唯一の国道であ

る220号線走っても、さっきのキャッチフレー

ズを捉えて、温泉のまちと思わせるような看板

がないということを強く訴えた。その結果、数

カ所に看板はたしかに設置されて努力はされて

おるというところは見られます。だけど、いま

だに温泉の町としてのインパクトが足りないよ

うに思います。それどころか、あるときからす

ると池田温泉がなくなり、ＪＡ温泉がなくなり、

最近では江洋館別館が南の拠点から建物自体が

解体されたと。今後の観光振興に温泉事業はど

のように生かしていくのか、その点だけちょっ

と確認します。 

○水産商工観光課長（森山博之）  堀内議員の

質問にお答えをいたします。 

 議員御指摘のとおり、第５次総合計画では、

町の将来像から温泉の町のフレーズは消えてお

ります。しかしながら、観光にとりましては、

温泉は重要なキーワードでございます。現在、

宿泊施設を伴う温泉が４施設、温泉入浴のみが

６施設の合計10カ所の温泉入浴施設がございま

す。具体的な温泉のまちとしての取り組みにつ

きましては、平成28年度より千本イチョウ祭り

のイベントとして観光協会が企画し、市内観光

協会加盟の温泉業者により千本イチョウを訪れ

た旨を伝えますと、100円から150円入浴料を割

引いたします温泉割引キャンペーンを実施いた

しました。11月25日から12月10日までの千本イ

チョウ祭り期間中市外の来場者を対象に温泉施

設利用促進に向けての取り組みとしてスタート

いたしました。これまで千本イチョウを見て帰

路につかれていた方々が昨年は６施設の協力に

よりまして、期間中359名が温泉施設を利用し

ていただいております。ことしは11月24日ＰＲ
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のため各報道機関を回り、全社が取材に来られ、

また、その際、所有者の方にも御協力をいただ

き、12月10日現在で約５万3,300人の来場者が

あり、１施設少ない５施設の協力ではございま

したが、期間中278名の方々に利用していただ

き、本市温泉施設のＰＲを図ったところでござ

います。今後は、来年完成予定であります南の

拠点施設内の民間温泉施設とも連携し、引き続

き本市の温泉のまちとしてのＰＲ活動の充実に

努めるとともに、関係課とも協議し、温泉施設

情報に係ります看板等の設置も検討し、さらな

る交流人口の増加を図ってまいりたいと考えて

おります。 

○堀内貴志議員  時間がありませんので、最後

に市長に聞こうと思いましたけど、時間があり

ませんのでそれは省略いたします。ただ、１つ

要望、今南の拠点に看板設置するということを

おっしゃいましたけれども、要は市内の温泉地、

さまざまな温泉、泉質も違いますので、市内の

温泉地がわかるような看板を設置していただき

たいということと、あとネット上で鹿児島県の

温泉地イコール垂水市というふうにヒットする

ような取り組みをしていただきたいと思います。

若者は特にネット検索できますので、ぜひとも

その点も強くＰＲしてほしいということをお願

いしまして、本日、ことし最後の私の答弁終わ

りたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（池山節夫）  次に、11番、森正勝議員

の質問を許可します。森議員。 

   ［森 正勝議員登壇］ 

○森 正勝議員  皆さんお疲れさまです。北朝

鮮は11月29日午前３時18分ごろ日本海に向け新

型弾道ミサイルを１発発射しました。日本政府

によると、約53分間で約1,000キロ飛行、青森

県西方約250キロメートルの日本ＥＥＺ水域に

落下しました。ＩＣＢＭ火星15号の発射実験に

成功したと発表されました。日本政府は相変わ

らず圧力強化路線とか進むべき道がないと言っ

ております。ことしの８月中旬に金丸信元国会

議員の次男金丸信吾氏は１週間ほど北朝鮮に滞

在し宋日朝国交正常化担当大臣と会食、近いう

ちに北朝鮮は劇的に動くということを聞かされ

たといいます。金丸氏がその内容を問うと、宋

氏はそれはまだ言えませんと言いました。その

後、金正恩朝鮮労働党委員長の御決断によって

動きますと続けたそうです。９月議会で堀内議

員も言ったように、こういった民間の方たちを

活用して、対話と圧力、両面で北朝鮮と向き合

うべきだと思うんですが、どうでしょうか。 

 それでは、質問に入ります。道の駅交流施設

の指定管理についてお聞きします。非公開とい

うことですので、差し支えない範囲でお答えを

お願いいたします。選定委員会の議論の内容は

どうであったか総括をお願いいたします。 

 次にＪアラートについてでございますけど、

防災無線や携帯用の緊急速報メールで避難や警

戒のメッセージが流れた場合、どのように行動

すればいいのか教えていただきたいと思います。 

 ３つ目でございますけれども、マイナンバー

制度についてでございますが、日本に暮らす住

民全員に12桁の番号を割り振り、行政や金融機

関の手続に使わせるというマイナンバー制度は

スタートから２年でございますが、住民は利便

性が実感できず手続のわずらわしさや情報管理

などへの不安を強めています。全国で人口ひと

り当たり９％の普及率だそうですが、垂水市は

どのくらいか教えていただきたいと思います。 

 以上で最初の質問を終わります。 

○水産商工観光課長（森山博之）  森議員の御

質問にお答えをいたします。 

 道の駅たるみず指定管理候補者選定委員会は、

指定管理者運用指針におきまして、率直な意見

交換が損なわれるおそれがあることや、法人そ

の他の団体の具体的な技術情報、信用情報に係

る内容が取り上げられる可能性がありますこと

から、垂水市情報公開条例第７条第１項第３号
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の規定に基づき非公開とされているところでご

ざいます。しかしながら、地方自治法第244条

の２第６項の規定により、議会の議決が必要と

なりますことから、所管課として公表できる内

容を精査してお答えをいたしたいと思います。

第１回の選考委員会は、10月11日に選考委員10

名全員の出席により開催をいたしました。協議

内容につきましては、会議の公開、非公開につ

いて、指定管理者制度の内容、道の駅たるみず

の概要及びこれまでの指定管理者について、応

募者について、選定に係るスケジュールや審査

基準の内容を委員の方々に説明させていただき、

共通理解が図られたところでございます。 

 委員からは指定管理について公募によること

をいつ決めたのか、期間を５年とする議論はな

されなかったのか。個別項目について前回との

違いは何かなどの質問がなされ、事務局から回

答を行い、御理解をいただいたところでござい

ます。 

 第２回目の選定委員会は、10月16日に同じく

全委員の出席のもと開催をされました。委員会

では、１社あたりの提案書説明を40分間、その

後委員からの質問に対する回答を20分間とし、

１事業者60分の持ち時間で実施いたしましたが、

活発な質疑が交わされ、両事業者とも５分間延

長し、審議が行われました。委員の皆様からは、

売り場の何をどこへ置くのかの基準はあるのか、

146社の出荷者協議会会員の出荷スペースの配

分はどのようにするのか、道の駅の事業にかか

わるメリット、社会貢献をどのように考えてい

るか、商品構成をどのように考えているか、会

計の透明性について、また、働く側の雇用保障

の安定性について、さらには、施設として６次

産業化に向けての具体的な推進策についてなど

の多くの質問がなされました。応募２社は、そ

れぞれ委員の質問に対し、提案書に基づき回答

がなされたところでございます。 

 その後、委員10名が採点を行い、合計点数の

結果、株式会社財宝3,752点、株式会社芙蓉商

事3,566点で、点数の高かった株式会社財宝が

垂水市道の駅交流施設指定管理者の候補として

選定され、市長へ答申を行ったところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○総務課長（中谷大潤）  Ｊアラートについて

お答えいたします。 

 北朝鮮による弾道ミサイル発射、国際テロ組

織の活動など、私たちの平和や安全を脅かす重

大な問題が発生している状況を踏まえ、我が国

に対する外部からの武力攻撃に際し、我が国の

平和と独立を守り、国及び国民の安全性を保つ

ために必要な法制を整備することは、国として

当然の責務であるとの観点から、平成15年6月

に武力攻撃事態対処法が成立しました。さらに、

この法律を受けて翌16年６月には国民保護法が

成立し、武力攻撃事態対処法と相まって、国全

体として万全の体制を整備し、国民の保護のた

めの措置を迅速かつ的確に実施するための基本

的な法制が整備されました。弾道ミサイルなど

から尊い生命を守るため、緊急事態の発生を伝

達し、迅速な避難行動を促すため、全国瞬時警

報システム通称Ｊアラートが構築され、平成21

年度から整備が始まり、平成28年５月現在で

100％の整備率となっております。垂水市では、

平成22年度より運用を開始しております。Ｊア

ラートシステムでは、弾道ミサイルのほか、大

津波警報、緊急地震速報など、対処に時間的余

裕のない事態に関する情報を国の内閣官房、気

象庁から消防庁を経由して送信し、市区町村の

防災行政無線や携帯メール、コミュニティーＦ

Ｍ等自動起動させて、国から住民まで緊急情報

を瞬時に伝達ができるようになっております。

また、衛星回線と地上回線の２系統による情報

受発信、送信管理システムのバックアップ拠点

を有する災害に強い情報配信システムとなって

おります。 
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 Ｊアラートが作動して情報発信があった場合

の行動についての御質問ですが、弾道ミサイル

事案、地震、津波の避難行動について説明いた

します。 

 まず、弾道ミサイル発射の情報伝達時の行動

ですが、屋外にいるときは近くの建物、できれ

ば頑丈な建物の中、または地下街などの地下施

設に避難してください。近くに適当な建物がな

いときは、物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭

部、頭を守ってください。屋内にいるときは、

すぐに避難できるところに頑丈な建物があれば、

ただちにそちらに避難し、それができなければ

できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋

へ移動してください。 

 次に地震ですが、屋内にいる場合は、頭を保

護し、机の下など安全な場所に避難して揺れが

収まってから最寄りの空き地か一時避難場所へ

避難して、住居の状況により避難所へ移動する

こととなります。避難する前にガスの元栓、電

気のブレーカー等確認して、できるだけ近所の

人たちと集団で行動してください。 

 次に津波ですが、海や川にいる人は海岸や河

川から直ちに離れ、高台やビルなど、安全な場

所へ避難する行動をとることが大事となります。

ここは安全と思わず、より高い場所を目指して

避難することを心がけてください。垂水市では、

国が定期的に実施するＪアラート情報発信訓練

にあわせ、防災行政無線、防災ラジオが問題な

く起動するか確認作業などを定期的に実施して

おります。地域においてもこの訓練を活用して、

地域での避難行動訓練を実施していただけるよ

う周知に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○市民課長（和泉洋一）  マイナンバー制度に

ついての御質問にお答えします。本市のマイナ

ンバーカードの普及率は、10月31日現在7.52％

で、全国平均の9.97％、県平均の9.21％と比較

しますと、２％ほど低い普及率となっておりま

す。 

 マイナンバー制度は12桁の番号を使って行政

を効率化し、国民の利便性を高め、公平公正な

社会を実現する社会基盤として平成27年10月に

施行されました。スタートから既に２年が経過

しておりますが、議員御指摘のように、カード

の普及がなかなか進んでいないのが現状でござ

います。普及が進まない原因としましては、申

請手続きが面倒である。カードを取得するメリ

ットが感じられない。個人情報漏えいの不安が

あるなどがマスコミ等では指摘されております。

国としましては、このような現状に鑑み、マイ

ナンバーカード利用活用推進ロードマップを作

成し、地方公共団体や民間企業における身分証

としての活用や個人と行政機関をネットワーク

でつないで子育てワンストップサービスなどを

受けられる、マイナポータルの利用促進、金融

機関や医療機関など、民間サービスでの利用な

どを推進しているところでございます。 

 なお、本市の普及率が低い原因としましては、

申請手続きの面倒さやメリットが感じられない

などのほかにカードの利用が当初税分野におい

て始まっため、本市のような高齢化率が高い市

町村では普及が進まない傾向があるのではない

かと想定しておりますが、今後、医療分野など

における利用が本格的に始まってくれば、本市

のカード普及も進むものだと考えております。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  道の駅の指定管理についてで

ございますけれども、10月11日と16日に選定委

員会が行われたということで、その中で、委員

の方々の採点で財宝さんの点数が高かったとい

うことでございます。御理解いたします。そこ

で、答えにくいかもしれませんけども、株式会

社財宝さんと株式会社芙蓉商事さんの違いは何

か教えていただきたいと思います。 

○水産商工観光課長（森山博之）  森議員の御

質問にお答えをいたします。 



－59－ 

 応募２社の違いについてでございますが、非

公開の原則に基づきまして、提案者の内容等に

ついて比較をしてお答えすることは難しいと考

えております。しかしながら、どのような観点

で当該事業者が選定するに至ったのかとの視点

で答弁をさせていただきます。選定委員10名の

厳正な審査の結果、12の審査基準項目におきま

して、市民の声が反映される管理が行われてい

るか、事業計画に沿った管理を安定して行う物

的人的能力があるか、施設の効果を最大限に発

揮できるとともに経費の縮減が図られるか、災

害時の対応についてなどの項目について、他社

より評価を得ておりました。また、牛根漁協と

タイアップして海鮮小屋の計画や足湯の屋根の

増設、所有する市内施設を結ぶ無料送迎バスの

運行などの提案が評価につながったのではない

かと考えております。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  牛根漁協とのタイアップ、海

鮮小屋の計画、足湯の屋根の増設、市内施設を

無料送迎するということなどが提案されたのが

財宝のほうにつながったということで御理解を

いたしたいと思います。 

 そこで、株式会社財宝さんへの引き継ぎ事項

は何かなかったのかお聞きいたします。 

○水産商工観光課長（森山博之）  森議員の御

質問にお答えをいたします。 

 新たな指定管理者につきましては、本議会へ

株式会社財宝を候補者として提案し、議会の議

決を得ようとしております。したがいまして、

本議会で議員の皆様方に御審議をいただき、御

承認が得られましたら、これまで利用者から求

められ、有効な取り組みであると判断できるも

のにつきましては、今後、協定書の締結時に配

慮いたしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  議会の承認が得られないと提

案できないということでございますので、議会

の承認後に引き継ぎ事項があればまた御連絡い

ただければというふうに思います。 

 道の駅に従事する従業員の今後の処遇につい

てお聞きいたします。 

○水産商工観光課長（森山博之）  森議員の御

質問にお答えをいたします。 

 道の駅に従事する従業員の方の処遇につきま

しては、審査基準における個別項目の中に現在

勤務している職員の採用に十分な配慮がなされ

ているかの項目が設けられております。株式会

社芙蓉商事並びに株式会社財宝、両事業所とも

現在勤務している職員につきましては、継続し

て雇用する提案がなされているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  継続して雇用するということ

でございますので、少しでも労働条件等よくな

るようにお願いをいたしておきます。これまで

垂水市への納付金がどうなっているのか、実績

のほう、よろしくお願いします。 

○水産商工観光課長（森山博之）  これまでの

道の駅交流施設実績に基づきます納付金につい

ての御質問にお答えいたします。年度ごとにお

答えをいたします。平成23年度分109万6,262円、

平成24年度1,917万4,802円、平成25年度1,369

万7,024円、平成26年度1,063万8,462円となっ

ております。なお、平成27年度、28年度につき

ましては、台風並びに熊本地震の自然災害等を

要因といたします来館者数がおおむね11万人少

なくなったことによりまして、売上額も減少し

ており利益が計上できなかったため、納付実績

はございませんでした。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  納付金があったということは、

指定管理制度のメリットのおかげだというふう

に感じております。 

 指定管理制度についてはこれで質問を終わり

ます。 
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 次に、Ｊアラートについて２回目の質問をい

たします。8月29日、9月15日のミサイルの発射

で、１道６県で９校が休校になりまして、59校

が時間短縮になったそうでございます。当日の

テレビは午前中ほとんどミサイル関係、関連報

道で占められたそうでございます。韓国社会は

比較的冷静に対応する中、日本は極端な反応を

示したようでございます。余り大騒ぎするのも

どうかと思うんですが、見解をお願いいたしま

す。 

○総務課長（中谷大潤）  武力攻撃事態等にお

いて、国民生活及び国民経済に及ぼす影響、最

小限にとどめるため、武力攻撃事態等における

国民の保護のための措置に関する法律の規定に

基づき、国と地方公共団体は相互に連携して国

民保護措置の迅速かつ的確な実施に万全を期す

こととなっております。ことし７月政府は、北

朝鮮の弾道ミサイルが日本に落下した事態を想

定した内容を各都道府県に通知し、これを受け

て一部の教育委員会が弾道ミサイルに関する注

意喚起の文書を児童生徒に持ち帰らせ、保護者

から過剰反応だとの声があったり、７月29日早

朝、北朝鮮の弾道ミサイル発射を受けて東京メ

トロが約10分間、地下鉄全線の運行を見合わせ

ました。この対応についても、過剰反応だ、と

の苦情もあったようです。８月29日は、北朝鮮

が予告なく弾道ミサイルを発射したため、それ

ぞれミサイル発射情報とミサイル通過情報がＪ

アラートより伝達されました。議員仰せのとお

り、８月29日と９月15日のミサイル発射を受け

て、Ｊアラートを知らせる画面が午前中のテレ

ビを長時間占領したため、テレビ報道は過剰で

大騒ぎし過ぎとの意見もありますが、続報につ

いては、テレビ、ラジオ、インターネット等を

通じて伝達されるため、情報収集するためにテ

レビ等の報道はできるだけ多く必要であると考

えます。多少は過剰であっても、直ちに警戒を

呼びかけることは必要です。災害対策、安心安

全面において、やり過ぎでも、結果として安全

につながれば、行政の責任を果たすことになり

ます。そのためには、日ごろからこうした事態

に遭遇した場合に、どのように対応したらいい

か、その際に必要なものは何かについて、各自

が心得ておくこと、備えておくことが大切であ

ります。 

 以上でございます。 

○森 正勝議員  県内でもＪアラートによる避

難訓練を行った学校、事務所があったようでご

ざいます。垂水市の状況をお聞きいたします。 

○総務課長（中谷大潤）  11月１日全国瞬時警

報システム、Ｊアラート、全国一斉情報伝達訓

練が実施され、国からの情報を確実に受信して、

防災無線、防災ラジオ等が問題なく自動起動す

るか確認を行いました。この訓練では、防災行

政無線、及び防災ラジオから実際にテスト音声

を放送したことから、放送にあわせて市内小中

学校で緊急地震速報訓練を活用した訓練が行わ

れました。実際に教室外への避難訓練を実施し

た学校は、新城小学校、柊原小学校、協和小学

校、牛根小学校の４校ですが、その他の学校に

ついても頭部、頭を守る行動として、教室内で

机の下へ身を伏せたシェイクアウト訓練などが

行われております。このＪアラート訓練では、

緊急地震速報の情報が発信されことにあわせ、

柊原小学校では地震発生による大津波警報発令

を想定して先生の指導のもと、高台への避難を

実施しております。訓練終了後は危機管理監、

消防職員による訓練講評を行いました。今後も、

万が一に備え、全国一斉訓練を活用した訓練を

継続して行い、市民の生命、財産を守るため、

防災意識の高揚と啓発に努めてまいります。 

○森 正勝議員  津波と地震による訓練は行わ

れたようでございますけれども、弾道ミサイル

についてはまだ訓練が行われていないようでご

ざいます。ぜひこちらのほうもよろしくお願い

いたしておきます。日本の弾道ミサイル防衛は
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２段構えで、弾道ミサイルを宇宙で破壊するＳ

Ｍ３と大気圏に突入したところを迎え撃つＰＡ

Ｃ３があるそうです。そこでお聞きいたします。

北朝鮮の弾道ミサイルは撃ち落とせるのかどう

か。わかる範囲で教えていただきたいと思いま

す。 

○総務課長（中谷大潤）  北朝鮮が長距離弾道

ミサイルを発射したことで、日本の防衛体制に

注目が集まっています。日本の弾道ミサイル防

衛は、ＳＭ３とＰＡＣ３、いわゆるパック３の

２段構えで、ＳＭ３は海上自衛隊のイージス艦

から発射して宇宙で弾道ミサイルを破壊し、Ｐ

ＡＣ３はＳＭ３が弾ち漏らした弾道ミサイルを

大気圏内で迎撃する最後の盾と言えます。発射

実験は、アメリカミサイル防衛局により行われ、

これまでＳＭ３の発射実験は、37回中迎撃成功

が33回で、約90％の成功率、ＰＡＣ３の発射実

験は、35回中迎撃成功が29回で約85％の成功率

のデータがあります。しかもこの実験は、発射

日時を知らせないのはもちろんのこと、弾道ミ

サイルと航空機の同時迎撃や弾道ミサイル３発

と巡行ミサイル２発の計５発同時迎撃など、厳

しい条件下で行われた結果です。特筆すべきは、

ミサイル誘導に新ソフトウェアを導入した平成

21年以降は14回実施して、失敗は１度もなく、

100％の命中率を誇っているとのデータがあり

ますことから、迎撃の可能性はかなり高いので

はと考えております。 

○森 正勝議員  100％撃ち落とすことは無理

かもしれませんけども、ある程度のミサイルに

ついては、撃ち落とせるんじゃないかと私は想

像しております。 

 Ｊアラートについてはこれで質問終わります。 

 次に、マイナンバー制度についてでございま

すけれども、個人情報保護委員会が10月に発表

した活動実績によれば、個人情報の漏えいが

273件あったそうです。少なくとも101の自治体

で計630人の漏えいが判明したそうでございま

す。 

 垂水市の状況を教えていただきたいと思いま

す。 

○総務課長（中谷大潤）  個人情報保護のため

の国の監督機関、個人情報保護委員会が10月に

発表した平成29年度上半期の活動実績によりま

すと、224機関で、273件の個人番号、マイナン

バーの漏えい事案が発生し、66件だった前年度

時期の４倍以上となっています。 

 内訳は、行政機関と２機関５件、地方公共団

体187機関216件民間事業者35機関52件となって

おり、過半数の152件はマイナンバーを記載し

た特別徴収税額決定通知書の誤送付が原因です。

マイナンバー制度に伴う名前や住所などの個人

情報は特定個人情報と言われます。マイナン

バーがつくことで個人情報の名寄せが簡単にで

き、漏えいした際の危険度は格段に高くなりま

す。垂水市はどのような状況かとの御質問です

が、本市におきましては、特定個人情報の漏え

い事案はこれまで発生しておりません。情報セ

キュリティーにつきましては、マイナンバー制

度施行以前から対策に努めてきており、マイナ

ンバーを取り扱う職員に対しましては、マイナ

ンバー及び特定個人情報の取り扱いにおいて収

集、保管に関する管理を徹底するよう指導して

おります。パソコンについては、権限のない職

員が操作をすることのないように、ＩＣカード

とパスワードの２つの要素認証制度を導入しま

した。またディスプレイに盗み見防止用のフィ

ルムを貼るなどの対策を行っております。その

ほか、執務中に席を離れる場合には、ディスプ

レイの電源を切る、マイナンバーが記載された

書類は机の中にしまう。印刷物はプリンターに

放置しない等の指導も行って、セキュリティー

の徹底を図っております。今後も引き続き情報

保護に対する職員の意識啓発を図り、市民の皆

様からの行政に対する信頼を損ねることがない

よう、万全の対策に努めてまいります。 



－62－ 

○森 正勝議員  いずれにしても、個人情報の

漏えいには十分注意していただきたいと思いま

す。 

 全国20の政令都市が２年間でマイナンバー制

度に支出した金額は316億円だったり、地方公

共団体情報システム機構が個人の顔写真データ

を警察に提供しており、マイナンバー制度に市

町村や住民のメリットはないようでございます。

利用の中止や制度の廃止に向けた検討が求めら

れているようでございます。これについての見

解をお願いします。 

○総務課長（中谷大潤）  マイナンバー制度は、

社会保障、税、災害対策の３分野について、共

通の番号導入により、個人の特定を確実かつ迅

速に行うことを可能にすることで行政の効率化、

国民の利便性の向上、公平公正な社会の実現を

目指して導入されたものです。平成29年11月29

日よりマイナンバー制度の情報連携が本格運用

となったことにより、福祉に関する申請におけ

る添付書類が緩和されて、行政手続が簡素化さ

れるなど、国民の利便性の向上が図られます。

現在、各種の行政手続には、複数の書類を添付

して提出する必要がありますが、マイナンバー

制度ではこの不便さが解消されます。児童手当

や児童扶養手当などの申請手続きなどを行うと

きなどに、住民票や所得証明書といった添付書

類が不要になり、行政手続が大幅に簡素化され、

正確で速くなります。 

 また、事務の効率化が図られ、所得把握の正

確性が向上し、負担を不当に免れることを防止

するとともに、適正な給付やきめ細やかな支援

を行うことができるようになります。 

 議員仰せのとおり、導入に伴う初期費用や運

用開始後の維持費に多大な経費を要しますが、

子育て世代を応援するために整備が進められて

いる子育てワンストップサービスは、パソコン

やスマートフォンから各種申請手続ができるよ

うになるなど、制度の趣旨実現に向けた取り組

みが進みつつあります。 

 本市としましては、社会保障税番号法の定め

に従い、個人情報保護に配慮しながらマイナン

バー制度の運用の充実に努めてまいります。 

○森 正勝議員  垂水市としては、運用の充実

を図るということで、理解をいたします。 

 これで、私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（池山節夫）  ここで、暫時休憩します。 

 次は、13時15分から再開いたします。 

     午後０時  休憩 

 

     午後１時15分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 14番、川畑三郎議員の質問を許可します。 

   ［川畑三郎議員登壇］ 

○川畑三郎議員  12月に入り、寒い日が続いて

おります。垂水特産のキヌサヤ、インゲンは台

風の被害を受け、また全国的にも台風や災害に

より農作物に多大な被害を与えて、野菜の品不

足による高値が続いているようであります。 

 一方、鹿児島のシンボルであります桜島は、

噴煙も少なく、北西の季節風に乗って垂水に灰

を降らせることがなく、農作物にも被害がなく、

毎日すがすがしい気持ちで過ごすことができ、

ありがたいことであります。 

 それでは、先日通告いたしておりました案件

について質問いたします。 

 国による米の減反廃止が来年度から始まりま

す。今年度の減反対策の実施状況をお知らせく

ださい。 

 飼料用稲の作付が多くなりつつある状況であ

り、米の減反廃止対策により、飼料用稲などへ

の転作が進むのではないかと思われます。今年

度の飼料用作物、いわゆるＷＣＳ用稲の取り組

み状況についてお知らせください。 

 中山間地域等直接支払制度は、平成12年度か
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ら開始されました。中山間地域等の農業生産条

件の不良補正することにより、農業生産活動を

将来に向けて維持する活動を支援することを目

的とした事業であります。 

 また、各集落協定における取付状況について

お知らせください。 

 平成26年度から、国の指導で、農地中間管理

指導制度が導入されました。農地の新しい貸し

借りの方法として、県地域振興公社を農地の中

間受け皿として、農地利用の最適化を目指す事

業であります。本市の農地集積及び集約はどの

程度進んでいるのか、また農地の貸し手、借り

手が農地中間管理機構を活用するメリットはど

うなるのかお尋ねして、１回目の質問を終わり

ます。 

○農林課長（二川隆志）  皆様、お疲れさまで

す。 

 川畑議員の減反政策廃止後の対策について、

減反対策の今年度の実施状況についての御質問

にお答えさせていただきます。 

 昭和44年から開始されました食用米の生産量

を調整する、いわゆる減反政策につきましては、

平成25年に戸別所得補償モデル対策から経営所

得安定対策等と事業名を変更いたしまして、現

在まで継続しているところでございます。 

 本事業におきまして、国が主食用米の受給状

況を勘案した上で、主食用米を生産してよい面

積といたしまして、生産数量目標という数値を、

各都道府県へ配分いたします。その後、都道府

県から各市町村へ、各市町村から管内の農業者

へ対して、生産数量目標を配分いたします。 

 生産数量目標を達成した農業者に対しては、

本事業に申請を行うことで、主食用米の作付面

積10アール当たり7,500円が交付される米の直

接支払交付金が今年度まででございます。 

 本市におきましては、約180ヘクタールの水

田において主食用米が作付されており、県から

配分されました平成29年度の生産数量目標

208.6ヘクタールを下回っている状況でござい

ます。本事業に米の直接支払交付金で申請のあ

りました農業者172名のうち167名、69.1ヘク

タールの主食用米の作付面積に対しまして、

386万2,500円が交付されたところでございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、ＷＣＳ用稲、飼料用稲の今年度

の取り組み状況について、お答えさせていただ

きます。 

 初めに、ＷＣＳ用稲について御説明申し上げ

ます。ＷＣＳ用稲とは、稲が完熟する前に稲を

刈り取り、穂と茎を丸ごと発酵するために作付

される稲のことでございます。ＷＣＳ用稲は、

肉用牛や乳用牛の餌として供給する場合のみ作

付が可能であり、主食用米として横流しするこ

とは法令により禁止されております。 

 本市におきましては、経営所得安定対策等事

業による国の交付金に加えまして、経営所得安

定対策等事業を推進するために設置されており

ます垂水市農業再生協議会が策定いたしました

水田フル活用ビジョンにより、合計８万4,000

円の交付金が、ＷＣＳ用稲の作付及び収穫を行

った農業者に対して行われます。 

 平成29年度につきましては、14名の耕種農家

及び18名の畜産農家から25.0ヘクタールの水田

においてＷＣＳ用稲を作付すると申請を受け付

けております。そのうち、23.9ヘクタールの水

田が交付対象となっております。交付額予定は

1,998万3,600円の予定でございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、中山間地域等直接支払制度につ

いて、各集落協定における取り組み状況につい

ての御質問にお答えさせていただきます。 

 中山間地域等直接支払制度は、中山間地域等

の農業生産条件の不利を補正することにより、

農業生産活動を将来に向けて維持する活動を支

援することを目的とし、平成12年度から開始さ

れ、現在は平成27年度からの第４期対策として
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取り組みがなされております。 

 集落等を単位として、農地の管理方法や役割

分担を取り決めた５年間の協定を締結し、それ

に基づき行われる農業生産活動等を支援するた

め、面積に応じて一定額の交付金を交付する制

度でございます。 

 本市におきましては、９集落が協定を締結し、

本制度に取り組んでいただいているところでご

ざいます。 

 各集落の取り組み状況につきましては、まず

農業生産活動に資するものとして、水路、農道

管理の共同活動、泥上げ、草刈り等でございま

す。その際に、日当と農業用施設の補修の資材

購入、工事費、また協定参加者の高齢化により

草刈り等の共同作業が活動が難しい集落におき

ましては、シルバー人材センターに作業を委託

するケースもございます。このほか、農道の降

灰除去、水路、河川の土砂除けを実施するため

の重機借り上げ料、または業者への業務委託、

鳥獣被害対策として、電気柵やワイヤーメッシ

ュの購入、共同利用機械、刈払機、あぜ塗り機

等の購入等がございます。 

 次に、多面的機能を増進する活動に資するも

のといたしまして、景観作物、コスモスでござ

いますが、ヒマワリの作付、小学校の稲作の農

業体験学習の取り組みなどもございます。 

 各集落において、さまざまな取り組みが実施

されておりますが、本交付金の有効に活用する

ことで、自主的かつ継続的な農業生産活動が実

施されるよう、今後も助言、支援を行ってまい

りたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 最後に、農地中間管理事業について、農地集

積及び集約がどの程度進んでいるか、また農地

の貸し手、借り手が農地中間管理機構を活用す

るメリットはの御質問にお答えさせていただき

ます。 

 農地の新しい貸し借りの方法として、平成26

年度から、国の主導で農地中間管理事業という

のが導入されたところでございます。 

 本事業は、県地域振興公社内の県農地中間管

理機構を農地の中間受け皿として、自治体の農

業委員会とも連携しながら、農地利用の最適化

を目指す事業でございます。本市につきまして

は、平成28年の実績といたしまして、5.6ヘク

タール、また平成29年度は現在手続中のものを

含めまして32.9ヘクタールの農地が機構を通じ

て貸し借りされたところでございます。 

 事業上の担い手でございます認定農業者、基

本構想水準到達者に対しては、新たに7.6ヘク

タールの農地が集積されたところであり、一定

程度の農地につきましては集約、すなわち農地

の団地化に成功しているところでございます。 

 農地の貸し手、すなわち地権者が本事業を活

用するメリットについてお答えさせていただき

ます。 

 １点目は、賃借料が決まった時期に指定口座

に振り込まれるという点でございます。本事業

は、通常の農地の貸し借りと異なり、機構を仲

介して貸し借りを行っていることから、賃借料

につきましても、機構が借り手、すなわち耕作

者の口座から徴収いたしますので、確実に地権

者に対しまして支払われることとなります。 

 ２点目は、機構へ貸し出した期間の途中で農

地の荒れる心配がなくなるという点でございま

す。仮に、契約当初の耕作者が病気等により耕

作できない状態となった場合、その耕作者は農

地の借り受けを中断することが予想されます。

その際には、機構、市及び農業委員会が連携を

して、新たな耕作者を探すことで、地権者が貸

し出された農地を荒れることなく、引き続き耕

作される仕組みでございます。 

 ３点目は、一定の要求を満たす地権者及び地

域に対して、協力金が県から交付されるという

点でございます。 

 次に、耕作者が本事業を活用するメリットに
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ついてお答えいたします。 

 １点目は、農地の集積、集約することで、農

作業の効率化及び生産性の向上が図られるとい

う点でございます。農地が地域内に点在してお

りますと、どうしても機械の移動や資材の運搬

等、手間が増えてしまいます。そこで、本事業

を活用することにより、従来耕作を行っていた

農地の周辺を借り受けることで、団地化を進め

ることができます。 

 ２点目は、賃借料の支払い事務の軽減を図る

ことができるという点でございます。従来の農

地の貸し借りの場合、各地権者ごとに賃借料を

納めに伺うという事例が多いと思われます。し

かし、本事業を活用することにより、機構が一

括で指定口座から引き落としを行いますので、

本業であります農業に集中することが可能とな

ります。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  一問一答方式でお願いします。 

 今回は、農林行政について、農林課長に４つ

ほどお尋ねしたところであります。 

 まず、減反政策の廃止後の対策についてとい

うことで、この事業は今まで、最初は始まった

時点では、反当１万5,000円の支払いがあった

わけですけれども、自民党が政権をとってから

半額の7,500円と。そして最終的には、29年度

で廃止するという状況の流れなんですけれども、

やっぱり考えてみますと、自民党はどうでしょ

うか、我々農家としては、前の政権のほうがこ

のお金はもらえたし、大変良かったんですけれ

ども、ゼロになります。 

 というのは、米をつくれば、その分が肥料代

として、この米の支払い金がもらえるわけです

よね。だから、結構いい制度だったんですけれ

ども、29年度をもって廃止ということで、ちょ

っとさびしい限りですけれども、農家の方々も

それだけで農業しているわけではないのでいた

し方ないは思いますけれども、今後のことはど

う進めていくのかというのもまたあると思うん

です。この政策の廃止で、交付金が今年度をも

って廃止されるということでありますが、今度

垂水市としてはこの交付金の廃止後、どういっ

た方向に進めていくのか、そこをお願いいたし

ます。 

○農林課長（二川隆志）  川畑議員の御質問に

お答えします。 

 主食用米の作付面積に応じて交付されます米

の直接支払交付金につきましては、川畑議員が

おっしゃいますように、平成29年度をもちまし

て廃止されることが決定されております。これ

に伴いまして、生産数量目標の配分につきまし

ても廃止が決定されており、平成30年度以降、

国主導による減反政策が実施されないこととな

っております。 

 しかし、平成30年度以降につきましても、国

は全国の受給状況の情報提供を引き続き行うこ

ととしており、鹿児島県は国の情報提供をもと

に、各市町村へ主食用米の生産の目安を示す予

定であると通知がございました。 

 この生産の目安につきましては、農業者が今

までのように達成することにより、交付金が交

付されるといったメリットは存在しないものの、

主食用米の価格の維持を目的として算出された

数字であることから、主食用米の大幅な増産が

発生する可能性は少ないと考えられております。 

 また、本市の場合、自家用米の生産のみを行

う農業者が多いことから、交付金の廃止に合わ

せて主食用米の作付自体をやめる農業者がいる

可能性はございます。その場合、放置により遊

休農地化する可能性が考えられることから、転

作を含めまして意欲ある農業者の方々に作付を

行っていただくことが重要になってくると思わ

れます。 

 平成30年度以降の市としての水田農業政策に

つきましては、県内他自治体の動きの把握に努

めるとともに、本市の実情に合わせた施策に取
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り組むことが重要であるというふうに考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  今、説明がありましたけれど

も、廃止される後の垂水市における農業なんで

すけれども、今お話がありました、県のほうと

一体となってそういった問題をクリアしながら、

政策をしてやっていただきたいと思います。 

 今、お米の場合、垂水で米をつくって拠出し

て販売するという方は少ないと思うんです。今、

話がありましたように、自家用米をつくってや

っているということなんですけれども、この事

業が廃止されますと、現在米をつくっている

方々がもうつくらなくなる可能性が、私は結構

あるんじゃないかと思うんです。遊休農地とし

て残っていくと。そうした場合に、その地域が

また荒れて、農業が先に進んでいかないという

状況があるのじゃないかと、私は心配していま

す。 

 ですから、後で質問しますけれども、直接支

払制度等うまく利用しながら、この垂水市の農

業を進めていってもらいたいと。これはもう要

望にしていきますので、しっかりとした対応を

とっていただきたいと思います。 

 次に、飼料米のことです。普通、ＷＣＳとい

うことで通っているんですけれども、今お話が

ありましたように、大分これも少しずつ増えて

いくんじゃないかとは思います。この、米の直

接支払交付金がなくなるということ等も考えま

すと、これは牛を飼ったりしている人との契約

が必要ですけれども、そこをしっかりとした、

遊休農地が出ないように契約できるようにして、

進めていってもらいたいと考えます。 

 ですから、今年度のこの取り組み状況はどう

だったのか、その状況をお知らせいただきたい

と思います。 

○農林課長（二川隆志）  取り組み状況、はい、

先ほど。 

○川畑三郎議員  本年度の取り組み状況につい

ては、今さっき説明を受けました。作付や管理

上の状況の把握についてお願いします。 

○農林課長（二川隆志）  それでは、ＷＣＳ用

稲、飼料用稲の作付や管理上の現況を把握して

いるかについて、お答えさせていただきます。 

 ＷＣＳ用稲の作付に対しましては、先ほど答

弁させていただいたとおり、国などから交付金

が交付される仕組みとなっております。 

 しかし、交付金は全額を税金によって賄われ

ていることから、交付対象として適切であるか

否か確認することが、要綱等により義務づけら

れております。 

 本市におきましても、申請どおりに作付がな

されているか、また不適切な栽培管理を行って

いないかにつきまして、職員が現地の検査を実

施しているところでございます。検査の結果、

交付対象とならないことが確認されたＷＣＳ用

稲につきましては、随時交付対象から外す処理

を行っております。 

 加えまして、ＷＣＳ用稲の収穫を終えた後は、

収量を報告していただくことで、国が示す基準

よりも収量が少なくないかについての確認も行

うこととしております。 

 他自治体からの情報といたしましては、耕種

農家により作付されたＷＣＳ用稲の収量が低い

という事例が発生していると伺っております。

本市におきましても、そのような事例の発生を

未然に防ぐためにも、適切な交付金交付に向け

て、来年度以降さらなる指導が必要であるとい

うふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  今、説明を受けましたこの事

業も、しっかりとした植えつけをして、管理を

して、収量をとると、そういうことが普通にこ

の事業だと思うんですけども、話によりますと、

私は見たことないんだけど、やっぱしたくさん

この飼料稲をつくっておいて管理がちょっと思
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わしくないという方もいると聞くんです。私は

見たことないけど。だから、お金はそれでも入

るということになれば、こういったのはどうか

なと思ったりしますので、今後、やっぱりそう

いうところも。まあ、きつく言や難しいところ

もあるでしょうけど、やっぱりいい指導をしな

がら、この事業を。 

 私は、この事業は畜産農家にもいいし、それ

でそれをつくる農家に大変いい事業だと思いま

す。米の直接支払交付金も廃止になるわけです

けれども、それを超えたいい事業だと思います

ので、その分をこっちのほうにもまた引きつけ

てできるように、私は、これはもうお願いして

いきますので、農林課としても頑張っていただ

きたいと思います。 

 次に、中山間地域等直接支払制度について。

この制度は、ことしで平成27年からの第４期と

いうことで、もう長い間、もう３期やっている

わけですよね。私もこれにちょっと携わってい

るので、地域としては大変いい事業であるので、

引き続き、国のほうにも全国的にお願いしてい

るところだと思います。27年から28年に行く、

あと一、二年でまた第４期が終わるわけですけ

れども、またこれを引き続きやっていただきた

いなと思う中で、この制度を活用した取り組み

の中での交付対象の範囲というのを少し教えて

いただきたいと思います。 

○農林課長（二川隆志）  それでは、制度を活

用した取り組みの中での交付範囲の対象につい

てお答えさせていただきます。先ほどの答弁と

も重複する部分がございますけれども、御了承

ください。 

 この事業につきましては、農家の方々にとっ

て本当に有益な事業であるというふうに、農林

課のほうとしても考えているところであります。

そういった中ですが、農業生産の活動に資する

交付金の活用方法につきましては、水路、農道

管理の共同活動等、作業委託費、農業用施設の

補修・改修の資材購入費、工事費、鳥獣被害対

策の資材購入費、共同利用機械の購入費、修繕

費等が対象となります。 

 また、多面的機能を増進する活動に資する活

用方法につきましては、景観作物の作付にかか

る種子代や作業日当、農業体験に係る経費等が

対象となります。なお、共同利用機械の購入や

農業用施設の改修など、単年度の交付金では不

足する場合は、集落の総会で協定参加者の同意

を得て、協定書に目的を明示することにより、

積み立てや翌年度繰り越しが可能であります。 

 具体的に申し上げた活用方法以外にも、農業

生産活動を維持する活動、多面的機能を増進す

る活動という趣旨に合致した取り組みであれば、

幅広い範囲で活用することが可能な交付金でご

ざいます。各集落において、集団的に農業生産

活動を継続し得る体制を構築できるよう、本制

度を推進してまいりたいと引き続き考えている

ところでございます。 

○川畑三郎議員  説明を受けました。 

 今までやってきた中で、交付金をもらって事

業をして幾分残金が残る状況が、９集落ありま

すけれども、各地区で、私は年度年度であった

と思います、今まで。だから、昨年はその事業

のお金は使い切ってくださいという方向で指導

を受けました、去年は。だから、それは、こと

しにまた始まっているわけですけれども。今、

ちょっとお話がありました、これでやっぱし事

業によっては繰り越してもいいという状況もあ

るわけですので、ぜいたくな話なんですけれど

も、農地水という改良区で担当している分があ

るんですけど、やっぱりそれと一緒になるもん

だから、ちょっとやっぱり残金が残ったりする

わけです。そこら辺は、やっぱし次の事業に何

をするというのをよく集落で話していただいて、

それをまた次年度に繰り越しができるようにす

ると。それも大事だと思いますので、そういう

指導をしながらやっていただきたいとは思いま
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す。 

 それと、この９集落全体の中で協議会という

のがあったと思うんですけれども、年に１回ぐ

らい、何ていうかな、どんな事業っていう説明

がたまにありましたけれども、最近、そういう

のも欠けていますので、やっぱし代表はみんな

来ていただいて、ことしはこういうふうになる

べくどうぞという指導も大事だと思いますので、

そこら辺は進めるように、私はこれを要望して

いきますので、よろしくお願いいたしたいと思

います。 

 次に、中間管理事業についてであります。こ

れも、最初始まったときはなかなか手につかず、

農業委員会も農林課も何年かちょっと手つかず

の状況が、まあ、進んできたわけですけれども、

今、担当の職員をしていただいて、これに力を

入れていらっしゃいますよね。だから、毎月で

すか、いい賃貸のほうがいつもこの農業委員会

のほうにも出てくるという状況で、特に大野原

の辺がまとめて貸し借りは、地域振興公社とう

まくいっているという状況があるようで、大変

喜ばしいことだと思いますので、それも頭に入

れながら進めていってもらいたいと思います。 

 この事業の中で、農地の貸し手、借り手に対

する支援の枠組みについて、お知らせをお願い

いたしたいと思います。 

○農林課長（二川隆志）  それでは、農地中間

管理事業について、農地の貸し手及び借り手に

対する支援の仕組みについての御質問にお答え

させていただきます。 

 農地中間管理事業につきましては、現在、国

が指導して推進していることから、農地の貸し

手及び借り手双方にさまざまな支援がございま

す。 

 貸し手への支援といたしましては、先ほど答

弁させていただきました機構集積協力金がござ

います。今まで農業を頑張ってこられたけれど

も、御高齢になったことで、農業を続けること

が近い将来難しくなる方については、本事業を

活用して離農されると、経営転換協力金という

面積区分に応じた交付金を交付する場合がござ

います。交付額につきましては、機構へ貸し出

した農地の面積に応じて３つの区分に分かれて

おります。50アール未満の場合で30万円以下、

50アール以上200アール未満の場合で50万円以

下、200アール以上の場合で70万円以下となっ

ております。交付するための要件といたしまし

ては、今まで自分の農地で農業をしていたこと、

遊休農地を持っていないこと、10アール未満の

自作地を除いた農業振興地域内の農地全てを機

構へ10年間貸し出すなどがございます。 

 また、離農以外にも協力金が交付される場合

がございます。具体例をお示しいたしますと、

米と野菜を作付されていた方が、今後、野菜の

みをつくり続け、水田は他の方に貸し出す場合、

または平成28年度、または29年度に農地を相続

し、相続人自らは農業を行わない場合、平成29

年度に経営転換協力金が交付される場合がござ

います。 

 個人へ交付される協力金といたしましては、

経営転換協力金のほかに耕作者集積協力金がご

ざいます。こちらにつきましては、現在、耕作

している方の農地と隣り合った農地、または隣

り合った２筆以上の農地を同じ耕作者に貸し出

すことで、面積に応じて10アール当たり１万円

以下の交付金を交付する場合がございます。交

付するための要件といたしましては、一連の農

作業の継続に支障のない農地であること、機構

へ10年間貸し出すこと、貸し出す農地につきま

して既に利用権が設定されている場合、合意解

約される賃借権、または使用貸借権が設定後１

年以上経過しており、かつ満了の１年以上前で

あることなどがございます。 

 個人への協力金とは別に、地域として集積が

実現した場合、地域集積協力金が地域に対して

交付されます。こちらにつきましては、地域の
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方々と地域内の農地の現状及び将来を共有して

作成される人・農地プランに基づき、地域全体

の農地面積のうち機構を通して貸し借りが行わ

れた農地面積の割合に応じて、地域が設立され

た協議会に対し、協力金が交付されます。協力

金の使途につきましては、地域農業の発展を図

る観点から、協議会自らが決めることが可能と

なっております。 

 借り手への支援といたしましては、事業を活

用して農地を借り受けた認定農業者に対して日

本政策金融公庫が貸し付けるスーパーＬ資金が、

貸し付け当初５年間、実質無利子となる金利負

担軽減措置がございます。 

 また、認定農業者が融資を活用して農業用機

械等を活用する際、融資残について補助金を交

付する支援もございます。認定新規就農者に対

しては、５年を限度として１年当たり最大150

万円を交付する支援がございます。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  課長から丁寧に説明を受けま

したけれども、みんなわからないんじゃないか

と思います。私は、ある程度わかって、課長は

よくわかっているんですけど、議員の皆さん方

もわからないのが普通かと思いますので、また、

私は、この制度は大変いい制度ですので、やっ

ぱし農業に従事する人たちをいっぱい説明しな

がら、誠意をもって対応していくということし

かないのじゃないかと思います。 

 全体的にこんなに説明してもわからないので、

何かあるたびに一つ一つ説明していけば必ずお

金をもらえる分もあるので、これは国が進めて、

県も進めているわけですので、今の農業を変え

ようというようなことになっておりますので、

また、そこら辺をしっかりとして説明をしなが

ら頑張っていただきたいと思います。 

 今の、さっきも言いましたように、垂水市の

農林課も、ここ一、二年、結構、この賃貸借も

多くなって前向きに進めているので、やっぱり

本腰を入れているなと私は思っていますので、

引き続き頑張っていただきたいと思います。 

 それと、ちょっとお尋ねしますけれど、この

事業で、普通、賃貸借で県の振興公社に貸すと

いう状況癩癩10年間です癩癩ですけれども、そ

のうちに一部を売買するという、売買して残り

は賃貸をする、そして全体を売買するというこ

とにしたときに、その協力金はどう違っていく

のかをちょっと教えていただきたいと思うんで

すけれども。 

○農林課長（二川隆志）  それでは、農地の賃

貸借の場合で農地中間管理事業の支援に違いは

あるのかについてお答えさせていただきます。 

 今後、農業を続けずに他の方へ農地の管理を

任す方法といたしましては、現在行われており

ます農地の賃貸借とは別に、耕作者へ農地を売

ることが考えられます。先ほどの御質問で答弁

させていただきました貸し手への協力金につき

ましては、農地中間管理事業を活用することに

よる農地の賃貸借に対して、協力として要件を

満たす貸し手へ協力金を交付することが可能と

なっております。 

 仮に、地権者が所有する全ての農地を売買す

ることで離農される場合、本事業による賃貸借

が発生しないこととなりますので、離農による

経営転換協力金の交付は不可能となります。地

権者が所有する農地の１筆でも本事業を活用し、

残りの全ての農地を売買した場合、要件を満た

す貸し手へ賃貸借を行った農地の面積に応じて、

協力金を交付することが可能となっております。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  きょうは、もう農林の事業だ

けに絞りましたけれど、まあ、ちょっと多くて

説明もいろいろあったので、なかなかわかりづ

らいところもあったような気もしますけれども、

こういう事業がありますので、前向きに取り組

んでやっていただきたいということをお願いし

て、きょうは、私は終わりたいと思います。あ
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りがとうございました。 

○議長（池山節夫）  ちょっと、もうちょっと。

訂正、はい。訂正だそうです。（発言する者あ

り） 

 いいですか。じゃあ、後で個人的に。（発言

する者あり） 

○川畑三郎議員  すみませんでした。引き続き

お願いします。 

○農林課長（二川隆志）  申しわけございませ

ん。先ほどの説明で、面積区分に応じた交付金

の額、その面積を報告する際に数値を間違って

おりましたので、改めて訂正させていただきま

す。申しわけございません。 

 再度申し上げますが、50アール未満の場合は

30万円以下、50アール以上200アール未満の場

合で50万円以下、200アール以上の場合で70万

円以下。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  ありがとうございました。 

○議長（池山節夫）  次に、２番、梅木勇議員

の質問を許可します。 

     ［梅木 勇議員登壇］ 

○梅木 勇議員  お疲れさまです。 

 12月、師走となり、振り返れば、ことしもい

ろんな行事や出来事、催しものがありました。

陸上競技場を改修して、全面芝生の垂水スポー

ツランドのオープン、恒例の市民文化祭、産業

祭等々が思い浮かばれますが、中には、皆さん

にはほとんど知られなかったものもあります。

11月26日開催されたスポーツ吹矢九州南部・沖

縄ブロック大会です。スポーツ吹矢と聞いても

なじみがありませんが、近年、競技人口が増加

し、ことしから九州を２つに分けて、第１回目

の九州南部・沖縄ブロック大会が垂水市で行わ

れたところです。 

 本市では、市民講座にスポーツ吹矢の講座が

開設されております。競技は６メートルから10

メートル離れた位置から的を目がけて一吹きで

矢を飛ばし、的の中心に近いほど点数が得られ、

順位を競う競技であります。静寂な中に背筋を

まっすぐ伸ばし、大きく息を吸い込んで的に照

準を定め、一吹きする。スポーツ吹矢の呼吸法

は、胸式、腹式を使うので、背筋や腹筋が鍛え

られ、腸の動きがよくなり、健康にもよいそう

であります。大会は、男女207人の参加で、80

歳以上の方も７人の参加があり、８メートル男

子の競技では垂水出身で熊本県在住の川畑さん

が優勝されました。 

 12月３日の日曜日には、大野原いきいき祭り

があり、つらさげ芋を目当てに行きましたが、

途中、千本イチョウは例年にない見事さで、多

くの見物者が訪れ、にぎわっていました。大野

原いきいき祭りも会場は人だらけという感じの

盛況で、関係者の話では、昨年を200人上回る

1,700人の来場があったとのことで、大野原の

皆さんは、ますます気持ちが膨らんだことと思

います。これも、地元皆さん、行政が一体とな

った取り組みの成果だろうと思うところでござ

います。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

先の通告順に質問してまいりますので、御答弁

をよろしくお願いいたします。 

 まず１点目、新規作物について質問いたしま

す。 

 本市の主要作物であります、さやいんげん、

きぬさや、えんどうの間作、あるいは経営の安

定、発展を図るため、また、年々農作物への鳥

獣被害が増大していく中、鳥獣の被害が起きに

くい作物として、薬用作物ミシマサイコの導入

に向けて、ことし農家に試験的栽培を依頼され

ているが、何人に面積は幾ら依頼されているの

か。また、これまでの生育は順調だったのか。

病害虫の発生や除草などの状況も聞かせてくだ

さい。 

 ２点目に、子育て支援について質問いたしま

す。 
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 子育て支援については、子ども・子育て支援

事業計画に基づき、安心して子供を産み、子供

がより健やかに育まれるよう、妊婦から乳児、

幼児、児童まで幅広くさまざまな施策が取り組

まれ、キララメッセにおける子育て支援セン

ターに象徴されるように、各種事業により支援

がなされております。 

 そこで、各種事業の中の病児・病後児保育事

業、ファミリー・サポート・センター事業の事

業内容をお聞かせください。 

 ３点目に、地震・津波対策について質問いた

します。この１年、鹿児島湾を震源とする地震

が頻発しています。日本気象協会の鹿児島湾を

震源とする地震情報によると、平成20年から平

成28年までは、９年間に最大震度１以上の地震

が18回となっていますが、ことしは１月７日を

初めに、これまで65回を記録されております。

震度３以上が６回で、中でも、７月11日には鹿

児島市喜入町で最大震度５を記録し、揺れの体

感があったところです。垂水市の津波避難計画

によりますと、津波をもたらす想定地震等は、

鹿児島湾では鹿児島湾直下、桜島北方沖、桜島

東方沖となっています。これまで65回もの地震

が発生していますが、幸いにも津波は発生して

いません。鹿児島湾直下地震の印象は桜島付近

発生の印象であったが、ことし、喜入町での地

震を初め、発生が頻発しているが、このような

現状をどのように認識されているか、お聞かせ

ください。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○農林課長（二川隆志）  梅木議員からのミシ

マサイコの栽培状況についての御質問について

お答えさせていただきます。 

 まずは、新規作物推進事業について御説明さ

せていただきます。この事業は平成28年度より

開始されまして、ことしで２年目となります。

平成29年１月に新規の推進作物を薬用作物と決

定し、現在３名の若手農家で、薬用作物ミシマ

サイコを13アール栽培していただいております。

解熱作用や炎症の抑制について、複数の生薬と

の調合により効能があると言われており、鳥獣

被害を受けにくい薬用作物として導入を勧めら

れたものであります。農家の方からは、夏場の

小まめな除草作業に特に気を配る必要があるが、

それ以外では、それほど手間のかからない作物

ではないかと報告を受けているところでござい

ます。 

 これまでの栽培農家ごとの生育状況について

ですが、５アールを栽培された認定農業者の方

は、生育も順調でありますことから、本年12月

の種の収穫と、来年12月の種と根の全部の収穫

が見込めるのではないかと期待しております。 

 同じく、５アールを栽培された法人格の認定

農業者の方は、春先の長雨で畑全体が水没して、

土壌を侵食され、発芽いたしませんでしたので、

再度種のまき直しを行いましたが、高温障害な

どの影響で発芽しなかったことから、年内の作

付を一旦断念して、来年２月に再度５アールの

種まきを行い、栽培を継続する予定でございま

す。 

 ３アールを栽培された新規就農者の方は、無

農薬による有機栽培を行われておりましたが、

夏場に雑草の勢いに押されまして、現在１割弱

の栽培面積にとどまっておりますが、これらの

反省点を踏まえた上で、来年２月に再度３アー

ルに種まきをする際は、引き続き無農薬の有機

栽培を行いますが、雑草対策のマルチを張るな

どの対応を行っていくとのことでございます。 

 その他、病害虫被害については、本市では被

害報告はございませんが、日置市において、カ

メムシによる被害が報告されていると情報をい

ただいております。今後も、順調な育成に不可

欠な、的確な除草作業や栽培方法などの情報収

集に努めて、情報共有を行いまして、栽培農家

の方々の負担軽減や支援に連携して取り組んで

まいりたいと考えているところでございます。 
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 以上でございます。 

○福祉課長（保久上光昭）  病児・病後児保育

事業及びファミリー・サポート・センター事業

の内容についての御質問にお答えをいたします。 

 病児・病後児保育は、子供が病気やけが等に

より、保育所等での集団保育が困難であり、ま

た、保護者が仕事等の理由により、自宅等で看

病することができない場合などに、医療機関や

保育所等に設置された専用スペース等で預かり、

保育する事業でございます。なお、この病児・

病後児保育は職員の配置基準が定められており、

利用児童おおむね10人につき看護師を１名、利

用児童おおむね３人につき保育士を１名以上配

置することと定められております。 

 次に、ファミリー・サポート・センター事業

でございますが、乳幼児や小学生等の児童をお

持ちの保護者で、児童の預かり等の援助を受け

たい方を利用会員として、また、預かり等の援

助を行いたい方を提供会員として、会員相互の

信頼関係をもとに、地域で子育ての助け合いを

行う有償ボランティアの事業となります。援助

活動の内容としましては、保育所、幼稚園の開

始前、終了後の子供の預かり、保育所、幼稚園

への送迎、児童クラブ終了後や放課後の子供の

預かり、冠婚葬祭や病院、参観日などの学校行

事の際などの子供の預かり、育児中、妊娠中の

家事援助などとなります。この事業の利点とし

ましては、保育所や幼稚園、放課後児童クラブ

などの施設保育では応じられない変則的な保育

や、一時的な保育を必要とする方に対応できる

ことが挙げられます。 

 以上でございます。 

○総務課長（中谷大潤）  鹿児島湾直下型地震

についてお答えいたします。 

 鹿児島湾を震源とする震度１以上の地震の発

生につきましては、昨年中の発生は２回でした

が、本年に入って活発化し、11月末現在で63回

発生しております。特に７月から８月にかけて

は42回と、頻繁に発生し、７月11日に発生しま

した喜入沖を震源とする震度５強の地震が発生

した際は、強い揺れがあって、市民の皆様も大

規模な桜島噴火ではないかと、とても心配され

たと思います。 

 気象庁の発表によりますと、７月11日の地震

による津波は発生していないとのことですが、

県内で建物の窓ガラス破損、壁のひび割れ等の

被害が確認されております。垂水市においては

震度３が観測されたところですが、被害は報告

されておりません。 

 ９月以降の地震発生は減少傾向で推移してい

ますが、今後の地震活動については、桜島火山

防災連絡会等を通じて情報収集に当たり、状況

把握及び対応に努める必要があると認識してお

ります。 

 鹿児島湾直下型地震の想定最大震度では、本

市への最大津波高は2.35メートルと想定されて

おり、津波による人的被害は少ないと予測され

ていますが、地震による揺れ等により、住宅へ

の被害が予測されています。 

 また、地震に伴い、津波の発生が懸念されま

すが、本市では、津波への対策として、垂水市

津波避難計画を作成しております。この計画は、

平成25年度に鹿児島県が取りまとめた鹿児島県

地震等災害被害予測調査結果をもとに作成して

おりますが、今後、新たな被害想定結果が公表

された際は、計画の見直しを行い、市民の安心

安全を最重要視した対策に取り組んでまいりま

す。 

 あわせて、防災・減災に関しましては、地域

の防災活動が重要でありますことから、自主防

災組織を活性化するための防災講話や防災訓練

の実施についても、引き続き推進してまいりま

す。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  それでは、一問一答式でお願

いいたします。 
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 まず、新規作物でございますけれども、先ほ

ど生育状況をお聞きしましたが、３人に５アー

ル、５アール、３アールというようなことで依

頼をしているということで、５アールは、２人

のうち１人は順調に生育をしていると、１人に

ついては、４月から６月についての長雨とか、

それと種のまきつけとか、そういうことで思う

ような結果が出ていないというようなことで、

もう１人の３アールの方については、無農薬栽

培を目指しているという形で、思ったとおりの

生育というのかな、そこあたりがどうだろうか

というようなふうにお聞きしましたけれども、

１人の方がおおむね順調にいっているというよ

うなことで、栽培管理では、夏場にこまめな除

草作業を必要とするが、病害虫の発生もなく、

おおむね、１人の５アールの方については順調

だったというところでございますけれども、こ

れまでの栽培で、問題点、課題は何かをお聞か

せください。 

○農林課長（二川隆志）  これまでの栽培にお

ける問題点、課題についての御質問にお答えさ

せていただきます。 

 これまでの栽培においての課題は、栽培方法

の情報不足、管理用機械や乾燥施設の不足、労

働力の不足の３点であると考えております。 

 まず、情報不足についてですが、薬用作物の

栽培に関する情報はもともと少なく、県や農協

などにも指導者がいないことから、栽培農家の

方々と試行錯誤を繰り返しながら栽培を行って

いる状況でございます。 

 ２つ目の管理用機械や乾燥施設の不足につい

てですが、種をまくための機械や種を収穫する

ための剪定機などの専用機械、また、種などを

収穫した後に、乾燥、調整するための施設が必

要になります。ことしは、近隣市町の栽培農家

から機械を借りたり、ビニールハウスの仮設な

どで対策をとりましたが、今後、作業効率を上

げて、作業負担を軽減させるための専用機械の

導入や、乾燥施設の整備などの環境整備を行う

必要があると考えておりますが、経費負担の増

加を心配しているところでございます。 

 ３つ目の労働力の不足でございますが、ミシ

マサイコの薬用となる根の収穫までは２年かか

り、主な作業については、２月の種まき、夏場

の除草作業、12月に１回目の種の収穫、乾燥、

種の出荷、２年目も同様に、夏場の除草作業、

12月に２回目の種とミシマサイコの根の収穫を

行い、翌年１月に乾燥、調整を行った後、種と

ミシマサイコの根の出荷となります。本市では、

冬場から春にかけて、サヤインゲン、キヌサヤ、

タマネギなどの収穫管理作業の農繁期となりま

すことから、ミシマサイコを同様に栽培してい

る場合は、収穫管理作業の期間が重なるため、

収穫管理作業のための新たな労働力を確保しな

ければならないことが予想されるところでござ

います。 

 これらの問題点や課題について、先進地や製

薬会社を初め、栽培農家の方々と試行錯誤を繰

り返しながら、一つ一つ解消に向けて取り組ん

でいるところでございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。 

 問題点、課題は、大きく３点あるということ

でございますけれども、先進地や製薬会社、栽

培農家と試行錯誤しながら解消していきたいと

のことでありました。ぜひ頑張ってもらいたい

なと思います。 

 次に、２年目となります来年度の取り組みを

お聞かせください。 

○農林課長（二川隆志）  それでは、来年度以

降の取り組みについてお答えさせていただきま

す。 

 本年度につきましては、現在栽培されている

３農家と一緒になって、先進地視察や現地研修

会に参加するとともに、薬用作物に関する情報

収集を引き続き行ってまいります。また、お互
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いの栽培情報を共有することで、農家一人一人

の技術の平準化やレベルアップを図っていきた

いと考えております。 

 来年で栽培２年目となりますが、栽培面積は

現状維持して、来年12月に行う２回目の種の収

穫と、薬用となる根の収穫を行うことで、おお

よその反当たりの収量や収益がつかめると思っ

ております。このことで、これまでの栽培全体

の中で試行錯誤してきたことの対応策などがお

おむね把握することができると思いますので、

かかる経費と収入の確認や、薬用作物が本市に

適しているかどうかなど、しっかりと見きわめ、

課題や問題点を一つ一つ解消しながら取り組ん

でまいりたいと考えているとこでございます。 

 まずは収益を得られる成功例をつくり出して

いくことで、栽培農家の方々に栽培面積を増や

すことに取り組んでもらい、それに続こうとす

る若手の認定農業者の方々や、農業経験のない

退職者を初め、高齢の農業者の方々へのＰＲな

どを行い、少しずつではございますが、栽培農

家を増やしていき、将来的には、本市が産地の

一つとなれるように努めてまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございました。 

 問題点、課題を解消して、栽培の道筋を示し

て、稼げる作物として、ぜひ成功例をつくって

いただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 次に、子育て支援についてでございますが、

病児・病後児保育事業につきましては、先に川

越議員が質問されておりますことから、重複す

る点があるかと思いますが、よろしくお願いい

たします。 

 病児・病後児保育事業、ファミリー・サポー

ト・センター事業の内容を聞きましたが、病

児・病後児保育事業については、平成20年度よ

り、病児・病後児保育を利用した保護者に対し

て助成金を支給する病児・病後児保育事業利用

助成金事業を実施されております。利用できる

児童として、市内に住所を有する児童で、病気

の回復期にあり、入院の必要はないが、集団保

育が困難な保育に欠ける児童、原則として通常

保育所等に通所している児童となっており、利

用できる施設として、鹿屋市西原の病児保育室

「森のくまさん家」と、霧島市隼人町の「かわ

の小児科病児保育室」の２カ所であります。こ

の２カ所を利用すれば、１日につき2,000円の

助成金を支給しますとなっています。 

 ファミリー・サポート・センター事業につき

ましては、ことしの４月からスタートしていま

すが、活動内容として、一つ、保育所、保育園

の開園前、閉園後の子供の預かり。一つ、保育

所、幼稚園、小学校等への送迎。一つ、児童ク

ラブ終了後や放課後の子供の預かり。一つ、冠

婚葬祭や病院、参観日の際の子供の預かり等の

ようでありますが、両事業の対象者数と実績を

お聞かせください。 

○福祉課長（保久上光昭）  それではまず、病

児・病後児保育事業とファミリー・サポート・

センター事業の実績についてお答えをいたした

いと思います。 

 まず、病児・病後児保育事業の利用実績につ

きましては、川越議員への答弁と重複をいたし

ますが、ここ５年間の利用実績を延べ利用人数

で申し上げますと、平成25年度が10人、26年度

が９人、27年度が５人、28年度が７人、今年度

が11月末現在で延べ８人、合計で39人の児童の

利用がございまして、これまでの利用実績は全

て鹿屋市の医療機関となっております。 

 なお、対象児童数でございますが、11月末現

在の住民基本台帳人口でまいりますと、ゼロ歳

から６歳までの未就学児が647人、就学児の７

歳から12歳までが591人、合計で1,238人でござ

います。 

 次に、ファミリー・サポート・センター事業
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の実績でございますが、こちらは今年度より新

たに始めた事業で、運営は垂水市社会福祉協議

会に委託をし、上半期は事業の周知活動や会員

の募集、また、提供会員への研修を中心に実施

をし、サービス利用は９月から開始をしており

ます。 

 現在の活動状況といたしましては、会員数が、

利用会員が21人、提供会員が21人、情報会員が

11人の合計53人となっております。 

 サービス利用につきましては、９月が５件、

10月が９件、11月が５件の合計19件となってお

り、現在、利用者の拡大を図っているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  病児・病後児保育事業の実績

については、鹿屋市の施設が、25年度からこれ

まで39件、霧島市については１件の利用もない

ようです。 

 ファミリー・サポート・センター事業につい

ては、９月から利用が始まったということであ

ります。 

 病児・病後児保育事業の対象者がことしの時

点で1,238人で、利用者にすれば、先ほどの実

績をお聞きしますと、毎年10人以下にとどまっ

ているということですけれども、これは、利用

施設が市外にあり、距離的な問題が大きいので

はと考えられますが、あるいは利用のある鹿屋

市の施設は、保護者の就労が鹿屋市ではと思わ

れるが、どうなのでしょうか。 

 いずれにしても、川越議員への答弁にありま

したように、保護者の６割近くが仕事を休んで

看病している実態を聞けば、垂水市内に病児・

病後児保育事業所が必要と思われるが、開設は

できないか、伺います。 

○福祉課長（保久上光昭）  それでは、病児・

病後児保育の設置の検討は考えられないかとい

う御質問にお答えをいたします。 

 まず、病児・病後児保育の形態には２つの設

置形態がございまして、１つ目が、施設に設置

するもので、医療機関設置型と保育所設置型が

ございまして、２つ目が、児童の居宅で実施を

する訪問型となります。 

 ファミリー・サポート・センター事業と訪問

型の病児保育の事業につきましては似通ったと

ころがあるわけなんですが、その性質には若干

異なるところがございますので、本市の現在の

考え方としましては、病児保育の設置につきま

しては、ことしの８月から９月にかけまして、

市内の全保育所、保育園、幼稚園の全園児の保

護者及び全小学校児童の保護者を対象に行った

アンケート調査におきましては、病児保育の設

置を望む保護者から、病気の子供を安心して預

けるためには医療機関での設置を望むといった

意見もございました。小さい子供は突発的に状

態が急変することも考えられますので、まずは

医療機関との連携を十分に考慮した運営形態が

望ましいものと考えますので、市としましても、

まずは医療機関への設置など念頭に検討を進め

ているところでございます。 

 病児・病後児保育につきましては、子育て支

援策の中でも優先しなければならないものと考

え、検討を進めてきておりますので、できるだ

け早い段階で実現をできるように、今後も積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。 

 施設としては医療機関施設型、保育所施設型、

訪問型の３通りがありますが、一般的には医療

機関施設型か保育所施設型が多いようですが、

訪問型も各地にあるようであります。 

 今、市議会定例会の初日に産業委員会の所管

事項調査の報告にありましたように、高知県高

知市のＮＰＯ法人にんにんの訪問型病児・病後

児保育事業を研修いたしましたが、訪問型の利

点として、一つ、インフルエンザや水疱瘡、お

たふく風邪など感染を防ぎたい場合など、自宅
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なので他の子供に感染する心配がありません。

一つ、子供も慣れたところで過ごすので、比較

的安心して子供が一日を過ごすことができます。

一つ、仕事が終わって慌てて迎えに行く必要が

ないので、気持ちに余裕を持って帰宅すること

ができます。難点として、家族でない人に家に

入られることに、初めてのときは抵抗感を感じ

る方もいます。というようなことであります。 

 ちなみに、施設型の利点としましては、金銭

的に安く利用できる。難点としましては、定員

枠いっぱいで利用できないこともあるというよ

うなことでありますけれども、鹿屋市の施設で

は往復１時間ほどかかり、預けると２往復しな

ければならない現状を考えると、市内での開設

が望まれます。 

 開設は、多くが施設型でありますが、訪問型

は、今年４月からスタートしたファミリーサ

ポートセンター事業と似通った内容であり、こ

れを工夫拡大した訪問型の方法も検討の一つで

はないかと思うところでございます。いずれに

ついても、アンケートでは70％近くが開設を望

んでいるようですが、採算性、スタッフの確保

が課題かと考えますが、開設に向けての検討を

お願いしたいと思います。 

 以上で、子育てについては終わります。 

 次に、地震・津波対策でございますけれども、

さきに頻発する地震に対する認識を伺いました

が、11月７日の夜の８時45分からのＮＨＫニ

ュースで、鹿児島市の城南小学校の津波想定避

難訓練の様子が放映されました。広報たるみず

12月号では、全国で緊急地震速報訓練が実施さ

れ、柊原小学校で、児童と職員が、地震発生に

よる大津波警報発令を想定して避難訓練をした

とあります。 

 垂水市津波避難計画によりますと、学校等の

避難では「高・中・小学校、幼稚園、保育園の

生徒、児童、園児の集団避難は、学校等管理責

任者が市長の指示により行うものとする。ただ

し、市長の指示を待ついとまがない場合はこの

限りでない。また、学校等管理責任者は、生徒、

児童の高所又は近傍の高台への集団避難に関す

る要領を定めるとともに、事前に避難経路、一

時避難場所等の状況について確認しておくもの

とする。」となっていますが、学校における集

団避難の対応、取り組みをお聞かせください。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  学校の避難につ

いての御質問にお答えいたします。 

 教育委員会におきましては、各学校に、学校

保健安全法や本市における防災や避難計画等に

基づき、児童生徒の安全の確保のために学校独

自の計画を作成し、訓練を行うように指導をし

ております。 

 具体的には、地震や火災、大雨等の災害に対

し、各学校の立地条件や実情に即した避難のた

めのマニュアルを作成するとともに、それに基

づき、市総務課の安心安全係や消防署等の関係

機関との連携を図りながら、実効性のある訓練

を実施し、児童生徒が自ら判断し、生命を守る

ための能力を高める取り組みを進めるよう指導

しているところでございます。 

 これを受けて、学校では火災、風水害、火山

爆発、犯罪被害防止のための具体的なマニュア

ルを作成し、年間３回以上の訓練を実施してお

ります。議員御質問の地震・津波を想定した避

難訓練につきましては、全ての学校で年１回か

ら２回実施しております。 

 具体的に申し上げますと、学校では、地震が

発生した場合、教室にいる場合は机の下に潜り

込み、揺れがおさまるのを待ったり、校庭にい

る場合は中央の広い場所に集まったりするなど

の初期対応と、その後の安全な場所への避難な

ど２次対応を行っております。津波への対応に

つきましては、各学校で想定される津波の高さ

に合わせてあらかじめ避難場所を決定し、２次

対応としてその場所までの避難訓練も実施して

おります。 
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 また、より実践力を身につけさせるために、

児童生徒に知らせずに突然訓練を実施したり、

けが等への応急措置の方法や簡単な炊き出しの

訓練、保護者への引き渡し訓練などを実施した

りする学校もございます。 

 さらに、11月１日に本市で行われたＪアラー

トを使った緊急地震速報訓練では、柊原小学校

で、津波に対する避難訓練を関係機関と合同で

行い、学校で決定した津波時の避難場所である

学校裏の上野台地まで避難を行いました。 

 なお、この日には、他の学校でも学校独自の

訓練が行われました。 

 このような学校における避難訓練等は、学校

ごとに保護者へも周知しており、保護者の訓練

への参加を呼びかけたり、いざというときの避

難場所や連絡方法を家族で確認しておくことな

どをお願いしているところでございます。 

 今後とも、学校が児童生徒の安全を最優先し、

さまざまな危険を回避することができるよう、

家庭や地域、関係機関との連携を強化するよう

指導支援してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。 

 ただいまの答弁からいたしまして、各学校で

年に１回から２回は毎年訓練をしております。

学校によっては炊き出しの訓練までしている学

校もあるというようなことでございます。いつ、

突然発生するかわからない津波・地震に備え、

児童生徒の安全の確保にこれからも努めていた

だきたいと思います。ありがとうございました。 

 次に、避難経路は十分かについてでございま

すが、津波が発生し、避難しなければならない

場合、高所か高台へ避難しなければなりません。

避難する場合、新城から牛根境まで、海抜的に

見て、まず国道から海岸側に住んでいる方々が、

地域の高所か国道よりも山手の高台へ避難する

ことになると思われます。 

 このように想定しますと、国道よりも海岸側

の各振興会、地域ごとに国道につながる複数の

道路、小道があるようです。ただ、潮彩町が、

垂水フェリー発着場からドラッグモリの前を経

て国道へ出る道路と、一番南側に護岸につなが

る通路がありますが、避難については垂水フェ

リー発着場から国道へつながる道路のみと認識

すべきと思っているところでございます。 

 津波避難計画では、避難道路は市が指定に努

めるとあり、避難経路は自主防災組織、住民が

設定するとありますが、潮彩町は、ことし10月

31日現在、所帯数176、人口401人となっており、

人口で市内３番目の振興会です。津波が来て、

これらの住民の方々が一斉に高所や高台に避難

する光景を想定すると、１本の道では不十分か

と思われ、住民や関係者から不安の声が聞かれ

ます。 

 また、以前、潮彩町の東側地域で火災があり

ましたが、途中、大きな排水路があり渡れず、

消火用のホースも延ばされず、潮彩町からの消

火活動ができなかったということも聞いており

ます。 

 このような状況から、潮彩町からの新たな避

難道路を建設すべきと考えるが、建設できない

か伺います。 

○土木課長（宮迫章二）  避難経路についての

御質問にお答えいたします。 

 潮彩町への道路は、垂水新港へ行く臨港道路

からと幅員は狭いですが浜平地区の海岸、護岸

からの道路、２経路でございますが、津波発生

時の避難道として高台へ直接避難できる道路は、

議員御指摘のとおり臨港道路の１本でございま

す。 

 以前、平成27年ですけど、行政連絡会で、黒

瀬振興会より国道から潮彩町へ抜ける道路を整

備してほしいとの要望がございました。 

 また、平成29年度は、潮彩町からも、先ほど

議員言われましたように、避難通路の要望もあ

ったところでございます。 
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 その際の黒瀬振興会への回答でございますが、

整備延長が潮彩町から国道まで約60メーターで

ありますと、補助事業や起債事業の採択要件に

合わず、市の単独費での整備となり、水路をま

たぐための橋や、また家屋の移転補償、土地の

買収費など、そのとき概算で約7,000万円ほど

かかり、かなりの事業費が見込まれるというこ

とで、その時点での整備は難しいと回答したと

ころでございます。 

 なお、道路整備につきましては、総合計画や

過疎計画に基づき優先的に整備することとして

おりますので、避難道路の整備につきましては

地域住民の意見を踏まえ、今後、調査研究して

まいりたいと考えております。 

○梅木 勇議員  ただいまの答弁では、平成27

年度にも要望があったというようなことで、当

時の経費として7,000万程度がかかるというよ

うなことで、中断ちゅうのか、建設できていな

いということでありますけれど、住民の皆さん

が、この避難が、津波が起こった場合、どうし

てもドラッグ前のあの道路だけでは、大丈夫な

のかと。 

 潮彩町には３階建てのビルが３棟あります。

そして、鉄道線の跡地道路の海抜が11メートル

だそうです。今申しました、潮彩町のビルの３

階ぐらいの位置でちょうど11メートルぐらいに

なるというようなふうに聞いております。そこ

で、潮彩町では、高齢者とか自由に動きがとれ

ない方々は、優先的に潮彩町内にあるビルに避

難するように振興会では進められているようで

す。 

 しかしながら、津波が来るという情報があれ

ば大方が車を使って、一斉に我が先にというよ

うな形で避難が始まるのではなかろうかと。そ

ういうことを想定すれば、現在の１本では、ど

うしても速やかな避難ができないと、そういう

なことにつながるかと思いますので、ぜひ、建

設ができるように検討をお願いして、この件に

ついては終わります。 

 続いて、新庁舎についてでございますが、新

庁舎建設につきましては、当局から配付された

資料や新聞報道で外部検討委員会が設置され、

新庁舎建設検討委員会では新庁舎整備基本構想

案について当局から説明を受け、新庁舎の整備

について審議が重ねられているようです。 

 審議については現庁舎の現状と課題、基本方

針、新庁舎整備の考え方、庁舎機能、庁舎規模、

整備位置、事業費及び財源、事業手法など審議

されたものとなっています。 

 建設は、市民みんなが望む庁舎でなければと

考えていますが、整備位置の候補地は上町のこ

の現在地、旭町の市民館、市土地開発公社が所

有する錦江町の空き地の３カ所となっています。 

 上町の現在地の標高は2.2メートル、市民館

での標高癩癩いわゆる海抜でございますけれど

も3.1メートルであります。土地開発公社所有

の錦江町は２メートルとなっており、津波防災

という観点から見れば適切な整備位置なのかと

思われますが、候補に挙げた考え方と津波に対

する対策をお聞かせください。 

○企画政策課長（角野 毅）  新庁舎建設に対

する考え方につきましてお答えをいたします。 

 初めに、３カ所を候補地とした理由でござい

ますが、新庁舎建設は、現庁舎の老朽化を踏ま

えますと一刻も早い対応が求められていると認

識しているところでございます。 

 庁舎の位置でございますが、地方自治法に

「住民の利用に最も便利であるように、交通の

事情、他の官公署との関係等について適当な考

慮を払わなければならない。」とありますこと

から、位置の決定に当たっては、市民の利便性、

計画の経済性と実現性、防災拠点安全性、まち

づくりとの整合性による総合的な評価が必要と

なっております。 

 こういった中、候補地につきましては、庁内

職員で組織されました庁内検討委員会が、平成
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25年３月第４回委員会の中で７カ所の候補地を

示しまして、検討が始まりました。先ほどお示

しをいたしました４つの評価項目の観点と平成

32年度までの着工を条件としている公共施設等、

適正管理事業債を活用することで市財政にメリ

ットがあることから、建設スケジュールも考慮

し、最終的に市所有の一連の公有地を優先して

検討していくこととしました。 

 その後、外部委員会等の意見も踏まえながら、

基本構想に現市役所、市民館、錦江町の土地開

発公社所有地、以上３カ所を候補地といたしま

して、現在、基本計画策定業務の中で調査等を

行っているところでございます。今後、各候補

地に対しまして、庁内委員会及び外部検討委員

会による評価を行うことといたしております。 

 なお、議員御指摘の津波に対する評価でござ

いますが、評価項目の防災拠点安全性の中に設

定をしており、３カ所の候補地全て想定区域外

となっているところでございます。しかしなが

ら、各候補地とも標高が異なるなど条件が違い

ますので、設計業務の中で、地震対策も含めた

庁舎の安全対策が盛り込まれるものと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ただいま、３つの候補を挙げ

たことと津波に対してはそれなりの対応を、設

計をしていくというようなことであったかなと

思いますけれども。 

 津波避難計画によれば、津波をもたらす想定

地震等において垂水市に想定されている津波の

概要は、最大震度６強の鹿児島湾直下で最大津

波高2.3メートル、最大震度５から６弱の南海

トラフの場合3.29メートル、桜島北方沖、桜島

東方沖の海底噴火で垂水港は1.84メートルとな

っております。 

 平成27年４月１日更新のホームページは、

「標高表示板の設置」という見出しで、市内の

国道、県道と主要幹線沿い106カ所に標高表示

板を設置しました。８月に内閣府が発表した南

海トラフ地震発生時の想定では、垂水市に最大

４メートルの津波が予測されています。また、

桜島の爆発により津波発生の可能性もあるため、

市民の皆さんにおかれましては云々と掲載され

てあります。 

 標高海抜の標示は、皆さん御承知のとおり東

京湾の波の高さの平均を基準にしてあり、つま

り満潮と干潮の高さの平均が基準となっている

と認識していますが、このことから、各箇所に

標示されている海抜標示は、満潮時には示され

ている標示よりも低くなります。 

 現に、私が、12月６日の午前９時時点の錦江

湾の満潮時に水面から岸壁の地上までの高さを

測りましたところ、旧垂水フェリー乗り場で１

メートル、とんとこ館付近で30センチから60セ

ンチしかありませんでした。旧垂水フェリー乗

り場の隣は候補地の一つであり海抜２メートル

となっていますが、満潮時には１メートルの海

抜となります。 

 満潮は１日２回来ます。私が測った日は通常

の満潮で、大潮の満潮時にはもっと水面が高く

なり、逆に海抜は低くなると思われます。他の

海抜も、満潮時には一様に１メートルずつ表示

から低くなるということになりますから、仮に、

満潮時に桜島北方沖、東方沖の海底噴火でも、

避難計画に示されている垂水港で1.84メートル

の津波があれば現在地や市民館辺りまで、南海

トラフの場合では海抜４メートルの地域まで津

波が押し寄せることになると想定ができます。 

 このような現状を見ると、旧フェリー乗り場

隣の候補地では、かさあげをすればいいという

声もあるようです。 

 検討委員会でも津波に対する意見がちょくち

ょく出ており、100年、200年を見据えてという

声も出ています。 

 防災の拠点という観点はみんなの共通認識で

あり、垂水のシンボルとなる市庁舎です。この
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ように南海トラフ地震等を考慮すれば、現在の

候補地以外にもっと安心、安全な候補地が考え

られないか、お聞きいたします。 

○企画政策課長（角野 毅）  梅木議員の御質

問でございます新庁舎建設は、３カ所以外に考

えられないかということにお答えいたします。 

 現在、基本計画策定業務の中で、３候補地に

対しまして、４つの視点による調査を行ってお

ります。この調査結果は、庁内検討委員会で一

次評価をし、外部委員会による二次評価、さら

にパブリックコメント等の結果を総合的に判断

して、整備候補地として決定する予定でござい

ます。 

 ３候補地以外考えられないかということでご

ざいますけれども、全ての候補地が評価の中で

１つでも不適があった場合は、改めてほかの候

補地から選定する必要があるかと考えておりま

す。 

○梅木 勇議員  とにかく津波対策、津波、防

災も十分考慮していただいて検討していただき

たいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

○議長（池山節夫）  ここで暫時休憩します。 

 次は、14時55分から再開いたします。 

     午後２時45分休憩 

 

     午後２時55分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ここで、学校教育課長から発言の申し出があ

りますので、これを許可します。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  先ほど、梅木議

員の学校に避難に係る答弁の中で、柊原小学校

の避難場所を学校裏の大野台地と申し上げまし

たけれども、上野台地の誤りでございます。お

わびして訂正いたします。 

○議長（池山節夫）  次に、７番、池之上誠議

員の質問を許可します。 

   ［池之上誠議員登壇］ 

○池之上誠議員  お疲れさまでございます。今

出鼻をくじかれましたが、簡潔明瞭な答弁をま

ず求めたいというふうに思っております。 

 このごろ一般質問が私は60分かかってしまい

ます。といって、全て尻切れとんぼという感じ

でなってしまいますので、前語りなしで早速質

問のほうに入らせていただきます。 

 まず、観光行政ですけれども、大隅半島４市

５町の中の広域連携の１つだろうと思いますが、

大隅観光未来会議というのがあるそうでござい

ます。その中で、我が垂水市もそれに取り組ん

でいらっしゃると思いますが、そういう中の設

置目的であったり、あるいはその垂水市の担う

役割であったり、またその未来会議の中で将来

的な展望というのが大隅半島であれ、垂水市で

あれ、どういうのがあるのかをお聞きしたいと

思います。 

 続きまして、交流人口でございます。このこ

とは午前中の堀内議員の質問の中でもいろいろ

聞かれましたので、いろんなイベントが垂水市

にはあると思っております。いえばカンパチ祭、

その他千本イチョウもですし、大野原いきいき

祭ですし、あと産業祭いろいろありますけれど

も、そういう中で、相対的に見て、交流人口が

どれくらい来て、じゃあ、その中でどれくらい

の経済効果があったのか。さっきの話では経済

効果があったと思いますというような話をされ

ましたけれども、具体的数字としては把握をさ

れているか、その辺をちょっと聞きたいなとい

うふうに思っております。 

 そして、その交流人口の２番目について、交

流人口と定住人口の比較割合というふうに書い

ておりますけれども、このことは南の拠点を整

備するときに、今道の駅がありますけれども、

今80万程度だと。その中で、南の拠点をつくる

というところで200万人の交流人口を目指して



－81－ 

いくと、そうすれば10万人の定住人口に匹敵す

る経済効果があるということを聞いたことがあ

ります。前ですね。これは市長が市民向けにも

そういう話をよくされておりました。しかし、

篠原議員の質問の中でそういう話がありました

けれども、その辺について、その当時の市長の

お考えとか、それからまた、今はちょっと余り

聞こえていませんけれども、この垂水市におけ

る交流人口と定住人口の比較割合というのをど

のような見解を持っておられるか、これは市長

にお聞きをしたいというふうに思います。 

 続きまして、垂水高校です。高校振興対策事

業費の有無の影響と事業の是非と、実に何を聞

いているんだというようなことでございます。

答弁もわかっております。なければいけないと、

絶対このことは垂高の存続のためには続けない

といけないというふうな答弁だろうと思います

けれども、その中で、その事業費の内訳という

のがいろいろあります。いえば通学費の補助、

あるいは検定試験の補助ですね、またあと今東

進の衛星で勉強されているようですが、そのや

っておられることはわかるんですけれども、じ

ゃあどのぐらいの実績が出てきているのか、そ

の実績をちょっと教えていただきたいというふ

うに思っております。 

 そして２番目ですが、これは垂水市だけでな

くて、県だけでもなくて、全国の問題ですけれ

ども、人口減少、あるいは少子化という問題が

あります。そういう中で、児童・生徒の推移は

資料をもらったんですが、大体100人前後、垂

水市の場合100人前後、県の場合が１万5,000人

ぐらいかな、ちょっと数字は忘れましたけれど

も、間違っていたら済みません。そういう中で、

横ばい状況なんですけれども、この垂水高校に

ついて、そういう中で将来展望というのはどう

いうところに思ってこの振興策を続けていらっ

しゃるのかなというふうに思っておりますので、

その点について、将来展望というところで聞か

せていただきたいというふうに思っております。 

 続きまして、３番目の市庁舎建設ですが、進

捗状況と今後のスケジュール及び建物基本方針

というところで、これは先ほどの梅木議員の市

庁舎建設と、一番最後の問題でしたけれども、

親切丁寧な課長の答弁がありまして、私が聞き

たいことはある程度わかってしまいました。32

年度までに着工する。なぜかというと、公共施

設等適正管理交付金なるものがあって、事業に

有利であるということ。そしてまた、候補地に

つきましても市民の利便性いろんなものを考え

たときに、そういう方向で進んでいると。ただ

し、見直しがあるときは見直しをしますという

ふうに答弁されましたので、これはこれで、こ

れ以上の答弁は今のところは要らないなという

ふうに思っておりますので割愛をいたしますけ

れども、我々が議会運営委員会の中で熱海市役

所を訪れたときに、そこの市役所建設では、当

初40億円の建設規模だったみたいですが、いろ

いろありまして、いろんな検討をされて20数億、

半分ぐらいの予算でつくられておりました。 

その中で、議員さんだったんですけれども、そ

の理念というのが、社屋と、本社というのは小

さなものでいいんだということをおっしゃって

おられました。ああ、一理あるなというふうに

思っております。そういうところも我々も研修

で勉強してまいりましたので、本当に簡単な構

造でいいし、機能ができていればいいんじゃな

いのというふうなことを思っておりますので、

過度なデザイン、過度な投資、そういうことは

また検討の余地があると思っておりますので、

これは質問をしないかわりに、一言御提言とい

うところで言っておきたいというふうに思いま

す。 

 ４番目の南の拠点ですけれども、契約書内容

について全般というふうに書いております。 

 契約書をいただきました。その中で、12月議

会の最初の議会の中で、問題点をいろいろ各議
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員さんが質問をされましたけれども、一言に言

って、上程された議案が我々議会の中で議論に

耐え得る内容であるのかどうか、そのことを端

的にお示しというか、お考えをいただきたいと

いうふうに思っております。 

 そしてまた、２番目についてですが、土地取

得の状況及び平面全体計画の見直しの有無とい

うふうに書いております。 

 午前中の川越議員の中で、土地取得の状況を

聞きましたけれども、取得できない土地もある

というふうに聞いております。そういうのがあ

れば教えていただきたいし、そういった中であ

れば、全体計画もまた若干違ってくるのではな

いかというふうに思っておりますので、そうい

うところについてはどうなのか、その辺をお聞

きします。 

 そして３番目、土地開発公社事業資金と書い

てありますが、今回の整備は土地開発公社が土

地を買って造成して、それを市有地分であった

り民間分であったりというところで、事業のそ

の資金を回収していくというふうに聞いており

ますけれども、今でもそういう方法でよろしい

のかどうか、基本的な線はどうなのか、ちゃん

とした回収ができていくのか、その辺をお聞き

したいと思います。 

 そしてまた、今現場のほうも川越議員の話に

よりますと、プレハブも建ってどんどん行われ

ているというふうに聞いておりますが、単独事

業費というのも結構あるんじゃないかというふ

うに思っております。いえば、暗渠の設置であ

ったり、そういうところも結構なお金を今つぎ

込んでいると思いますが、そういうのがわかれ

ば、市の単独の事業費というのがわかれば教え

ていただきたいというふうに思います。 

 以上で１回目を終わります。よろしくお願い

を申し上げます。 

○水産商工観光課長（森山博之）  池之上議員

の御質問にお答えをいたします。 

 大隅観光未来会議は、国内外からの観光客を

大隅地域へ流れるよう戦略的に創出し、観光に

よる地方創生を実現していくために、地域資源

を活用した観光地域づくりを進め、交流人口の

拡大並びに地域活性化、農業振興等を図ること

を目的として、平成28年５月25日に設立をされ

ました。 

 本年11月末現在におきまして会員数106団体、

そのうち垂水市内の企業は８団体が加入してお

り、観光マーケティングや商品開発などを一体

的に進める組織として大隅広域観光協会、名称

は仮称でございますが、設立に向けて準備を進

めているところでございます。 

 会員は、平成28年度から本年度にかけまして

宿泊部会、東部産業部会、西部産業部会、交通

旅行会社部会、文化スポーツ自然各種団体部会

の５つの組織で構成されており、年６回程度の

部会を開催し、会員発案プロジェクト実現シス

テムの構築に取り組んでいるところでございま

す。 

 事務局では、平成28年４月に大隅広域観光

コーディネーターとして石田一彦氏を招聘し、

大隅広域観光協会の設立に向けて中心的な役割

を果たしていただいているところでございます。 

 平成28年度には、大隅地域のマーケティング

調査の分析結果をもとに、達成度を評価するた

めにＫＰＩを設定し、計画、実行、確認、行動

の４つのＰＤＣＡサイクルの確立のため、大隅

広域観光の基本認識を策定いたしました。 

 本年度は、情報発信事業や法人格取得に向け

ての最終調整作業並びに人事や財源、事務局体

制などについて協議を進めているところでござ

います。 

 今後、大隅観光未来会議では、平成30年４月

１日大隅広域観光協会設立に向けて、４市５町

の連携協力体制の強化を図り、観光による地方

創生の実現を目指すこととしております。 

 その結果といたしまして、本市への交流人口
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が拡大し、経済効果につながるような事業展開

を目指してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  池之上議員の交流人口と

定住人口の比較割合についての御質問にお答え

をいたします。 

 先ほど水産商工観光課長からの答弁にもあり

ましたとおり、本市の交流人口は合併議論のあ

る約15年前42万程度でございましたけれども、

現在は約115万人前後を推移している状況でご

ざいます。内訳は、日帰り客、約112万4,000人、

宿泊者数、約２万5,000人で、旅行消費額は観

光庁のデータを基準に算出しますと、約188億

円になるようでございます。観光庁が示してお

ります最新の１人当たりの年間消費額が124万

円でありますことから換算いたしますと、約１

万5,000人の定住人口に値する計算となります。 

 私自身、何度か挨拶の中で200万人の交流人

口が10万人の定住人口と同等の経済効果を生み

出すと説明してまいりましたが、その根拠につ

きましては、限られた挨拶の時間の中でさまざ

まな想定の中、示した数字でございます。例え

ば、交流人口200万人のうち、外国人の割合が

最も多かった場合を想定をして、定住人口が約

10万人に相当するとの意味でお話をしてまいり

ました。この数字が市民の皆様をはじめ、議員

の皆様方に誤解を招いたのであれば訂正をいた

したいというふうに思います。 

 試算の考え方は毎年変わりますけれども、観

光庁から毎年出されております新しいデータに

基づきますと、目標といたします交流人口200

万人に対し、前年度比率で試算をいたしますと、

定住人口約２万7,000人になるようでございま

す。 

 今後は、この観光庁の最新のデータにより説

明をしてまいりたいというふうに思います。 

○水産商工観光課長（森山博之）  答弁の順番

が逆になりましたことをおわびを申し上げます。 

 池之上議員の各イベントにおける来場者数の

動向及び経済効果について、御答弁をさせてい

ただきます。 

 各イベントにおける来場者数の動向につきま

しては、平成28年の観光統計によります集計

データに基づき答弁をさせていただきます。 

 先ほど市長の答弁にもありましたとおり、本

市の来場者数は115万人でございました。主な

観光施設の内訳でございますが、道の駅たるみ

ず59万1,579人、猿ヶ城渓谷22万4,306人、千本

イチョウ園５万2,733人、高峠つつじヶ丘公園

１万6,195人、イベント時の入り込み客数、ア

ンダー10サッカー大会3,500人、垂水ふれあい

フェスタ４万人、カンパチ祭１万人でございま

した。 

 本市の入り込み客数の過去５年間では115万

人前後で推移をいたしております。その経済効

果につきましては、観光庁が発表しております

旅行消費動向調査によりますと、平成28年年間

値の旅行消費額は、日帰り客が１万5,602円、

宿泊客は４万9,234円となっており、この数字

をもとに試算をいたしますと、昨年の本市への

経済効果は約188億円となっております。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（池松 烈）  池之上議員の垂

水高校振興対策事業につきまして、お答えいた

します。 

 平成28年度の実績につきまして、主なものを

報告させていただきます。まず、検定試験等補

助金でございますが、検定試験及び進学模試等

の補助は同一種類、同一級に対し1回のみの全

額補助で、検定受験者718名で合格率56.3％、

模試受験者203名で142万4,550円、通学費が８

月を除く11月分の通学定期実費の３分の２補助

で、市内13名、市外63名の76名で659万6,141円、

東進ハイスクール通信講座受講料補助が29名で

15万7,464円で、その他の補助も含め、総額982

万155円となっております。 
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 これらの取り組みによります成果でございま

すが、まず検定試験等補助金では、検定を受験

しやすくなり、より難関な検定への挑戦意欲や、

一つでも多くの資格を取得することにより、進

学や就職試験の際にも有利となり、強みになっ

ております。 

 通学費補助金では、バスやフェリーを利用す

る際の経済的負担が少なくなり、特に市外から

の入学者の増加につながっております。 

 東進ハイスクールの通信講座受講料補助金で

は、東進の職員の方々による指導もあり、大学

等への進路選択の幅が広がっております。 

 この支援につきましては、現在の３年生が１

年生の中途から受講しており、これからの国公

立大学への合格や就職先などの卒業時の出口部

分の成果が期待をされているところでございま

す。 

 ここで、別の観点から現在の垂水高校の状況

を申し上げたいと思います。 

 皆さんも御存じのことと思いますが、カンパ

チ祭の第２回丼グランプリでの生活デザイン科

の垂高欲張り丼のグランプリや、最近のフィッ

シュガールの活躍など、また昨年のカンパチ祭

では、熊本地震の支援のための募金活動、さら

に昨年の台風16号により被災されました水之上

地区住民へのボランティア活動など、生徒自ら

積極的に支援活動に取り組み、地域に貢献して

いただくとともに、市民の皆さんに元気を与え

ていただいているところでございます。これら

の多くの活動は、市長の公約でもあります３つ

の挑戦の経済への挑戦、安心への挑戦、未来へ

の挑戦を実現してくれる活動であり、垂水高校

の生徒一人一人が地域活性化推進員の一員とな

ってくれていると考えているところでございま

す。 

 児童・生徒数の推移につきまして、中学校３

年生の卒業予定数になりますが、垂水市では平

成30年３月で84名、８年後の38年３月で85名と

なり、県内では平成30年３月で１万5,596名、

38年３月で１万5,192名となり、その年々で減

少、微増を繰り返しながら減少傾向にあるよう

でございます。 

 また、垂水中央中の垂水高校への入学数は、

現在まで大方２割前後で推移してきております。 

 このような状況の中で、高校振興対策事業の

今後の考え方、あり方、そして将来の展望をど

こに見据えていくかということは非常に肝要な

ことであると考えております。現在までの視点、

考え方の中では、存続、経済的な負担、過疎化

の一因などがキーワードとしてありました。こ

れからは、垂水市を活性化する垂水高校生の活

動、活躍の拠点、基盤の形成ということで、そ

ういう機会を創出し続けていくことを新たな視

点、考え方として追加して取り上げていくのは

どうかと考えております。 

 現在、卒業時の出口部分の就職先に市内の職

場、家から通勤できる職場を求める意向の生徒

が増えつつあると聞いております。 

 また、先ほども活動、活躍の例を挙げ、地域

活性化推進員の一員になってくれていると申し

ましたが、そのほかにも選挙時の投票立会人や、

おもてなし少女少年隊をはじめとしましたさま

ざまな活動、活躍が、本市行政推進の一役とな

っております。 

 そして、これらのことが、ささまざまな機会

を通じて市内外に発信されておりますが、これ

が本市のＰＲにも通じ、市民の皆さんの理解の

醸成はもちろん、市外に通学する高校生たちに

もいい意味での刺激や、自分も垂水市のために

役に立ちたいという思いを持った高校生たちの

醸成につながっていくのではないかと考えてお

ります。 

 この事業が垂水高校の生徒たちだけの支援策、

投資ではなく、ひいては市外に通学する高校生

たちや市民の皆さんの将来的な支援策、投資に

つながっていくものと考えておりますし、市民
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の皆様への機会を捉えての事業説明も必要であ

ると考えております。 

 ただ、さまざまな事業と同様、この事業につ

きましても高校再編関係市町村長鹿児島県連絡

会加入の他市町の動向を踏まえながら、折々に

視点、考え方の確認、整合性を協議、議論する

ことは必要なことであると考えております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  池之上議員の御

質問でございます。契約内容につきましてお答

えをいたします。 

 契約書の作成につきましては、ＰＦＩ事業と

いう特殊性と専門性がありますことから、基本

協定締結後に事業所側、市側それぞれ弁護士を

選任いたしまして作成作業を始めました。作業

につきましては、５月に公表されている契約書

案を基本にしながら、要求水準に基づく事業提

案等の内容の反映を双方の弁護士の確認のもと

進められており、契約書としては十分な内容で

あると認識をいたしているところでございます。 

 次に、土地取得の状況及び平面全体計画の見

直しの有無につきましてお答えをいたします。 

 当初計画におきましては、市が土地取得を行

うエリアは40筆２万2,290.8平米でございまし

たが、そのうち34筆１万8,136.8平米につきま

しては、土地売買契約が締結され、３筆1,127

平米は契約交渉を継続いたしております。残り

３筆3,027平米につきましては事業同意を得ら

れていない状況でございます。この３筆3,027

平米ございますが、同一の法定相続人であり、

３人中２人は契約の合意をいただいております

けれども、１人が交渉に応じていただけないこ

とから、事業を推進するに当たり影響があると

総合的に判断をし、当該地をエリア外とする開

発行為の変更申請手続を進めているところでご

ざいます。 

 次に、土地開発公社の事業資金回収方法と市

単独事業費につきましてお答えをいたします。 

 土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関す

る法律に基づき、公共用地、公用地等の取得、

管理、処分等を行うことにより、地域の秩序あ

る整備と市民福祉の増進に寄与することを目的

とし、事業を実施してきております。 

 南の拠点整備事業においては、土地開発公社

の事業目的に合致していることから、整備地区

内の用地取得、造成整備を行い、整備後の用地

を売却、賃貸により処分し、事業資金を回収す

る計画で進めているところでございます。 

 用地処分の相手方としては、垂水市、国、民

間企業等を想定しております。また、処分価格

の設定については、用地費、補償費、工事費等

のほか、借入金に対する利息等を加えた取得原

価を基準に処分価格を設定し、事業資金を回収

したいと考えております。 

 なお、詳細な処分計画につきましては、改め

て公社理事会にお諮りをしまして決定したいと

考えております。 

 次に、垂水市単独事業費でございますが、子

供広場整備費、それから排水工事、給排水工事

に係る事業費、総額は２億5,800万円、うち一

般財源は１億5,400万円となっております。 

 以上でございます。 

○池之上誠議員  一問一答でお願いをします。 

 観光行政についてですが、大隅観光未来会議

というのはそういうものであろうというふうに

理解をいたしました。 

 続きまして交流人口ですが、先ほども堀内議

員でしたかね、千本イチョウの開催期間中どれ

ぐらいの経済効果があったかというようなこと

を聞かれておりましたけれども、要は千本イチ

ョウの中馬さんもそこでちょっと出店なんかし

ないんですかと、ギンナンだけ売るんですかと

聞いたら、まあ、あとは垂水市の市内に帰って

いって、いろんなところで泊まってもらってす

るのが、うちはもう見てもらうだけで、あとは

この市内の中でお金を落としてもらいたいとい
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う思いで、出店は断っているということを言わ

れました。それは本当に立派な考えだなという

ふうに思っておりまして、先ほど温泉のキャン

ペーンということも言われましたけれども、そ

れを含めて、もうちょっと全体でそういう全て

のイベントに関して、市内の中で連携してお金

が落ちるような、具体的な取り組みというのを

なければいけないんじゃないかなと思うんだけ

れども、その点についての考えは。 

○水産商工観光課長（森山博之）  池之上議員

の御質問にお答えをいたします。 

 イベント開催における経済効果につきまして

は、直近に開催をいたしました、先ほど議員か

らもございました千本イチョウ祭では12月10日

現在で５万3,300人の来場者がございます。

（発言する者あり） 

 ことしは葉のつきも良く全体に天候的にも恵

まれたこともありまして、滞在時間が長かった

のではないかと推測をしております。 

 これまで市内のコンビニ、あるいは飲食店の

来客数を調査をいたしましたところ、全てでは

ございませんが、大きく増えたとの報告もござ

いました。 

 さらには、道の駅たるみずにおきましても来

館者数が増加をしております。特に、12月３日

は一番の見ごろを迎え、大野原いきいき祭の当

日に開催されましたことにより、千本イチョウ

来場者も昨年を上回った状況でございます。こ

の影響で道の駅たるみずの来館者は、通常週末

は2,000人程度でございますが、3,872人の来場

者でございました。ちなみに、来館者数、ゴー

ルデンウィーク時の実績に相当するものでござ

います。 

 また、あるコンビニでは、昨年度の同日と比

較をいたしまして114％の売り上げが伸びた店

舗もございます。さらに、飲食店の中には、通

常の休日ランチ営業時には100人前後であった

ものが、12月３日には220名の来客でにぎわっ

たとの報告もいただいております。 

 その他の市内の数店舗の聞き取り調査を実施

をいたしましたが、結果でも同様、千本イチョ

ウ祭期間中の来場者は増えているという報告を

いただいております。 

 増加いたした背景につきましては、本課でも

11月24日に各報道もあり、来ていただくようＰ

Ｒ活動を行ったと同時に、これまで温泉施設だ

けで特化した取り組みをしておりましたけれど

も、その他の店舗での取り組みができないかと

検討をいたしました結果、本年度、新たにこの

時期に合わせまして観光協会主催によります市

内46店舗が参加をいたしますスタンプレシート

ラリーを、本年11月25日から来年２月末日まで

実施しているところでございます。 

 そのほかにも、さまざまなイベントで本市を

訪れていただいている状況もございますが、今

後はあらゆる手段を講じて、地元店舗等への経

済効果が波及するよう取り組む必要があると考

えております。 

 以上でございます。 

○池之上誠議員  いろいろ繰り返しのこともあ

りましたけれども、目新しいところはスタンプ

シートと、商工会でですね、やっていますけど、

観光客ですよ、そのスタンプシートをもらって

もたまるわけがない。それはいいとしましても、

要は今言及したような取り組みをしているとい

うことは評価をしたいというふうに思っており

ます。 

 先ほど、市長から交流人口の話がありました

けれども、観光庁の数字です。この124万とい

うのも日本平均の年間消費額です。あと、外国

人の泊りと、１人１回当たりが13万円、それで

国内の日帰りの場合は１万5,000円、先ほど言

われましたけれども、そのとおりなんです。果

たして、垂水がこのとおりのお金が落ちている

かというと、とてもじゃないけど落ちないでし

ょう。 
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 それで、今先ほど道の駅も来場者が増えたと

言われましたけれども、１年目から12年目まで

の総売り上げ、あるいは総来場者の表をいただ

きました。それ平均した場合、総売り上げが43

億3,000万、来館者が平均して75万人、という

ことは、１人頭574円。１万5,000円とは大分開

きがある。この垂水市の年間消費額も多分124

万使えば立派な家計だろうと思いますが、それ

より多分低いだろうと思いますけども、実数を

見てやっぱり考えないといけないんじゃないか

なと。できれば、今この道の駅だけの574円と

言いましたけれども、それをまだ市内全体に広

げて落としてもらうという仕組みをつくらなけ

れば、いわゆる交流人口と定住人口というとこ

ろの比較に追いついていかないというふうには

思うんですよね。そういうところで、市長、そ

ういう思い、全体でお金を落としていくような

取り組みと。今課長が取り組んでいらっしゃる

とおっしゃいましたけれども、市長の思いはど

うでしょうかね。 

○市長（尾脇雅弥）  私自身はまちづくりの政

策の中心として、今経済政策として６次産業化

と観光振興ということを上げているわけです。

垂水市がどんな方法で、言葉でいったら食べて

いこうかという中で、垂水市の水産業、あるい

は農業、これをもうかる仕組みをつくるという

のが６次産業化でありまして、あと地の利を生

かした観光振興、観光振興に関しては、垂水と

いう地形上縦長でありますので、それぞれ３つ

拠点をつくりましょうと。もちろん、これだけ

ではありませんけれども、その１つが道の駅た

るみず、これも今単価悪いという話もありまし

たけれども、もともとは何もなかったところに

あの場所ができて、トリップランキングでは

1,117のうちの４番目までは来たと。課題は単

価を上げていくということだろうというふうに

思います。 

 森の駅に関しても、夏場は非常にこれまでも

よかったわけですけれども、数年前に前市長が

コテージをつくって宿泊という形がとれて、ま

た、つい最近では民間の皆様のお力をおかりし

て、これまで指定管理前、約２万人ぐらいの宿

泊から５万人ぐらいということで、確実にその

分はアップしていると。これに加えて、南の拠

点、もう一つ浜平の今荒れ地に近いあの場所に

そういったものを建設して、専門家の数字とし

て大体80万人は来るという話をしていただいて

おりますので、そうしたときに200万人という

ことで、先ほど申し上げました10万人というの

は、想定の中で日帰り客が６割、宿泊が１割、

外国人が３割とした場合の想定でありますので、

じゃあ現実そうなのかと言われると、そこはそ

こまで届かないのは現実でありますけれども、

確実に15年ぐらい前の42万人の交流人口、ある

いはそれに関する経済効果に比べると、年々ア

ップしていることは間違いないことであろうと

思いますし、人口減少社会の中で、人が増えて

いくことを望んでいるわけですけれども、前段

として多くの皆さんに垂水に来ていただいて、

将来的なものにつなげていきたいと。大きなと

ころでは、国策としてそういうことを考えてお

られると思いますし、鹿児島県、先ほどありま

した大隅観光でみんなでやっていこうと。我々

は垂水市ですから、まずは地元の宝をしっかり

と磨く中で連携をしていくと。 

 今、池之上議員がおっしゃるような、そのこ

との連携とか強化がさらに必要ではないかとい

うことに関しては、全くそのとおりだというふ

うに思います。100点とは言いませんけれども、

毎年毎年工夫を凝らしながら、少しずつ成果が

上がっているということは御理解いただけると

思いますので、今後さらにどういう、もうかる

仕組みの部分にもっと工夫、連携というところ

も含めて、垂水に落ちていくように工夫を凝ら

していかなければならないというふうに思って

おりますので、また御提言いただければという
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ふうに思っております。 

○池之上誠議員  年々成果が上がっているとい

うことは私も認識をしておりますので、御努力

には敬意を払いたいというふうに思っておりま

す。今後とも活性のためには交流人口、定住人

口、これ以上増えないでしょうから、交流人口

というのはさもありなんというふうには思って

おりますけれども、市内全域に落ちる取り組み

を考えていただきたいというふうに思っており

ます。 

 ということで、１回目、観光行政終わります。 

 ２番目の垂水高校ですが、いろんな補助金と

かについての実績等聞きました。東進について

は３年目ということで、ことし成果が出るだろ

うというところなんですけれども、やはり垂高

の場合、推薦校というところで、国公立、そう

いうところに１人、２人は入れるだろうと思い

ます。ただし、せっかく東進をするんであれば、

進学が一番先じゃないんですけれども、そうい

うところを実績を上げていくというので、垂高

から一般でどこか国公立に入れるとなれば、鹿

屋高校に行く人が垂高に来るかもしらん、そう

いう実績を本当につくっていかないといけない

んじゃないかなというふうに思います。 

 そして、課長が垂高がよくなれば、市外に行

く子供たちも垂高に負けずに頑張るという気持

ちになるんじゃないかと言われましたけれども、

果たしてそうかなと私は疑問を言いたいと思い

ます。 

 というのは、ほかの市民の方に聞きますと、

中央中から垂高に行く方が２割と言いました。

私は４分の１、25％というふうに認識していた

んですが、２割だと。じゃあ、あとの８割の人

は就職なり、あるいは市外への進学をしていく

というところなんです。そういう子供たちには

何ら支援策はないということ。それでまた、今

度国会の中でも私立高校が所得制限があるんで

すけれども、垂水市の場合は、ほとんど皆さん

がその無償化の枠に入るんじゃないかというぐ

らいの金額ですが、そういうところで子供たち

も無償化になれば進路先が選択が広がっていく

と思うんですね。そうした場合に、じゃあ垂水

市としては垂水の８割の子供たちには何もしな

いで、垂高だけの存続のために1,000万近い市

税を投入していくのかという言葉もあります。 

 だから、この振興策の是非というところにつ

いても、市民の方からはそういう声が上がって

きている。そのことについて、当面は存続で動

かれるでしょうけど、そういう声もあるという

ところではどういう見解を持たれているか、そ

の点についてお聞きをしたいと思います。（発

言する者あり） 

○教育長（坂元裕人）  そもそも、この垂水高

校の支援につきましては、いわゆる垂水高校の

存続に特化した支援だったということでスター

トしたわけで、それから非常に時間も経過する

中で、今、池之上議員が御指摘のような声も出

てきているんじゃないかなと思います。 

 しかしながら、スタートはそういうことであ

ったということと、そしてまた、課長のほうか

ら先ほど説明があったことにつきましては、私

はいわゆる直接の支援と、そういう間接の支援

の２つがあるのじゃないかなというふうに思っ

ております。 

 １つは、いわゆる垂水高校に通う子供たちが

直接補助等でもらう支援ですね、そして市外に

通う子供たちも、やはり先ほど課長のほうで出

たような、垂水高校、地元にあってやっぱりよ

かったと言える時期が来るでしょうし、そこで

頑張っている子供たちがいるならば、やっぱり

それも心の支えになっていくのかな、それを間

接的な支援というふうに私は自分なりに整理し

ているところなんですけれども、そういうこと

で、８割の子供たちには心の中でエールを送り

ながらも、まずは垂水市の、いわゆる垂水高校

の存続のほうに力を入れていきたいなと思って
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いるところでございます。 

○池之上誠議員  はい、よくわかりました。当

分は存続のためにという設置目的のために頑張

っていかれると思いますけれども、８割の子供

たちは自分たちで、無償化になればある程度親

の負担も減りますけれども、経済的な面も１つ

ありますね。例えば、経済的にも無償化になれ

ば減る。そして後の面も活性化の面についたら、

なくなればなくなるでしょうけれども、やはり

子供がそこから自由に羽ばたいていくけれども、

垂水の子供たちには半分出るよ。どこでも行き

なさい、半分出るよちゅうのはまた違った子供

ができるかもしれない。そういう展望もやっぱ

り含めていきながら、存続のためにやるのはい

いんでしょうけれども、10年先、15年先を見な

がら考えていかれるのもありじゃないかなと思

いますので、その辺はまた検討いただきたいと

いうふうに思っております。 

 この点については終わりたいと思います。 

 続きまして、南の拠点ですが、また時間大分

減ってまいりました。議論できる内容であると

いうふうにおっしゃいましたけれども、私ども

本会議の冒頭で、基本設計と実施設計のことで

話をしましたけれども、本当にこの事業提案を

されたとき、施設整備に４億3,000万というの

を聞きました。そしてまた、この図面ですね、

別図１でもらった図面ですけれども、立派な図

面ができている。我々の認識の中じゃあこうい

うのは基本計画だと、基本設計だと思っている

んだけども、これを元にして見積もりをされて

事業提案をされたと思っているんですけれども、

話をしていく中で、若干違うのかなというふう

に思ってしまいます。 

 その辺の認識のずれというようなの課長、説

明できますか。 

○企画政策課長（角野 毅）  基本設計ではな

いかということでございますけれども、基本設

計はあくまでも契約が成立した後に出される図

面だと考えておりますので、現状では基本計画、

基本構想の類いに至るものであるというふうに

認識しております。 

○池之上誠議員  基本構想の中身だということ

で、そういう中の基本構想というところで６億

近い事業費をかけて我々に提案をされているわ

けですが、本当にこう何か、中身を聞きたいけ

ど、わからないなあというところです。この辺

については総務文教委員会に付託をされており

ますので、その中でいろんな資料を提供されて

もらってもいいし、言えばまた、ちゃんとそう

いう事業主に、事業本体の人たちに来てもらっ

て説明してもらっていいだろうし、何かやっぱ

こう説明を、疑問が晴れるような、私一人かも

しれませんけども、疑問をもっているのはね。

だからそういうのがちゃんと説明できて、ぱー

んとこうこうですよと議会が納得できる上で議

案を採決をできたらいいと思っておりますので、

そのあたりについてはよろしくお願いをしてお

きます。 

 次にですね、未取得の部分が三筆あるという

ところで、この件に、推測で言いますので、実

際どこどこというのは言えないかもしれないけ

ど、非常に大きな民間整備エリアの土地だろう

というふうに私は思っているわけです。そうし

た場合に、景観上も非常にこの南の拠点を境す

るような、本当にこう重要な位置の土地が断念

せざるを得ない状況に今はあるという中で、本

当にこう平面計画と、今先ほどエリア外として

申請変更していると言いますけれども、これに

ついてはいろんな施設、Ｂ棟を含めた施設、ト

イレ含めた施設、そういうところも全体計画と

して平面計画を見直す必要があるんじゃないか

なというふうに思うんですが、これは私の意見

ですから、なければなけれでいいです。その辺

についてはどう思われますか。 

○企画政策課長（角野 毅）  配置計画の見直

しが必要ではないかということでございます。
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それについてお答えいたします。 

 用地取得が困難となりました三筆を計画エリ

ア外としましたことから、一部配置計画の設計

変更がございました。変更内容でございますが、

エリア外となった三筆は、当初グランピングエ

リア及び子供広場エリアの一部として整備する

計画でございましたが、グランピングエリアは

南の拠点エリア外の隣接地で再検討することと

いたしまして、子供広場エリアはエリア南側へ

配置をする設計変更を行っているところでござ

います。 

○池之上誠議員  であれば、当然そういうとこ

ろもこの契約を含めた中で、全体的な南の拠点

づくりというところでやっぱり議会にも説明が、

そういう計画変更しているのであれば議会にも

一般質問でなくてもあるべきじゃないかなと思

いますが、これはもう答弁いりません。そうい

うふうに私は思います。それが協力してつくっ

ていくのにつながるんじゃないかなというふう

には思っておりますので、お考えをいただきた

いなというふうに思います。 

 続きましてですね、その土地開発公社です。

国と市と民間とというふうに資金の回収を考え

ているというところでございまして、ちょうど

この国交省が取得するのが決定したのが、６月

23日の６月議会の一番最終日です。最終日に、

最終日上程されて、最終日に採決したんですけ

れども、私から言わせてもらえれば、どたばた

の中で決まってしまったなというふうには思っ

ております。結構大きな問題で、ですけれども、

私はそのときにも駐車場というのはあくまでも

国交省が整備をするんでしょうと、だからその

部分は先行投資をしてあとは国交省が買うんで

しょう、整備するんでしょうと聞いたら、「で

す」というような意見を言われた。私はずっと

そのことを、土地開発公社が先行投資だからい

いんじゃないのという思いでやったんだけども、

その辺が若干違ってるなと思っているんです。

それであれば、もしそうでなければ駐車場部分

も市が買って整備をしてということで、市の持

ち出しが非常に大きくなってしまうと。最初の

ころ、南の拠点をつくるときのコンセプトとい

いますか、市からはあんまり持ち出さないよう

にやりますというところで、この広大な浜平の

地域を南の拠点として整備をしていきますとい

うことを言われたんだけれども、だんだんこう

市の持ち出しが多くなっていくんじゃないかと

いう懸念を持っておりますけれども、その点に

ついてはどうですか。最初の我々に説明したと

ころからだんだん市の持ち出しがなし崩し的に

大きくなっているような気もするんですけど、

どうでしょうか。 

○企画政策課長（角野 毅）  駐車場整備の方

向性につきましては、議会のほうでも説明をし

てまいりました。国の駐車場整備につきまして

は、簡易パーキングとしての整備、道路事業と

しての整備となりますことから、全エリアにつ

いては国交省の用地取得ということではなく、

国が整備する道路、駐車場としての整備エリア

の数字的なもので決定されるということでござ

いました。ただし、そのエリアにつきましては、

道路の導線でございますとか、バス停の設置で

ございますとかいう部分で、なるだけ広いエリ

アを国に購入していただけるように交渉を続け

ながら整備をし、先ほどの答弁でございました

台数分を確保するような方向性で調整を進めて

いるところでございますので、当初全体を、駐

車場を国のほうの整備ということでございまし

たけれども、それにつきましては、早い時点で

きちんと国で整備をしていくというふうにはお

伝えをしてきているところでございます。 

○池之上誠議員  そのお伝えをしたのが、私は

聞き逃したんだと思いますが、本当につい最近

まで先行投資をして、国がその部分はするんだ

よというところで思っておりましたので、「え、

え、え」というところがまた出てきてしまった
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もんですから、聞いたところですが、いずれに

してもこの駐車場というところは普通何も生産

性がない、そりゃあ車はいっぱい停まれればい

いかもしれないけど、生産性はないところ。言

えば塩漬けですよね、もう。買ったはいいけど

駐車場のために市がその土地をすると。民間エ

リアとかＢ棟とか、そういうな建物があって目

的があって整備をするから別にいいんだろうけ

ども、やっぱり駐車場というのは何も生まない

んじゃないのかなというふうに思うわけです。 

 だから、言えば計画変更、今修正していると

言いますけれども、できればこの全体を考えて

駐車場をもうちょっとコンパクトにするとか、

その大きな台数を得なくてもいいからもうちょ

っと小さくして民間エリアを広げるとか、ある

いは公園とかその辺もまたこっちの北側のほう

ですね、に持ってこないといけないでしょうか

らその辺についてもまた広げていくとか、でき

るだけであれば駐車場を少なくして塩漬けでも

ない土地を造成していくということも考えられ

るんじゃないかと思うんですけれども、このこ

とについては課長に言っても、政策ですから市

長なんでしょうけれども、要は９月議会でも課

長の答弁の中で市長が８月オープン指示されて

おりますと、だから我々事務方はそれに向かっ

て一生懸命やっておりますということを言われ

ました。その中で市長、今私が言いましたけれ

ども、どういうふうに思われますか見解をお願

いします。 

○市長（尾脇雅弥）  今の御質問でございます

駐車場を見直すことで市の投資が少なくなり、

有効活用ができるということの御指摘だろうと

いうふうに思います。現在、整備を進めている

道の駅は、道の駅としての認定を受けるために

必要な機能について国と協議を今、進めている

ところでございます。駐車場整備につきまして

は、国整備部分と市整備部分があることについ

ては、ただいまの説明で御理解をいただけたと

いうふうに思いますけれども、市整備部分につ

きましては、設備用車の駐車場としての機能の

ほかに、防災対策の一環として災害時の救急や

救援や、支援基地等の機能を発揮させるための

オープンスペースとしての確保も必要であると

いうふうに考えております。 

 議員御提案のそこを見直しをして、商業ス

ペースを増やすというのも一つのお考えだとい

うふうに思いますし、理解をするところであり

ますけれども、全体広域的なスペースの中で、

いろんな方が来られるときには、やっぱりそれ

なりの大きな駐車場スペースというのは必要だ

というふうに思う観点から、算出したところで

ございます。 

 また同時に、市民生活を守って、地域経済の

拠点となるという目的から現行案で進めていき

たいと考えておるところでございます。 

○池之上誠議員  ありがとうございました。 

 質問としては以上のような感じでしたが、も

うちょっと時間がありますので、これは通告を

しておりません。打ち合わせはしておりますの

で。ことしの流行語大賞というのがありました。

そのことで、考えているのは何かということで

お聞きをしたいんですけれども、せっかくひな

壇に課長さん方が座っておられますので、目と

目が合った方を御指名したいと思いますが、皆

さん目を避けていますが、会計課長、どうです

か。答えられますか。ことしの流行語大賞です。 

○会計課長（川畑千歳）  二つほどあったかと

記憶をしております。 

 一つは「忖度」でなかったかと思います。も

う一つが「インスタ映え」でしょうか。 

○池之上誠議員  「忖度」と「インスタ映え」、

言わなくてもテレビでいろいろとニュースにな

ったりそういうところでございます。しっかり

と今度の契約問題もしかり、大きな問題でござ

いますので、しっかりとした説明責任をいただ

きたいと思います。 
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 以上で、ちょっと長くなりましたが、「ち

ん」の前に終わりたいと思います。 

○議長（池山節夫）  次に、持留良一議員の発

言を許可します。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  それでは、質問に入っていき

たいと思います。 

 12月議会は来年度を展望しながら議論してい

くことが求められていると思います。私もこの

時期、市民の命と暮らしを永劫守る立場で次年

度の予算編成に当たっての申し入れも行ってい

ます。来年度は国民にとって特に命と生活にか

かわる社会保障が医療、介護を中心に全分野で

国民負担の給付削減が打ち出されています。こ

れらの改悪を許さない取り組みと、市や市民の

暮らしを守る砦としての役割及び責任がさらに

強く求められています。その立場がしっかりと

発揮されることを求めて質問に入っていきます。 

 最初の質問は、請願と議決、それを受けての

市の対応についての質問です。 

 請願が採択されたことは政治的に大きな意味

があると考えます。御存じのとおり、請願は憲

法第16条に規定された国民の権利として公の機

関に対して要望を述べる行為です。また、法律

ではその処理の経過とその結果の報告を請求す

ることができると規定されています。議会とし

ても請願の実現のために努力をしていくことが

責務ですが、市長及び執行部機関は、議会の意

思を尊重し、誠意をもって措置し、議会からの

その処理の経過と結果報告、請求されていると

きは報告しなければならないとなっています。

請願は執行機関に送付されたと認識しています

が、これに当たっての採択された２つの請願に

ついて質問いたします。 

 １つは、小中学校給食費の負担軽減に取り組

む自治体が増えてきていますが、理由として、

子育て支援、定住しやすい環境づくりに加え、

給食を教育の一環として捉え、食育の推進を挙

げる自治体が増えています。どのような見解か

お聞かせください。 

 ２点目は、国民健康保険税の値上げをしない

よう求める請願について、どのような受け止め

を、どのような形で議論されたのか伺います。

来年度も引き続き国保保険税の軽減のための法

定外繰り入れを行い、国保税値上げを回避する

ことが求められていると考えます。国保法に規

定されているように、国保は社会保障制度であ

り、国保・都道府県下その方向であればあるほ

ど、国の責任は重たく、自治体としても制度を

支える義務があります。そのためには、払える

国保税、保険証１枚でいつでも誰でも必要な医

療が受けられる保証をすることが市の責任とし

て必要ですが、見解をお聞かせください。 

 次の質問は、南の拠点事業に関して契約等の

締結について伺います。 

 いよいよ、南の拠点事業問題も議会としての

最終判断をすることになりました。そこで一つ、

契約書を審査するに当たり、資料等の提供は十

分だったと考えておられるのか、市長の見解を

伺います。私は契約書を審査する前段として事

業の採算性や安定性を担保するために、事業計

画や事業見通し、見積もりなど提出してほしい

ことをこの間要望してまいりました。市民の間

からもこんにちの情勢や立地条件等から、事業

が成り立つのかと疑問を出されています。 

 この点の調査なくして契約書の議論は成り立

たないものです。そんな中、９月議会でも私の

質問に対して市長は、提出される旨の回答をさ

れましたが、未だに提出されていません。市長

は、審査に十分な資料は提供されていると判断

されているのか伺います。 

 ２点目は、銀行とのダイレクトアグリーメン

トなど、交渉しない前提にしている契約にはど

のようなものがあるのか伺います。 

 次に、道の駅交流施設指定管理者の問題につ

いて、今問われている公の施設のあり方と、官
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製ワーキングプアをつくらないために、生活で

きる賃金と人間らしく働くことのできるため、

何が必要なのかを質問したいと思います。ひと

つは指定管理者の評価、いわゆるモニタリング

をどのように実施しているのか。さらに、専門

的見地を有する外部有識者の導入は図られてい

るのか伺います。 

 次に、労働法の遵守、雇用、労働条件への配

慮規定の記載は、選定時に示されているか、協

定等に記載はされているか、公募の要件の一つ

として労働者の賃金単価基準を設定する必要が

あると考えますが、見解を伺います。 

 これらを実現するためにも選定委員会に社会

保険労務士と労働組合関係者を選出することが

不可欠だと考えますが、考えをお聞かせくださ

い。 

 次に、介護問題について質問いたします。 

 来年度、第７期の事業がスタートします。大

きな問題は介護保険料の問題です。保険料の負

担が高齢者の生活に大きな影響を与えています。

それは、全国的には高齢者の３人に２人が住民

非課税で貧困率27％に達し、高齢者のいる世帯

の４分の１以上が自主的に生活保護基準以下の

生活を送っていることになります。 

 本市の高齢者の生活費がもっと深刻だと思い

ます。この実態からも65歳以上の介護保険料の

負担が生活圧迫の大きな要因になっているのは

明白だと考えます。 

 そこで１つ、数字を収納、収納率と滞納者数

はどうなっているか。 

 ２点目、差し押さえをすると罰則の適用はど

うか。 

 ３点目、制度発足時の保険料と第６期の保険

料の差はどうか。 

 ４点目、この間の年金水準は物価指数マイナ

ス4.7％という目減りになっていますがどうい

う認識か。 

 ５番目、介護保険料は低年金、無年金、低収

入者の高齢者の負担能力を超えている現状があ

ります。ゆえに、保険料の引き下げ、据え置き

は高齢者の生活と命、暮らしを守るためにも不

可欠だと考えます。基金等を活用して保険料の

引き下げ、据え置き等をする必要がありますが

考えをお聞かせください。 

 最後に、安心して子育てができる、そして全

ての国民は貧富の差にかかわりなく、また疾患

の別なく希望ある社会を実現していくというの

が政治の責務であり、そのために努力していく

ことが一層求められています。このような観点

から次の点について質問いたします。 

 １点目はゼロ歳児への子育て支援の問題です。

日本では子供の子育てへの社会的サポートは極

めて、際立って弱く、働くことと、子供たちを

産み育てることの矛盾が広がり、出産、子育て

が困難な国になっていると指摘されています。

それをカバーするように自治体は頑張っている

のが現状です。そこで、子育て支援の経済的に

軽減する取り組みでゼロ歳児おむつ支援の取り

組みについて。新生児にかかわる費用はどのぐ

らいか。鹿屋市の事例はどうなっているか。経

済的支援で安心して子育てできる環境を整える

ためにも検討の必要性があるか、見解を伺いま

す。また、地方交付税は新生児１人当たりどの

ぐらいの額になるのかお聞かせください。 

 ２点目は障害者の福祉向上と経済的負担の軽

減を図るために在宅人工呼吸療法または、在宅

酸素療法、両者の経済的支援の検討を求めたい

と思います。在宅酸素療法とは、慢性的な呼吸

不全などの患者が家に設置した酸素濃縮装置や

酸素ボンベを使って行います。先般、在宅酸素

療法者から国民年金での生活で7,000円もの電

気代を払うのは大変だ。止めると命の保証はな

い。他の生活費を減らして電気代を払っている。

このような人たちもいるんだということで市長

に支援を求めてほしい、要望してほしいという

ことが訴えられました。そこで、１点目は在宅
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人工呼吸療法または在宅酸素療法者の数を把握

されているのか。要望等はないのか。２点目、

人工呼吸酸素濃縮器使用電気料は月どのぐらい

か。３点目、鹿児島市の助成内容と検討の必要

性について見解を伺います。 

 不十分な点については再質問をしていきたい

と思います。 

○学校教育課長（下江嘉誉）  持留議員の小中

学校給食費の負担軽減についての御質問にお答

えいたします。 

 現在、本市の学校給食につきましては、小学

生が月額4,000円で年間４万4,000円。中学生が

月額4,750円で年間５万2,250円であり、全額を

食材費に充てております。過去５年間の給食費

の平均納入率は99.5％で、保護者からの給食費

納入によって円滑に給食が提供できているもの

と感謝しております。 

 議員御質問の請願を受けまして、どのような

議論がなされたのかということにつきましては、

県下の他市町村の状況や、補助をする場合に必

要となる経費等について再度検討をしていると

ころでございます。 

 平成29年度、全ての児童生徒の給食費を全額

補助している市町村が県下で４市町村あり、一

部補助をしている市町村もございました。また、

就学援助制度における学校給食費の支給割合に

つきまして、本市では平成28年度から70％を

80％に10％引き上げましたが、県下では100％

支給の市町村が13市町村ございます。さらに多

子世帯の場合、無償及び一部補助を検討してい

るところもあるようでございます。 

 なお、本市におきましてはブリやカンパチ等

の地元食材の補助を行っておりますが、他市町

村におきましても食材等を指定して補助を行っ

ているところもございます。 

 次に、給食費の無償化または一部補助を行う

場合に必要な経費でございますが、完全無償化

を実施するとなりますと、29年度現在で年間約

4,100万円が必要となります。教育委員会とい

たしましては、子供たちに生涯にわたり、健全

な心と体を培い、豊かな人間性を育むために学

校給食はただ単に食の提供をするだけでなく、

健全な食生活を実践することを学習させる「食

育」という観点からも大変重要であると考えて

おります。 

 また、垂水の豊かな食材を積極的に活用した

献立を提供するという地産地消の取り組みにつ

きましても同様に大事なことであると認識して

おります。 

 持留議員御指摘の第３回市議会で、学校給食

の負担軽減を求める請願書が採択されましたこ

とを受け、今後とも就学援助等との関係を合わ

せながら、どのような軽減策が実現できるのか、

さらに検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○市民課長（和泉洋一）  国民健康保険税の値

上げをしないよう求める請願の受け止め方と考

え方についての御質問にお答えいたします。 

 平成30年４月から始まります国保制度改革は、

都道府県と市町村が共同で国保を運営する仕組

みにし、将来にわたって持続可能な国民皆保険

制度を確立することを目的に行われる改革でご

ざいます。新たな国保制度の財政運営について

は、県が財政運営の責任主体となり、市町村ご

との国保治療費納付金や標準保険料率を決定す

る役割を担います。一方市町村は、県が示す標

準保険料率を参考に税率を決定し、国民健康保

険税の賦課徴収を行い、県に国保事業費納付金

を納付する役割がございます。 

 県と市町村のそれぞれの役割を踏まえ、事業

の広域化や効率的な事業運営を推進できるよう、

県内の統一的な国民健康保険の運営方針にとし

て、鹿児島県健康保険運営方針を本年11月に県

が策定しております。この国保運営方針の中に

規定されている赤字解消削減に向けた取り組み
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としまして、平成30年度決算で解消・削減すべ

き赤字が発生した市町村であって、平成32年度

においても赤字の解消・削減が見込まれない市

町村は、平成31年度中におおむね５年度以内の

財政健全化計画を作成して、赤字解消に努める

こととされております。 

 本市は、平成24年度以降連続して法定外繰り

入れを行い、赤字補痾を行っておりますので、

このまま税率改定を実施せずに平成32年度まで

に赤字解消ができなければ、この健全化計画を

作成し、段階的に税率改定を行い、法定外繰り

入れを解消していくことになります。 

 平成34年度以降は県内統一して国保運営方針

に沿った事業運営を行うことや、本市全体の財

政運営への影響などを考慮すると、現状では段

階的な国保税率の引き上げは避けられないと想

定しております。 

 しかしながら、議員御指摘のように急激な税

率の引き上げは被保険者へ大きな影響を及ぼし

ますので、赤字解消のための法定外繰り入れの

取り扱いにつきましては、国保事業運営に係る

諮問機関でございます垂水市国保運営協議会の

御意見なども参考にした上で慎重に検討してま

いりたいと存じます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  契約書を審査す

るに当たり資料の提供は十分と考えているかに

つきましてお答えをいたします。 

 これまで南の拠点整備事業は、施設整備につ

いてＰＦＩ事業という事業の特殊性もありまし

たことから、議員の皆様にはＰＦＩ事業の説明

会をはじめ、特定事業や優先事業者選定、さら

に事業者の提案内容など必要な情報提供に努め

てまいりました。現在、優先事業者と仮契約を

締結している状況でございますが、これを本契

約として効力を有するための手続きといたしま

して、本議会におきまして議員の議決に附すべ

き契約及び財産の取得または処分に関する条例

に基づきまして、議案として提案をいたしてお

ります。 

 議案につきましては、これまでの議案と同様

に契約書の写しを添付し、お諮りをしておりま

すが、今後、委員会等の審議におきまして審議

に必要な資料の提供等を求められました場合は、

適切に対応を行いたいと考えております。 

 続きまして、銀行等ダイレクトアグリーメン

トなど公表しないで締結している契約はどのよ

うなものがあるのかにつきましてお答えをいた

します。ＰＦＩ事業に関する事業契約以外の契

約締結状況でございますが、覚書が１件ござい

ます。この覚書ですが、収益サービス事業者と

収益サービス事業の実施に関する事項を定める

もので、事業契約書別紙10覚書に様式がござい

ますことから、内容についてはこの契約書で御

確認いただけるものと思います。 

 なお、議員から御指摘のありました銀行との

ダイレクトアグリーメント、直接協定と呼ばれ

るものでございますが、これについては本契約

締結後の手続きとなりますので、議会での議決

後、速やかに締結に向けた手続きを取りたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（森山博之）  持留議員の

御質問にお答えをいたします。 

 指定管理者の評価についてでございますが、

指定管理者から年度ごとの実績報告はいただい

ておりますが、評価については実施をいたして

おりません。 

 平成27年総務省は、公の施設の指定管理者制

度の導入状況等に関する調査結果を公表し、そ

の中で指定管理者の評価について実施している

施設は指定管理者施設７万6,788施設中５万

8,945施設で76.8％でございます。そのうち、

外部有識者等の視点を導入している施設は、２

万221施設26.4％となっております。公の施設

とは、住民の福祉を増進する目的を持ってその
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利用に供する施設であり、指定管理者制度はそ

の公の施設を地方公共団体が指定する指定管理

者に管理を行わせる制度でございます。 

 今日の多様化する住民ニーズにより効果的、

効率的に対応するため、公の施設の管理に民間

の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図

る目的でありますことから、これを達成するた

めに指定管理者の評価、公表については必要性

を感じておりますので、他市町村の状況を踏ま

え検討してまいりたいと考えております。 

 次に、労働法令の遵守、雇用・労働条件への

配慮、規定の記載は、選定時に示されているの

か。また、協定等に記載はされているのかとの

御質問でございますが、指定管理者が労働法令

を遵守することは当然のことであり、また、選

定時には募集要項におきまして適正な労働条件

が確保されるかの審査基準以外にも、施設運営

に適した職員の配置や、積極的な障害者の雇用、

さらには現在勤務している職員の採用に十分な

配慮がなされているかなどの労働者側に立った

基準も設けております。 

 基本協定書におきましても、募集要項等及び

提案書に従いまして本業務を実施することが求

められており、確実に履行されるよう取り組ん

でまいります。 

 また、公募要件に賃金単価基準を設定し、選

定委員に社会保険労務士、労働組合関係者の参

画をとのことでございますが、確かに労働法制

に精通しておられる方の意見や判断は必要であ

ると思われます。しかしながら、垂水市道の駅

交流施設指定管理者募集要項並びに候補者選定

委員会設置要綱を改正する必要がありますこと

から、今後調査研究をしてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○保健課長（鹿屋 勉）  介護保険料について

の御質問にお答えいたします。 

 まず、介護保険料の普通徴収の収納率と滞納

者数でございますが、平成28年度決算における

現年度分介護保険料徴収率は、99.1％でござい

ました。そのうち、普通徴収分の徴収率は

90.2％で、滞納者数は132名でございました。 

 次に、差し押さえの数と罰則の適用について

でございますが、差し押さえにつきましては、

介護保険料のみで判断するものではございませ

んが、平成28年度で38人でございました。 

 それから、罰則でございますが、介護保険と

しては罰則ではなく給付制限の措置でございま

して、保険料を１年以上滞納すると、介護サー

ビスを利用するとき、償還払いとなります。費

用の全金額が一旦本人負担となり、後日申請に

より保険給付分が支給されるものです。保険料

を１年６カ月以上滞納すると、保険給付の一時

差し止めとなります。費用を全額払っていただ

き、完納されるまで申請しても保険給付が支払

われません。なお、引き続き滞納が続く場合、

差し止められている保険給付額から滞納保険料

額に充てることもあります。２年以上滞納する

と介護サービスを利用するとき本人負担が３割

になり、高額介護サービス等の支給も受けられ

なくなります。ただし、現在これらの措置の適

用を受けるサービス利用者は本市にはいらっし

ゃいません。 

 次に、制度発足時の保険料と第６期の保険料

の差でございますが、第１期の標準介護保険料

が3,000円。第６期の標準介護保険料が5,100円。

差額は2,100円でございます。この増額の理由

としましては、制度の定着や高齢化の進展によ

る介護給付費の増加と、介護保険制度による第

１号被保険者負担割合の増が主なものでござい

ます。 

 また、年金支給額につきましては、議員御指

摘のとおりでございまして、平成29年４月分か

ら物価変動率をもとに改定されることとなり、

平成28年の全国消費者物価指数が前年を0.1％

下回ることから、平成28年度の年金額を0.1％
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引き下げる改定が行われております。 

 次に、介護保険料の引き下げ、据え置き対策

として基金の活用をとの御質問でございますが、

介護サービスの財源は第６期の割合で言います

と、介護給付費総額の50％を国、県、市が負担

し、28％を２号被保険者、22％を65歳以上の１

号被保険者が負担する仕組みとなっております。 

 なお、介護保険料は３年間の介護保険事業計

画期間ごとに見直すことになっておりまして、

計画期間中の介護保険給付費及び地域支援事業

費が幾ら必要となるかによって決定するもので

ございます。 

 本年度は、第６期介護保険事業計画の最終年

度に当たり、現在次期計画を策定中でございま

して、保険料額についても試算を重ねておりま

すが、制度上既に１号被保険者の負担割合の引

き上げが決定しており、ある程度の保険料値上

げをお願いしなければならない見込みとなって

おります。 

 議員御指摘の介護保険準備基金でございます

が、平成29年度末の残高見込みは１億2,165万

円でございます。この基金の本来の目的は、介

護給付費の想定外の増大に備えるためでござい

ますが、これまでも基金の一部を繰り入れるこ

とにより、介護保険料の値上げ額を抑制してお

りますので、第７期につきましてもこれまでと

同様基金の一部繰り入れにより、介護保険料の

上昇を抑える方向で検討しております。 

 なお、次期計画に限らず後年度における急激

な負担増を抑制するためにも、ある程度の基金

の保有は不可欠と考えておりますことから、基

金の全額繰り入れは検討しておりません。 

 以上でございます。 

○福祉課長（保久上光昭）  それでは、ゼロ歳

児おむつの検討についての御質問にお答えをい

たします。まず、新生児に係る費用はどれぐら

いかとの御質問ですが、議員からもございます

ように、紙おむつか布おむつかなど、その種類

やメーカーでも違いますことから、一概には申

せませんが、いろいろと調べてみますと一般的

な紙おむつで１月当たり平均5,000円ほどのよ

うでございます。 

 次に、鹿屋市の事例についての御質問でござ

いますが、鹿屋市は「鹿屋市かわいい孫への贈

り物事業」としまして、今年度より乳児の紙お

むつ購入費用の一部を助成する事業を実施して

おります。助成内容ですが、乳児の保護者に対

して紙おむつの購入助成券を交付するもので、

１枚1,000円の助成券を12枚、すなわち１万

2,000円分の助成券を交付するものでございま

す。 

 次に、これらを踏まえまして、子育て支援策

の経済的支援として検討の必要性があるのでは

ないかとの御質問ですが、垂水市まち・ひと・

しごと創生総合戦略アクションプランにおいて、

出産・子育て環境の充実は重点項目として位置

づけており、子育て世帯の経済的な負担軽減を

図り、産み育てやすい環境づくりを進めるよう

定めているところでございます。 

 また、垂水市子供子育て支援事業計画の中間

見直しに関連し、本年８月から９月にかけまし

て、市内の全保育園・幼稚園の園児の保護者及

び全小学校児童の保護者に対し、アンケート調

査を行いましたが、その寄せられた子育てに関

する負担軽減についての意見の中に、おむつの

補助制度創設要望もございました。現在、本市

では鹿児島大学病院副病院長であります大石充

教授にスーパーバイザーに御就任いただいたの

を機に、これまで以上に健康長寿と子育て支援

に力を入れております。このようなことから、

子育て世代のニーズに応える形での新たな負担

軽減策の検討に既に入っているところでござい

ます。その負担軽減策については、購入しよう

とする育児助成金額はもちろんのこと、対象品

目をおむつに限らず、育児全般に係る用品、例

えばおむつ関連用品、授乳関連用品、離乳食関
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連用品にまで拡大できないかなど、本市独自の

方策を検討しているところでございます。 

 なお、具体的な助成内容、助成金額等につき

ましては、これからの検討協議等を踏まえまし

て、費用対効果を検証しつつ、実施の可否につ

いて判断していくことになるものと考えており

ます。 

 次に、地方交付税は新生児１人当たりどれぐ

らいの額になるかとの御質問ですが、普通交付

税につきましては各行政項目に設けられた人口

や面積等の測定単位を用いて、基準財政需要額

を算定し、基準財政収入額を差し引き算定する

ものでございます。高齢者保健福祉費において

は、65歳以上、75歳以上の人口を測定単位とし

て用いるものとなっておりますが、新生児につ

いては特段測定単位の定めがございません。ま

た、子育て支援等に関する基準財政需要額の算

定に係る測定単位は人口となっておりますので、

新生児というくくりではなく、人口に含めた形

での算定となります。 

 以上でございます。 

 続きまして、在宅人工呼吸療法、また在宅酸

素療法者への経済的支援の検討についての御質

問にお答えをいたします。 

 まず、在宅人工呼吸療法または在宅酸素療法

者の数を把握しているかとの御質問ですが、当

該治療を行う可能性が高い呼吸器障害による身

体障害者手帳の所持者22人の把握はいたしてお

ります。ただし、在宅人工呼吸療法や在宅酸素

療法は医師の診断により診療開始されるため、

手帳の所持者でも入院等により在宅呼吸療法等

を受けていない方や、手帳を所持せず在宅人工

呼吸療法等を受ける方もおられますことから、

在宅人工呼吸療法者等についての把握は難しい

状況にあります。 

 また、その方々から経済的支援等の要望等は

ないかとの御質問ですが、手帳所持者で重度心

身障害者医療費助成制度利用者の中にも該当す

る方がいらっしゃいますが、今のところ窓口等

でこの件についての要望等を受けたことはござ

いません。 

 次に、人工呼吸器酸素濃縮器使用による電気

料は月どれぐらいかとの御質問ですが、これも

調べてみましたところ、最も電気代がかかるの

は酸素濃縮器を使用する場合で、その酸素の量

にもよりますが、月平均1,000円から3,000円程

度の電気代がかかるようでございます。 

 次に、既に助成事業を実施しております鹿児

島市の助成内容についてでございますが、確認

いたしましたところ平成13年度から人工呼吸器

または酸素濃縮器の使用に係る電気料金の一部

助成を行っており、助成金額は2,000円となっ

ております。助成対象者については、在宅で常

時人工呼吸器または酸素濃縮器を使用している

方、身体障害者手帳所持者で呼吸器障害の１級

または３級の方。非課税世帯の方のこれら全て

の要件に当てはまることと規定されておりまし

て、対象者の把握が困難なこともありまして、

助成申請の案内については呼吸器障害による障

害者手帳の新規交付の際に行っているとのこと

でございます。 

 なお、事業実績につきましては平成28年度で

113人の方が助成を受けておられるとのことで

ございます。 

 次に、本市も検討の必要性があるのではない

かとの御質問ですが、県内では鹿児島市と奄美

市の２市が助成事業を実施しておるようでござ

いますが、まずは在宅人工呼吸療法者等の実態

把握に努め、近隣他市の取り組み状況等も参考

にしつつ調査研究に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

○持留良一議員  それでは、続けていきたいと

いうふうに思います。まず、再質問をして、１

問１答でお願いしたいというふうに思います。 

 学校給食費の問題、今後検討もしていくと、
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調査研究も行いながら検討も重ねていくという

ことでした。先ほど言われたとおり、非常にこ

の給食費の問題、重要視されてて、特に食の関

係、食育はなかなか具体的な中身として動いて

きてない部分もあろうかと思いますけど、やっ

ぱりそうなってきたとき、この教育の一環であ

るとなってきたとき、基本である国がこれを無

償にしていくっていうのが本来の、私はあり方

だろうなと、いわゆる義務教育はこれを無償と

するというそういう前提に立って教育、徳育、

食育、体育ということがやっぱり構成されて初

めて全面的な発達に寄与するというふうに思う

んです。だからそういう意味でやっぱり子供た

ちの子育てしやすい環境、また経済的な支援そ

して何よりもそれを支える給食という部分が非

常に重要なときになってきていて、やっぱりこ

の問題をどういう形で議論していくかというこ

とは非常に重要な観点だなと思いますので、こ

れはもう先ほど言われたとおり、軽減の検討も

含めてさまざま検討していくということであり

ましたので、今後さらにその点についても検討

を重ねていっていただきたいというふうに思い

ます。 

 この点についてはそのことで終わりたいとい

うふうに思います。 

 国保税の問題なんですけども、非常に今、市

民の皆さんも重要な関心があって、何よりも最

大のポイントは都道府県化することによって、

今まで構造的な問題、脆弱な財政的な問題、さ

まざまな問題を解決していくんだと、だから当

然、国保税の値上げというのは都道府県化によ

って解消されていくんだと、もしくは抑えられ

ていくんだというのが多くの市民の認識だとい

うふうに思います。 

 そうなってきたときに、先ほど段階的な値上

げも検討しなきゃいけないんだと、慎重に検討

していくというふうに言われたんですけども、

やはり第一義的には国が責任を持ってこの問題

の財政的な保障もしていかなきゃいけないんで

すが、それを支える自治体が、じゃあどうある

べきかということが改めてこの問題で問われて

いると思うんです。そういう意味ではこの間市

も大変努力をされて、ここ数年間法定外繰り入

れも行ってこられたわけですけども、要は、私

が訴えたいのはこれ以上の市民の負担をさせな

いと、私が言っているとおり、本当保険証１枚

で誰もが必要な安心して医療を受けられる。払

える国保税にする。このことが最大の目的であ

り、今その関係で一般会計から繰り入れをしな

いとなかなかそうならない。 

 それは、市長も認めたとおり、はるかに支払

能力を超えているんだという認識がもうされた

と思いますので、ぜひそういう観点に立って、

先ほど言いました慎重に検討していくというこ

とはしていくんだと、そういう立場でやってい

くんだということを市長のほうで確認できるか

どうか。この点再度、請願を受けての形での答

弁お願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  国保税の税率改定の考え

方についての御質問にお答えをいたします。 

 先ほど課長が答弁をいたしましたとおり、新

たな国保制度では市町村は県が示す標準保険料

率を参考に税率を決定し、国民健康保険税の賦

課徴収を行い、県に事業費納付金を納付するこ

とになりますので、今後医療費適正化等に努め

ても、段階的な国保税率の引き上げは避けられ

ないものと考えております。 

 しかしながら、最終的な税率はそれぞれの市

町村の権限において決定をいたしますので、一

般会計のほかの事業への影響なども考慮の上で、

法定外繰り入れのあり方を検討し、特に平成30

年度の制度スタート時における被保険者の負担

増には十分配慮していきたいというふうに配慮、

考えているところでございます。 

○持留良一議員  ぜひそういう立場で取り組ん

でいただきたいというふうに思います。市民の
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皆さん、大変そのことに対して関心もあり、な

おかつ期待をされているんだということと、や

っぱりそのことによって自分たちの生活、命が

守れなくなるということ、最大懸念されており

ますので、ぜひそういう立場でこの問題は取り

組んでいただきたいと思います。 

 次に、南の拠点資料の問題なんですが、先ほ

ど回答があって、今後委員会等でも必要があれ

ば資料は提供していくということに言われたん

ですが、問題は、もっとなぜこれが早い段階で

資料の提供というのがなされなかったのがとい

うのが、私非常に今の時点でも疑問なんです。 

 例えばこの宇治川の一つの事例があるんです

けども、この問題で大きな問題は、いわゆる先

ほどから出た観光客の動向の問題で、非常に、

余りにも過大な内容であるんじゃないかという

議論になって、それが大きな争点になって結局

このＰＦＩ事業は２回ほど破談になったという、

そういう経過もあります。 

 それと、総務省のＰＦＩ関係の調査の中でも、

管理者が設定業者の過大な事業予測や選定業者

との契約に適切に対応しなかったことを気にし

て公共サービスの提供が中断したとかいう、こ

ういう事例もあるんです。要はこの中にある需

要予測の問題。それからあと、「タラソ福岡」

御存じだと思うんですけれども、この検証委員

会でどんなことを議論したかというと、結果と

して需要リスクの管理について、官民の無責任

な体制があったというふうなことも指摘をされ

てます。 

 要は私たち、この問題をいわゆる契約を、こ

の前からこの問題言っていますけれども、まだ

段階にいわゆる需要見通しだとか、そういうこ

とを通しての経営の安定性、これ重要な私たち

の論点、契約を審査するに当たっての最大の論

点になっていくということも訴えてきました。

そしてなおかつ、事業計画、見積もり等もない

と、果たしてそれがどう私たちが見て評価でき

るかどうなのかということがあると思うんです。 

 副市長にお聞きしますけども、副市長は道の

駅の指定管理の委員長もされている。そしてこ

のＰＦＩのほうもされていると思うんですが、

この一連の中でこの事業計画か収支計画書とい

うのは出されたでしょうか。道の駅のほうはど

うだったでしょうか。 

○副市長（長濱重光）  道の駅につきましても

収支見通し等は出されておりますし、そのよう

なことも伺っております。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  私も委員だったんですけれど

も、当然やっぱりそのことがないと、じゃあど

ういう、今後３年間計画をもってやっていくの

か。じゃあその収支見通しはどうなのかという

ことがないと判断ができない問題もあるんです、

事業計画も含めてですけども。 

 当然この南の拠点事業というのは、そういう

ところが今までなかった。じゃあ、なぜなかっ

たのかということで、私はちゃんと前回も、国

のほうもそういうことをまず実施する前の検討

の段階で出してと、きちっと議論しなさい。こ

れは選定段階においてもそのことを議論しなさ

いということを国のほうも指し示してたと。そ

の背景には先ほども言ったように、事業リスク

が狂って、結果として施設が破綻とか、中断と

かいうことが起きると。それはなぜかというと、

事業見通しの甘さの問題。そのことによって、

経営の安定性、継続性、これが確保できないと

いうことがあったわけです。 

 先ほど、ちょっと事例を紹介しましたけども、

そういうことによって一つの計画がいったん中

止になったということもあるわけなんです。 

 だから私たちが最大、今のこの段階というよ

りももっと早い段階で、例えばもう選定された

その段階でそういうあたりもきちっと提案され

て、そうすると議論もさらに一層活発な、多面

的な議論ができたと思うんです。それは議決事
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項じゃありませんので、一つの議論をする資料

として、私たちがこの最終的な南の拠点を考え

る上で、契約の段階の前でそのことが可能だっ

たと思いますが、市長にお聞きしますけれども、

市長は十分な資料提供が議会に提出されたと思

われますか。 

○市長（尾脇雅弥）  持留議員の御質問でござ

いますけれども、契約書を審査するに当たりま

して、資料の提供は十分と考えているかについ

てお答えをいたします。 

 これまで南の拠点事業は、施設整備について

ＰＦＩ事業という事業の特殊性もあったことか

ら、議員の皆様にはＰＦＩ事業の説明会をはじ

め、特定事業や優先事業者選定、さらに事業者

の提案内容など、必要な情報の提供に努めてま

いりました。現在、優先事業者と仮契約を締結

している状況でございますが、これを本契約と

して効力を有するための手続きとして、議会に

おいて、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得または処分に関する条例に基づきまして、

議案として提案しております。議案については、

これまでの議案と同様に契約書の写しを添付し

お諮りをしておりますが、今後、委員会等での

審議において、審議に必要な資料の提供等も求

められた場合は、さらに適切に対応を行ってま

いりたいと考えております。 

○持留良一議員  私たちは議会基本条例をつく

りました。その中で、第９条に議案及び説明資

料というのも掲げています。議会に重要な議案、

計画等政策、施策、事業等を提出しようとする

者は次に掲げる事項を説明するよう添付しなけ

ればならないということも掲げているわけなん

ですよ。だから、そういう意味で本当に、私た

ちが今この段階で果たして、先ほど池之上議員

も言われましたけれども、判断に苦しむと。本

当にそれだけに必要な資料が出されたのか。見

積もり、事業計画書それから需要見通し等々で

すね、本当に私たちが判断するこの契約は妥当

だというその前に、この事業の計画そのものが

どうなんだということがわからないと。果たし

てこれで本当に審議に耐え得る中身なのかどう

なのか。そのことによって市民に逆にマイナス

なことにならないのかどうなのかということも

あると思うんです。最終的にはやはり私たちが、

議会が責任を負うものがあるわけです、採択を

したという重みが。そうなってきたときにやっ

ぱりそれに応え得るような資料の提供、提出を

しなきゃならない。これもう最大理事者側の責

任だというふうに思います。 

 そういうことでは先ほど課長が言われたとお

り出しますということを言われましたので、私

たちは何が必要なのかということを整理して提

出いたしますので、ぜひそれについては資料で

すね、明らかにしていただきたいと、その確認

だけとりたいと思います。 

○企画政策課長（角野 毅）  答弁したとおり

お出しいたしますので、必要な書類につきまし

ては御提示をいただければと思います。 

○持留良一議員  ダイレクトアグリーメント、

この議会後、締結後にそれをやっていくという

ことだったんですが、私ちょっと気になるとこ

ろがありまして、例えば市長と議会がこの事業

はもう中止を決定しますと言ったときに、銀行

はこの問題ではどう対応していくんでしょうか。 

 議会と市長がもうこの事業はやめると、もう

やめないと大変だとなったときに、このダイレ

クトアグリーメントやっている中には直接協定

の締結をしたときに銀行はどういうふうな対応

をするんですか。それは、こっちの意向を尊重

するのか。それともちょっと待てと、銀行も言

い分があるというふうなことになるのか。この

辺について。 

○企画政策課長（角野 毅）  あくまでも議決

によって事業として出されない限りは、そこら

辺につきましては、優先するものはこの議決だ

と考えております。 
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○持留良一議員  私の聞いたところですね、銀

行の存続の意向が尊重されなければならない、

そういう内容もあるんだということもお聞きを

しています。だからこそ、この契約というのは

非常に重要な中身を持ってきている。いわゆる

銀行の意向なしには、幾ら議会や理事長が決め

たとしても、議会が決めたとしても、その問題

については銀行の意見が尊重されるんだという

ことが言われております。これはぜひ、確認を

しといていただきたいというふうに思います。 

○企画政策課長（角野 毅）  先ほどから申し

ておりますが、議決後に初めて締結するもので

ございますので、今言われる、議決しなかった

ときの場合にはこのことの締結というのはあり

得ないということでございますので、言われて

いる意味はわかりますけれども、そのようなこ

とはないというふうに回答を確認しております。 

 ただ、そういう認識を持てという御意見でご

ざいますので、そこについては十分に確認して

いきます。 

○持留良一議員  そういうことです。そういう

こともあり得るんだということをぜひ、これ第

三セクターと違った形のＰＦＩ事業になってい

きますので、このあたりが大変重要な点になっ

てきますので、ぜひこの点についてはお願いし

たいというふうに思います。 

 道の駅の問題について移りますが、さまざま、

今後取り組む意向も示されていますし、まず、

公募要件の一つとして労働者の賃金単価を設定

するということもぜひ取り組んでいただきたい

というふうに思います。先ほど、公の施設の自

主事業と委託事業の明確な区分の定めはあるの

かということの関係をちょっと忘れたんですけ

ども、このことについてちょっと回答をしてい

ただきたいと思います。 

○水産商工観光課長（森山博之）  それでは、

持留議員の公の施設の運営の自主事業と委託事

業の明確な区分の定めはあるのかとの御質問に

お答えをいたします。 

 自主事業につきましては、基本協定書に本業

務の範囲外の業務として、指定管理者は施設の

施設目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げな

い範囲において、自己の責任と費用により自主

事業を実施することができるものとされており

ます。また、自主事業を実施する場合には、市

に対して業務計画書を提出し、事前に市の承諾

を受けなくてはならない旨を記載をしておりま

す。この場合において、市と指定管理者は必要

に応じて協議を行うこととしております。 

 このように自主事業が実施するに当たりまし

ては、常に市との協議が必要とされており、両

者が合意して実施が可能となるよう定められて

おります。 

 このようなことから、指定管理者に対し、協

定書の内容を十二分に踏まえた取り組みがなさ

れるよう求めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  この問題、大変重要な点があ

りまして、全国的にもいわゆる施設を活用した

オプション事業で自分のところの利益を生み出

すということがあり、まさにこれ公の施設を利

用してのとありますので、どこかでやっぱりき

ちっとこの問題というのは検討、いわばチェッ

ク事項に入っていかなきゃいけないと思います

ので、ぜひそのあたりについては取り組んでい

ただきたいと思います。また、審査事項のその

他の事項の中にもきちっと書かれておりますの

で、ぜひこれは協定書の中で結んでいただきた

いというふうに思います。 

 あと、大事な問題、先ほど言いましたとおり

働く人たちの問題があるわけなんです。この問

題で、国のほうも１回、指定管理者の運用につ

いてということを出していまして、この６番目

に適切な配慮がされるようにと、いわゆる雇用、

労働条件、労働法の遵守等含めて配慮がされる

ようにということが書いてある。そうなってき
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たときに、その配慮が具体的でなければいけな

いと思うんです。私は以前にも指定管理者の実

施要項留意事項ということで帯広市の事例を参

考に出させていただきました。ぜひ、これは先

ほど言いました単価の問題も書いてありますの

で、あの時点で止まっていると思いませんので、

ぜひ検討事項として、何よりも市がつくる公の

施設で官製ワーキングプアをつくらないと、つ

くり出さないということは、最大の皆さんのこ

の点での問題だろうと思いますので、ぜひその

点については取り組んでいただきたいというふ

うに思います。 

 ちなみに、働く貧困層は約年収200万以下で

すけども、この４年連続1,100万人を超えてい

るんです。そうなってきたときにやっぱり私た

ちはどこでそれをしっかり止めていくのか。ま

た、公の施設として、行政の責任・役割は何な

のかということを、ぜひこの点できちっとこう

いう体系及び文章化できるようにぜひ取り組ん

でいただきたいと思いますがどうでしょうか。 

○水産商工観光課長（森山博之）  内容につき

ましては、議員御指摘のとおりだと思います。

他市町村のそういった事例等も踏まえ、今後検

討していきたいと思います。 

 以上です。 

○持留良一議員  ぜひ、検討じゃなくてつくる

方向でやっていただきたいというふうに。ここ

で働く人たちを守るのは、本当に私たちは市の、

行政の立場でしか検討ができませんのでよろし

くお願いしたいというふうに思います。 

 次に癩癩あと何分ありますか。（発言する者

あり）あと10分。 

 介護保険の問題に移っていきたいというふう

に。先ほどいろいろ言われまして、132人の方

が滞納していると、差し押さえ、罰則適用はゼ

ロで差し押さえ38人ということが出てまいりま

した。１号保険者の値上げの方向がどうも見え

てきたということと、一部の基金の繰り入れで

抑制は図っていきたいというようなことを言わ

れたんですが、確かにこの問題で考えなきゃな

らないのは、もう高齢者の、はるかに負担能力

を超えた形になっている。 

 先ほど言いましたとおり、約当初よりも1.7

倍なんです。保険料が1.7倍に平均でなってい

ると。一方では年金は削減と。じゃあこの中で

高齢者はどこをどんな形で負担していくのかと

なってきた。特に普通徴収者の方々というのは

もう限られているわけです。そうなってきたと

きにやっぱりこの保険料をどう抑えていくのか。

このことは最大の眼目になっていくと思うんで

すが、ぜひこの問題ではもう少し努力をしてい

ただいて、可能な限り保険料の値上げを抑えて

いくという方向でそのことを取り組んでいく意

思があるのかどうなのか、再度確認したいと思

います。 

○保健課長（鹿屋 勉）  先ほど、ある程度の

値上げをお願いするということを申し上げまし

た。介護保険料というのは、先ほども申し上げ

たとおり、50％を国、県、市、あとの残りを第

１号被保険者と第２号被保険者に負担していた

だくという社会保険制度になっております。や

はり、保険料というのが３年間に……。 

○持留良一議員  あるのか、ないのかだけでい

い。 

 確認はするのかしないのかだけで。さっき確

認をしましたので。その点についてどうなのか

ということを。だから市長でもいいんですよ、

政策判断だから。 

○議長（池山節夫）  課長座って。 

○市長（尾脇雅弥）  今、お話があったような

状況でございますので、高齢化がますます進ん

でいく中で、給付が増えていきますから、もち

ろん覚悟を持ってやりますけれども、一方で今

垂水市が取り組んでおります鹿児島大学の医学

部の大石先生との健康長寿ということで、予防

にも力を入れていくと。 
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 先だって行われました11月20、21、22。そし

て12月２、３で、市内で３カ所５日間行われた

中で、多くの高齢者の方に御参加をいただいて、

１人当たり２時間ぐらいのチェックをさせてい

ただいたんですけれども、細部にわたっていろ

んなチェックをしていただいて、大変御負担も

あったんですけども結果的に後のアンケートを

とりますと94％の人が大変満足をしたというこ

とでありますので、この予防のほうにも本格的

に力を入れていくということが給付費の削減に

もつながっていくという考え方で進めてまいり

たいということです。 

○持留良一議員  確かにそのことも重要な観点

である。しかし、当面の問題としてじゃあどう

するかということで、前も聞いたことがあるん

ですけど、全国の保険料、独自の減免やってい

るのは、平成14年度段階ですけども588と。そ

の中でもさまざま自治体が工夫をしているんで

す。所得が２または３段階の人を１段階に落と

して負担の軽減を図るとか、さまざまことを全

国で、都城市もそのことを取り組んでいます。

６つの条件が必要で、所得・収入が少ない人た

ちの負担軽減ということで、そういう人たちが

対象であったら２または３の人たちを所得１の

段階に引き下げると、そんな形で住民の皆様の

生活を守るということがあります。 

 ぜひ、この点についての調査研究もしていた

だきたいと思うんですが、この点についてはど

うでしょうか。独自の軽減策です。 

○市長（尾脇雅弥）  基本的にはルールに従っ

てということでありますけれども、その中でも

おっしゃったとおり生活を守るという観点もあ

りますので、その範囲内でしっかりと対応でき

るものは対応していきたいと考えております。 

○持留良一議員  全国でも400、500近い、600

近い自治体が独自の軽減策を、さまざまな工夫

をしながらやっている。要するにみんなで支え

ながら社会保障としての制度をきちっと維持発

展さしていく。何よりも大事なのはやっぱり、

皆さんがゆとり、持続可能な制度としてやって

いくということだろうというふうに思います。 

 あと何分ありますか。（「５分」と呼ぶ者あ

り） 

 じゃあ、おむつの問題は私も再質問の中で、

おむつだけじゃなくて粉ミルクとか、その点に

ついてもぜひ取り組んでいただきたいなと思っ

ております。この点で、非常に学べるところが

ありまして、東近江市はこの中に見守り活動も

取り入れているんです。やはり宅配をしている

と。ここでは今、高齢者のおむつを宅配をして

いますよね、一部。ああいう形で見守りも、先

ほど子育て支援の関係でいろいろ言われていた

と思うんですけども、こういう中でもこういう

見守り活動も取り組みながらやっているという

ところもあります。ぜひこれ、参考にしながら

多様的な中身で、ぜひ保護者の方々を、子育て

支援に取り組んでいただきたいと思います。 

 最後は、在宅人工、この問題なんですけども、

実態が本当に把握しにくいんですか。それとも

把握できないんですか。 

○福祉課長（保久上光昭）  先ほど答弁の中で

申し上げましたように、在宅の方ということに

なりますと、病気的に入退院を繰り返す方もい

らっしゃるわけですので、そういう意味では手

帳も持ってらっしゃる方もあれば、いらっしゃ

らない方もあるということで、その辺は非常に

難しい部分があるようであります。 

○持留良一議員  私は行政には、色んな組織が

あると思うんです。保健師さんもいらっしゃい

ます。民生委員さんもいらっしゃいます。民生

委員さんて、本当に細かに回っていらっしゃっ

て、誰がどういう状況だということを、ここで

連携していけばそのあたりの状況というのは十

分把握できると思うんですが、そういうことは

不可能なんですか。それとも、今までそういう

問題意識がなかったのかどうなのか、この点に
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ついて。 

○福祉課長（保久上光昭）  今、議員のほうか

らもありました。そのような方法に加えまして、

近隣の市でどのような把握の仕方をしているの

かもまた参考にしていきながら、より確実な把

握の方法はないか、検討してまいりたいと思い

ます。 

○持留良一議員  わたしはこの実態というのは

何かということは、ある意味この問題に突きつ

けられていると思うんです。いわゆる申請すれ

ばそれで済むとか、役所に来れば済むとかとい

う問題ではないだろうと思うんですね。 

 やはり本当に行政が福祉の心があるのであれ

ば、そういうことをじゃあどうして把握してい

こうかとか、こういう人たちが苦しんでいる、

こういう人たちが問題を抱えている。じゃあ、

どこで救済できるのか、救済できなければ何が

できるのか。市長がよく言われているとおり、

何ができるのかということをよく、口を酸っぱ

く職員の皆さんにも言われていると思うんです

が、そういうやっぱり視点がないとこの問題の

把握はできないと思うんです。 

 以前私はじん肺の問題も取り上げたとき、本

当にそこの担当課は全く知られませんでした。

どれぐらいいらっしゃるのか。じん肺とは何な

のかということも言われていました。だから、

そういう意味ではもっと行政は目の届くところ

がいっぱいあると思うんです。じゃあそれは何

なのかというと、先ほど言ったみたいな行政が

組織をフル活動してそれを把握することは、本

当に不可能じゃないと思うんです。そして何よ

りも重要なのは、そういう中でどういう人たち

が苦しんでいるのか。どういう救済の手ができ

るのかということなんです。 

 この私に声を掛けられた方は年金で、先ほど

1,000円から3,000円って言われましたけど、

月々の電気代は7,000円だって言われるんです。

年金が４万5,000円です。そうするともう、そ

れだけ払うと、約、相当なパーセントでその問

題がそっちのほうに行ってしまうと。そうなっ

てきたらどこをじゃあ逆に生活を詰めるかとい

うことになっていくと思うんです。 

 だからそういうことの対応として市は、きち

っとそういう把握をしながらできる救済。１人

であろうがきちっとそこには手を差し伸べてい

く。それが行政の仕事じゃないでしょうか。市

長、どうでしょうか。最後の見解をお聞きして

私の質問を終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  基本的な考え方は同じで

ございます。 

○持留良一議員  非常に残念であります。 

 終わります。 

○議長（池山節夫）  本日は以上で終了します。 

   △日程報告 

○議長（池山節夫）  次は、明日午前９時30分

から本会議を開き、一般質問を続行します。 

   △散  会 

○議長（池山節夫）  本日はこれにて散会しま

す。 

     午後４時54分散会 
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平成29年12月13日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（池山節夫）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △一般質問 

○議長（池山節夫）  日程第１、昨日に引き続

き、一般質問を続行します。 

 それでは、通告に従って順次質問を許可しま

す。 

 最初に、１番、村山芳秀議員の質問を許可し

ます。 

   ［村山芳秀議員登壇］ 

○村山芳秀議員  おはようございます。１年の

たつのは早いもので、昨年の未曽有の台風16号

の災害から１年３カ月がたち、まだまだ爪跡が

残っておりますが、市民生活に落ち着きを取り

戻した感がございます。 

 昨日から活発な議論が続いておりますが、通

告書に従って質問をいたしますので、明快な御

答弁をお願いいたします。 

 １点目が、今回、契約議案として出されてい

る南の拠点整備事業についてです。 

 まず、議案訂正と事業推進体制についてでご

ざいます。 

 今議会の初日に、一部内容の削除の申し出が

ございました。８月に基本協定を締結後、双方

弁護士同士で協議し、事業内容を盛り込んだ契

約となるよう進めてきて、先月の15日に仮契約

となったということでございましたが、議案発

送後、第100条の仮契約のただし書きの部分の

削除ができていなかったということで、この部

分を削除したいという内容でございました。 

 １点目の質問ですが、今回出された議案は、

仮契約書といっても、これを議会で審議するも

のですから、議決後はすぐに本契約となります。

11月15日に最終合意があった時点では、削除さ

れる部分が記載されたまま、双方の印鑑が押さ

れたということでございます。どうして削除に

至らず、そのまま議案として提出されたのか伺

います。 

 また、議案の一部となる仮契約書の写しは、

総務課のほうのチェックは受けていなかったの

かお伺いいたします。 

 事業推進体制についてでございますが、先月

から、この南の拠点事業の担当者の交代がござ

いました。今回の訂正の件もそうですが、南の

拠点整備事業に対する事業推進体制ができてい

るのかということでございます。 

 川菷議員も、初日の全協の議案説明の中で、

マンパワーの不足を指摘されておりましたが、

これだけの事業で推進体制が今のままの体制で

いいのかということでございます。 

 過去、本市にとりましても、大きな事業を進

める場合は、係もしくは室を設けて推進体制を

図ってきました。垂水中央病院建設や老健施設

コスモス苑の建設の対策室にしてもしかり、垂

水港の新しい港をつくる振興対策係、道の駅た

るみずの地域おこし係、道の駅係など、数年規

模で事業推進を行ってきました。 

 今回の南の拠点整備事業、マリン施設や土地

開発公社の今後の事業内容の展開を考えるとき、

まだまだ今後行うべきことやクリアしなければ

ならないことが非常に多いと思われます。遅き

に失したことはございません。道の駅係など、

新設は考えられないのか、市長にお伺いいたし

ます。 

 次に、事業計画の見通しについては、昨日の

川越議員や池之上議員の回答でも、大まかな計

画概要はわかりませんでした。持留議員が指摘

されたように、資料提供が十分なのか、甚だ疑

問でございます。 
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 契約書には、総合企業体グループの建物建設

及び維持管理等に関する事項、工程日程等は記

載されておりますが、全体の需要ニーズや建物

の大きさの根拠となる指数等は示されておりま

せん。覚書に記載されております株式会社垂水

未来創造商社がどれほどの売り上げ、収益、今

後の15年間をどのように事業展開されていくの

か、議会に明らかにされておりません。議案審

議に必要な根拠となる事業計画の概要が賛否の

判断となっていくと思われます。 

 昨日、企画政策課長の答弁で、資料の提出を

していきたいということでしたが、どの程度の

資料提出を考えていらっしゃるかお尋ねします。 

 国土交通省の道の駅の部分については、進捗

については、川越議員への答弁で大まかな部分

は了解をいたしました。 

 マリンスポーツ施設の事業展開についての進

捗状況についてお伺いします。 

 今のところ、鹿屋体育大学等と連携してマリ

ンスポーツの拠点をつくり、ビジネスモデルを

構築していくとのお話ですが、具体的な進捗状

況をお伺いします。特にオープン後の体制につ

いてお伺いします。 

 次に、民間活力エリアの進捗状況ですが、賃

貸もしくは売買によって、土地開発公社の収入

を図っていくということでございますが、どの

ように計画が進んでいるのか。計画では、垂水

未来創造商社がコーディネートして、加工室や

民間の店舗展開、特に温泉施設等の計画等につ

いてもあるようですが、この辺がどのようにな

っているのかお尋ねをいたします。 

 あと、海岸整備部門、県の魅力ある観光地づ

くり事業の関係も、進捗状況がわかれば教えて

いただきたいと思います。 

 次に、今回の議案にもなっております第５次

垂水市総合計画基本構想（案）についてです。 

 昨年12月の補正で、策定支援業務の委託費が

計上されて以来、１年間でまとめ上げられたも

のです。高校生や一般の公開講座や中学生のア

ンケート等を経て、審議会でまとめられました。

コンサルを使わずに、市民と職員との手でつく

った４次計画には及びませんが、コンパクトに

まとめ上げられてはおられます。４次計画は、

そのプロセスにも意義があって、非常にたくさ

んの労力、住民説明会など、要した時間も多く

て、いわば住民が学びのための総合計画であっ

たとも言えました。 

 ただ、人口設定については、御承知のとおり、

１万8,000という現状との大きな開きがあった

ことも否めません。今回取りまとめた案では、

住民自らという部分は物足りなさを感じますが、

中・高校生の意見を取り入れての将来像を強く

感じるものとなっております。まずは、担当者

の御労苦に対し、敬意を表するものでございま

す。 

 ただ、やはり人口減少と少子高齢化がもたら

す影響は、今後の10年間にどれほどの計り知れ

ないものがあるか、その怖さがあるのも現実に

はございます。 

 企画政策課長にお尋ねします。平成20年代の

これまでの10年間と来年の平成30年、そして、

新しい元号となる９年間の今後10年間の基本構

想で、人口減少社会、超高齢化社会の中で垂水

市において大きく変わった点、10年後のまちを

どうつくっていくか、その違いをお聞かせくだ

さい。 

 来年、市制施行60周年記念事業を迎えます。

この記念事業についてお尋ねをします。 

 まずは、記念事業の骨格についてお尋ねしま

す。 

 冠に「市制60周年記念」とつけて行う通常の

催し物等については、省略しても結構です。総

務課長にお尋ねします。 

 次に、垂水市史等についての質問です。 

 今からちょうど半世紀、50年前に垂水市史の

編さん作業が市制施行10周年の記念として始め
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られました。当時の町田市長の時代に着手され、

下巻の完成は10年後のちょうど市制施行20周年

の昭和53年でございます。編集委員会の会長に

は町田市長、事務局長には当時の教育長である

肥後教育長が、編集委員長に、永年大隅史談会

の会長を務められた牛根麓辺田地区の永井彦熊

さんが就任され、14人で構成された委員で着手

をされております。それ以降、垂水市史の上巻

については昭和47年に完成し、その後、20年ほ

ど前の平成10年に改訂をされました。明治以降

の記載がしてある下巻につきましては、40年前

からそのままの状態でございます。 

 今回、60周年を機に、これらの再編集に着手

すべきと考えますが、教育長、または、社会教

育課長の御見解をお尋ねいたします。 

 これで、第１回目の質問を終わります。 

○企画政策課長（角野 毅）  おはようござい

ます。 

 村山議員の御質問でございます。議案はどう

いう経緯で訂正となったのかにつきましてお答

えをいたします。 

 契約書第100条第１項の一部削除を行った経

過でございますが、11月22日、本市契約関連ア

ドバイザー弁護士から、第100条第１項につい

て、対象となる条項が存在しないことから、一

部削除する必要があるとの連絡がございました。

その後、双方の弁護士の間で確認をいただき、

契約書の一部削除の手続を行ったものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○総務課長（中谷大潤）  続きまして、議案第

66号のチェックについてお答えいたします。 

 南の拠点整備事業に関する議案第66号につき

ましては、総務課で議案をチェックしましたが、

議案の文章等に不適切な箇所は見当たらず、提

出する書類もそろっておりましたので、議案と

しての提出に不備な点はないと判断して上程し

たところでございます。 

 それでは、続きまして、拠点整備係の設置に

ついてお答えいたします。 

 本市は、平成16年の大隅中央法定合併協議会

からの離脱を契機に、単独で自立した行政運営

を行うため、それまでの行政改革を抜本的に見

直し、新たに新行政改革大綱と財政改革プログ

ラムを策定して行財政改革を断行することとし、

平成17年度に垂水市新定員適正化計画を策定し、

財政改革の大きな柱として、平成17年４月１日

現在の職員数285人を10年間で50人削減する目

標を掲げ、最終年の平成27年４月１日において

は、計画どおりの50人を削減して、職員数235

人の目標は達成いたしました。 

 この定員適正化計画を断行する過程において、

国・県から委譲された事務事業は増加の一途を

たどり、社会保障税番号、いわゆるマイナン

バー制度の導入、ふるさと納税、地域包括ケア

センターの建設、地方創生を初め、各種事業に

伴う事務量も増大して、一般事務職員にかかる

負担が大きくなったところです。 

 企画政策課の体制としましては、平成28年度、

ふるさと納税の業務を一部外部へ業務委託する

など、事務分掌の見直しと並行して、南の拠点

整備事業に従事する職員を増員して体制を強化

しております。 

 議員がかかわられた平成16年度の道の駅たる

みず湯っ足り館建設時は、農林課の地域おこし

係を道の駅係に改称し、農林水産省の補助金を

利用した物販施設の建設並びに道の駅管理組合

という運営企業体の創設など、道の駅業務のほ

か、地域特産品の振興開発、地域おこしに関す

る業務を担っておりました。 

 今回の南の拠点整備に関しましては、施設の

設計・施工・運営を民間活力で賄うＰＦＩ事業

制度の導入という初の試みであること、また、

平成16年当時と比べて市の職員数が減少してい

ることから、創設した新たな１つの係で担うよ

り、担当課全体、担当職員全職員で取り組むほ
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うが、より効率的な業務遂行が可能であると判

断して、係を創設するまでに至っておりません。 

 国体など、長期にわたる業務が甚大と見込ま

れる場合は、国体準備係などを創設して対応し

ているところでございます。 

 職員数には限りがあるため、事務分掌の見直

し、アウトソーシングを行いながら、効率的な

業務遂行を目指していただきたいと考えている

ところです。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  村山議員の御質

問、事業計画の見通し、内容につきましてお答

えいたします。 

 Ｂ棟施設の運営につきましては、９月開催を

いたしました全員協議会で御説明をいたしまし

たが、事業計画といたしましては、６次産業化

と観光振興を実現するための計画が提案されて

おります。 

 収益サービスにつきましては、加工や販売に

重きを置いた地元企業支援策の展開、具体的に

は、新商品開発や品質改善、試験販売、期間限

定販売ができるチャレンジショップやキッチン

スタジオのテナント経営となっております。 

 なお、ただ単にスペースを貸し出すだけでな

く、運営する商社の機能でもある商品力の向上

や販路拡大等の支援についても実施していくこ

ととなっております。 

 また、委員会への資料の提出につきましては、

委員会より提出すべき資料の指示をいただける

とのことでございますことから、指示のある資

料については提供していく方針でございます。 

 続きまして、マリンスポーツ施設等の進捗状

況についてお答えをいたします。 

 海岸部の整備は、県の魅力ある観光地づくり

事業を申請しており、本年度分については、遊

歩道整備の設計及び整備を年度末までに行うこ

とでございました。 

 マリン施設でございますけれども、建物の建

設工事は12月１日着工をされております。 

 なお、施設運営については、５月に、鹿屋体

育大学内にマリンスポーツ施設検討協議会を設

置しており、スポーツ振興策や安全管理等を含

めた協議を継続しているところでございます。 

 民間開発エリアにつきましては、民間事業者

による調査や検討が行われていると認識をして

いるところでございます。 

 続きまして、現総合計画・基本計画、構想と

の相違点ということでお答えをいたします。 

 現総合計画・基本計画との相違点ということ

でございますけれども、両計画におけるまちの

将来像と総合計画の策定過程の違いについて御

説明をしたいと思います。 

 総合計画とは、将来のまちを見通しつつ、時

代の変化や課題に的確に対応していくためのま

ちづくり指針となる本市の最上位計画として位

置づけるものとなっております。 

 第４次総合計画策定時点では、市町村合併問

題が落ちつき、市民との共生・協働がテーマと

なった時代でありました。現在は、人口減少社

会への対応のための地方創生が大きなテーマと

なっております。このように、総合計画は、時

代の変化に対応した計画と言えると思われます。 

 今後も、地域住民自らが願う地域づくりのた

めの地域振興計画に基づくまちづくりを進めて

いく必要があることから、第５次総合計画基本

構想（案）では、まちの将来像を「九つの彩り

豊かに健やかな人を育む垂水」といたしました。

これは、地域住民がまちづくりの主役となり、

地域間や世代間の垣根を越えた助け合い、支え

合いの心を育みながら、市内９地区それぞれの

地域の特性を生かしたまちづくりを彩りとして

表現したものでございます。 

 また、歴史・文化、農林水産物の食材などの

豊富な地域資源を市民、地域、事業者、行政等

によってさらに掘り起こし、磨き、積極的に活

用しながら、まちを発展させていくという思い
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も込めているところでございます。 

 次に、総合計画策定過程における２つの相違

点を御説明させていただきます。 

 １つ目は、本市の総合計画策定過程において、

他市にない特徴でございます公開講座の成熟度

に違いがございます。 

 第４次総合計画策定時の公開講座では、市民

と職員が対等に話し合う場をつくる、いわゆる

市民参画機会の拡大が狙いでございました。 

 一方、今回は、市民と職員の学びの機会とい

うよりも、公開講座における議論の中身を総合

計画に反映することを目標とした設定といたし

ました。 

 この議論のテーマでございますが、市民満足

度調査から確認ができました市民ニーズが高い

医療・介護体制の充実、働く環境の充実、子育

て支援策の３つの政策分野に特化させたことで、

市民ニーズの高い政策の議論が反映された総合

計画基本構想（案）となったのではと考えてお

ります。 

 ２つ目の相違点が、若い世代のまちづくりに

対する意見を計画に反映できた点でございます。 

 本市における人口減少、少子高齢化が進んで

いるという現状から、若い世代の意見を計画に

反映させることが必要と考え、市内唯一の高等

学校である垂水高等学校の生徒を対象とした公

開講座の開催と中学生向けまちづくりアンケー

トを実施し、計画に反映をいたしました。 

 特に、高校生向け講座では、若い世代のまち

づくりに対する思いや考えといったことが市と

して確認できただけではなく、生徒自身、垂水

のことを考えるきっかけとなる大変貴重な機会

ではなかったかと考えております。 

 以上でございます。 

○総務課長（中谷大潤）  市制60周年記念事業

の骨格についてお答えいたします。 

 垂水市は、平成30年10月をもって市制60周年

を迎えます。この記念すべき年に実施する各種

の記念事業及び記念行事の準備を円滑に行うた

め、市長を委員長、副市長を副委員長とし、関

係課長で構成する記念事業準備委員会を７月に

設置して、記念式典や例年実施している既存事

業、60周年限定の特別事業、職員から募集した

企画について協議を重ねております。 

 現在のところ、記念事業として、式典及び市

民表彰、記念講演の開催、テレビ公開番組とし

て「開運なんでも鑑定団」の７月収録が内定し、

ＮＨＫの全国放送公開番組の収録についても申

請中であります。 

 また、ＭＢＣラジオ公開番組の収録について

も打診があり、和太鼓を中心とした和楽エン

ターテインメント集団「和楽団ジャパンマーベ

ラス」の９月公演、瀬戸口藤吉翁ふるさとコン

サートは海上自衛隊東京音楽隊の出演が決定し

ております。 

 道の駅創業祭、カンパチ祭り、ふれあいフェ

スタ、秋の産業祭、千本イチョウ祭りなどの関

連事業につきましては、主催、共催、協賛、後

援事業の基準を明確にして、主催及び共催を記

念事業として、協賛及び後援を応援事業として

の位置づけを行い、多くの市民が参加できるよ

うに、内容の充実に努め、市制60周年という節

目の年を盛り上げていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  おはようござい

ます。村山議員の市史の再編等についての御質

問にお答えいたします。 

 まず、垂水市史は上下２巻になっておりまし

て、明治以前のことについて記された上巻と明

治以降のことについて記された下巻がございま

すが、上巻につきましては、発行から約23年後

の平成10年に残部数が少なくなったことから、

時代考証で欠如していた原始時代や中世史部分

の追加や誤字修正等を行った上で、上巻の増補

改訂版を発行した経緯がございます。 

 現在におきましては、上巻・下巻とも残部数
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に余裕があり、誤字等の修正や追加脚注が必要

な事項は、随時、説明要旨を添付することで対

応しており、市民の方々等に御利用いただいて

いるところでございます。 

 また、昭和55年から市史発行後の歴史資料と

して価値の高い事柄につきましては、垂水市史

料集として、平成18年までに18冊の史料集が刊

行されており、市史の内容を補完し、充実させ

るものとして貴重であり、御活用いただいてお

ります。 

 このように、垂水市史料集も整備してきまし

たことから、確かに、市史の下巻の発行から約

30年が経過し、上巻の改訂版の発行から約20年

が経過しておりますが、歴史関係者や市民の方

からは、市史の再編や新たな史料集作成の要望

は現在ございません。 

 しかしながら、最近において、垂水島津家墓

所発掘調査等による埋蔵文化財の発見や歴史資

料の寄贈等もございます。 

 さらに、文化財保護審議委員からの研究報告

や垂水市史談会、市内の郷土史研究会と各種研

究団体より、新たな史料の発見や文化財につい

ての報告もいただいております。 

 これを受けまして、社会教育課では、それぞ

れの新たな成果等をたるみず移動考古展や、市

立図書館で昨年から実施しております11月の文

化財保護強調週間に合わせた１カ月間にわたる

垂水市文化財特別展示等で公開しておりますが、

将来的には、まとまった形で記録・編さんする

機会が必要だと考えております。 

 ただし、市史につきましては、市史編さん委

員会により、10年の歳月をかけて発行されまし

た。また、史料集につきましても、市史編さん

事業の一環として長い期間をかけて刊行されて

おります。これまでの市史及び史料集が内容的

に大変史料的価値が高いものであることに鑑み

て、今後の市史の再編及び史料集の編集につい

ては、十分な準備期間を置いて臨むべきものと

考えております。 

 以上を踏まえまして、御質問いただきました

垂水市史の再編等につきましては、まずは、文

化財保護審議会等で学識経験者の皆様に意見を

伺い、将来的な取り組みについて検討していき

たいと考えております。 

 以上でございます。（「発行から30年じゃな

くて40年」と呼ぶ者あり） 

 ごめんなさい、40年でした。 

○村山芳秀議員  それでは、一問一答方式でお

願いいたします。 

 まず、議案訂正と事業推進体制のところなん

ですが、仮契約書の中身の部分ですけど、何度

読み返しても、全てを理解するという、理解し

がたい部分もございます。 

 しかしながら、これは、当局と契約先の企業

体グループ、それから株式会社垂水未来創造商

社との信頼関係によるところも大きいわけです

ので、議会としては、その仮契約書は双方覚書

を含めて、条項どおりに、今後15年間にわたっ

て履行され得るものなのかどうかということを

できるだけ細やかにチェックするわけでありま

して、内容についてもできるだけして、それを

賛否をするわけでございます。 

 今回、仮契約書の訂正を冒頭にされたわけな

んですが、まさに、第100条は議会の議決事項

等のもととなるところの条項でございます。ま

た、削除された57条に至っては、収益サービス

企業についての条項を定めたところで、これも

また重要な項目の１つでございます。 

 第100条のただし書きを削除しなければなら

ないことを気づいたのが11月22日ということで

ございましたが、当然何の御連絡もいただかな

いまま、また、仮契約書のこの写しの差し替え

のないまま、議会初日を迎えた次第でございま

す。 

 初日のやりとりは、きのうの池之上議員との

中でもありましたけど、なぜ、このような重要
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な訂正を、わかった時点で、最終仮契約書の差

しかえですということで、議案を差しかえてい

ただければ、何ら問題はなかったんですけど、

今、引っ張っているちゅうのがもう不思議でな

りません。 

 誤字や脱字の部類であればここまでは言いま

せんけど、契約内容が議会の議決に関する事項

であって、ましてや、仮契約書の写しの差しか

え分については当然行われるべきであり、課長

さん方の手元に持っていらっしゃるのは、メー

ル等で削除、修正されるだけで十分ですけど、

市議会それからマスコミ関係に配布する分を含

め、それから、決裁議案として総務課が保管す

るもの等30部ほどつくれば、すぐ済んだことじ

ゃなかったかどうかと思っております。 

 議会に対して、初日の訂正で済むと判断した

のは、どうしても議会をチェック機関としての

重さを見ていないのではないかと、そう思われ

ても仕方がないと思います。削除ミスがわかっ

た時点で、削除する部分を二重線でも引いて、

相手方の訂正印したものが最終契約書であるわ

けですので、それを、我々は、最終契約書とい

う最後の契約書をまだいただいておりません。 

 市長も、こちらの議員の立場であれば、そう

思いませんか。市長、どうでしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  初日に、川菷議員からも

そういう御指摘がありました。そのことに関し

てはおわびを申し上げたところでございます。 

○村山芳秀議員  おわびじゃなくて、そう思い

ませんか。議案が誤字・脱字であれば、我々も

そう思うんです。内容が、100条、57条という

ところにつながっていく。その差しかえが14部

刷って配る、半日で済むことです、わかった時

点で。保管用とか配るものが初日にあれするわ

けです。そこをどう思うかちゅうことです。 

○市長（尾脇雅弥）  それに関しては、これま

で担当課長が答弁したとおりでございます。 

○村山芳秀議員  これは、やっぱり、私もそち

ら側の立場におりましたので、ここの、やっぱ

り重要性というのは十分僕は理解ができると思

うんです。こういうことが、この南の拠点、一

時が万事に通じるというか、そういうことにな

っていくわけです。 

 議案が議決になっても、総務課として、議決

議案を綴じる際も、今の議案を、訂正以前のも

のであるわけです、今の状態では、それは使え

ないわけです。 

 やはり、その事業推進体制に、本当に問題が

あるのではという部分も、今、先ほどそういう

推進体制をつくっているんだと。人員も削減し

て、そういう状況にはならないと。お１人の担

当者に仕事上の比重、ストレスが過重にきてい

るのではないかというようなことです。総務課

長が、今、先ほどは理由に上げましたけど、再

びこういう交代劇が起こらないとも限りません。 

 先ほどありましたように、私も振興対策係と

か地域おこし係、道の駅係、そういう１人係長

体制、２人、３人という業務の煩雑さの部分で

経験をいたしましたけど、確かに、企画政策課

には、それ相当の人員が配置もされておるよう

ですが、チームでやる大切さもわかりますけど、

プロジェクトの場合、責任を分担するというこ

とも大切ではないでしょうか。 

 このことが、やはり長時間労働であったりと

か、やっぱり一定程度のサービス残業といいま

すか、私も現役時代、保健福祉課などで、今も

そうですけど、７時ごろまで残って残務整理や

パソコン整理をするというのが、もう当たり前

のようでございました。 

 市長にお尋ねしますけど、今後も今の体制で

行かれるのか、南の拠点事業の関連がマリン施

設の今後の運営や土地開発公社の売買、それか

ら、賃貸の一部の事業推進が一段落するまで、

新たに係または室を設けて、人を設けて、その

推進体制を確立するというお考えはないか、再

度お伺いします。 
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○市長（尾脇雅弥）  南の拠点事業に関しては、

本当に大きなプロジェクトであって、人的なも

の、仕事の量もかなり精神的にも大きい影響が

あったというふうに思っております。 

 ただ、この12月議会に、今、御提案をしてい

ただいている部分というのが一つの大きなボリ

ュームの部分でもありますので。ただ、委員会

の中で、川菷委員から指摘があった人の問題と

か役割分担の問題も今後も検討していかなけれ

ばいけない課題でもありますので、そのことは、

再度いろんな角度から検討して、全体的なこと

と踏まえて協議をしていきたいというふうに思

っております。 

○村山芳秀議員  ぜひ、事業推進体制をつくっ

て見直しを行っていくということを、これは要

望しておきます。 

 事業計画の見通しですけど、今後運営主体と

なる株式会社垂水未来創造商社が商品開発や販

路拡大をプロデュースする地域経済の司令塔の

役割を持つということですが、これまでのとこ

ろ、関係者からの具体的な計画が明らかになっ

ておりません。 

 今後ということですけど、その実態もわから

ずに、市議会が建物運営に関する議案だけを通

すということは、やはり不親切であって、徹底

した審議が必要なのではないでしょうか。 

 仮契約書、覚書書にある株式会社垂水未来創

造商社の具体的な事業計画の見通しについての

内容を、この商社自身が議会に対して説明をす

るということは、市長はお考えでないのか、こ

こをちょっとお伺いします。 

○企画政策課長（角野 毅）  垂水未来創造商

社としての運営のあり方についてということで

ございますけれども、先ほど委員会の資料でと

いうことがございましたけれど、そのような要

望があれば、ぜひ、お伝え願えればと思います。 

 ただし、非常に急な要望になりますので、商

社としての体制が緊急に委員会に間に合うよう

であれば対応したいと思います。そのような要

請があればということでお受けいたしておきま

す。 

○村山芳秀議員  商工、管理運営が予定されて

いるこの垂水未来創造商社ですけど、昨年の７

月に設立されたばかりで、現在、ふるさと納税

のコールセンター業務、これも委託をされて行

っておられます。この商社の業務の内容につい

ては深くは知りませんけど、これから年末に向

かうふるさと納税が本当、多重に増えてまいり

ます。 

 今後、南の拠点事業に関する事務などもどう

なっていくのか。市が行うところ、商社が行う

ところ、今のままの体制でいいのか疑問を感じ

るところもございます。 

 これは、質問外かもしれないんですが、委託

先ちゅうのは、商工会とかそういうところは考

えられなかったのか、この辺も私は思うところ

でございます。 

 マリンスポーツに行きます。 

 マリンスポーツの事業展開、垂水市土地開発

公社が取得する民間開発エリアの具体性に乏し

い気がいたしております。マリンスポーツに関

しては、私も市民スポーツ係時代に、旧垂水南

中学校があったところで、シーカヤック大会、

２回担当したことがございます。10年ほど前で

す。 

 当時は、鹿屋体育大学の海洋スポーツセン

ター、それから、国立少年自然の家、南中や柊

原スポーツクラブなど関係団体が集まって、海

上保安部の許可をとりながら、安全性や自然条

件等を考慮して実施をしてまいりました。これ

は１日だけのイベントということで、通年型の

ビジネスモデルとなり得るのか大変危惧をして

いるところです。 

 新城の国立少年自然の家の海浜活動施設、専

門性の高い職員がいらっしゃいますが、少年自

然の家の稼働率を参考にまで申し上げますと、
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これ、11月から４月は閉じております。５月か

ら10月までの半年間で、昨年度が47日間、

1,996人の利用者、ことしが54日間、2,060人、

2,000人前後の方々が利用されております。い

ずれも教育研修や一般の方々の利用者でござい

ます。 

 地域振興計画の中では、来年度240人、平成

31年度には960人ほどの利用者を見込み、教育

旅行を受け入れ、それぞれ５校、10校と見込ん

でおられます。 

 現在、考えていらっしゃるのが、こうした教

育的要素を含んだものなのですが、指導者の雇

用、民間事業者の運営、マリンスポーツ人口、

海の持つ危険性、浜平海岸の自然条件、いろい

ろ考慮した場合、オープンから三、四年で軌道

に乗るか大変心配をされるところです。 

 多額の建設費に加えて、それに運営費をどう

していくのか、お考えがあれば、再度お聞かせ

いただきたいと思います。ここの部分も、未来

創造商社が委託先とか、そういうふうになって

いくのか、運営はどうなのか、教えていただけ

ればと思います。 

 民間活力エリアについては、とにかく具体案

が示されないためにまだ議論ができないわけで

すが、造成工事を含めた販売価格、賃貸価格、

具体的な計画案の提示を早急にお願いいたした

いと思います。 

○企画政策課長（角野 毅）  マリン施設の運

営は厳しいのではないかということでございま

す。それについてお答えをいたします。 

 先般、鹿屋体育大学海洋スポーツセンター協

力者会議が開催をされました。体育大学の教員

や学生等の理解が進んでおり、先進事例等の紹

介もいただいたところでございます。施設運営

には、ビジネススキル、インストラクタースキ

ルが求められますので、今後、マリンスポーツ

施設検討協議会の検討結果で運営主体先が決ま

ることとなると考えております。市や大学のバ

ックアップ策についても準備をしていく必要が

あると考えております。 

 以上でございます。 

○村山芳秀議員  最後ですけど、市長、今回の

南の拠点整備事業、市長の肝いりで始められて

おるわけなんですけど、本当にこう、急ぐべき

事案なのかどうかというまちの声やら建設業者

のお声もお聞きします。特に、昨年の台風災害

があって、復旧工事等にかかわっていらっしゃ

るわけなんですけど、緊急性という声がござい

ます。 

 それから、10月以降の新聞等を見ても、やた

ら曽於市とか志布志、大崎の記事を目にしてお

ります。曽於市末吉町のほうにふるさと納税で

グラウンドゴルフ場をつくったとか、大崎町が

ゴミリサイクル10年連続日本一とか、それから

３年後の平成32年には、志布志まで高速道路が、

東九州自動車道が開通するとか、国道220を取

り巻く環境の変化を感じずにはいられません。

10月には、フェリーが25便に減便となりました。

それから、桜島フェリーの乗降客数の減少など

もニュース等で伝えられております。 

 きのう、市長は、専門家の意見では80万人来

ていただけると答弁をされておりました。やは

り、垂水港から鹿屋市に至る国道220号の将来

性、特に、牛根にあります道の駅たるみずとの

客層の違い、やはりそういうことを考えていけ

ば、非常にこう心配される要因がございます。 

 市長、この「南の拠点整備事業」という名称

なんですけども、そろそろもう変えてもいいの

ではないでしょうか。浜平が南かというような

議論もございますけども、もう道の駅の愛称と

か、事業名ですので、仮称でも結構だと思いま

す。やはり、どんどん、そういう、定着するよ

うなお名前をもう出していいころと思っており

ます。 

 さっき企画政策課長のほうでありましたけど、

６次産業化とか、食品加工、そういう具体的な
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雇用計画、そういうのもどうなっているのか、

いつ、出されるようなことですけど、これまで

の経験から言いますと、やはり市役所の果たす

役割というのは大変重要であり、当分は続くと

思っております。ぜひ、情報公開とともに推進

体制の見直し、それから、そういう資料提供を

お願いしまして、この質問は終わります。 

 次の第５次総合計画の基本構想案についてで

す。 

 相違点を御説明いただきました。計画の最終

年度といいますと、2027年でございます。2027

年といいますと、今、ちょっとにぎわしていま

すけど、リニア中央新幹線の開業が予定をされ

ております。品川と名古屋を40分で結ぶという

超特急でございます。 

 今回の基本構想案ですが、「九つの彩り」と

いう言葉がございます。各校区の特性を生かし

たまちづくりには共感できるものが多くありま

すけど、今まで地域づくりを振興計画でやって

きた、それをよりきめ細やかに展開されるとい

うふうに理解をしております。 

 市内の半分以上の人口を占める垂水校区につ

きましては、さらにきめ細かい展開が必要では

ないかというふうに感じます。今回の基本構想

の中で、目につく言葉が、「地域の宝物」とか、

あと、「文化・伝統」という言葉でございます。

10年後のまちづくりに人材育成に重点を置いて、

誇りに思う心を育てるという姿勢、これはぜひ、

次世代へ引き継げる施策を基本計画、実施計画

の中に盛り込んでいただければと思います。 

 ただ、一方では、厳しい現実が待っていると

いうことも事実でございます。2025年、団塊の

世代が後期高齢者を迎えまして、今の本なんか

の予想でも医療保険の破綻とか、医師不足とか、

そういうのも懸念をされております。 

 市内の不動産業界でも、ここ数年、優良住宅

としてアパートとか、コーポとか建っておりま

すけど、余った土地にコーポを建てて家賃収入

を得ようと。やがて、空き部屋の率が上がって

売りに出るのではとか、そういうこともまこと

しやかにささやかれていることもございます。 

 あと、空き家対策、休耕地、さまざまな問題

が出てきます。私どもの牛根地区でも、10月に

は老齢化率が50％を超えました。２人に１人は

高齢者という現実でございます。松尾集落はも

う２戸になりまして、振興会の維持がもう困難

というふうにもなってきております。こういう

集落の消滅というのもここ10年で起こり得ると

いう部分も現実として迫ってきます。 

 私、１万3,000人というのを否定するわけで

もないんですけど、現実的には厳しいものがあ

ることを覚悟しないといけないと思います。今

月、１万4,674人ですか、来年の４月基準日に

はさらに厳しくなっていくと思っております。 

 時間がないので次に移りますが、いろいろな

法定外繰り入れ、繰出金、公共施設の改修、さ

まざまな厳しさの現実の中で、身の丈に合った

基本計画、実施計画を立てていっていただきた

いと要望しておきます。 

 60周年の記念事業についてです。 

 過去、節目節目に当たりましては、その過去

を知ることによって、未来へつなげていくとい

う部分がございます。ぜひ、明治維新150周年、

瀬戸口藤吉150周年、再来年には、垂水小学校

150周年、松ケ崎小学校も150周年、そういうこ

とも迎えていきます。合併をせずに60周年を迎

えた、この、私も今60歳です。ちょうどそうい

う意味深い年を迎えます。ぜひ、記念すべき年

ですので、もういろいろ知恵をひねって、やっ

ていただきたいと思います。 

 この改訂版の件なんですけど、先ほど下巻に

ついては明治以降と、言えば20周年までしか残

っておりません。60周年も、この40年間が何も

記載をされていないという状況です。上巻につ

いては平成10年に、もう20年ぐらい前になるん

ですが、改訂はされましたので、これ、残部数
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があるとか、そういう問題じゃないと思うんで

すよね。やはり、そういう、60年という区切り

で、下巻については４年半余りでできておりま

す。昭和49年ぐらいから着手されて、だから、

そういう部分も考えて、ぜひ、これ、前向きに

考えていただきたいんですけど、教育長、いか

がでしょうか。 

○教育長（坂元裕人）  先ほど課長のほうから

も答弁がございましたとおり、この市史編さん

につきましては、非常に時間がかかるというこ

ともございますので、また文化財保護審議委員

会の方々等の意見も聞きながら、時間をかけつ

つ、チェックする方向等も見据えながら、今後、

検討してまいりたいと思います。 

○村山芳秀議員  ぜひ取り組んでいただきたい

という要望をしておきます。 

 市制10周年で市の花、市の木、高峠つつじ、

それから牛根松も決まって、そういうのも最近

では、とんと聞かないんですけど、これらを再

度、日の目が当たるというか、牛根松、一旦、

枯れておりましたけど、大分復活もしていると

ころでございます。今度、向こうのほうに、瀬

戸口藤吉、それから和田英作の顕彰碑等も移転

をされます文化会館あたり、そういう、もっと

やっぱりアピールする部分があってもいいので

はないかというふうに考えております。 

 市制60周年に関しましては、盛大にお祝いが

できるような形、来年、その道の駅、新しい道

の駅の部分がどうなっていくか、まだ不透明な

部分もございますけど、ここいらも含めて、記

念すべき年にふさわしい30年度、平成時代の最

後の時代となるように、当局のほうも頑張って

いただきたいということをお願いしまして、私

の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（池山節夫）  ここで暫時休憩します。

次は10時40分から……、村山議員、早く帰って

ください。 

 ここで暫時休憩します。次は10時40分から再

開します。 

     午前10時31分休憩 

 

     午前10時40分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 10番、北方貞明議員の質問を許可します。 

   ［北方貞明議員登壇］ 

○北方貞明議員  それでは、早速、質問に入り

ます。 

 市制60周年記念事業については、先ほど村山

議員が質問し、当局が答弁されたので、それで

理解いたしましたので割愛させていただきます。 

 次に、垂水市職員の働き方改革について。 

 国の働き方改革は一億総活躍社会の実現に向

けての取り組みであると思っております。少子

高齢化社会が進む中、将来、人口減少が予想さ

れ、いかに労働力を確保するかが問題の一つと

考えております。垂水市では、働き方改革、ど

のような取り組みをされているか、まずお聞か

せください。 

 次に、南の拠点整備について。南の拠点整備

での土地交渉について伺います。 

 まず、一般論として伺います。南の拠点整備

の中に、50年以上前に土地を購入し、現在まで

畑を耕作された方と、土地登記人、それに関係

される方々、そして、死亡、所在不明のため、

これまで未登記のままの土地は、土地の権利者

は誰なのか、一般論で教えてください。 

 以上です。 

○総務課長（中谷大潤）  まず、働き方改革に

関する取り組みについてお答えいたします。 

 働き方改革とは、2016年８月に閣議決定した

安倍政権による経済対策の一つで、労働力人口

が想定以上に減少していることに伴い、働き方

の抜本的な改革を行って、多様な働き方を可能

にするとともに、一億総活躍社会実現に向けた

最大のチャレンジとされ、具体例として長時間
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労働の改善、正規と非正規職員の格差是正、高

齢者の就労促進が上げられています。 

 垂水市としては、これまで長時間労働を改善

する対策として、本年６月から毎週水曜日を一

斉定時退庁日、ノー残業デーを設けて、長時間

労働を削減する取り組みを実施し、また、夏休

みについては、連続しての取得を奨励していま

す。正規と非正規社員の格差是正につきまして

は、これまで臨時職員や一般非常勤として任用

しておりました職員を、会計年度任用職員とし

て任用することとする地方公務員法の改正に伴

い、業務内容の状況調査を実施した上で、処遇

の改善につながるような制度改正に取り組んで

まいります。 

 高齢者の就労促進につきましては、職員の定

年退職後の再任用制度や臨時職員等の65歳任用

などに取り組んでいます。また、介護に係る時

間休暇及び期間内分割休暇の取得、待機児童養

育者の育児休業再度取得ができる改正を行って、

働き方改革の一環として処遇の改善を図ってお

ります。 

 市役所職員として職務を全うするためには、

心身ともに健康でなければなりません。職員自

らが健康管理をすることはもちろんですが、組

織として職員の健康を守ることも大切です。労

働安全衛生法により、条例で安全衛生委員会を

設置し、また衛生管理者及び産業医を選任して、

職場健康診断、メンタルヘルス診断、ストレス

チェックを実施して、職員の健康管理に取り組

んでおります。 

 また、生活習慣病予防対象者には、産業医に

よる健康指導を実施して、一人一人の健康状態

の把握に努めております。人間ドック受診者に

対しましては、職員厚生会から費用を一部助成

しております。 

 次に、登記名義人が死亡して、未登記のまま

の土地所有権者は誰になるのかということに一

般的な見解をお尋ねですので、お答えいたしま

す。 

 土地の名義人、いわゆる所有者が死亡した場

合は、原則として、法定相続人が所有権者とな

り、法定相続人が複数の場合は、法定相続人全

員が承継することになります。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  それでは、働き方改革、この

ほうを質問いたします。 

 今、答弁で、垂水の取り組みは、毎週水曜日

はノー残業デーというふうにお聞きしました。

その中で、垂水は労働人口が減っているから、

高齢者対策として定年の方々を再雇用して、そ

のような方向に進んでいると、また職場ではい

ろいろな改善とか、ストレス解消のために取り

組んでいるということをお伺いしました。あり

がとうございました。その点は。 

 それでは、２問目に入ります。 

 働き方改革では、長時間労働が大きな課題で

あるのはもちろんですが、長時間労働により、

皆様方も御存じのとおり、広告大手の電通の女

性の方が過労自殺された。また、ＮＨＫ記者の

過労死などがいずれも長時間労働による残念な

結果の死亡となっております。 

 我が垂水市では、私も二、三の人とお会いし

て話ししただけなんですけど、公職という名の

もとで、サービス残業あるいは長時間労働をし

とるという声も聞こえてきました。そういうこ

とで、サービス残業があるんだなと実感したわ

けなんですけども、その中で、平成27年度、28

年度、どのような、その長時間労働者の何か比

較するあれがあれば、また教えてください。 

 また、29年度半ばですけども、どのようにま

たそれが、なお一層改善されたかをお聞かせく

ださい。 

○総務課長（中谷大潤）  それでは、長時間労

働についてお答えいたします。 

 時間外勤務の状況ですが、繁忙期により残業

している部署、また恒常的に多忙のため残業し
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ている職員がいる部署とさまざまでございます

が、１カ月当たりの平均時間は平成26年度が

635時間、27年度が624時間、28年度が1,458時

間となっております。各年度それぞれの要因が

ありますが、特に、平成28年度は台風16号襲来

による避難所開設や近年類を見ない大災害に見

舞われ、休日を返上しての災害調査等により、

９月だけで3,158時間、その後の災害復旧事業

のための災害査定準備を初め、市税の減免事務

等の業務で11月から12月にかけて１カ月あたり

約2,500時間の時間外勤務が発生しています。 

 個人別の時間外勤務の状況は、災害復旧事務

を担当する農林課、土木課及び税務課の職員が

上位を占め、臨時福祉給付金を担当する福祉課、

続いて、企画政策課や水産商工観光課の職員と

なっているようでございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  これ、今、時間的に言われた、

年度別に言われたのは、全職員のトータルの数

ですね。ここで、私が聞きたいのは、個人で長

時間労働というか、一番多い人でどれぐらいさ

れているか。先ほど言われました、繁忙期ある

いは、あのときの土木課等の対応は大体わかる

ような気がするんですけども、その中で、１人

で最高どれぐらいされる方がおるのか、それを

教えてください。 

○総務課長（中谷大潤）  申しわけありません。

ちょっとうっかりして手元に持ってくるのを忘

れておりましたけども、災害復旧事務にかかる

担当部署が多いということを申しましたわけで

すけども、平成28年度におきましては、やはり

そこの部署でございまして、最高で962時間、

それから続いて819時間というのが非常に多く

て、やはり農林課の職員におきましては、600

時間を超えている職員も複数いるようでござい

ます。次いで、土木課の職員が約500時間をち

ょっと超える時間が記録されております。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  災害のは、大体わかるような

気もいたしますけども、繁忙期になれば、これ

からは税務課なんぞが忙しいふうになると思い

ますけども、また、今、大きな問題を抱えてい

る南の拠点の部署も大変忙しいところであると

思っております。 

 そういう中で、今、この、１人で一番多い

800から900時間ということでしたよね。これは

もう過去のことですけども、年間ですよね、こ

れ。これは、年間ですけども、月平均でしても、

この忙しいときは、四、五十時間ぐらいはある

ような気がいたします。 

 来年度ですかね、今度、改革によって労働時

間の、その残業時間も、政府なんかが目標とい

うふうにしておるのは、月40時間でしたかね、

大体、そのようなのをちょっと聞いたような気

がするんですけども、それに対しても、かなり

忙しいところは、１カ月の労働時間がかなり長

いと思うんですよね。これによって、長時間に

より心身の疲労が蓄積していくと思うんですよ

ね。そういう長時間の労働の背景には、やはり、

今さっき言った、繁忙期の職員の仕事量が多い

ためは、もちろんわかるんですけども、そうい

う形で事業計画が遅れを来し、また、与えられ

た仕事が消化できずに、その計画どおり事業が

進まないから、市長を初め、上司からいろんな

注意等があるような気もいたします。事業を進

めるには、それぐらいの圧力というか、指導も

必要かもしれませんけども、個人さんによりゃ

あ、それが大変重圧になって、耐えられず、心

の病や体調不良を訴える方もおられるんじゃな

いかと思うんですよね。 

 そういう方々の対策を今、心を病んでいる人、

体調不良の人ももちろんですけど、どういう対

応、対策をされとるか、お聞かせください。 

○総務課長（中谷大潤）  先ほどの答弁の中で、

災害復旧に関する時間外が多いのはやはり突発

的な事例なので、特殊ということを、御理解、
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まず、いただきたいと思います。 

 それでは、職員の健康管理につきましては、

血液検査や心電図検査を初めとする職員健康診

断の実施のほか、パソコン業務に従事する職員

に対する眼科検診や職員メンタルヘルス対策事

業としてストレスチェックなど、職員の心身に

関する健康チェックを実施しております。 

 身体的健康チェックにおきましては、健康診

断の検査結果を確認の上、安全衛生管理者及び

産業医による再検査指導や健康指導を行うとと

もに、外部講師を招いて健康教室を開催するな

ど、職員の健康に対する意識の向上を図る取り

組みを行っております。 

 メンタルヘルスに関する予防の観点からは、

職員自らが自分の心の健康状態を把握するため

のストレスチェックを実施し、各職員が作成し

たチェックシートを総務課で取りまとめた上、

委託先に送付して、結果を各職員に配付してお

ります。 

 一連のチェックについては、プライバシーに

配慮し、本人以外は知り得ることができない仕

組みになっておりますが、衛生管理者による内

部の相談窓口や医療機関などにおける外部の相

談窓口を設置して、職員がいつでも相談できる

体制を整えております。 

 また、職員が病気休暇を取得することになっ

た場合には、症状やその経過を定期的に確認し、

病状が回復してきた段階においては、職場復帰

に向けた試し出勤の計画策定や実施状況などに

ついて、情報共有や意見交換を図るなど、適宜

適切な対応に努めているところでございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  そのほかでは健康チェックや

らストレスチェックをしておると言われたのは、

それは当然のことと思います。また、相談も受

けておる、それも当然のことと思っています。

しかし、職場において相談ができるようでした

ら、そういう心の病の方も発生しないと思うん

ですけども、相談できないようなその職場の雰

囲気があるのかなとも考えられるんじゃないか

と。だからそういうのは、心の病に侵された方

は、職場でのメンバーでも大体そのようなこと

はわかっておるんじゃないかと思うんですよね。

本人がもがき苦しんでいるのを気づかずに、多

くの仕事を押しつけてはいないのか。その一番

大事な上司がその人の健康状況やその態度を毎

日見たら、ある程度のことは把握できると思う

んですよね。だから職場で、先ほども言いまし

たように、もがき苦しんでいる人を早く発見す

るのはもう一番大事なことですけど、それ以外

はやはりその中の職場での雰囲気づくり、コミ

ュニケーションがちょっと劣っているんじゃな

いかなと僕は思うんです。だから長期休暇をし

ておる職員が今いると聞いておりますので、そ

の悩みを解消することをまず第一に置いて、心

がけていただきたいと思います。そして職場復

帰に対して、その方々との面談、相談をされる

と思いますけども、どのような形でされておる

のか、もう一度伺わせてください。 

○総務課長（中谷大潤）  精神的不調、いわゆ

るメンタルヘルスによる病気休暇、休職からの

職場復帰につきましては、主治医による診断書

をもとに判断していますが、管理監督者が行う

べき役割などについて学ぶメンタルヘルスマネ

ジメント実践研修会等にも積極的に出席して知

識の向上を図り、職員の職場復帰を円滑に行う

よう支援しているところであります。 

 特に、病気休暇が長期にわたる職員に対しま

しては、円滑な職場復帰と再発防止を目的とし

て、本人及び主治医と協議の上作成した復職プ

ランに沿って、まず試し出勤をおおむね４週間

程度実施して復職を判断することとしており、

この試し出勤による復職判断につきましては、

主治医による診断書だけではなく、仕事に対す

る意欲、注意力、集中力の回復状況や対人関係

能力の改善状況などを十分に見きわめて、適切
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に対応しているところであります。 

 また、本人の希望を尊重して、身体的負担を

考慮した職場配置を心がけております。 

 今後も、生活習慣病の予防はもちろんのこと、

メンタル的な体調不良に陥らないよう、所属課

係の職員同士が、一個人ではなく、チームとし

て業務が遂行できるように指導してまいります。 

○北方貞明議員  わかりました。 

 そしたら、最後のほうになりますけども、ち

なみに今現在、そういう心の病で長期休暇され

ているのは、おられるかおられんかは別として、

何人ぐらいおられるかな、おられたら教えてく

ださい。 

○総務課長（中谷大潤）  メンタルによる体調

不良や生活習慣病などの身体的体調不良を訴え

て長期の病気休暇や休職を申し出る職員も少な

からずいるところで、メンタル不良を理由に１

カ月以上休暇を取った職員は、平成27年度が４

人中３人、28年度が４人中２人、今年度は現在

のところ、３人中１人でございます。 

○北方貞明議員  こうして毎年何人かがそうい

う長期休暇をされておるわけですけども、今、

職員も大分、合併ができなかったから50人ほど

ですか、削減して仕事量が大変多いと思うんで

すよね。それは理解しますけども、その中でや

はり今こういうふうな一人でもこういう人が出

たら業務に差し支えるわけですから、もうこう

いうことは絶対ないように改善していってほし

いと思います。 

 要望ですけど、要望を言いますけども、職員

長時間労働により長期休暇、あるいは心の病を

侵された方々、こういう方が発生するには、今

さっきも言いましたように、業務の停滞があり、

そしてまた事業の遅れにつながっていきます。

ひいては市民サービスの低下となっていくわけ

です。だから職場ではやはり雰囲気づくり、そ

ういうことが明るい職場であるのが一番いいと

思っております。そして明るい職場こそが本当

に市民サービスの向上になっていきますから、

よい方向に改善していけるように要望しておき

ます。よろしくお願いします。 

 それでは、次に入ります。 

 先ほど一般論として、相続の関係者というふ

うな答弁でした。ということは、その登記人の

関係者というふうに判断してよろしいんですか。 

○総務課長（中谷大潤）  繰り返しになります

が、土地の登記名義人が死亡している場合とい

うことでしたので、そこは登記人が死亡されて

おれば、原則として法定相続人が所有権者とな

っていると思います。 

○北方貞明議員  所有者としての地権者、所有

者、どういうふうな区別をしたらいいんですか。

現在所有して売買は済んでおる、ただし名義が

変わっていない。それは、どちらのほうに権利

があるんですか。 

○総務課長（中谷大潤）  土地所有者に相続が

発生しても、登記がなければ、誰が土地を相続

したのかは正確に把握することは困難だと思い

ます。ただ、遺産分割ができていれば遺産分割

によって土地を相続した人が法定相続人になろ

うかと思います。 

 また、固定資産の課税台帳の上で所有者が死

亡した場合、本来であれば相続人が所有者名義

の変更を行い、課税台帳上の所有者も変更され

るわけですけども、何らかの事情で死亡者名義

のまま登記が変更されない場合に、現所有者納

税管理人届け出というのを提出いただいており

ますけども、これはあくまでも納税管理人を特

定することを目的としていることでありまして、

相続手続とは関係のない届け出であると理解し

ているところでございます。 

○北方貞明議員  だから、登記人の方々が、さ

っきも言ったように、死亡されておるんですよ

ね。そしてその家族の方々も死亡やら行方不明、

所在がつかめない。だけど、そこでは既に売買

は成立しておるんです。だから、もうはっきり
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言いますけども、これは今度の南の拠点の位置

に私の畑があります。それが名義が変わらない

から言っておるんですけども、私もこの質問に

対して個人的なものを、こういうところで質問

していいかなと迷ったんです。ただし、一般市

民の立場として聞いておるつもりでおります。

だから、50年前買ったというのは、ここにちゃ

んと50年前の資料があります。この中に、もう

その登記人は亡くなっています。子供さんたち

にも発送するように、こんだけの書類はもう既

に50年前に用意しておりました。ただし、一人

の所在がわからずに送れないから、いまだかつ

てこういう状況になっておるわけです。この中

には、文面を読んでみれば、もう50年前の資料

ですけども、この土地は誰々さんが買いました

ので、名義を変えるためにあなたの印鑑証明を

１通つけてこちらに送ってくださいというよう

な内容です。だから既にこれは司法書士が書い

た、これによりますと松原の司法書士池田さん

の名前が載っています。そういうふうにして、

既にこの人にも、私の物と僕は思っているんで

すけども、そういう形で役所の方々は私との交

渉に入っておられたはずですけども、それをま

た確認します。 

○企画政策課長（角野 毅）  まず、総務課長

が先ほど申しましたとおり、我々が土地の売買

の交渉を行う相手といたしましては、相続人ま

たは法定相続人の方と土地の売買についての交

渉は行っております。今、北方議員が御自分の

ことということでお話をされましたので、我々

のほうもお話をさせていただきますけれども、

この件に関しましては、既に現所有者としての

納税管理人としての届け出が20年以上前から行

われております。ですので、我々としても法的

な書類云々につきましては確認をしておりませ

んけれども、そのような状況の中で法的な手続

をとられると、当然その相続というものについ

ては地権者の移動というものは可能になるので

はないかというような想定はいたしております。

ただ、現時点におきまして、北方議員との土地

の売買交渉というものは行えない状況であると

いうことでございます。 

○北方貞明議員  わかりました。所有者として

は認めますか。権利じゃなくて所有者。 

○企画政策課長（角野 毅）  先ほども総務課

長のほうからも出ましたけれども、納税管理人

を特定することを目的とした現所有者、納税管

理人であることは我々としても認識をいたして

おります。 

○北方貞明議員  この開発に、開発同意の同意

書をお互い交わしましたよね、同意書。交わし

ていますよね、それを、ちょっとここに、交わ

していますよね。 

○企画政策課長（角野 毅）  現在、農地を使

用されておりましたので、同意書はいただいて

おります。 

○北方貞明議員  ということは、この同意書は

私の所有物と思って、こういうことを交わした、

もらえたと思うんですけれども。 

○企画政策課長（角野 毅）  今も申しました

とおり、現在あの土地を使用されているという

ことで同意書をいただいたところでございます。 

○北方貞明議員  この同意書に僕も捺印した。

私が権利を有する次の物件となっておるんです

けれども、それに同意しましたと。権利とうた

っていますけれど。 

○企画政策課長（角野 毅）  当初、北方議員

のほうが土地の所有者であるということでござ

いましたので、我々としてもそのような手続に

入りましたけれども、台帳上全ての資料を確認

させていただきましたところ、現所有者であり、

また納税管理人であるということを確認いたし

ておりますので、現在その土地を使われている

現使用者としての位置づけで、我々は北方議員

と、いわゆる売買に関する交渉は行っていない

ということでございます。 
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○北方貞明議員  行っていないと言いましたよ

ね。ことしの８月15日、課長と２人、家に見え

られました。そして、そのときに土地のことで

交渉をしましたよね。 

○企画政策課長（角野 毅）  土地の交渉はい

たしておりません。我々が出向きました趣旨に

つきましては、先ほども申しました現所有者と

して、納税管理人としてもう20年以上の経過を

しているということで、北方議員の意向があれ

ば法的な措置をとられて地権者としての位置づ

けをとられる方法もあるということをお伝えし

ました。その中で、北方議員から金銭の交渉の

お話がございましたので、そのことについては

現在その交渉をするべきではありませんので、

相手としていないのでということで、その交渉

は一切行っていないところでございます。 

○北方貞明議員  交渉は一切行っていないと今

言われましたけれども、その来られたときです

よ、おたくが言われたのは。僕の権利が移るよ

うに、登記できるように時効取得をしてくださ

いというふうに言われましたよね。 

○企画政策課長（角野 毅）  時効取得をする

権利があるということをお伝えしたところでご

ざいます。 

○北方貞明議員  そういう中で、時効取得をし

てくださいと、それで裁判をしてくださいと。

それからだということを言われましたけれど。

そして、裁判をして、その費用がかかっても、

あなたの取り前はありますよと言われました。

これは、もう既に交渉をしておるんですよ。 

○企画政策課長（角野 毅）  まず、裁判をし

てくださいというようなお願いはしておりませ

ん。土地について所有権を現所有者になるため

には、このような手続があるというお話をして

いるところでございます。 

 また、その金額については私のほうから申し

たものではございませんけれども、うちの同行

した職員が、現在の評価額としてはこの程度の

評価額でございますという話を、そのときには

土地の交渉ではなく、伝えているところだった

と私は認識しておりますし、その際に裁判の経

費というのはこの程度かかりますよというお話

をしているところでございまして、それを差し

引いたらプラスになるからやったほうがいいで

すよみたいな話は一切やっておりません。 

○北方貞明議員  私は今、絶対していません。

まだこっちには金額提示もされていません。し

たという言い方だったけれども、していません。

それで裁判費用というのも聞いていません。た

だし、それは残りますよと。おたくの主事とか

主査とか来ました、２人。だから、私は同じよ

うなどうかしてくださいと、来ました２人が。

あのねと。今言うたように、土地のあれも提示

されていないんだよと、聞いていないよと。そ

う言って、裁判の費用はかかっても残りますよ

と。これには俺も頭にきたんだ、というふうに

ちゃんと帰って伝えておきなさいと。こう言う

たから恐らくそれは、おたくには伝えておると

思うんですよね。聞いておるはずなんです。そ

の辺はどうですか。 

○企画政策課長（角野 毅）  土地の価格交渉

は一切しておりません。ただ、我々としまして

は、購入予定の全筆につきましては土地鑑定士

において単価の設定を行っております。ですの

で、当該地がどの程度の価格で売買の交渉を行

っているかということは、我々として手持ちと

しての資料は持っております。ただ、その値段

で売ってくださいとか、そのことをお願いしま

すといったような話は一切しておりません。逆

に金銭のことを言われたので、８月15日、お盆

の日、奥様のちょうど仏前でございましたので、

私はこのような場所で金銭の話はやめましょう

と。また、できませんよということで帰宅をし

ております。 

○北方貞明議員  だから、今言うたように、そ

ういうことで私が気を悪くして主査と主事が来
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たときに伝えて、それを聞いていますでしょう。 

○企画政策課長（角野 毅）  帰ってきたころ

はそのような話をしておりましたので、それは

北方議員の勘違いであろうということで私は捉

えております。 

○北方貞明議員  勘違いですというふうに、お

たくは言われました。そして、その後、副市長

も見えました。話の内容は、今僕が質問したよ

うな内容でした。そのときも文書をこうこう言

われて僕もちょっと気持ちが、気分が悪いんだ

というふうには話をしました。副市長からも誰

からも、市長も課長も聞いていませんか、僕が

こう言うたということを。 

○企画政策課長（角野 毅）  副市長が帰って

こられたときもそのような話をされましたので、

されているのは北方議員ですので、私はこうい

う経緯はございましたというお話を、先ほど申

したようなお話の経緯を副市長にも伝えており

ます。 

○北方貞明議員  私は、副市長が、おたくやら

市長にそういう伝達をされたかと、僕の気持ち

を。市長は聞きましたか、そのことを。市長、

聞きましたか、今のことを。副市長からの報告。 

○市長（尾脇雅弥）  細部にわたっての詳細は

聞いておりませんけれども、今お話ししたよう

な話があるということは聞いております。 

○北方貞明議員  先ほどから言いますように、

私は土地の金額というのはまだ一切の交渉はし

ておりません。だから、そういうことで、おた

くらは登記人のとか何か言われるけれども、私

の持ち物と思っていますから、これは。ここの

土地は。そういう形で同意書にもしておるんで

す。 

 ちょっと話は横に置きます。このことはまた

後で聞きますけれども、開発行為のこの同意書

は、私が交わしたのは正式なものと受け取って

よろしいんですか。 

○企画政策課長（角野 毅）  北方議員が自分

の現所有者としての手続が終了すれば、その書

類には当然、開発行為を提出する段階で公印を

ついて正式なものとなると考えております。 

○北方貞明議員  これはちょっと些細なことか

も知れませんけれども、この同意書には私は実

印を押しておるわけですよね。実印を押してく

ださいと書いてあるから。それで、なぜこの正

式なものか聞くかといいますと、先ほども村山

議員が言いましたように、いろいろ不備がある

こともさっきの契約書で言われましたけれども、

このことに関して市長の印鑑が押していないん

ですよね、これには。なぜなのかな。 

○企画政策課長（角野 毅）  今も申しました

けれども、開発行為の許認可を申請するための

手続でございますので、ここについてはまだ開

発行為の申請に至っていないエリアでございま

す。ですので、開発行為の申請、タイミングで

公印をついて正式な公文になると認識している

とお伝えしたところでございます。 

○北方貞明議員  そうしたら、もう一遍、８月

の時点に返ります。時効取得の裁判をしてくだ

さいと、これは間違いなく言われました。そし

て、その中で、この裁判が長引く、またはその

登記が遅くなったら金額は登記人へ行きますよ

と。これで私はキレたんです、正直言うて。登

記人と交渉しますよと言われたからキレたんで

す、僕は。それは家に来た３人に全部、言うて

います。それは伝わっておるはずだ。それを言

わなかったとなれば、僕には、誤解ですよ、そ

れは間違っていましたよと。８月から今日まで、

そのことで訂正があってもおかしくないと思う

んですが、なぜここまで長引いたんですか。 

○企画政策課長（角野 毅）  この期日までに

されなければ、これは現所有者にお金を支払う

とか、そういったことはあり得ないことでござ

いますので、そういうことは発言をしておりま

せん。 

 北方議員がおっしゃることは、要するにこの
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法的な手続をなされなければ現在の所有者は今

登記をされている所有者になりますということ

では発言をしておりますけれども、もし北方議

員が法的なことをされなければ、お金をそちら

に払いますよというような話は一切しておりま

せんし、そのようなことはできないことなので、

現実的にはないと。 

○北方貞明議員  おたくは今、違うと言いまし

たけれど、さっきもこれで私はキレたと言いま

したよね。だから、僕は言われたときにすぐに

自分でメモをしたんです、それは。ということ

は、言うた、言わんということになるから。本

来なら録音機、ボイスレコーダーがあれば一番

いいんでしょうけれど、そういうのを持ち合わ

せていないから。だけれど、法的なそういう根

拠はあるわけですよね、そういう開発をするた

めに現所有者である僕を差しおいて登記人のほ

うに交渉していくというのは。それは法的根拠

があるから言うわけですね。 

○企画政策課長（角野 毅）  先ほどから申し

ておりますけれども、土地に関しては、きちん

とした登記がございます。北方議員が言われま

す現所有者、納税管理人というものは、あくま

でも納税管理人を特定することを目的としたも

のであって、このものを受けて我々が用地交渉

を行ったり、土地の売買を行うことは違法にな

りますので、まずは確実に法的な登記をなされ

ている現所有者としての位置づけを確立されな

い限りは、我々としては交渉は一切できないと

いうことでございます。 

○北方貞明議員  先ほども言いましたように、

何遍も何遍も。これは50年前の書類ですと。こ

れで明らかに売買したというふうにして書いて

あるわけです。それを差し置いて、登記人のほ

うと今後される予定ですか。 

○企画政策課長（角野 毅）  そのような売買

契約といったようなものがあって、そして名義

が北方議員の名義になっているのであれば、

我々も当然、北方議員と調整をいたします。 

 北方議員が言ってらっしゃるその書類は、非

常に重要な書類だと思いますので、ぜひ北方議

員の名義にするために御活用いただけると、よ

り有利な証拠になると思いますので、その際に

は活用していただければと思います。 

 ただし、現段階で私どもが北方議員と用地交

渉、金銭の交渉、売買の交渉を行うことはない

ということでございます。 

○北方貞明議員  あのですよ、最初、前に返り

ますけど、私はこの土地に関しては、こういう

いわくつきの土地だからいいですかと、これも

見せたよな。見せましたよね。これを持ってい

って僕は話したんですから。 

 そしたら、いいですよと、そういうものは全

てこちらでやりますからということで、それで

はお願いしますと、これをちゃんと見とるんで

すよ。そうして言われたから。そして、今度は

登記人のほうにしますよと。それはちょっとど

うしても僕は解せんとですよね。 

○企画政策課長（角野 毅）  このような個人

的なことを議場の場で言うのはいかがなものか

と思いますけれども、議員自ら言われておりま

すので、お話をいたしますけれども。 

 まず、その書類は持ってこられましたけれど

も、我々はその中身を見せていただきましたけ

れども、そこで我々が確実に理解したものは、

北方議員が現在の所有者ではないと、名義、法

的な手続の中での地権者ではないということを

確認をさせていただきました。 

 その中で、北方議員の、例えば、そのことを

自分のものにするための裁判経費といったよう

なそういうものを含めて、我々が全て責任を持

って行いますということは話してはおりません

し、それは個人の資産形成に当たる部分ですの

で、当然、公的な部分の資金で行うことはでき

ません。 

 ただし、北方議員が現所有者の方と相談をし
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て、現所有者のもとに売買契約を行うための、

お知り合いということでございましたので、そ

ういうお話をしていただくために行っていただ

く旅費でございますとか、そういった部分につ

いては、我々のほうがきちんと準備をいたしま

すので負担をかけないようにいたしますよとい

うお話はしております。そこはきちっと区別を

してお話をさせていただいておりますので、現

在、その裁判経費を出してくれないことにいら

立っていらっしゃるという話を私は聞いており

ますけれども、そのようなことはないというこ

とでございます。 

○北方貞明議員  あの裁判費用とは僕は言って

いません。ただし、来た人が四、五十万ぐらい

かかるということは、向こう、おたくのほうか

ら言われました。それは間違いないと思うんで

すよ。僕はまず裁判費用とは言ってません。 

○企画政策課長（角野 毅）  裁判費用に関し

ては、我々もどのような手順でどのような経費

がかかるかというのは、当然お調べをして、お

話をするべきことだと考えておりますので、当

然、実際にどの程度の費用がかかって、どの程

度の期間がかかって、その手続が終了するもの

なのかというものは確認をして、北方議員のほ

うにお教えした経緯がございます。 

○北方貞明議員  そしたら、もうおたくのほう

では結論は出てますね。ということは、登記人

のほうと接触するというふうな結論が出とるん

ですね。 

○企画政策課長（角野 毅）  先ほどから何回

も申しておりますけれども、北方議員は、非常

に本来の現所有者、土地の所有権のある方にな

る資格をお持ちであろうということは認識をし

ております。ですので、北方議員は当然、売買

で購入したということも自分の中では書類とし

てあるんだということを言ってらっしゃいます

ので、その法的な手続をとっていただき、そし

てその名義が北方議員の名義になった折には、

北方議員と当然、売買の交渉について入らせて

いただくということになります。 

○北方貞明議員  この土地は、今度は私的なこ

とをちょっと言いますけども、これで終わりま

すが、私的なことをちょっと述べさせてくださ

い。 

 この土地を求めたのはですね、僕が求めるに

至ったのは、うちは家庭は出稼ぎ家庭だったん

ですよ。それで、そのときにうちのおやじが、

私たちが少しでも生活ができるようにといって、

その出稼ぎに行ったお金で土地を求めて、それ

で私たちは少なくともそこで生活し、命をつな

いだと、大げさになるかもしれませんが、した

わけです。だから、そこら辺はものすごく愛着

があるんですよ、僕らにしても。そういうのを、

余りにも簡単に登記人のほうと行きますよと言

われたら、気持ちを逆なでされたような気がし

て、ものすごく腹立たしいわけなんです。 

 あの当時は、今の土地からすれば、価値は下

落してますから。だけど、昭和の30年代は右肩

上がりの土地やったから、今のレベルでしたら

かなり高かったということは小さいときに聞い

ております。だから、そういうのを僕らが一生

懸命、そういうふうに親子で生活してきた土地

を、そういう簡単に僕の代で手放すのを、親に

対してすまんなという気持ちもあるんですよ。 

 だけど、皆さん方が、垂水市の策定に寄与す

るんだったら、お手伝いしますよってこういう

ふうに同意書もしとるわけです。決して、私は

この開発には反対はしておりません。協力はし

たいところはします。 

 だけど、今まだ僕は納得行かないから、当分

の間、この件に関しては考えさせていただきま

すということで、この質問を終わります。 

○議長（池山節夫）  次に、13番、篠原炳則議

員の質問を許可します。 

   ［篠原炳則議員登壇］ 

○篠原炮則議員  お疲れさまでございます。早
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速、質問に移らせていただきます。 

 先ほど、働き方改革という北方議員の質問が

ございましたけれども、働き方というのは、い

ろいろあろうかと思いますが、11月30日、先ほ

ど気がついたんですけれども、土地開発公社の

理事会がございました。現在、南の拠点事業の

工事が着々と進んでおりますが、今進んでいる

工事の予算の内訳、公社の部分、また一般会計

の土木の部分の内訳をお示しくださいとお願い

をしたはずでございます。まだ２週間たっても、

お返事がないわけですが、市長、お答えができ

たら、指導は、どういうふうに職員の指導はな

されているのかお答えいただきたいと思います。 

 それでは、以前からお願いしております漁礁

設置についてを質問をいたします。 

 市長は、就任以来、６次産業と観光振興を施

策のトップに挙げられ、特に水産業の６次産業

化の推進や観光振興のための修学旅行生による

漁業体験の充実など、水産振興における事業に

は御尽力されております。 

 しかしながら、漁業体験等を中心とする修学

旅行生の観光振興については、ここ近年は桜島

の警戒レベル４の引き上げや、昨年４月に発生

した熊本震災、また９月の台風16号の自然災害

により、修学旅行生の受け入れが減少している

とお聞きをしております。 

 また、水産業におきましても、「統計たるみ

ず」を見ますというと、年々右肩下がりで水産

業の水揚げ量が減少し、将来、深刻な状況にな

るのではと、大変危惧をしている次第でござい

ます。 

 本市の基幹産業である水産業、特に養殖業の

カンパチ養殖においては、生産量日本一でもあ

り、また、ブリ養殖においては、北米を中心に

生産量の約60％、金額にしますと40億円程度、

国外輸出しておるとお聞きしております。日本

有数の養殖産業が盛んな地域とも言われており

ますが、一方、養殖業以外の漁業、特に底引き

網を初めとする小規模漁業や、一本釣りを主と

している生計を営む漁業者は、近年の温暖化等

による異常気象や海水温度の上昇、それに伴う

水揚げ量の減少、また燃料の高騰による影響、

さらには高齢化や後継者問題などによりまして、

10年間で約100名の個人漁業者が廃止や廃業を

されたとも関係者からお聞きしております。今

後、このような状態が続きますと、一層廃止、

廃業に拍車がかかりまして個人漁業者が激減す

るのではないかと大変心配をしております。 

 市も漁業者、特に一本釣り漁の方々を支援す

る対策事業だと私は考えておりますが、昨年度

から実施されております漁礁の設置事業につき

まして、お尋ねをいたします。 

 この事業は、予算といたしまして100万円で

ございますが、事業の内容と事業の目的及び効

果、また漁礁設置場所、種類についての協議、

特に地元漁業者の意見が反映されているのか、

さらに、いつごろ設置されるのか、お尋ねをい

たします。 

 続きまして、垂水南中学校の閉校記念碑につ

いてお尋ねをいたします。 

 私も今回10月に同窓会があったり、卒業生の

皆さんに大変お叱りを受けているわけですけれ

ども、校門横に北側を向いて設置をされていま

すが、国道から見えるように設置できないかと、

多くの卒業生に、先ほど申し上げましたとおり、

お叱りを受けておりますので、お考えをお聞き

したいと思います。 

 次に、これは私も含めまして、地域の方々の

お願いでもございます、柊原小学校の海岸整備

でございます。 

 行政連絡会でもお願いがあったと思いますけ

れども、返事が来ないと、行政連絡会でただ言

ったばっかりで返事が来ないというようなこと

で、役所の仕事に、これはやっぱり働き方改革、

ゆっくりするのが働き方改革じゃないと思うん

ですよね。もっとこういうことにも取り組んで
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いただきたいと思います。 

 柊原海岸は全長約２キロ、その海岸で昔から

数々の行事が行われ、子供たちの遊びの場とな

っておりました。また、伝統行事「おろごめ」

や浜駅伝、ジョギング大会、砂像づくり、キャ

ンプ、朝夕のジョギング等の場所でもあります。 

 沖合にテトラ工事がなされた後、浜の幅が狭

くなったところや広くなったところもあります

けれども、現在でも四季折々に行事や活動が続

けられております。 

 その浜が、海岸線は年２回の浜掃除できれい

になっておりますけれども、どうしてもこの、

人力ではできないところが柊原小学校の浜、海

岸でございます。約250メートルほどでござい

ますけれども、どうかこの場所を、重機を投入

していただいて、整備していただきたいと、多

くの学校関係者、また地域の方々からお願いが

あるようでございます。 

 また、環境が整えられるというと、現状、浜

に上がってきた亀が産卵場所を探しても場所が

なくて、とぼとぼ海に引き返しているとお聞き

しております。そのウミガメの産卵場所にもな

りますので、どうかこの場所を整備していただ

き、子供たちがのびのび遊び、行事ができるよ

う整備していただけるよう、くれぐれもお願い

しますという言葉をいただきましたので、市長、

よろしくお願いをいたします。 

 それと、次に土捨て場でございますけれども、

これも前、委員会でお願いしたんですけれども、

お返事がありませんので、お返事があれば、わ

ざわざ一般質問で質問する時間はいただかなく

ても済むわけですけれども、また、質問をさせ

ていただきます。 

 以前の一般質問における答弁で、土捨て場は

山に返すと答弁だったわけですけれども、返す

なら返すなりに今後の計画を作成すべきではな

いかと、お尋ねをいたします。よろしくお願い

をいたします。 

 それでは、最後になりますけれども、交流人

口につながる交流施設、交流事業を展開されて

いるが、どのように検証をされているか、お尋

ねをいたします。 

 まず、市長が公約といたしまして、「元気な

垂水づくり！１.経済・２.安心・３.未来から

なる３つの挑戦！」を挙げ、特に経済への挑戦

として、交流人口の増加に御尽力をされておら

れます。 

 この政策実現のため、交流施設として位置づ

けられている道の駅たるみず、森の駅たるみず

が、これまでどのような交流事業が展開され、

どのような検証が行われたか、お聞かせいただ

きたいと思います。 

 また、未来への挑戦という公約のもと、ス

ポーツ振興策といたしまして、このたび、たる

みずスポーツランドが10月１日にオープンをい

たしました。垂水中央運動公園の各施設は、市

民の健康増進、交流人口の増加を図るための建

設改修であろうかと思いますが、今後の事業展

開についてお尋ねをいたしまして、１回目の質

問を終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  篠原議員のほうから、資

料の提出ということでお話がありました。指示、

命令系統のお話であろうかというふうに思いま

す。 

 資料等に関しては、出せるもの、出せないも

の等はあることは御理解をいただけると思いま

すけれども、出せるものはできるだけ速やかに

提出をしなきゃいかんというふうに思っており

ます。 

 また、その相談受けに関しても、私の知りう

る範囲内で、例えばこういう公の場とか、こう

やりますということに関しては、しっかりと責

任を持って対応していかなきゃいけないという

ふうに思っております。できるだけ、以前も御

指摘がありましたので、そういったものに関し

ては、しっかりと、その後どうなったのかとい
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うところも含めて、しっかりと対応するように

という話はしておりますけれども、足らざると

ころがあれば、また改善をして、しっかりと対

応するようにしていきたいというふうに思いま

す。 

○水産商工観光課長（森山博之）  篠原議員の

御質問にお答えをいたします。 

 漁礁設置事業であります広域漁業整備事業は、

議員御指摘のとおり、昨年度から実施をいたし

ております。本事業の負担率は、国が10分の５、

県が10分の４の補助があり、市の負担は１割と、

大変有利な事業でございます。 

 本年度の全体事業費は、1,000万円を予定を

しており、市の負担は、１割の100万円を予算

化いたしております。 

 事業の目的及び効果につきましては、漁礁設

置等による広域的な漁場の整備を行い、水産資

源の維持、増大と、漁業経営の安定化を図るこ

とを目的としております。また、その効果につ

きましては、漁礁を設置することにより、海底

部の海流が上昇し、光合成を行う植物性プラン

クトンが海面付近で発生をいたします。これを

捕食する動物性プランクトンが増え、その食物

連鎖により魚が増え、新たな漁場が形成をされ

ることにより、水揚げ量が増加し、漁業者の所

得向上並びに経営の安定が図られるものと考え

ております。 

 次に、漁礁の設置場所及び石種類の協議、特

に地元漁業者の意見が反映されているかにつき

ましては、垂水市漁協が地元漁業者から漁礁設

置に関する要望を募り、希望があれば、地元漁

業者と協議の上、両者が最適と思われる漁場に

漁礁を設置することとしております。 

 さらに、漁礁の種類につきましては、以前設

置をした漁礁と比較し、集魚効果や水揚げ量の

実績の高い漁礁を、地元漁業者と漁協が協議し、

選定をしております。 

 なお、最終決定は、県が委託をしております

設置委員会が行いますが、これまでの事例では、

地元の要望に沿って設定場所に漁礁が設置され

ております。 

 なお、今回、地元の漁業者及び漁協より要望

がありました漁礁は、縦6.7メートル、横6.7

メートル、高さ3.5メートルのシェルナース3.5

型と呼ばれる漁礁２基と、縦3.6メートル、横

3.2メートル、高さ２メートルのセルブロック

と呼ばれる漁礁６基を、柊原地区沖、水深約43

メートルに設置する予定でございます。 

 最後に、設置につきましては、昨年度、牛根

境沖に設置した時期が年度末でありましたこと

から、県に対しまして、今年度は早期着工がで

きないか要望をいたしましたが、発注時期につ

きましては、製作等の工程により、昨年と同時

期になる見込みであるとの回答をいただいてお

ります。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（池松 烈）  篠原議員の、垂

水南中学校の閉校記念碑につきまして、お答え

いたします。 

 これまでの経過を大まかに報告させていただ

きます。 

 平成26年４月に、株式会社財宝さんからの進

出計画提出の後、垂水南中学校跡地利用計画に

係る住民説明会、新城地区、柊原地区及び南中

学校閉校記念事業実行委員会から、記念碑移設

に関する意向、要望が上げられていたところで

ございます。 

 平成27年に入りましてからも、閉校記念実行

委員長をはじめ、柊原地区行政連絡会、県外か

らの帰省者からの再設置に関する要望があり、

平成27年10月６日付、その当時の教育長名で、

株式会社財宝代表取締役社長宛てに、再設置に

係る要望を文書にてお願いをしているところで

ございます。 

 内容的には、設置場所を敷地入り口北側へ、

配置イメージ図は別添イメージ図のとおり、工
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場新設時に駐車場を整備される際は、記念碑来

訪者が利用させていただけるような配慮をして

いただきたいなど、６点のお願いがなされてお

ります。 

 その後、平成28年３月末時点での再設置確認

後、現在に至っているところでございます。 

 自分の巣立った中学校があった場所を大切に

思い、そして、そこでさまざまな思いを浮かべ

るなどの母校愛は、皆さん同じであると考えま

す。しかしながら、現状の記念碑の向き等を考

えますと、民地への立ち入り等が頭に浮かび、

足を踏み入れられることに戸惑い、ちゅうちょ

なされるお気持ちもあられるのではないかと思

います。 

 そこで、議員御意見を参考にしながら、卒業

生や閉校記念実行委員長の意見を聞いてみたい

と思います。 

 以上でございます。 

○土木課長（宮迫章二）  ３番目の、柊原小学

校前の海岸整備についてお答えいたします。 

 御質問の柊原小学校前海岸の草木でございま

すが、全長が約250メートル、幅が約20メート

ルあるようでございます。ここの海岸部分は、

海岸保全区域の垂水地区海岸として、県の管理

となっておりますので、大隅地域振興局へ問い

合わせましたところ、草木があることで周辺家

屋や国道220号への砂の飛散防止になっている

こと、防災対策上問題がないことなどにより、

県での除去対応は難しいとのことでございまし

た。 

 しかしながら、環境や景観面での問題がある

ことから、地域の子供たちが砂浜での遊びで触

れ合える場や、特に伝統行事であるおろごめを

この場で行いたいとの計画も要望の中にあるよ

うでございますので、市としましても、地域か

らの強い要望があることを伝えましたところ、

地域の皆様方がボランティアで実施されるので

あれば、県が支援するみんなの水辺サポート推

進事業で、海岸の除草作業も対象になるとのこ

とでありますので、活用していただければいい

のではないかと思います。 

 この事業では、県管理の河川や海岸が対象で

あり、100メートル以上、年１回以上の美化活

動をしていただき、年間上限３万円で、混合油、

軍手、草刈り機の替え刃、鎌、飲み物代や重機、

運搬車両のリース料、収集した草木等の処分手

数料が対象で、補助金とは別に、ボランティア

保険料も助成していただけるようでございます

ので、活用していただければいいと思います。 

 現在、この事業では、水之上地区の本城川と

か市木地区の河崎川も堤防の除草作業を実施さ

れて、積極的に活用されておりますので、ぜひ

活用していただければいいと思います。 

 次に、４番目の土捨て場の今後の整備につい

てでございますが、議員御指摘のとおり、年間

計画を作成し、年次的に実施すべきではないか

との御質問でございますが、残土処分場がほぼ

満杯になっておりますので、残土処分場の土砂

が流出しないように、平成26年度に幹線となる

排水路の敷設工事を実施いたしました。 

 計画といたしましては、北側の排水路敷設と、

場内の調整池を整備する計画としておりますが、

少しでも計画どおりの実施ができるように、関

係課とも協議してまいりたいと考えております。 

○水産商工観光課長（森山博之）  交流施設、

交流事業の検証についての御質問にお答えをい

たします。 

 道の駅たるみずは、道路を利用する方々に良

好な休息の場を提供するとともに、垂水市の地

域情報の発信、地域の特産品の展示及び販売等

により地域振興を図り、また地域間の交流促進

による観光振興を行うことにより、地域の活性

化を促し、あわせて市民の健康増進と福利厚生

を図ることを目的に、平成17年４月に開設した

施設でございます。平成23年10月からは指定管

理者制度を導入し、指定管理者による管理運営
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を行っております。 

 利用者数につきましては、平成27年度、平成

28年度におきましては、自然災害を起因とした

利用者の減少があったものの、年間平均約75万

5,000人の交流人口があり、中心的役割を果た

しているものと考えております。 

 検証につきましては、現在、全国にあります

道の駅、1,134カ所でございますが、旅行サイ

トや雑誌で上位にランクされた実績や、創業祭、

子供夏祭り、収穫祭、さらにはグラウンドゴル

フ大会など開催し、地域と密着した取り組みも

なされておりますことから、設置目的を十分達

成しているものと考えております。 

 また、垂水市猿ヶ城渓谷森の駅たるみず及び

垂水市猿ヶ城活性化施設につきましては、これ

まで生じておりました約300万円の赤字解消に

向けて、公募の結果、平成28年度より株式会社

財宝と管理運営に関する協定書を締結し、指定

管理を行っております。 

 平成28年度は、指定管理者の選べるめん流し、

マス釣りなど、さまざまな取り組みや、近隣民

間施設との連携により、猿ヶ城全体の交流人口

は、平成27年度に比べ、約2.5倍に増加してお

ります。 

 また、昨年度９月に発生いたしました台風16

号の影響により、周辺施設が大きな被害を受け

たにもかかわらず、森の駅自体の来館者数及び

宿泊者数は約５万人と、前年の約2.3倍の実績

であるとの報告を受けております。 

 平成29年度におきましても、来館者及び宿泊

者数ともに、前年度を上回る実績となる見込み

であるとの報告もいただいております。 

 このようなことから、民間の経営能力や創意

工夫を行い、利用者に対するよりよいサービス

の提供が行われているのではないかと考えてお

ります。加えまして、地域情報の発信並びにス

ポーツ合宿等の活動拠点としての役割も果たし

ているところでございます。 

 今後とも、検証につきましては、指定管理期

間３年を経過する時点におきまして、協定書に

基づき、管理運営や維持管理、さらには来館者

数や宿泊者数等の実績などの状況を総合的に判

断してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  篠原議員の御質

問にお答えいたします。 

 まず、垂水中央運動公園内各施設の改修状況

等についてでございますが、旧陸上競技場を多

目的利用型施設へとリニューアルいたしました。

たるみずスポーツランドの整備をこのたび完了

し、また昨年度、平成28年度においては、庭球

場のテニスコートの整備も行いました。 

 現在においては、市体育館を国体への対応も

含め、安心安全な施設として、また施設の機能

と魅力を高めるため、耐震化や外壁改修、その

他、照明、床、会議室等の改修を計画している

ところでございます。 

 これらの施設の改修や整備に当たっての基本

的な考えといたしましては、平成25年度におい

て御審議いただいた、同公園のあり方検討委員

会におきまして、少子高齢化などの時代の変化

や建設当時とは異なるスポーツ利用状況の変化

への対応が、今後の施設整備に求められるとと

もに、スポーツ大会等の誘致の検討として、市

の活性化を図る上からも、さらにスポーツ合宿

等の交流人口を増やすことにより、経済効果を

図ることが求められているとの提言をいただい

たところでございまして、それに沿った改修や

運営に努めているところでございます。 

 篠原議員御質問の交流人口増による検証につ

きまして、各施設の整備後の利用状況等により、

説明させていただきます。 

 まず、たるみずスポーツランドにつきまして

は、10月１日オープン以降の利用状況を見てみ

ますと、これまで御利用いただいていた大会は

もちろんのこと、新たに球蹴男児アンダー16
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リーグ、アンダー15サッカー九州ユース県代表

決定戦、シニアサッカー大会、全日本少年サッ

カー大会県予選と、昨年まで垂水市で開催され

ていなかった大規模な大会が開催されました。 

 また、ソフトボール競技においては、新たに

肝属地区少年ソフトボール大会が開催され、約

30チーム、選手関係者を含めて約500人が参加

されました。関係者からは、ソフトボールの試

合場が８面とれるようになったので、このよう

な大会ができたとか、市外の方からも、広くて

使いやすいとの声をいただきました。 

 これらのサッカーやソフトボール競技の10月

以降の新しい大会分だけでも、利用者は約

3,000人増えております。 

 また、グラウンドゴルフ競技においても、10

月４日にオープニングイベント関連事業として

実施いたしました第１回垂水グラウンドゴルフ

大会の際にも、参加者からよい施設ができたと

か、これで特別ルールを設けることなく、大き

な大会が垂水市で開催できるなどの声をいただ

いたところでございます。 

 また、12月１日には早速、第33回大隅ミート

杯垂水市グラウンドゴルフ協会大会が開催され、

59チーム295人の方に御利用いただきました。 

 今後、たるみずスポーツランドの予約状況を

見てみますと、垂水アンダーテンサッカー大会、

垂水水協ソフトボール大会、県アンダー13サッ

カー大会、九州女子トレセンサッカー大会と、

新たな大会も含めまして、年明けからも大きな

大会が開催される予定でございますので、さら

に交流人口の増加が見込まれております。 

 次に、庭球場につきましても、整備後のテニ

スコートは、関係者より非常に状態がよいとの

声をいただいております。また、鹿児島市の東

開コートが、かごしま国体に向けた改修工事が

始まり使えないこともあり、ソフトテニスの大

会が垂水の庭球場で新たに開催される予定でご

ざいます。 

 この12月には４日間の日程で、南九州中学校

選抜ソフトテニス大会男子の部が、ここ垂水市

で初めて試合会場となり、男子と女子の部を合

わせて、延べ利用者が1,300人と予想されてお

り、今後もソフト競技においても、交流人口が

増加する見込みでございます。 

 このように、利用者が増加した要因として、

施設の魅力が高まったことや、スポーツ団体と

誘致実行委員会や、水産商工観光課をはじめと

する垂水市側のスポーツ合宿の受け入れ体制が

整っていること、そして、これまでの誘致活動

の成果が出てきたこと、また市内のスポーツ競

技団体や観光施設等との連携が効果を出してき

たものと考えております。 

 また、垂水中央運動公園の改修整備を市民の

健康づくりや憩いの場として、さらにはスポー

ツ振興の場として、役割をさらに高めておりま

す。 

 今後も利用促進につきましては、水産商工観

光課をはじめとする関係各課や民間と連携を図

りながら、交流人口の増加や人事交流の拡大、

そして地域及び経済の活性化につながるように

努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（池山節夫）  ここで暫時休憩します。

次は、13時15分から再開いたします。 

     午後０時２分休憩 

 

     午後１時15分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 13番、篠原炳則議員の質問を許可します。 

○篠原炮則議員  ２回目ですけれども、その前

ですので、企画課長も市長の言うことは早速聞

いていただきまして、ありがとうございます。

私の言うことを聞かないで、どうも。 

 漁礁設置についてでございますけれども、漁

業者や漁協の意見を聞き、漁業者が必要とする、



－134－ 

漁協が必要とする場所に設置されることは非常

によいことだと思っております。 

 私はかねてより、市民の意見、市民の要望を

聞きながら、市民のために働く、これが本当の

行政、市職員の役目だと思っております。 

 今後も、事業の実施に当たっては、漁業者や

漁協の意見を聞きながら進めてもらいまして、

少しでも漁業者の所得向上や経営の安定化に努

めていただきたいと思います。 

 最後に要望ですけれども、農業者関係につい

ては就労支援に関する補助金ができていると思

いますけれども、水産業については支援がない

ようでございます。本市は養殖業が盛んであり、

会社形態、法人が多いかと思いますが、なかな

か厳しいかもわかりませんけれども、一本釣り

に関しては個人的なものでありまして、支援が

できるのではないでしょうか。 

 支援としては、漁船の購入の一部支援、漁具

の購入の一部支援、さらには後継者育成等を実

施しているところもあるようでございますので、

先進地をよく参考にしていただき、漁業者の

方々にも就労的な支援ができるよう、施策を考

えていただきたいと思います。 

 ぜひ頑張っていただきたいと思います。これ

は要望ですけれども、要望は終わりじゃござい

ませんで、また二、三カ月後にはお答えをいた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、南中の閉校記念碑でございます

けれども、教育委員会の総務課長が答弁なさっ

たわけですけれども、私的には、もう教育委員

会じゃないのじゃなかろうかと思うんですけれ

ども、教育委員会になった経緯を誰か教えてい

ただければ。もう教育委員会からは手が離れて

いるんじゃないかと、私的には思っております。

いや、教育委員会だといえば、それでいいです

ので。 

○副市長（長濱重光）  26年の６月19日であっ

たと思いますけれども、南中跡地を市のほうか

ら株式会社財宝さんのほうに売買契約をして譲

り渡したわけですけれども、そのときにまず思

いましたのは、私も南中の卒業生ですけれども、

あの記念碑がどうなるんだろうかということを

真っ先に心配をいたしました。それが教育委員

会の教育長としての立場でございました。 

 その後、閉校の実行委員会の皆様も御心配を

されて、当時の教育委員会の教育総務課長のほ

うにおいでになって、どうなるんでしょうかと

いうことで、問い合わせがあったのを記憶いた

しております。 

 そのときも、私自身も、あの土地が行政財産

から普通財産に変わっておりましたので、教育

委員会で担うべきなのか、それは自問自答した

ことは確かでございます。 

 しかしながら、あそこが南中学校の卒業生に

とりましては、やはり母校でありますし、そし

てまた卒業生の皆様方の思いというものが、非

常に強いものがございます。 

 そういうことを考えますと、やはりあの時点

では、教育委員会で担って、また教育的観点か

らも、当然、実行委員会の皆様方や卒業生の皆

さんの御期待に添えるのが役割ではないかなと

いうことで対応をさせていただきました。 

 今後のことにつきましては、今、篠原議員か

らもそのようなお考えもございますので、そう

いったことも含めて、また担当課等もどこにす

るのか、このまま教育委員会でいいのか、また

検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○篠原炮則議員  今、副市長のお考えをお聞き

しました。 

 先ほど申し上げましたとおり、私的には、も

う教育委員会から離れているんじゃなかろうか

と考えておりますけれども、結論を言いますと、

どこがしても卒業生にとってはいいわけですよ。

ぜひ、閉校記念碑については、前向きに対応し
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ていただきたいと思います。 

 幸か不幸か、議場に南中卒業生が五、六人い

らっしゃるようですので、南中の卒業生の方に、

この閉校記念碑はこのままでいいのか、どうす

ればいいのか、かねがね関心があると思います

ので、お考えがあれば教えていただきたいと思

います。 

○総務課長（中谷大潤）  私も南中の卒業生と

いうことで、実はことし還暦でございまして、

先月10月25日に、南中の還暦同窓会をしたとこ

ろでございます。 

 そのことにつきまして、ここにいる土木課長

も私と同級生ということで、一緒に実行委員会

つくって、同窓会いろいろしたところですけど

も、まずやはり、南中の跡地というのは、我々

も地元に残る人間として非常に気になって、市

外、それから県外から帰ってくる同級生も、多

分気になるだろうということで、10月25日の１

カ月前に記念碑を見に行きました。 

 というのも、やはりせっかく気になって跡地

を見に行く同窓生がいたら、やっぱりきれいに

すべきじゃないかという意見があったので、見

に行ったわけです。 

 そしたら、きれいに草が払ってあって、ちょ

っとびっくりしたところでございまして、ただ

それが、１週間、10日ぐらい経っていたのか、

ちょっとやっぱり気になる箇所も、やっぱりも

う１回直前にやっぱりせにゃいかんよなという

ことを実行委員会で話をしたところです。そこ

で、１週間前にまた見に行ったら、またそれよ

りきれいになっておりまして、財宝さんがちゃ

んと維持管理してくれているんだなということ

で御礼の電話だけはしたところでございました。 

 そこで、同窓会のときに私の市外、県外から

の友達に会い、南中跡の話をして、それから一

応気になる人は記念碑があるので見に行ったら

どうですかということも話をしました。そした

ら、もう既にやはりもう気になって見に行った

同窓生もおって、いいのを建ててもらったなと

いう、私につきましてはそういう意見がありま

して、我々も、私も何回か見ているんですけど

も、売却した当初はなかなか建ててもらえずに、

イライラというか、個人的にいろいろ思うこと

もあったんですけども、最近はきれいに建立さ

れているようで感謝しているところでしたが、

私の同級生もいい具合に建てていただいている

なということを言っていたようでございますの

で、同窓生としても非常にうれしいことである

と思っております。 

○篠原炮則議員  全員の卒業生にお聞きしたい

わけですけれども、時間が足りませんので総務

課長が代表でしていただいたということにした

いと思います。 

 卒業生の来る方の御意見を聞けば、今現在の

設置してある場所に人様のお屋敷に入らないか

んわけですよね。それがなかなか苦痛であると

いうようなことで、ぜひ表を向けられないかと

か、あそこの場所がちょっとだめならば、西側

の角はどうかとか。いろんな御意見を聞いてお

ります。そこら辺で執行部といたしまして、移

転した場合とか、向きを変えた場合とか、それ

相当の予算が必要と思いますけれども、そんな

見積りなんかはされたことはないのか、お聞き

いたします。 

○教育総務課長（池松 烈）  当時の経緯から

言いますと、財宝さんのほうで実施をしていた

だいたということで、うちのほうでは見積もり

をとった経緯はないようでございます。 

○篠原炮則議員  ぜひ会社側に負担をかけるの

も厚意で設置していただいたということでござ

いますけれども、もし今後そういう移転とか向

きを変えるとか、やっぱり市のほうで予算化し

てこうしてしますから協力していただけません

かというお願いをするべきじゃなかろうかと思

っております。 

 もし、そういうことが実現するようであれば、
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その記念碑の後ろに市の木とか市の花を植える

ような計画をしていただきたいと思っておりま

す。 

 これはこれで終わります。市長、よろしくお

願いいたします。 

○議長（池山節夫）  市長、答弁はいいですか。

はい。 

○篠原炮則議員  それから、柊原小学校の前の

海岸の整備でございますけれども、先ほど課長

のほうから答弁がございましたけれども、県の

ほうである程度助成してやってくださいません

かということで、これ私、想定内でございまし

て、市で何か協力できないかということでござ

います。よろしくお願いします。 

○議長（池山節夫）  答弁が要りますね。 

○篠原炮則議員  はい。 

○土木課長（宮迫章二）  市のほうで協力をと

いうことだと思うんですが、私も現場を確認し

ているわけなんですけど、大分、250メーター

間は茂ってあるようであります。それから、50

メーターぐらい南に行けば、まだかねて管理を

されているのか、そこまでまだ高くないようで

すので、そこについてはある程度できるのでは

ないかというように思っております。 

 しかし、全て市のほうでということはちょっ

となかなか厳しいところもございますので、や

はり地元で作業すれば、ある程度の協力はでき

るのではないかというように考えております。 

○篠原炮則議員  このことについて市長、お尋

ねしますけれども、かねがね青少年育成に結構

言葉が出るわけですけれども、そういう観点か

らもぜひあの浜をきれいにしていただいて、青

少年の活動の場にしていただきたいと思うわけ

ですけれども、市長のお考えをお聞きしたいと

思います。 

○市長（尾脇雅弥）  私も地元でございますし、

現場の状況はよく理解をしております。 

 先ほど土木課長のほうでほかの事例を申し上

げてこういう形でやっておられますというお話

がありました。 

 ただ、地元の皆さんだけで難しいという状況

もあるんだというふうにも理解をしております

ので、どっちかだけということではなくて話し

合いをしながら、協力しながら条件が整えばき

れいにしていくというのは十分検討できること

だというふうに思っております。 

○篠原炮則議員  ぜひふるさと納税などを有効

に使っていただいて、これはもう市長、政治判

断だと思うんです。だから、市長のやる気、や

れというような判断、それと土木課長が先ほど

答弁されましたけれども、これも県がこう言っ

たからじゃなくて、かねがね県とのパイプがあ

ると言われるわけですから、パイプを有効に使

って前向きに進めるようにしていただきたいと

思います。 

 時間もないですけれども、こういうこの海岸

でいろいろな行事がされておりますけれども、

ちょっと紹介させていただきます。 

 学校行事では６月に海岸清掃とか、浜辺を利

用したサンドクラフト制作、７月には魚釣り大

会、また漁船の乗船体験、それから12月には小

学校の1,600メートルから2,000メートルの持久

走大会があるようでございます。また、３月に

はお別れ遠足をかねたカレーづくりとか、砂浜

で遊んで行事があるようでございます。 

 また、育成会の行事といたしましては、毎年

１月２日に新年の健康を祝う行事として柊原海

岸を走る小学校親子海浜駅伝が現在でも40数年

続いておるのは御存じのとおりでございます。

現在では、小学校の児童数が少なくなりまして、

振興会チームとか消防団チーム、中学生チーム、

高校青年チームなど、多くのチームが結成され

て実施されております。また、この浜歩き、こ

の駅伝が済んだ後、城山学園の生徒さんとか老

人クラブさんとか一緒になって浜歩きがなされ

ております。 
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 また、おろごめも四百四、五十年前から行わ

れているようでございます。また海遊び、これ

も親父の会なんかが中心となってやっているよ

うでございます。 

 こういうふうに小学校の下がきれいに復活さ

せていただいたら柊原の人だけじゃなくて市内

外の方々が遊ぶような広いスペースがあるんじ

ゃなかろうかと考えておりますので、市長、ひ

とつよろしくお願いをいたします。これは終わ

ります。 

 次に、土捨て場についてでございますけれど

も、現在は仮置き場状態であるわけですよね。

もう大体、捨て場、捨て土、そのスペースはも

うなくなったんじゃなかろうかと。ただ、行政

の勝手で、ただシラスを仮置きしてあって、あ

れは何すっとよっち言えば、南の拠点に持って

行くんだとそういう感じで土捨て場を、ちょっ

と産業委員会でもお願いしているわけですから、

いついつどうして山に返すとか、いや、転用が

できるようになりましたとか、そういうのがあ

れば別に質問をせんでいいわけですが、この仮

置き場状態が今後どうされる気かお尋ねいたし

ます。 

○土木課長（宮迫章二）  今、議員の言われま

すように残土処分場はもう少しで満杯になるわ

けなんですが、今のところは、例えば上野台地

の草刈りをするとか、各振興会の草刈り、学校

関係の草刈りをしたときに今仮置きをして、最

終的には処分をするようにしているわけですけ

ど、それとか、今現在は大型ダンプが土砂を運

搬しているところでございますが、今現在は急

傾斜事業の工事の土砂を仮置きしまして、南の

拠点で盛土材として再利用するために運搬をし

ているところでございます。 

 １回目でもお答えをしましたが、あとは残土

処分場の最終としましては、今幹線の配水は整

備してありますので、下側の配水とか、あとは

調整池をつくって植林をした上で山に返すとい

うふうになっています。 

○篠原炮則議員  ということは、まだ計画はで

きていないということですね。 

○土木課長（宮迫章二）  今の計画の中では、

計画はある程度つくっております。ただあとも

う少し高さが東側のほうに盛って行くというこ

とになりますので、それを見ていただいて計画

の高さにきた段階で調整池をつくって排水路の

整備をしたいと考えております。 

○篠原炮則議員  山に返すなら山に返すなりの

計画を作成すべきだと考えるわけですけれども、

今現在、クロガネモチ、それからツツジが一部

植えてあります。それも管理が全くできていな

いんで、草が巻きついている状態でございます。

そういう感じの現在でございますけれども、そ

れを山に返して管理ができるかと私は思うんで

す。何かいい方法はないかと。山に返せば、前

も言ったかと思うんですが、鳥獣害の繁殖地に

なるだけで、いいことはないなと自分は考えて

おりますんで、御検討をよろしくお願いいたし

ます。 

 私、この土捨て場に関しては開設当時から用

地交渉とか携わっておりまして、面積が３万

6,440平米、山の登記面積はこんだけですけれ

ども、実績面積はまだ広いと思うんです。山の

場合。それで地権者が33人でありました。大体、

自分の周辺の方でございましたんで、用地交渉

もお手伝いしたわけですけれども、そういう中

でこういう地権者の魂が入ったこの土地であり

ますので、やっぱり大事に計画を立てて使って

いただきたいと思います。 

 土捨て場については、これで終わります。 

 最後になりますけれども、交流人口の検証に

ついてお答えをいただきましたけれども、運動

公園をはじめ、道の駅、いい方向で検証されて

いるようでございまして、何かデメリットは全

然ないように聞こえたわけですけれども、まず

簡単に、もう時間がございませんので、丁寧に
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簡単に御答弁していただきたいと思います。 

 稼働状況とか経営状況、こんなのはどういう

視点から検証されたのかお尋ねいたします。 

○水産商工観光課長（森山博之）  稼働状況と

いうことでございますが、道の駅たるみずにつ

きましては、ほぼ年中無休で稼働しております。

その稼働状況という、１年間にどれぐらい稼働

したかというようなことにつきましては、なか

なか今、現在ここで細かい数字は持っておりま

せんが、基本的には年中無休で稼働しておると

いうふうなことで御理解をいただければと思い

ます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  中央運動公園の

稼働状況につきましては、年末年始を除いては

開館しております、休館日を除いてということ

で御理解いただきたいと思います。 

○篠原炮則議員  次に、スポーツ合宿などによ

り森の駅と運動公園の連携は、感じたところう

まくいっているように思えるわけですけれども、

道の駅と運動公園はどういう感じなのか、検証

されたことがあるのか、お尋ねいたします。 

○水産商工観光課長（森山博之）  運動公園と

道の駅たるみずの関係でございますが、御承知

のとおり道の駅たるみずには宿泊施設がござい

ません。そうしたことから、運動公園利用者が

道の駅たるみずで昼食あるいは夕食をとること

があろうかとは思いますが、実際のところ、そ

の辺の因果関係につきましては、申しわけござ

いません、把握をし切れておりませんので、こ

の程度の御答弁で御理解いただければと思いま

す。 

○篠原炮則議員  観光課長が一人でもう十分な

感じでございますけれども、企業の経営につい

ては、それぞれの企業のノウハウ、経営感覚が

存在すると言われますが、これまで経営体の違

う企業が指定管理者になっていた道の駅と森の

駅は、本市の交流人口増のために北の拠点、中

央の拠点、点を線でつなぐ経営の交流、実践、

普通にいえばしっかりとお互いが協議し納得の

上で一緒にやってきていかなきゃならないと思

いますけれども、自分の我がとこばっかりとい

うようなことはなかったのか、お尋ねいたしま

す。 

○水産商工観光課長（森山博之）  御承知のと

おり道の駅たるみず並びに森の駅たるみずにつ

きましては、水産商工観光課で所管をいたして

おります。今度新たに建設予定であります南の

拠点、３つの施設につきましては、当然、これ

まで２つでありました施設が３つになるわけで

ございますので、当然緊密な連携を図っていき、

さらなる交流人口の増加を目指していかなけれ

ばいけないというふうに強く考えているところ

でございます。 

○篠原炮則議員  今回、議案が可決されれば、

北の拠点、中央の拠点の指定管理者が同一経営

体になり、３つ目の南の拠点とトライアングル

が完成するわけですけれども、交流人口増のた

めにこれまでの検証からこれからの15年の南の

拠点、方向性が合致していくか、３つがいい方

向を持って行政と市民が、そして本市への来訪

者が納得ができ期待できるものになっていくか

と思っております。絵に描いた餅にならないよ

うにを願っているわけですけれども、課長のお

考えをお聞かせください。 

○企画政策課長（角野 毅）  連携につきまし

てはこれまでもいろいろ協議を行ってきており

ます。また、今回新たに指定管理の議案が出て

いるようでございます。今後、お互いそれぞれ

が事業者である意識を持ちながら切磋琢磨しな

がら、我々もその連携のあり方については、い

ろいろと提案をしながら協議を進めていきたい

と思っておりますので、いい３つの拠点の連携

というものを模索していきたいと思っておりま

す。 

○篠原炮則議員  よかふうにいくようにという

ことでございますけれども、やっぱり責任を持
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って、かねがねも仕事をしていただきたいなと

考えております。 

 ちょっと昔話をしますと、いろんな方がござ

いまして、やっぱりトップの方が最終的な用地

交渉に行くとか、そういうことも考えていただ

きたいと思います。 

 最後ですけれども、市長、交流人口の成果が

市民にとってどのように影響したのか、成果を

生んできているのか、お尋ねいたします。 

 それと政治は、市民の所得が向上して幸せに

なることをお手伝いするのが政治の一番の仕事

じゃないかと思いますが、交流施設、交流事業

で市民の方が大方の方が幸せになったのか、そ

うとは思わないのか、お答えいただきたいと思

います。 

 最後に、観光課長にお尋ねしますけれども、

きのう、千本イチョウの来場者が５万3,300人

であったということでありましたが、コンビニ

エンスストアとか飲食店にお客さんも流れてき

たと答弁がございました。そういう中で森の駅、

道の駅、そういう流れはなかったかお尋ねしま

して、私の質問を終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  私もそうでありますし、

議員の先生方も基本的には同じだと思いますけ

れども、垂水市がよくなるように、市民の皆さ

んが幸福であるために、立場の違いを越えてど

うしていくのかというのが共通項だろうと思い

ます。 

 私は今、経済政策として、６次産業化と観光

振興への挑戦というのを掲げております。人口

減少社会の中で垂水に多くの人を招き入れるこ

とによって経済を活性化させて、そのことでい

ろんな意味でプラスの波及効果をというふうに

考えております。 

 きのう、池之上議員の御質問にもありました、

一定の成果は出ているよねと。しかしながら、

課題があるんではないかと。それもそのとおり

だというふうに思っております。 

 例えば、きのう話がありました、この時期の

千本イチョウに関しては、期間中約５万3,000

人、前後まで合わせますと７万弱ぐらいの人が

来ていただくことによって、結果として、いろ

んな飲食店がもうかったり、温泉に入っていた

だいたりしていらっしゃる方もいらっしゃる。

そういう意味では、それはプラスの効果だろう

と思いますけども。じゃあ、全業種がそうかと

いえばそうじゃないところもありますので、そ

の辺のところをどうつなげていくかというのが、

これからの課題であると思います。 

 人口減少社会の中で、その辺の知恵を、私は

私の立場で課長さんたちと一緒に考え、また議

員の先生方の提案もいただきながら、前向きに

検討していきたいというふうに思っているとこ

ろでございます。 

○水産商工観光課長（森山博之）  きのうは池

之上議員の御質問にもお答えしましたとおり、

全てのコンビニエンスストア並びに飲食店等、

電話調査等を行ったわけではございませんが、

電話をして聞き取りをしましたコンビニエンス

ストア全てがお客さんが増えているという報告

でございました。 

 また、道の駅につきましても、通常、特に12

月３日につきましては、通常、週末2,000人の

ところが3,872人来場者がありましたというこ

とからしましても、来場者は多かったのかなと

いうふうには認識をいたしております。 

○篠原炮則議員  いろいろお答え聞きましたけ

れども、市民の自然減はしょうがないと思いま

すけれども、転出ですね、こういうことで人口

が減らないような施策を考えていただきたいな

と思っております。 

 終わります。 

○議長（池山節夫）  次に、５番、感王寺耕造

議員の質問を許可します。 

   ［感王寺耕造議員登壇］ 

○感王寺耕造議員  皆さん、お疲れさまでござ
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います。昼食が済んだ後、あと２名ということ

で、マージャンでいえばラス前です。オーラス

のときトップとれるように頑張って質問してい

きたいとも思います。質問に入らせていただく

前に、ちょっと前語りさせていただきますけど

も。 

 財政課長、今、各課ヒアリングで来年度予算

の編成で大変な時期を迎えていらっしゃると思

っております。各課長とも、あれもこれもとい

ろいろ事業出してきて予算獲得ということで、

また、我々市議も常日ごろの議会活動の部分で、

こん事業せんかと、こういう形で持っていった

ほうがいいんじゃないのという部分でいろいろ

事業提案をしているとこでございます。 

 ただ、各担当課も、我々議員の提案も全て聞

いておれば財源に限りあるわけですから、本市

の脆弱な財源のもとではパンクをしてしまいま

す。どうか市民ニーズに合った、また、市政の

発展、経済発展に合った、また自然災害の備え

ですね、子育て支援もそうですけども、本当市

民ニーズに合った事業なのかどうか、また歳入

についても、より有利な歳入をということで、

最後の大仕事が残っておりますんで一生懸命頑

張っていただきたいと思っております。来年の

きちっとした予算案のもとで予算委員会を迎え

ることを期待しまして、エールを送りたいと思

っております。 

 また、市長も当然ですから、市長のほうも頑

張って指示して、いい予算書をつくっていただ

けるようにお願いいたします。 

 それでは、早速、質問に入らせていただきま

す。 

 まず、新城・牛根支所の職員配置と証明書交

付事務の取扱件数をお示しください。また、今

後、日本郵便、コンビニエンスストアなどへの

証明書交付事務の委託の考えはないのか、市民

課長に伺います。 

 次に、農林課長に伺います。本年６月議会で

新規就農者の育成、また農業振興策について質

問いたしましたが、その後の進捗状況について

の質問です。Ｋ─ＧＡＰ取得の状況と今後の対

応について答弁ください。 

 また、異業種間連帯、市内飲食店、学校給食

等での食材の活用、ふるさと納税の返礼品の活

用状況はどうなっているのかもあわせて答弁く

ださい。 

 また、あわせて商工観光課、企画政策課等と

の連帯状況と今後の事業展開について、以上３

点答弁願います。 

 また、昨年の台風16号災害における農地農業

用施設災害の復旧状況について答弁ください。

市長は、本年の田植えに間に合うようにと強く

指示されたと記憶しておりますが、いまだ復旧

が終了していない農地もあります。復旧が遅れ

た原因について答弁ください。 

 以上３点、農林課長に答弁願います。 

 次に、所有者不明地について質問いたします。

本市の所有者不明地の件数について、税務課長

答弁ください。 

 また、昨年の台風16号災害でもそうですが、

災害復旧時に所有者不明で問題点がなかったの

か、土木課長、農林課長あわせて答弁願います。 

 最後に、南の拠点事業について企画政策課長

に伺います。今議会でも再三再四、多くの議員

がこの問題について指摘されましたが、また答

弁願いましたが、最後の確認という意味でも答

弁願います。 

 まず、土地の取得状況についてお示しくださ

い。取得断念した土地、現在交渉中の土地等に

ついて詳しく説明願います。また、土地取得で

きなかった場合、事業に支障は出ないのか、設

計変更もあり得るのか、明確に答弁してくださ

い。 

 時間の制約がございますんで、担当課長の答

弁には修辞句は要りません。明瞭な答弁と、あ

と耳が最近遠くなっておりますんで、大きな声
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での答弁をお願いいたしまして、以上で１回目

の質問を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

○市民課長（和泉洋一）  新城・牛根支所につ

いての御質問にお答えいたします。 

 まず、職員配置と証明書交付事務の取扱件数

についてでございますが、職員配置は両支所と

も現在３名体制となっております。内訳は、１

支所当たり週４日勤務の再任用職員が１名、月

18日勤務と13日勤務の臨時職員が各１名でござ

います。 

 証明書交付事務の取り扱い件数は、平成28年

度の実績で、新城支所が有料件数2,362件、無

料件数1,205件の合計3,567件、牛根支所が有料

件数1,867件、無料件数の141件の合計2,008件

でございます。 

 次に、日本郵政への証明書交付事務等の委託

の考えはないかについてお答えをします。 

 支所の業務は、垂水市役所、支所設置条例施

行規則で定められており、証明書等の発行業務

を初め、印鑑の登録業務、市税及び税外収入等

の収納業務などを行っております。 

 近年、自治体の住民票の写し並びに税務証明

書等は、住基カードやマイナンバーカードを利

用して発行できる仕組みが確立されており、一

般的にキオスク端末と呼ばれる自動発行機を公

民館や駅、郵便局などの公共施設に自治体が設

置し発行する仕組みや、コンビニエンスストア

が設置する同等の端末で発行する、いわゆるコ

ンビニ発行といわれる仕組みにより、利便性向

上の事実は、年を追うごとに進化しているよう

でございます。 

 本市においては、このような仕組みは導入さ

れておりませんが、両支所の業務は住民票の写

し等の発行業務だけではないため、住民サービ

スの維持向上とコストの両面から、慎重に検討

が必要と考えております。 

 以上でございます。 

○農林課長（二川隆志）  感王寺議員からの農

業施策について、Ｋ癩ＧＡＰの取得について、

現在の取り組み状況と今後の対応についてお答

えさせていただきます。 

 Ｋ癩ＧＡＰ鹿児島の農林水産物認証制度につ

いては、消費者に安心して農林水産物を購入し

ていただけるよう、鹿児島県が安心・安全の基

準を作成し、その基準に沿って生産したものを、

第３者機関が認証する制度となっております。

Ｋ癩ＧＡＰの認証期間は１年間でありまして、

生産者は毎年認証取得の審査を受けなければな

らず、その意味でも、高度な安全性が確保され

ることとなりますので、バイヤーの方々はＫ癩

ＧＡＰの認証で、産地監査が不要となるため、

効率的で付加価値の高い産品の調達が可能にな

ったとの高い評価を得ております。 

 現在の県での取得状況については、平成29年

10月末現在で、43市町村のうち38市町村で取得

されており、64品目258団体、個人305件、延べ

約１万人が認証を受けておられます。 

 本市では、Ｋ癩ＧＡＰ取得を希望する女性新

規就農者の方より、タマネギでの認証取得支援

の要請がありましたことから、大隅地域新興局

農政普及課と連携して検討会を実施し、取得の

ための研修や指導を行っております。 

 来年１月に、県農業農村協会にＫ癩ＧＡＰ取

得のための書類申請を行い、早ければ２月には

取得できる予定となっております。本市で初の

Ｋ癩ＧＡＰ取得農家となる予定でございます。 

 今後のＫ癩ＧＡＰ取得のための対応としまし

ては、現在ふるさと納税の返礼品も出品されて

いらっしゃる生産農家の方々に本制度の説明を

行って、取得へ向けた取り組みを開始したいと

考えております。 

 また、垂水市内でも多くの栽培面積がござい

ます、サツマイモ紅はるかでＫ癩ＧＡＰ認証取

得をしていただける農家をお探ししたいと考え

ているところでございます。 
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 また、今後、技連会だよりなどで周知を図り、

Ｋ癩ＧＡＰを取得する農家を増やして認証され

た安心・安全な農産物を、より多くの消費者の

方々にお届けできるように、生産者の方々と連

携して取り組み、結果、栽培農家の方々の所得

の向上につながるように努めていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、異業種間連帯、市内飲食店、学

校給食等での食材の活用、ふるさと納税の返礼

品の状況、あわせて水産商工観光課、企画政策

課等の連帯状況とこれからの事業展開について

お答えさせていただきます。 

 まず、地産地消の推進を期待できることとい

たしまして、市内ホテルや飲食店等の３社の

方々から今年度に入り、新たに公設卸売市場に

おける買い受け人登録申請があり、これが承認

されたところでございます。 

 新規参入による卸売市場の取引量増加は、市

場活性化の観点からも望ましく、新たな買い受

け人には、積極的に競りに参加していただくこ

とで、出荷者の所得向上に貢献していただきた

いと考えているところでございます。 

 これが同時に農家の方々が農産物の出荷先の

１つとして、卸売市場を見直す動きにつながれ

ば、将来的には市場全体に活気が戻り、ひいて

は市民の皆様が地元の農産物を食する、あるい

は食材として購入する機会が増えるきっかけと

なるのではないかと考えているところでござい

ます。 

 学校給食につきましては、地元農業者団体で

ある、百笑倶楽部が学校給食センターで行われ

る毎月の定例会において、翌月分の食材の運用

の計画等につきまして、栄養教諭らと協議を行

っており、季節に応じたさまざまな品目を供給

しております。 

 本市教育委員会学校教育課によりますと、本

市学校給食の県内産地場産物の割合は、過去５

年平均で約80％と、県目標の70％以上を大きく

上回っている状況でございます。 

 これは、学校給食に携わる方々の日ごろの努

力の成果でございますが、一方で、百笑倶楽部

をはじめとした生産者の子供たちへの思いの深

さのあらわれであると考えております。 

 先般、東京都で開催されました、第12回全国

学校給食甲子園において、本市の学校給食が全

国大会出場を果たし、入賞されておりますけれ

ども、その審査に付されました献立の中の大豆

につきましては、水之上の三和営農組合によっ

て、ことし生産された秋大豆を使用させていた

だいております。 

 審査の過程では、大豆は食材としてだけでは

なく、三和営農組合から提供いただいた茎やさ

や、根の部分を含めた現物を見せることでの活

用されております。食育の観点で、他の出場者

からも評価をいただいたそうでございます。 

 農林課といたしましては、第２次食育地産地

消計画の推進施策に掲げました、地産地消の推

進や、学校給食での地場産物の活用に直結する

これらの取り組みを、生産者や農業者団体とと

もに、これからも進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 議員御質問の異業種間連帯につきましては、

運送業を主体とする事業者の方からより、農地

所有適格法人の資格取得について御相談をいた

だいております。防災営農対策事業への取り組

みや、オリーブ栽培等について、金融機関と連

携して情報収集を行われているようでございま

す。 

 また、再生エネルギー事業に取り組まれる事

業者の方からは、水耕栽培への参入と合わせて、

農地所有適格法人の資格取得について御相談を

いただいております。企業参入による活性化と

雇用の確保など期待できますので、先々の農地

中間管理事業の活用等も含め、助言や支援を続

けてまいりたいと考えております。 
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 これまで申し述べましたように、農林課とい

たしましては、公設市場関係者や学校給食セン

ターなど、食に深くかかわる関係機関等と市内

の農業者、農業者団体等との橋渡し役を担いな

がら、地場農産物を使っていただけるような取

引や、新たなビジネスが生まれる可能性を、引

き続き探ってまいりたいと考えるところでござ

います。 

 ふるさと納税の返礼品につきましては、企画

政策課との連携のもと、今年度１名のメロン生

産者に出品していただきました。季節物である

ために、期間限定、個数限定の取り組みとなり

ましたが、納税者の方々から選んでいただける

返礼品として実績を上げたところでございます。 

 来年は、さらにもう１人のメロン生産者と交

渉を行い、既に御了承を得ておりますので、来

期はことしよりも多くの方々に高品質の垂水産

メロンを選んでいただけるものと期待しており

ます。 

 鹿児島きもつき農協からは、牛肉など、主に

肉類で新規に出品をいただいております。牛肉

日本一の効果もあり、順調に件数を伸ばしてい

る状況とお聞きしています。 

 現在、市内の柑橘類を生産される農家の生産

品でありますポンカン、アンコール、デコポン

も鹿児島きもつき農協から出品していただくよ

う調整中でございましたが、つい先般、ポンカ

ンにつきましては、新たに産品として登録して

いただいたところでございます。 

 次に、水産商工観光課、企画政策課との連帯

状況とこれからの事業展開につきましてお答え

させていただきます。 

 10月２日から３日にかけまして、東京都内で

開催されました、食材ＰＲイベントに市長、水

産商工観光課に合わせまして、市内の女性農業

生産者１名が同行する形で行ってまいりました。 

 イベントでは、来場者が垂水産の産物でつく

られた食事をとりながら、食材を提供した農業

者本人と直接語り合う場面も演出され、好感触

を得ましたことから、いわゆる口コミ等による

垂水産食材の宣伝効果が期待できるのではない

かと手応えを感じたところでございます。 

 また、イベント後、農業者と会場となった飲

食店との取引が開始されましたことから、販路

拡大の第一歩といえるのではないかと考えてい

るところでございます。 

 さらに、農業者にとりましては、大都市圏の

消費者や取引先が、どのような垂水産食材を求

めておられるのか知る機会ともなったようでご

ざいます。この取り組みによって、農業者が一

層の品質向上に努められることはもちろんです

が、新たな生産品目の検討や発送時の荷姿に至

るまで、今後の農業経営を改善する一助となり、

次の機会にはそれらへの改善点が反映されるよ

うな目標設定には役立ったのではないかと考え

ています。 

 以上のように、関係課の連携により、実現し

た今回の取り組みを通じ、得られた成果は大き

いと考えております。このため、農林課といた

しましては、協力いただける農業者や、品目の

掘り起しなどを主体的に進めながら、ふるさと

納税の返礼品やイベント参加をはじめとする取

り組みを関係課と連携して進め、生産者が農業

のやりがいや成功を実感いただけるような支援

のあり方を、引き続き検討してまいりたいと考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

 続きまして、昨年の台風16号災害について、

農地農業施設の復旧状況についてお答えさせて

いただきます。 

 今回12月15日の入札をもって、農地農業用施

設災害復旧工事の補助事業分の発注は完了する

予定でございます。 

 また、単独災害分の農地農業用施設災害工事

についても、年度内の工事完了を目指して、随

時着手していただいております。これからも、



－144－ 

建設業組合の皆さんとも連携して、年度内の完

成に向け、全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 特に、農地災害復旧につきましては、来年の

作付には必ず間に合うように努めてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

 続きまして、復旧が遅れた原因についてお答

えさせていただきます。 

 先ほど申し上げたとおり、農地復旧工事につ

きましては、本年度作付できるように、年度早

期の発注に取り組んだところでございますが、

排水路の復旧を伴う農業施設と合併して発注し

ました農地災害につきまして、３回にわたりま

して１社しか応札がなく不落となり、４回目で

落札され、着工が遅れまして、農家の方には本

年度の作付を断念していただき、大変御迷惑を

おかけしたところでございます。 

 設計金額に基づき、クラスごとの発注を行っ

ておりますので、年度当初からしばらくは国、

県、市、土木の工事発注が集中して、受注超過

による工期の減少を危惧されました事業所の

方々の辞退などもありまして、受注までにしば

らく期間を要したところでございます。 

 基本的には設計金額に応じてクラスごとの発

注を行っておりますが、今回のような際には、

設計金額が下位クラスの設定額とそれほど大き

く差がない場合などにつきましては、複数のク

ラスの事業所を指名して、入札に望むなど対応

を早目に指名委員会に諮るなどしまして、早期

着手、早期完了を目指してまいりたいと考えて

おるところでございます。 

 以上でございます。 

○税務課長（楠木雅己）  感王寺議員の本市の

所有者不明地の件数は、についての御質問にお

答えいたします。 

 本市の納税義務者のうち、土地の課税があり、

納税通知書の送付を行ったが、宛先不明で返送

されたものを所有者不明と定義した場合、平成

29年での対象、納税義務者は46名、対象土地筆

数は272筆となっております。 

 以上でございます。 

○土木課長（宮迫章二）  災害復旧時に所有者

不明で問題はなかったか、今後の対応はという

ことについて、土木課所管の公共土木施設災害

復旧工事においてお答えいたします。 

 所有者不明地により、問題はなかったかとの

ことでございますが、道路災害や急傾斜工事に

おきましては、全て所有権移転登記を行い、実

施できましたので、所有者不明地により、未実

施となった事例は現在のところございません。 

 次に、今後の所有者不明地の対応でございま

すが、道路災害復旧工事等で承諾が必要となる

場合は、土地の所有者から道路用地として認め

ていただき、所有権移転登記を行った上での実

施となりますので、仮に工事の範囲内に所有者

不明地があった場合は、現行制度では実施でき

ないことも考えられます。 

 以上でございます。 

○農林課長（二川隆志）  同じように、農林課

所管の災害復旧時に所有者不明で問題点はなか

ったかと今後の対応についてお答えさせていた

だきます。 

 災害復旧工事におきましては、地元の皆様方

から御協力をいただきましたことで、所有者不

明の関係で着手できなかったなどの工事はござ

いませんでした。 

 しかしながら、今後予想される問題点は何点

かあったところでございます。農地農業用施設

の災害復旧工事において、農地復旧は地権者及

び耕作者等の申請がなければ復旧が行われない

ものでございます。仮に被災地域に所有者不明

の土地があった場合、もちろん復旧の申請が出

されない可能性がございます。その際に被災地

域の農地、農業施設を復旧しようとする場合に、

所有者不明の土地を工法的な関係で工事用道路
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としてどうしても利用しなければならなくなっ

た場合など、土地の立ち入れ許可が得られず、

工事が着手できないケースも出てくる可能性な

どが考えられます。 

 また、治山林道の災害復旧工事においては、

山林の境界や現所有者の所在などを明確に知っ

ている生存者の方々が、年々少なくなってきて

いるということでございます。山林の境界など

御存知なのは、ほとんど地域にお住いの高齢者

の方々が頼りな状況でございます。 

 工事を施工する際は、地権者の承諾をまず得

た上で着手することになりますが、市内の山林

部分は、国土調査も終わっていない部分が多く、

地権者を特定するには境界がわからず、壊れた

箇所が誰の土地に該当するのか特定できず、苦

慮する場合が今後も予想されます。 

 今後、このような問題は工事を行う上で、

年々非常に重要な問題となってきますので、土

地改良区や森林組合での関係団体の皆様方や地

域の皆様方との連携体制を早目に構築するなど

の対策が必要だというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○税務課長（楠木雅己）  感王寺議員の災害復

旧時に所有者不明で問題点がなかったか、今後

の対応はについての、税務課での今後の対応に

ついてお答えいたします。 

 御存知のとおり、登記名義人が死亡されたり、

相続や贈与がまたは売買等によって、所有者の

変更があった場合は、本来、不動産登記法に基

づき、親族と相続人関係者やその他の権利者が

各種所有権移転登記を行うこととされておりま

す。 

 しかし、登記名義人の死亡後も、所有権移転

登記手続が行われず、結果、名義人が死亡した

ままで放置されてしまい、いわゆる所有者不明

地となるケースが現状としてございます。 

 相続登記が行われず、死亡者名義のままでの

登記の状態が続けば、管理者の所在が不明とな

った際に、土地が放置され荒廃したり、災害復

旧等の各種公共事業の実施に際し支障を来す場

合もありますが、税務課におきましても、納税

通知書発送時に宛先不明となってしまい、課税

に支障を来す場合がございます。 

 税務課では、所有者不明地の発生を防止する

ため、死亡届が提出された際に、市民課窓口等

と連携して、固定資産現有者相続人代表者の届

け出作成依頼を御親族様等を通じて行っており、

また窓口相談対応時におきましても、相続登記

手続の勧奨を行ってきております。 

 今後も引き続き、相続登記手続の勧奨及び固

定資産現有者、相続人代表者の届出作成依頼を

行ってまいります。なお、国におきましても、

国土交通省が所有者不明土地の有効活用に向け

た新法案の骨子がまとまっており、また法務省

におきましても、所有者不明土地の解消に向け

た取り組みの検討がなされておりますので、今

後、動向を注視してまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（角野 毅）  感王寺議員の御

質問でございます。土地の取得状況につきまし

てお答えをいたします。 

 土地の取得状況につきましては、池之上議員

の御質問でお答えをしたところでございますが、

当初計画においては、市が取得を行うエリアは

40筆、２万2,290.8平米でありましたが、その

うち34筆は土地売買契約が締結され、２筆は契

約の交渉を継続しております。残り３筆につき

ましては、事業同意が得られていない状況でご

ざいます。この事業同意が得られていない３筆

でございますが、同一の法定相続人であり、３

人中２人は契約の合意をいただいておりますが、

１人が交渉に応じていただけないことから、事

業を推進するにあたり影響があると総合的に判

断し、当該地をエリア外とする開発行為の変更

申請の手続を進めていくところでございます。 
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 なお、変更計画後における市が取得する土地

は、区域変更による３筆、3,027平米の減少と、

国エリアの整備に伴う２筆1,308平米の増加に

よります39筆、２万571.8平米でございます。 

 また、設計変更もあり得るのかということで

ございますけれど、用地取得が困難となりまし

た３筆を計画エリア外といたしましたことから、

一部配置計画の設計変更がございました。 

 変更内容でございますが、エリア外となった

３筆は、当初グランピングエリア及び子供広場

エリアの一部でございましたが、グランピング

エリアは南の拠点エリア外の隣接地で、再検討

することとし、子供広場エリアはエリア南側へ

配置する設計変更を行っているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  それでは、一問一答方式で

進めさせていただきたいと思います。 

 まず、両支所の配置をお聞きしました。また

あと日本郵便ですね、あとコンビニエンススト

アでの証明書の部分が、住基カードであったり

とか、マイナンバーの分でできるわけですけれ

ども、これについては、当面できないという答

弁いただいたんですけども、これについては後

で議論させていただきますんで。 

 市民課長の答弁の中に、確かに私もちゃんと

条例読んでいます。条例も規則もちゃんと読ん

で、その中で垂水市役所設置条例というのあり

まして、その下に設置条例施行の規則がきちん

とうたってあります。今、支所長はいないでし

ょ。支所長いないですよね。その中で、第２条

の部分で、支所に支所長、係長、その他必要な

職員を置くということになっているんです。さ

っきの説明のとおり、職員も支所長もいないし、

係長もいないんですよね。こうなったら、今後

もきちんと変更しなさいよ。それがまず１点。 

 あと確かに証明書事務だけじゃないっていう

んなら、私も十分認識しております。その中で

ちょっと上げてみますと、文書の受け付け、発

送及び保管に関すること、災害報告に関するこ

とは、管内各種団体との連絡に関することです

ね、本庁との事務連絡に関すること、埋葬許可

に関すること、人口動向調査に関すること、身

上照会その他市の照会に関すること、国民健康

保険にかかわる諸届け出受け付け及び被保険者

証検査証の作成・再交付に関すること、これは

ちょっと今あれだね、国民年金課の諸届の受け

付けに関すること、国民年金の分はちょっと変

わってきていると思いますけども。こういう証

明事務だけではないというのは十分認識してい

ます。それであったら、所掌事務にかかわる担

当課長です。今、例えば牛根、新城支所を廃止

することになったら、それぞれの担当課の所掌

事務のほうに、影響は出てくるのかどうか。そ

れに対する影響が出てくるのであれば、それに

対応する方策はないのか、明確に答弁ください。

時間ないですから明確に。 

○市民課長（和泉洋一）  両支所を廃止した場

合、支障があるのかの市民課所管分についての

御質問にお答えします。 

 先ほど感王寺議員のほうから質問がありまし

た、所長については、私市民課長が兼任でござ

います。係長については、市民係長が兼任いた

しております。両支所での市民課所管分の業務

は、戸籍、住民票の写しの交付などのほか、各

種異動の受け付けや、国民健康保険、国民年金

に係る諸届出の受け付け業務内容等がございま

す。単に証明書等の発行業務だけであれば、キ

オスク端末等による対応も可能ではございます

が、各種異動の受け付けや国保、年金等の業務

については、本庁の担当係と連携して窓口サー

ビスを行う必要がございますので、現段階にお

いては、支所を廃止した場合の代替策等につい

て、なかなか難しいのではないかというふうに

考えており、住民サービスに支障があるという

ふうなことを考えております。 
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 以上です。 

○社会教育課長（野嶋正人）  それでは、今御

質問になりました施行規則の中で、両支所の市

庁舎管理という面がございましたので、所管が

社会教育課になるのでお答えさせていただきま

す。 

 まず、牛根支所、新城支所は、それぞれ牛根

地区公民館、新城地区公民館内にありますこと

から、建物全体の維持管理につきましては、社

会教育課の予算で対応しております。 

 内容といたしましては、電気、水道料等の費

用及び建物、電気等の保守点検でございます。

なお、両支所が廃止された場合でも、地区公民

館の機能は維持することとなりますので、社会

教育課といたしましては従前のとおりの要領で

維持管理を行ってまいります。 

 また、施設全体が地区公民館となった場合の

施設の運用につきましては、その他の各地区公

民館と同様になるものと考えております。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  時間がないから。ほかの税

務課長らいろいろ担当課があるんですね。保健

課長、福祉課長とか生活環境課長とかもろもろ

出てくるんですね、関係が。いいですから。 

 ただ、私何でこんな質問したかと言いますと、

新城地区が今1,027人です、現人口が。牛根地

区が1,630人なんです、はっきり言って。そん

中で有料件数、市民の方々が利用をする件数が

新城支所に関しては、わずか2,362件なんです、

要するに。これは稼働日でいくと、これは平成

28年度の数字ですけれども、243日稼働してい

ます、支所が、市役所の。 

 そうすると、３名体制で、常時は大体２名だ

と思う。２名でやっているんだけども、それで

も１日当たりの証明書件数、9.7件しかないん

です。あと牛根に至っては、これも３名体制で

すから、１日に全体の有料件数、市民の方々が

お金を出してやって部分が1,867件、１日当た

りわずか7.6件なんです。 

 行政にはコストパフォーマンスは求められま

せん。それでまた証明事務だけじゃないという

ことは十分認識しています。でも、いつかこの

体制、私は改めなきゃいけないと思っているん

です。私もこの質問するとき、私の支持者の先

輩やら後輩やら、いろいろ相談しました。して

ええもんかねと。平成の大合併前は、旧牛根村、

新城村だったんです。やっぱり旧行政区として

もプライドあるんです。皆さん持っているの。

そういう部分でなかなか難しいと思っているん

ですけれども、今この問題を俎上に上げないこ

とには、未来永劫こうしていくんですかという

ことを提起しているんです。その上で質問して

いるということをわかっていただきたいと思っ

ております。 

 それで、現在コンビニの分については、ちょ

っと調べられなかったんですけども、日本郵便

のほうについて、ちょっと調べてきたんです。

そしたら、戸籍の謄本、抄本ですね、戸籍の付

票の写し、納税証明書、住民票の写し等、印鑑

登録証明書、こういうの証明事務を極めて安価

な価格で値段はあえて言いませんけども、極め

て安価な価格で取り扱っております。 

 そのほか、本市でもチケット販売委託されて

いるでしょ、もう。チケットの販売委託されて

いるんですよ、垂水市。その他にもごみ袋の販

売であったりとか、地震保険の申し込みの受け

付け、敬老乗車証、これはうちはないけど、い

ろんな部分、日本郵便さんも受け付けているん

です。大体、証明書交付、九州管内で見てみま

すと35市町村が委託しております、証明書交付

事務ね。この部分で171の郵便局で受け付けて

いるんですよね。バスの回数券も結構あるね。

そういう部分もあるんです。 

 だからキオスク端末機を設置することによっ

て、マイナンバーカードを使っていただいて、

その委託された部分で端末機の設置場所は無償
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で設置される、その部分で随時取得していただ

くという方策もあるわけです。 

 コスパの問題も含めて、所掌事務のほかの部

分については、別の代案ができないのか、この

辺について、今の議論をちょっと聞いていただ

いて、市長のこれは最終的な考えですから、市

長の答弁を求めます。 

○市長（尾脇雅弥）  感王寺議員の考え方と私

も基本的には同じであります。ただ、現在のと

ころは考えておりませんけれども、将来にわた

っては人口減少また業務量の縮小ということを

考えますときに、今のあり方でいいのかという

課題は当然出てまいりますので、ほかとの組み

合わせも含めて、いい方法というのは、今後検

討していかなければならないというふうに思っ

ております。 

○感王寺耕造議員  市長、ぜひとも調査研究し

ていただきたいと思うんです。結局、災害時も

そうでした。今の企画政策課の人員足りない状

況なんですね。県、国の権限移譲もありますよ

ね。その中で、３名体制で果たしてやっていっ

ていいのか。再任用された優秀な方々も新城、

牛根支所、両支所いらないわけです。その人た

ちを証明書事務の部分は民間に委託して、別な

形で本所の部分で使ってもらうとか、そういう

こともやっぱりやっていかないといけないと思

うんです。ぜひとも前向きに検討いただきたい

と思うんです。 

 あと、条例であったりとか、条例の施行規則、

支所長とかそういう部分はもう使わないんでし

ょ、それだったら早目に消してください。それ

だけお願いして、この問題については終わりま

す。 

 あと、農業政策についてですけども、懇切丁

寧に教えていただきました。まず、Ｋ癩ＧＡＰ

ですけども、県内で述べ1万人ですか、やって

いるということで、今まで本市の取り組みが遅

かったから、新しく１名頑張っていただけると

いうこと、認証間近ということですので、また

今後の部分についても、紅はるか等、啓蒙され

ていくということですけれども、この分につい

てちょっと質問しますけども、審査料Ｊ癩ＧＡ

Ｐの場合は、ものすごい高いわけですが、Ｋ癩

ＧＡＰの場合、申請料等を含めて、いかほどお

金がかかるのかという部分について、まず教え

てください。 

○農林課長（二川隆志）  御質問にお答えしま

す。 

 このＫ癩ＧＡＰにつきましては、毎年5,400

円の更新手続が必要になります。とにかく毎年

更新をしていただくというのが、この計画の性

格でございます。 

○感王寺耕造議員  公設市場の分にも触れられ

ましたですね。また新規で３社申し込みがあっ

たということで、大同青果さんの方で一生懸命

頑張っていただいているんですけれども、転送

の市場ということで、ちょっと特殊性があった

んですが。今後、新規３社取り入れられるとい

うことで期待しておりますので、公設市場、本

市の農業施策でもありますし、市民の胃袋を満

たすという役割も帯びていますんで、公設市場

の維持ということも含めて、新規参入の業者さ

んに期待したいと思っております。頑張って取

り組んでください。 

 また、学校給食ですか、公設をきちんと守っ

ていただいて、これは民営化しないで公設守っ

ていただかなければいけないんですけど、職員、

非職員の方などの頑張りで、全国大会で優秀な

賞を取っていただいたということで、大変あり

がたく思っておりますし、これからも子供たち

の食の安全、また食育も含めて、職員の皆さん

と一緒に教育長のほうも頑張っていただきたい

と思っております。 

 また、学校給食での食材の活用ということが、

市内産が80％ということで、両漁協、また百笑

倶楽部等頑張っていただいておりますんで、そ
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っちのほうできるだけ、調理師さん大変なんで

す、地元食材使うということは、また一手間、

二手間加えて調理していかなきゃいけない、き

れいにしていかなきゃいけないってことはあり

ますけども、その辺も合わせて、これをお願い

にしときます。 

 ふるさと納税の返礼品についても、現在１人

ですね、１人、それでまた新規に１人というこ

とで、この辺の部分についても頑張っていただ

きたいと思っております。 

 また、この市長が進められる６次産業化、６

次産業化の場合に１次産業がないとだめなわけ

ですから、この点については、農林課任せにす

るんじゃなくて、横との連携ですね、今現在も

やってらっしゃるんでしょうけども、水産商工

観光課、企画政策課、その辺の部分について、

市長の思いを１点聞かせてください。これは、

答弁求めます。 

 あと、ごめんなさいね、もう１点なんですけ

ども、きのう、おとといですか、ちょっとテレ

ビを見ておりましたら水之上の青年が頑張って

おりますけども、テレビに出ておりました。 

 彼の製品を見てみると、パッケージがものす

ごくきれいなんです。それで、インスタ映えと

いう部分もすごい見てみると、インスタ映えす

るような感じで、写真のとり方も知っているん

です。 

 それで、市場単価で売るんじゃなくて、お金

持ちに買ってもらうという部分の発想も持って

います。やっぱりそういう部分の勉強というの

は、やはり一つ一つスキルアップしていかない

とできないんですね。 

 だから、例えば名前は出しませんけど、鹿児

島市内のある有名百貨店に行って、地下の売り

場を見るだけで、贈答品売り場を見るだけで、

これはものすごい勉強になるんです。 

 だから、そういった、市長、ソフト事業であ

ったりとか、あとさっき言っていたＫ癩ＧＡＰ

の取得です。毎年5,400円、それ誘導するため

にも、5,400円といえば安いかもしれませんけ

ども、大体往々にしてオーガニックする人たち

は、なかなか金銭的な部分にも困っています。

ある程度その辺の部分で助成できないのか、こ

の辺については農林課長でいいですから、その

２点、答弁ください。 

○市長（尾脇雅弥）  いっぱい御質問ありまし

たので、足らざるは、また御指摘をいただけれ

ばと思います。 

 私が目指す６次化、一言で言うと儲かる仕組

みのことでございます。その上で大事なことと

いうのは、出口ニーズをしっかり捉えると、そ

ういう意味では今御提案いただいた有名な店舗

なんかを見ながら、先進地事例を検証しながら、

しっかりやっていくというのは大事なことだと

いうふうに思います。 

 ６次化の中の分野においても、例えば水産、

例えば農業、この２つがあると思いますけど、

水産に関しては両漁協を中心に、カンパチ、ブ

リ、特にブリなんかに関しては40億輸出という

ことでありますので、ある程度、目指すべき方

向性というのは見えているのかなと。これに対

して少し遅れをとっているのが農業だったとい

うふうに思っております。どうすればいいかと

いう模索の中で、業種も多岐にわたりまして、

なかなかまとまってというのができないという

のが、垂水の農業の課題でございました。 

 ただ、農業、水産に負けないぐらいの従事者

がいらっしゃいますので、これやっぱりしっか

りと解決していこうということが課題でありま

して、昨年は災害の復旧等ともございましたけ

れども、歴代の課長さんなんかが努力、工夫を

していただいて、先ほどの答弁にもあったよう

な、１つ、３つの方向性が出ていると思います。 

 １つは、新しく市場の中においても新しく購

買層が出てきたということもありますし、ふる

さと納税、ことしは10億を目指しておりますけ
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れども、半分の５億というのは返礼品というこ

とでありますので、そこに我々を介して商品と

して参入していただくという新しいやり方も、

１つ、２つ増えてきておりますので、これをも

っと増やして行きたいと思います。 

 それから３点目におきましては、例えば東京

あたりにおきましても、レストランとかそうい

ったところに活用していただくケースがありま

して、高い評価を得ていただいておりますし、

一方で地元の給食センターが食材に入れていく

ということも大事だというふうに思いますので、

農業の分野においては、特にいろんな対策を講

じながらやっていかなきゃいけないというふう

に思っておりますので、また御指導いただけれ

ばというふうに思っております。 

○農林課長（二川隆志）  支援についてですけ

れども、一方的にこちらのほうから認証をとれ、

とれと言うだけではなくて、やはり何らかの形

で支援というのは、今後考えていかないといけ

ないと思っております。 

 その中でもまたこの認証につきましては、農

業生産のみならず水産物、そういった観点も関

係してまいりますので、関係課と調整をしまし

て、またどのような形での支援がいいのか、全

額というのはちょっと無理だと思いますので半

額になるのか、そういったところも含めて検討

してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  打ち合わせも余り十分しな

かったような気がするんですけど、申しわけな

くは思っているんですけども。Ｋ癩ＧＡＰの申

請料であったり、ソフト事業の分で対応できる

部分は対応していただきたいと、これはあくま

でも要望ですから、また、ことしは無理でしょ

うから来年、再来年に向けて。 

 あとパッケージ力というか、そういうような

表現力という部分も大事だと思うんです。県で

もやっぱり事業展開、事業いろいろ組んでいる

みたいですので、そういう事業も活用しながら、

ぜひとも頑張っていただきたいと思っておりま

す。 

 また、市長からもロットの問題出たんですけ

ども、ロットも大事ですけども、限定商品とい

う部分が結構大事にされるんです。四国あたり

は何かかわいい女性のキャラをタオル販売とか、

そういう部分が一番人気で、限定品という部分

が、とにかく。そういう部分に飛びつき、すぐ

入っていただける人もいますので。 

 メロンとかすごいメロンつくる人いるんです、

本当。ベテランの方には、地元にもすごい人い

るんです。パッケージも切るでしょ、マスクメ

ロン、上にきれいなリボンをつけてあげてすご

いです。そういう部分もありますので、ロット

だけではなくて、そういう観点から取り組んで

いただきたいと思っておりますので、お願いし

ておきます。 

 時間がありませんが、台風16号災害ですね。

ほとんど発注されたと、復旧が遅れた原因を業

者さんがいない、材料がないという部分もあり

ますよね。Ａクラス、Ｂクラスのすみ分け部分

でやったという部分、また市内業者の部分で賄

うということで、ほかの業者、市外からの業者、

できるだけ入れないようにしたという部分はわ

かるんです。 

 ただ、耕作者は一作一作つくらんと、売り上

げどんどん減っていくんです。だから臨機応変

に、僕はやってほしかったなという部分が１点

あります。 

 また、激甚の部分についても、ある程度ス

ムーズにいったという部分も、この間の答弁も

土木課長も農林課長もおっしゃったんですけど

も、じゃあ市単独事業の分で、果たしてどうだ

ったのという部分が、僕は疑問に思っているん

です。 

 申請漏れですね、申請漏れがあってできなか

ったんですね、申請漏れがあったんならしょう
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がないです、農業者のほうにも責任があるわけ

だから。でも申請、市単独事業に入れたのに発

注していないんです。それで一作お米をつくれ

なかったという例も実際起きているんです。こ

れは何が原因があったのか、僕はわかんないん

です、はっきりいって。 

 人事の問題も指摘しましたけども、もう通告

していませんから、この部分には触れませんけ

ども、１点だけ、今回のまず市長、災害が起こ

らないようにするということは、訓練から一生

懸命やっていらっしゃると評価するんです。た

だ、災害復旧後、どうやって復旧していくのか

という問題点については、今回の台風16号災害

を受けて、今回の台風16号の工事のあり方、ま

た申請のあり方、またあと地元の農業委員さん、

地元の市議との連帯とか、こういう部分、やっ

ぱり総括しないと、次のステップに私は上がれ

ないと思うんです。 

 だから、こういう問題については、私が言っ

たことについては、庁議の総括は行うのか、そ

れでまたもし行ったものであれば、今回の教訓

を、今後、災害復旧終わったその後、経済に影

響があることですから、いち早く農業の災害復

旧するためにはどうするかという方策をするた

め、庁議を開くべきだと思うんですけども、こ

の点については大事な問題ですので市長に答弁

願います。 

○市長（尾脇雅弥）  私にということでござい

ます。先ほどからお話ありましたけれども、想

定を超えると言ってはいけませんけれども、大

変な災害がございました。私も常日頃、人災を

出さないと、災害そのものは防げない部分がご

ざいますので、結果として人の命を守るんだと

いうことを一番、一丁目一番地に掲げているわ

けでございます。 

 しかしながら一方で垂水市の地形上、いろん

な災害のケースがあるということはやむを得な

いということだと思います。そういう意味にお

きまして、昨年の災害復旧対応に関しては、

100点とは申しませんけども、しっかり担当職

員が頑張ってくれて、できる限りの努力をした

というふうには思います。 

 ただ今おっしゃったような個別のケースもあ

ることも事実でありますので、そこをしっかり

と検証しながら、次へ向かって行かなければい

けないというのもおっしゃるとおりだと思いま

す。 

 庁内においては、いろんなことをシミュレー

ションしたり、いろいろやってはおりますけれ

ども、今おっしゃったような対議会あるいは業

界だったりしたようなことに関しては、まだ本

格的なそういう検討というのは、十分はできて

いないと思いますので、今後庁内でどういう方

法があるかっていうのを考えながら、いざ災害

が起こったときの協力、連携のあり方というの

を検討していかなければならないというふうに

考えております。 

○感王寺耕造議員  市長がおっしゃったように、

農林課、耕地係の職員ですね、土木課の職員の

皆さんですね、一生懸命やっていただいたって

いうのは十分わかっているんです。ただ、いろ

んな、さっき言った横との連帯、地元との連帯

とか農業委員との連帯、市議との連帯っていう

部分もありますんで、その辺の部分をきちんと

やっぱり検証していって、さらにスキルアップ

していくっていうことが大事だと思いますので、

これは切にお願いして、この点については終わ

ります。 

 所有者不明地について税務課長にお答えいた

だきました。これは、所有者不明の定義ってい

う部分、納税義務があるっていうことに関して

っていうことですよね。これについて、対象納

税者のうち46名、272筆っていうことなんです

よね。ただ、御承知のとおり、当然私も分かっ

ていますけど、30万円未満の免税の部分があり

ますね。宅地、ある程度の立派な建屋が建って
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いないと、農地とか林地っていう部分は課税評

価ゼロなんですよね。納税義務ないんですよ。

だから、そういう部分から見ると、物すごい数

の所有者不明地が存在するということなんです

よ。 

 １点だけ税務課長には振っておきますけども、

この272筆、この分、大体市町村税収入の中で、

固定資産税の占める割合、全国の部分で４割ぐ

らい占めているといわれますね。貴重な財源な

んですよね。この分の財源を担保するように、

どのような施策を行っていくのか、具体的にも

う１回示してください、具体的に。 

 それで、あと１点、ちょっと長くなりますけ

ども、現在、有識者会議でつくっております所

有者不明土地問題研究会、座長は増田寛也さん

ですね、前総務相。この方が、本年、６月発表

されたんですけども、現在の所有者不明地、推

測ですけども約410万ヘクタールあるんではな

いかと、総面積。これは九州の面積なんですよ

ね、はっきり言って。あと、2040年には、北海

道本島の面積に迫る720万ヘクタール、現在の

1.8倍近く広がるんではないかという推測をな

さっております。12月にきちんとした、また見

解を示されるということなんですけども、これ

についてはあえて触れませんけども、この場合

の経済損失の定義は、土地を使えれば得られる

利益や、所有者調査のために必要な人件費、こ

の辺まで含めると、現在16年度の分で1,800億

円あると、単年度でですよ。それで、40年にな

ると、これが単年度で3,100億円になると。そ

れで、本年から平成40年まで累計で言うと５兆

円、経済的損失が出ると言われているんですよ。 

 こういう見解も受けて、提言も受けて、国交

省、市民課長もさっきちょっと申されましたけ

ども、公共事業の防災的なもの、この部分につ

いて、来年に向けて特別措置をつくろうとして

いますよね、御承知のとおり。癩癩ちょっとご

めんなさいね、公共事業や防災などの公共目的

に収用手続を簡素化するよう特別措置法を来年

の通常国会に提出されることにされているよう

でございます。土地使用の簡素化を図るってい

うこととともに、公共事業の中でも、行政が公

園とかつくる場合、利用権の設定っていう部分

も考えられていると。それで、５年経過した後、

また利用権設定が相続権者から異議申し立てが

あった場合は更地に返すとかいう部分も協議な

さっているようでございます。 

 また、相続登記の場合についても、財務省は

税制改正を考えておられるようでございます。

法務省も登記の義務化とか考えておられるよう

で、よかったですね。これからの推移を見るっ

ていうことですけども、現在、もう実際上、問

題が起こっているんですよ。この間もちょっと

相談を受けました、田んぼをどうしようかなっ

て。亡くなったお父さんの田んぼが２筆あるん

ですって聞いて、まあ何とか売ってみましょう

かって相談を受けたんですけども、そうしたら、

驚くことに、家も土地も宅地も田んぼ畑も山林

も、みんな相続放棄しましてね。相続放棄した

後で、私も田んぼの利用をどうするのかって諮

れんわけですよね。 

 今後、こういう部分も難しい問題は多々出て

まいります。各省の特別措置法の制定を待つ前

に、例えば地籍調査ありますよね、地籍調査の

部分をきちんとフィードバック、各課にしてい

るのか、その辺の分について、現状とこれから

の対応を、できれば地籍調査の部分を法務局の

部分で登記が終わった段階で、きちんとデータ

化すべきだと思うんですけど、この点について

は今すぐできることですけど、その点について

考えはないのか、担当課長の答弁願います。 

○税務課長（楠木雅己）  感王寺議員の４割を

占める固定資産税の今後の取り組みといいます

か、それにつきましては、随時追跡調査等を行

いながら、今、宛名不明で返ってきた分につい

ては追跡をしております。ただ、今後もこのよ
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うな基幹税であります固定資産税を守っていく

ためには、今、国においても、先ほどおっしゃ

いましたが、所有者不明土地問題につきまして

は取り組みがなされておりますけれども、今の

ところは動向を注視しながら、何らかの支援が

ないか、できないか、登記の関係に何らかの支

援ができないか等を他市の状況等を調査研究し

てまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  この点については大事な問

題です。私も空き家の問題で、特定空き家の問

題、いろいろ指摘しましたけども、なかなか進

んでおりませんね。この分しっかりと対応して

いただきたいと思います。 

 南の拠点ですけども、担当課長の部分では、

了解しました。ただ、市長、昔のことを持ち出

して悪いんですけども、南中売却するときも、

当初の部分で調査費つけましたね。そして、そ

のときに、もう売却を、そうして撤回してやら

れたと。 

 南の拠点の今回の部分も、そのときに議決を

得たからいいっていう問題でもないと思うんで

すよ。それで、今回の場合も、課員の方は一生

懸命やっていただくっていうのはわかります。

でも、１点だけ、時間短いけど、教えてくださ

い。本当、市長、例えば土地の取引って、これ

は、最も大変なことなんですよ。この点につい

て、市長、東京には行かれたと聞いております。

難しい案件については、あなたが決めた公約な

んだから、信念を持ってそういう対応をすべき

だと思うんですけども、そして今、その計画に

ついて、信念、責任、土地の使用の対応につい

て、時間の限り答弁願います。 

○市長（尾脇雅弥）  今、公約、信念、どうな

んだという話でありますけれども、もちろん私

自身、信念を持ってこの事業に取り組んで、た

だ、土地の交渉とか専門的な手続云々もござい

ますので、担当課がまずは行って話をしながら、

先ほどお話ありましたけれども、今、事業同意

が得られないところの同一法定相続に、３人の

うちの１人という方の交渉が難航しておりまし

た。東京在住の方でありましたので、担当とし

ては、昨年の10月から機会を捉えて、５回、６

回と足を運んでおりました。その経過を見なが

ら、私自身もなかなか難しいというような思い

がありましたので、機会に触れて、私、行くよ

と。いよいよというときに私も直接行って、３

時間、店舗展開をされておられましたから、お

店の外で立ちながらでございましたけれども、

お話をさせていただきましたけれども、もうな

かなかちょっと思考的に難しい部分がございま

したので、難しいという判断をして、今回の経

緯に至っております。 

 以上でございます。 

○感王寺耕造議員  東京だけじゃなくて、ほか

の分も自分で足を運ばれたんですか。 

○市長（尾脇雅弥）  ほかの部分に関しては、

今のところ私が出ていくような局面はないとい

うことでありまして、足を運んでおりません。 

○感王寺耕造議員  市長、市長の公約に基づい

た、きちんとした計画だとは思っているんです

が、時期尚早っていう部分もちょっと感じた気

がしました。だから、企画政策課の職員だけに

任せず、市長が先頭に立って計画を進めるよう

に願いまして、私のことし最後の質問を終わら

せていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（池山節夫）  ここで暫時休憩します。

次は、15時から再開いたします。 

     午後２時47分休憩 

 

     午後３時０分開議 

○議長（池山節夫）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 次に、12番、川菷達志議員の質問を許可しま

す。 
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   ［川菷達志議員登壇］ 

○川萇達志議員  ９月議会のある件で、感王寺

議員が、財源はどうするのかという指摘をされ

ました。そのとき私も、ああ、なるほどと、思

いを新たにしました。 

 きのう、垂高の補助金の話で年間900万とい

う話がありましたけれども、こういうのは恒久

財源であります。10年たちますと、１億になら

んとする金であります。こういう弱小自治体で

は大変貴重な１億円であります。当然、費用対

効果の話にもなってくるんでしょうけれども、

きのうも確たる回答がなかったように感じまし

た。できれば数字で費用対効果を出せる仕組み

をつくらなきゃいけないのかな、そういった観

点で、私たちも、それから市民の皆様方も、常

に財源ということを頭に入れて質問をしたり要

望をしたり、また執行部の皆さん方は、そうい

う雑多な要求に対して、しっかりと厳しくやっ

ていくことが、今後の大きな垂水の財政運営に

影響を来すんだろうと思います。 

 これから質問もしますけれども、古い建屋の

解体にも必ず金は掛かります。ここが、私たち

と執行部が車の両輪たる一番の基本になるんだ

ろうと思います。副市長は事務方が非常に長く

ていらっしゃいます。通告はしておりませんけ

れども、そのことにコメントがあれば、いただ

きたいと思います。 

 それでは、通告に従って質問をしてまいりま

す。 

 まず、１点目の公共施設の現状と今後につい

てでありますけれども、前回も指摘を申し上げ

ましたが、荒崎の塵芥処理場、本来ならば28年

度で撤去工事が完了している予定でありました。

経緯については申し上げませんけれども、その

後、いろいろ考えてみますと、協和中学校の建

屋であり、それから、市民館もかなり古くなり

ました。耐震をやるという話も聞いております

けれども、新城と中央地区の憩いの家も、かな

り古いんだろうと思います。そういったことに

手をつけていかないと、次世代に大変な負担を

強いることになります。 

 今、私から言いますと、前回も申し上げたと

おり、スクラップ・アンド・ビルドに対する考

えがほとんどできていないし、ただ漫然と先送

りをしているとしか思えないのであります。ぜ

ひ、ここいらについて、現状を教えていただき

たいと思います。 

 ２点目でありますけれども、グラウンドゴル

フ専用施設の整備についてでありますけれども、

いきなり唐突感もあろうかとは思うんですけれ

ども、最近、年賀状の欠礼のはがきをいただき

ました。そうしますと、死亡された方はほとん

ど90歳代です、私のところに届くのは。高齢化

社会なんだなとつくづく痛感をしていて、その

とき亡くなられた方を思い出しますと、ああ、

寝たきりでなければよかったのになというふう

にも思います。 

 今、国が、人生100年時代ということを言っ

ておりますけれど、これは、国が動き出す以前

に、必ずそういう時代が来るんだろうと思いま

す。そうしたときに何が重要なのか、健康で日

常生活を送ることが肝要なのであります。 

 今、グラウンドゴルフもいろいろやっていて、

たるスポもできました。多分そういう類になっ

てくるんだろうけれども、全然視点が違うこと

をあえて申し上げます。ここで、競技としてグ

ラウンドゴルフを捉えてみたいんです。今先ほ

どから交流人口の話も出ておりますけれども、

垂水でグラウンドゴルフの冠大会をやります。

そうすると、人がいっぱい来ます。そしてまた、

垂水のお年寄りもほかへ出向いて競技をする。

非常に全然モチベーションが違ってくるんじゃ

ないかと。市長が、健康と長寿ですか、鹿大と

組んで推進をされておりますけれど、これに全

く合致をするもんだと、そういう観点からの質

問であるということを御理解いただきたいと思
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います。 

 それから、南の拠点の整備事業でありますけ

れども、これについては、もうあえて小さいこ

とは、もう申し上げません。ただ、政策として、

二、三点、市長と話をしてみたいと思います。 

 市長、きのうからきょうにかけて、半数の議

員の皆さん方が南の拠点について質問をされま

した。仮契約で、議会が通れば契約という時点

において、半数もの議員が質問をする。このこ

とについて、まず市長にお伺いをしたいと思い

ます。 

 それから、管理公社及び維持班等の高齢化に

伴う問題、前からこのことも申し上げているん

ですけれども、いよいよマンパワーが不足をし

てきます。今までは、65歳、年金を満額もらう

までは働かせていただきたい、それなら考えま

しょうということが、このことの基本にあるは

ずであります。ところが、人がいなくなります

と、立場が逆転しちゃうの、どうか働いてくだ

さいって。お願いします、じゃ、しようがねえ

やなっていう感じになりつつあります。本来な

らば65歳まで働いて、家族との時間、お孫さん

との時間、残り少ない人生を有意義に過ごすた

めに使いたい時間であるんだろうと思います。

そのための年金制度であります。 

 そこで、提案でありますけれども、65歳まで

の給与水準であり、これは今のままで結構であ

る。ところが、65歳越しちゃいますと、ここに

は休みを増やしてあげるとか、余暇を有効に使

うため、もしくは金銭的にもそれなりのこと、

この２つだけに限らないんでしょうけれども、

福利厚生もひっくるめて変えていく必要がある

と思いますが、これはまず総務課長に現状につ

いてお伺いをしたいと思います。 

 １回目の質問を終わります。 

○副市長（長濱重光）  御質問の趣旨は、いろ

いろな事業展開をしたり、それからいろいろ改

修等をするときの財源確保についての考え方で

はないかというふうに捉えましたので、私なり

の見解を述べさせていただきたいと思います。 

 まず、市の発展を考えますときに、私どもは

ビジョンを立てて、そして、そのビジョンに基

づいて施策や事業を企画立案し、その実現に向

けていろいろと進めるわけですけれども、それ

を事業推進するに当たりましては、当然ながら

財源が必要ですし、そして予算化が必要であり

ます。 

 そのような中で、それではどういった財源の

工夫をするか、見つけてくるかということであ

りますけれども、その事業そのものが長期に及

ぶものでありますと、そこにはやはり基金を想

定して、設置して、財源を確保していくという

方法があると思います。そのほかに、いかにそ

の一般財源の支出を少なくしていくかという観

点におきましては、国の補助でありますとか、

交付金でありますとか、そしてまた有利な起債

でありますとか、そういったものを充当するこ

とも一つの手法だと思います。そのほかに、県

におきましても補助事業等がございますので、

そういった県の補助等も活用しながら事業を展

開していくと。ただ、今後、今ありましたその

新設の場合はそれなりの国なりの補助等もある

わけですけれども、それでは改修したり維持補

修したりした場合にはどういった手だてを講じ

ていかなければならないか、それを有利にする

ためには、やはり長寿命化計画をつくって、今、

新設しますと相当な予算を伴いますので、今、

投資をして後世の市民の人たちのために残して

いく手だても講じていかなきゃならないという

ふうに思います。 

 ただ、悩ましいところは、県の補助だけを頼

ってしまいますと、私どもの市のほうに回って

こない場合があります。そういった場合は、緊

急性とか必要性に応じて、思い切って一般財源

を投じることも視野に入れながら、柔軟に対応

することが必要ではないかというふうに考えて
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おります。 

 以上でございます。 

○財政課長（野妻正美）  公共施設の現状と今

後の方針、方向性についての御質問にお答えい

たします。 

 公共施設の整備は、昭和29年ごろから始まっ

た高度経済成長期の急激な人口増加や社会状況

の変化に伴い、全国的に進められてきました。

本市においても市制施行の昭和33年から整備が

始まり、昭和50年代に多くの施設を建築してお

ります。そのため、築30年以上の建物は全体の

61.5％を占め、旧耐震基準の昭和56年以前に建

設された建物については耐震性能等の安全性を

確認する必要が今後あるところです。 

 また、今後、施設の維持管理していく上で多

額の費用が発生するものと考えられることから、

人口減少や少子高齢化を鑑み、施設において中

長期的な維持管理、長寿命化、統廃合を通じ、

トータルコストの削減や厳しい財政状況の負担

軽減、平準化を図るため、財政課としては、公

共施設全体の基本方針を示した公共施設等総合

管理計画をことし３月に策定したところです。 

 今後の具体的な方針については、この公共施

設等総合管理計画を踏まえ、所管課において施

設のあり方について検討することになり、必要

に応じて、各課において、具体的な方向性を示

した個別計画を策定することになります。施設

となりますと、ほとんどの課に関係しますが、

この後、主要な課から説明があります。 

○土木課長（宮迫章二）  土木課所管の公共施

設の現状と今後の方針、方向性についてお答え

いたします。 

 まず、橋梁につきましては、国土交通省より

今後老朽化する道路橋の増大に対応し、橋梁の

長寿命化並びに橋梁の修繕及び架け替えにかか

る費用の縮減を図りつつ、地域の道路網の安全

性、信頼性を確保するため、橋梁点検の実施を

求められていました。そのため、土木課関係に

つきましては、市の公共施設等総合管理計画に

先駆けて、平成21、22年度に目視による橋梁点

検を実施し、その結果をもとに、平成23、24年

度に橋梁長寿命化計画を策定したところでござ

います。 

 この計画では、市で管理します橋梁が、建設

後50年経過するものが、20年後には全体の約

60％を占めることになり、近い将来、一斉にか

けかえ時期を迎えることが予想されたため、修

繕及び架け替えに要するコスト縮減と事業量の

平準化を図る計画としております。平成26年度

より補修工事に着手し、年次的に実施している

ところでございます。 

 また、道路施設に関しましては、トンネルは

点検を実施しておりますが、トンネルを含めま

して、桜島口の洞門や道路照明などの付属物や

舗装につきまして、計画を作成することとして

おります。 

 次に、公営住宅でございますが、同じく平成

24年度に公営住宅等長寿命化計画を作成しまし

た。この計画は、入居者の公営住宅に対する

ニーズや財政状況を考慮しながら、既存の公営

住宅を効率的に活用して、将来にわたって安全

で快適な住まいを確保していくため、市内全域

の将来人口から将来世帯数を算出し、公営住宅

の必要戸数を推計し、団地ごとに大規模改修や

建てかえ、用途廃止など定め、長寿命化のため

の予防保全的な維持管理による更新コストの削

減と事業量の平準化を図る計画としております。 

 垂水中央運動公園につきましては、平成26年

度に長寿命化計画を策定し、その計画に基づき、

公園内の施設整備計画を作成し、平成28年度よ

り陸上競技場の改修工事や体育館の改修工事に

着手し、今後も公園内の施設の改修工事を計画

的に実施していく計画としております。 

 次に、浮津港の長寿命化計画につきましては、

平成24年度に策定しましたが、今のところ特に

補修工事をしなければならない箇所はございま
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せん。 

 そのほか道路以外では、河川構造物や海岸保

全施設など、市民生活に必要不可欠なインフラ

施設につきましても、今後作成することとなっ

ております。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  川菷議員の御質

問にお答えいたします。 

 社会教育課所管の施設につきましては、先ほ

ど財政課長の（発言する者あり）（「要点だけ

言って」と呼ぶ者あり）はい、説明にありまし

たとおり、同計画に示された今後の管理方針等

に基づきながら、社会教育課では今後のあり方

についてまとめていくこととなります。また、

合わせて、安全面等に配慮した修繕等につきま

しては、公民館と財政状況等勘案して、予算枠

内で施設の修繕を行ってまいります。 

 また、昭和56年以前の旧耐震基準時に建築さ

れた市民館及び６地区公民館につきましては、

耐震基準に基づき耐震補強が必要とされた場合

には、財政状況を勘案し、計画的に実施してい

くこととしております。 

 以上でございます。 

○生活環境課長（髙田 総）  私のほうからは、

垂水市公共施設等総合管理計画にあります生活

環境課所管の３施設の現状についてお答えいた

します。 

 まず、清掃センターにつきましては、昭和55

年10月に稼働、平成14年11月に稼働を停止し、

現在は資源物の保管場所として利用していると

ころでございます。 

 清掃センターの今後の方針、方向性につきま

しては、今年度の政策方針の協議事項において、

清掃センター安全対策管理事業として掲げ、事

務を進めているところでございます。具体的に

は、庁舎内における協議のほか、今年度、県内

の全42市町村へアンケート調査を実施し、稼働

停止後の施設の利用状況について、また、施設

の解体に係る手続や手法、並びに、その事業費

等について幅広く情報収集を行い、現在、類似

施設等の解体工事の事例について、情報の収集、

分析を行っているところでございます。今後も、

引き続き、調査、研究並びに関係課との協議を

進め、具体的なスケジュール等を含めた方針や

方向性を明確にし、適正な事業実施に向けて進

めていきたいと考えております。 

 次に、環境センターにつきましては、平成12

年３月に稼働を開始しており、現状におきまし

ては、センター内の機器等について定期的に修

理等が必要であるものの、施設本体については

問題はないと考えております。 

 また、火葬場につきましては、平成17年１月

に稼働を開始しており、現状においては、環境

センターと同様、施設本体については問題はな

いと考えております。 

 今後も個別計画の策定と、垂水市公共施設等

総合管理計画に基づき適正な管理に努めてまい

ります。 

 以上でございます。 

○福祉課長（保久上光昭）  それでは、福祉課

所管の施設についてお答えをいたします。 

 福祉課所管の対象施設としましては、高齢者

福祉施設としての錦江町の垂水地区老人憩いの

家と、新城地区にある南地区老人憩いの家の２

施設が、幼児児童施設として子育て支援セン

ターの１施設がございます。 

 先ほど財政課長からもありましたように、今

後、施設管理の具体的な方針については、公共

施設等総合管理計画を踏まえ、所管課において

施設のあり方について検討することになります

ことから、福祉課といたしましても、今後、同

管理計画に基づいて個別計画を策定することと

いたしております。 

 老人憩いの家は、入浴や交流、憩いの場とし

ての利用のほかに、老人クラブのいきいきサロ

ン、子育てサロン等の利用もございます。子育
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て支援センターについては、ファミリー・サ

ポート・センターの機能も併せ持つことになり、

子育て支援の中核施設として有効利用をされて

おります。 

 したがいまして、平成28年度において、ふる

さと応援基金を活用し、垂水地区老人憩いの家、

ボイラー取りかえ修繕を実施いたしましたよう

に、これらの施設は今後も継続利用が求められ

る公共施設と位置づけ、緊急性、重要性を勘案

し、耐震診断に基づく耐震補強を含めた必要な

維持、保守及び長寿命化を検討していくことを

念頭に、今後、利用者の意向、財政状況を踏ま

えながら、個別計画の策定に向けて検討をして

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（野嶋正人）  それでは、川菷

議員御質問のグラウンドゴルフ専用施設の整備

について答弁させていただきます。 

 まず、たるみずスポーツランドの多目的利用

型施設の改修に当たりましては、グラウンドゴ

ルフ関係者の要望を可能な限り取り入れて改修

いたしております。 

 ポイント的には２つございます。１つ目は、

試合場としての広さでございます。旧陸上競技

場では８ホールを４面しかとれませんでしたけ

ども、要望を取り入れまして、２倍の８面とれ

る施設となっております。この８面とった場合

には、最大128チーム640人の競技が可能でござ

いますが、今、過去２回行われたグラウンドゴ

ルフの大会では、それぞれ４面で済んでおり、

58チーム290名、または295名の参加ということ

で、まだまだ参加チームには対応できる余裕が

ございます。 

 ポイントの２つ目としては、練習場としての

広さです。現在、グラウンドゴルフの方々が練

習として使っていらっしゃるのは、週、今、４

日です。午前中のみ、しかも、たるみずスポー

ツランドの３分の１の広さのみを使用されてお

り、練習場としてもまだ余裕がございます。お

まけに使用料金のことも配慮いたしておりまし

て、１ブロック３分の１を半日占有した場合で

も250円でありまして、現在は来年３月まで利

用促進を兼ねて使用料無料としています。そも

そも、たるみずスポーツランドが多目的利用型

施設と改修いたしました背景には、市民や時代

の多様なニーズに合わせた施設の効率的で有効

な活用という面もございます。 

 以上のような、現状では、たるみずスポーツ

ランドのグラウンドゴルフ競技場の練習や大会

会場としての御利用には、現況ではあることか

ら、議員御質問のグラウンドゴルフ専用施設の

整備につきましては、まずは、たるみずスポー

ツランドの今後の利用実績や利用者の声などを

お聞きし、今しばらくは見極める時間が必要で

はないかと考えております。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  川菷議員から私のほうへ、

南の拠点に関してどうなんだという御質問でご

ざいます。南の拠点に関しましては、これまで

も申し上げております６次産業化と観光振興の

観光振興で３つの拠点をつくる３つ目の拠点と

して紆余曲折ございましたけれども、南の拠点

整備を行って、定住人口が減る中で交流人口

200万人を目指して、医療、介護、福祉の財源

として充てていく等々の話をしてきたところで

ございます。その考え方、信念に関しては、微

動だにするところもございませんし、間違って

いないというふうに思っております。 

 ただ、今回の一番の問題は、わかりにくさな

んだろうというふうに思っております。以前、

例えば例をとりますと、道の駅の場合は、約15

年前に市が全面的に段階を経ながらわかりやす

くやったというのが時代の流れであります。今

回の場合は、15年経過をして、新しい時代の流

れの中で、例えば地方創生、あるいはその民間

との資金、アイデアを活用した経済のやり方
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等々、手法においてはわかりにくい部分がある

んだろうというふうに思います。機会を捉えて

いろんな場面でいろんな方々に説明をしてまい

りましたけれども、それでもわかりにくいこと

があるのも事実だろうと思います。 

 また、委員会等もございますけれども、これ

まで同様しっかりと説明を果たしていきながら、

仮に今回の議案が議決いただいたとしても、そ

の後にもいろんなまた説明責任というのがあり

ますので、そういった場面に関してもしっかり

と説明をしていくということでやっていかなけ

ればいけないというふうに思っているところで

ございます。 

○総務課長（中谷大潤）  管理公社、環境整備

班の高齢化に関する現状についてお答えいたし

ます。 

 今の日本では、高齢者の約７割が、65歳を超

えても働きたいと考えていることが国の調査で

判明しているようですが、本市においては、公

営施設管理公社も含め、臨時職員の定年につき

ましては、現在のところ、原則65歳としており

ます。 

 今後は人材確保が難しくなることが予想され

るため、政府が掲げる働き方改革の一つである

高齢者の就労促進にも鑑み、年齢や体力に即し

た職場の確保や環境整備、勤務時間短縮制度の

導入など、雇用の延長について検討してはおり

ますが、臨時職員の定年は、当面は原則65歳を

堅持しつつ、退職者の補充につきましては市報、

ホームページで随時募集し、業務に支障を来さ

ないように配慮を行い、採用に当たっては市内

在住者を優先しているところです。また、資格

取得者や特殊技能を要する業務において、後任

に適材がいない場合は、延長して雇用すること

で円滑な業務運営に努めております。 

 以上でございます。 

○川萇達志議員  公共施設の件でありますけれ

ど、財政課長、いただいた資料の中で、人口１

人当たりの施設保有量、本市では１人８平米、

全国平均で3.2、大きな隔たりがあるが、原因

は何と考えるか。 

○財政課長（野妻正美）  本市の人口１人当た

りの公共施設面積となりますと、今、議員御指

摘の8.28平米、全国平均で3.24、県19市の平均

では5.03でございます。この平米数の差となり

ますと、市の地理的な特異性もございますが、

そこを考慮したとしましても見直す施設が多い

というふうに捉えております。 

○川萇達志議員  ということは、本来、スクラ

ップ・アンド・ビルドのスクラップが足りてい

ないという理解でよろしいか。 

○財政課長（野妻正美）  そこについては、今、

個別計画、各課がこれから検討に入るわけなん

ですが、その中で施設のありようがあろうかと

思いますので、その位置づけ、必要であるのか

ないのか、あるいは、当初、施設の建設当時と、

目的あるいはサービス、利用者数が、現状では

変わっていると思います。それに、議員御指摘

のように、将来に向けてどうなのか、そこまで

を踏まえて、各課所管課が持っているデータ、

あるいは国の指針、あるいはニーズ等を踏まえ

て、今後その個別計画の中で精査していくもの

と考えております。 

 以上です。 

○川萇達志議員  答えにくいところだというこ

とはよくわかります。ただ、こういう数字を皆

さん方が、それぞれの各課がどう認識している

かなんです。前も言いましたけれども、つくれ

つくれということでまいっていますけれども、

後ろを全然振り返っていない、このこともこの

数字にあらわれているんだろうと思います。 

 財政課長、この取りまとめについてはいつご

ろを予定しているの、各課の取りまとめはいつ

までか。 

○財政課長（野妻正美）  先ほど土木課長から

も説明がありましたとおり、各課、今現在ある
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計画もあります。この計画は施設の上位計画と

なります。そのために、今現在の計画を見直す

時期がありますので、そこのところは課によっ

て変わります。 

 ただし、最終年度を32年度、これが最終とい

うことでもう決まっております。ですが、財政

課としましては、その課によって、ちょっと実

情は違いますが、早目の見直し、そういうとこ

ろに合わせて個別計画を、すみません、個別計

画ちゅうのは、私が言っている個別計画ではな

くて、今ある既存の施設の計画、そういう見直

しのときに合わせて検討をお願いしたいと考え

ているところです。 

○川萇達志議員  そうしますと、まだ、あと３

年かかると。市長、こういうことについてはス

ピード感を持ってやっていくべきだと。１年で

も早くこれをまとめさせるつもりはないのか。 

○市長（尾脇雅弥）  それぞれの事情はありま

すけれども、やるべきことは決まっております

ので、できるだけそこは、短縮できるものは短

縮していきたいというふうに考えております。 

○川萇達志議員  市長の力強い答弁をいただい

たというふうに理解をいたします。 

 少なくとも、何回も申し上げますけれども、

我々の世代の負の遺産は我々の世代で解決をし

ていくんだという強い思いを、答弁をいただか

なかった課長さんもいらっしゃいますけれども、

いただいた課長の話を総合しますと、大体それ

ぞれ、特に生活環境課は前に進んでいるように、

遅れているところをハッパをかけていただいて、

スピード感を持って対応していただくことを心

からお願いをし、そしてまた、早く、例えば今、

総合計画も策定中であります。どこに位置する

かわかりませんけれども、総合計画の中にも、

こういったことを盛り込んでいくのが本来の総

合計画であると考えます。 

 何回も申し上げます。スクラップ・アンド・

ビルド、スクラップの部分も計画にしっかりと

のっけて、みんなの共通認識として、しかも市

民にもしっかり知らしめる、ここに責任が出て

くるんだろうと思います。ぜひ、これについて

は口をすっぱく、早くとりまとめて、市民にも

議会にも提示をしていただくことを重ねてお願

いを申し上げます。 

 次に、グラウンドゴルフの話ですけれども、

想定内の答弁であります。しかし、冒頭申し上

げましたように、私が言っているのは本格的な

グラウンドゴルフ場であります。例えばスポー

ツ少年団で冠大会というように、これをグラウ

ンドゴルフでもしていただきたい。モチベーシ

ョンも違ってくるんだろうし、大会やりますと、

全国それぞれの地方からも出てきます。県内に

専用コースが９つぐらいのあるんですか、何で

すか、よくわかりませんけれども、大体半数ぐ

らいの市が持っておるようであります。そうい

ったところとしっかりと連携をとりながら、お

年寄りを、高齢者にそういうことをさせて、そ

うするためには、山あり谷ありの本格的な施設

でないと、これはなかなか来てくれないんじゃ

ないか。社会教育課長の答弁でも、サッカーが

あり、何があり何があり、非常に忙しいという

ふうな答弁も聞きました。そうなると、なかな

か割り込む余地はないのかな。時期によっては

スポーツ合宿があり、当然そちらを優先しなけ

ればならない。 

 そうして、このグラウンドゴルフ、そういっ

たものの聞いた話ですけれども、九州でも大会

があるようです。県内では大会がある。今しっ

かりと我々が、高齢者が人生100年時代にしっ

かりと生活を営みながらやるためには、ぜひこ

こいらについても取り組みをすべきだ。まして

や、さっきも言いましたけれども、長寿と健康

ですか、これにも合致をする話であり、先ほど

財源の話もしましたけれども、恒久財源となる

と、なかなか厳しいのでしょうけれども、こう

いった施設は、そこんところだけの出費で済む
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んだろうと思います。 

 篠原議員がおっしゃっておりましたけれども、

土捨て場のことであります。土捨て場にそうい

う施設をつくるのも一つの方法であるし、そし

てまた協和中の跡地でもいいだろうし、本格的

なことをやることが、市長のやはり今取り組ん

でいらっしゃることにも裏づけとして納得がい

くのかな。そういったことで、いきなりやりま

すということは言えないんでしょうけれども、

市長、方向性としてはどうなんでしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  現時点の状況は、先ほど

担当課長が答えたとおりでございます。 

 私自身も小さいころはよくゲートボールに行

っておりまして、若いころはゴルフに行ってい

まして、最近はもうグラウンドゴルフをする機

会が多くなりました。本当、楽しいなというこ

とで、計画のときも大変多くの方が参加をされ

ておられるということでしたけれども、ここへ

来て本当に大変多くの方が、若者からお年寄り

まで参加できるという意味では、グラウンドゴ

ルフは重要だなと。 

 前後しますけれども、先ほどスクラップ・ア

ンド・ビルドの話がありました。ある意味、こ

れはビルドに関することにはなると思うんです

が、そこは分けて考えんといかんだろうという

ふうに思います。老朽化する施設とか時代に合

わないものはしっかりとスクラップしながら、

このグラウンドゴルフ、例えば、先ほどお話を

していただきました垂水市が目指す健康長寿の

中で、鹿大の大石先生と話をする中で、２つ大

事なことがありますよと。一つは食事なんだと

おっしゃいます。そのとおりであります。垂水

の食材をしっかりといい形で摂取すること。同

時に、もう一つは運動だとおっしゃいます。 

 じゃ、運動の中で、高齢者の方々が多い中で

マラソンとかそういうわけにはいかないので、

グラウンドゴルフというのはいろんなところで

されておられるところがございます。新城地区

においては専用コースを地域振興計画の中でつ

くられて、恐らくほかの部分は学校の土日に利

用されたりとか、空いた時間を利用されておら

れるということだと思います。 

 そういった意味でニーズもございまして、全

体的に多目的ということで改修をしておりまし

て、現状の利用状況は先ほど申し上げたような

とおりなんですけれども、今後、スポーツ合宿

等も、非常にグラウンドがよくなったというこ

とで、お問い合わせも含めて、利用の数もすご

く増えております。そうなりますと、どうして

もバッティングするとか、日常的な練習の部分

でそれぞれの地域にっていうこともあろうかと

思いますので、そこの部分に関しては、先ほど

お話も出ました財源の問題がありますので、一

財というよりは、ふるさと応援基金なんか、地

域の皆さんの健康とかいろんなそういったもの

に使ってくれということでもあろうかと思いま

すので、その辺をもうしばらく時間をいただい

て、いろんな形で、声も私自身も聞いておりま

すので、検討を重ねて、どういう方法があるの

かということを考えていきたいというふうに思

いますので、そのように御理解いただければと

いうふうに思います。 

○川萇達志議員  今、市長がいみじくもおっし

ゃいましたけれども、健康で長生きするために

は、当然、個人個人の努力、家庭の努力が必要

である。食事もそうであり、いろんな刺激を受

けたり、ただ、公として、今、国が100年とい

うことを言っているので、公の出番も多くない

といけないのかな。なぜならば、有権者のほと

んどは、そういう方々なんです、垂水では。こ

こも民意として捉えていく必要もあるんだろう

と思います。 

 ぜひ、たくさんの高齢者の方が、１人でもそ

ういう思いでいらっしゃるし、私もそういう声

を直に聞きましたので、私もしっかりと御支援

も申し上げたいと思います。これについては皆
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さん方もぜひ心を一つにして頑張っていただけ

ればありがたいと思います。 

 次に移りますけれども、市長、南の拠点のこ

とでありますけれども、実は、私は、牛根の道

の駅をつくるときに、当時の矢野市長、それか

ら船間企画課長でしたか、ここでもかなり厳し

いやりとりをしております。あそこに海釣り公

園をつくるという話もあります。ところが、と

んでもないと。冬場にあそこは北西の風が吹け

ば、とてもじゃないが大変だよということを繰

り返し何回も申し上げて、方針転換をしていた

だきました。まだほかにも二、三そういうこと

があるんですけれども、今回のこの道の駅に関

しては、全くそういう姿勢が見られなかったこ

とが非常に残念である。要するに、菅さんがつ

くられた案をそのまま、私が申し上げたいこと

は、垂水に合致した、そして市民の意見を考慮

した南の拠点になればいいなという思いで質問

も何回もしたんですけれども、今さらという感

じがしないでもありませんけれども、ここいら

について、今後できるところは手直しをされる

つもりがあるのかどうか、市民の要望なり議会

の要望、そしてまた何よりも皆さん方が本当に

これでいいのかという思いがあるとするならば、

今からでも計画の変更は問題はないんだろうと

思いますが、そこら辺についての御意見をお伺

いしたいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  基本的には、これは、こ

れまで、先ほど申し上げたような考え方に沿っ

て、垂水市にとって必要だという気持ちで提案

をしたことであります。また、細部にわたって

全く何もないかといえば、時代のその時々の指

摘によって、必要に応じて変更する場面はある

と思いますけども、基本的な考え方というのは、

これまで御提案をさせていただいた内容でござ

います。 

 また、民間エリアも含めて、全体的にまだま

だいろんなこれから手がけていかなきゃいけな

い部分もありますので、民間エリアの部分は、

基本的には民間ではありますけれども、我々の

思いも含めたいろんな提案も話し合いもできる

と思いますので、いずれにしても、最初申し上

げました３つ拠点をつくって、交流人口を増や

して、垂水の発展に資するんだという一つの３

つ目の拠点ということでありますので、これま

での説明同様、これからも必要に応じてしっか

りと説明をしていきたいというふうに思ってお

ります。 

○川萇達志議員  くどくどこのことについては

申しあげないんだけれども、今後いろんなこう

いう事業展開をしていく必要は私も認めます。

ただ、そのときに、しっかりと垂水の風土にな

じむのか、ここいらの検証をすることをしっか

りと頭に置いていただきたい。 

 皆さん方がやられることは、これは私は法的

にも瑕疵は、ないんだろうと思います。当たり

前なんです。税金を使う以上、手続に瑕疵があ

れば大変なことであります。ただ、今回、途中

で変更があったけれども、だから厳しく言いま

したけれども、そういったことがないようにし

た上でほとんどやってきておられる。そして、

垂水がこういう沈滞する中で、先へ展望が見え

ない中で、何かやらなきゃいけないという、皆

さん方の気持ちも重々わかるけれども、先ほど

申し上げた、本当に垂水市に合った施設なのか、

東京でつくったやつを、またはほかの人がつく

ったやつをそのままやっていく、こういうこと

は余りよくないんじゃないかと、このことにつ

いては、今後のことに警鐘として申し上げてお

きたいと思います。 

 それから、４点目ですけれども、ここは今、

人がいない。確かに総務課長の答弁を聞いてい

ますと全くそのとおりだけれども、実態と合う

のかという話。働く人がいるのって。65歳以上

になりますと、みんな待っているんです、年金

が満額になるのを。そうしたときに、どうやっ
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て過ごすか。ここの時間をあえてそういうとこ

ろで働いてもらっているという観点が、ちょっ

と足りないのかな。今、時代はそういう時代じ

ゃないんですよ。働き方改革にしてもそう。ま

ず、ここもしっかりともう１回、あと、市長に

もお伺いをしますけれど、もう１点、土木課長、

維持班のことで、いつだったかな、忘れたけれ

ども、夏場にビーバーを背負って、高いところ

を払う、大変でしょうっていう話をしました。

そこで機械化はどうなのかという話をしました。

ここいらについても、けさほど心の話もありま

したけど、肉体的なことも大変なんです。65歳

がこうした真夏の暑いときに試験をされたとい

う話を聞いているが、その結果はどうだったの

か。 

○土木課長（宮迫章二）  川菷議員の御質問に

お答えいたします。 

 その機械導入の試験ということですよね。機

械の導入につきましては、以前から感王寺議員

のほうからもございまして、試験的に重機の先

につけるやつでしたこともありましたが、これ

について余り効率はよくなかったんですけど、

つい最近、草木を砕くやつをつけてしたら、そ

れについては大変効率がよかったというふうに

聞いております。 

○川萇達志議員  まず、市長、先ほど言いまし

たけれども、65歳までの雇用形態というのは、

それでいいと思います。先ほど申し上げました

けれども、65歳、年金まで働かせてくださいよ

という思いのところが、65歳を過ぎますと反対

になるんですよ。働いてくださいというのは、

皆さん方のほうからお願いをしなきゃいけない。

そうなりますと、ここには、先ほども言ったけ

れども、何らかの雇用形態の変更ということを

していかないと、なかなか人が集まらないでし

ょう。これは、よく考えてみてください。いず

れ、そういう人もいなくなるの。そうしたとき

に、どうするのか。長期的な展望に立ちますと、

外注に出すとか、将来的にはそういう方法しか

残らないんだろうと。火葬場にしても、いろん

なところで。そこまで考えたときに、その間を

いかにしのいでいくか。私は、今、そのことを

問うているのであります。ぜひ、ここいらにつ

いて、むちゃなことを言っているわけじゃない

んで、市長もここらについてどのようにお考え

なのか。 

○市長（尾脇雅弥）  昔はよく仕事がないとい

う話でありましたけども、今、人が足りないと

いうことであります。よく東京に行くこともあ

りますけど、コンビニは全部外人さん。外人さ

んすらいなくなるというような状況でございま

すので、いわんや我々の地域にとっても、そう

いう労働力をどうやって確保していくのかとい

うことであります。 

 一つは、さっき言った機械化とか、いろんな

方法もありますけれども、なかなかそうやって

もカバーしきれない部分がございます。 

 先だってシルバー人材センターの忘年会に御

案内をいただきましたので、行ってまいりまし

た。皆さん、大変若々しくお元気で、まだまだ

働いていただかなきゃいけないと、そういう層

に対して、どうやって頑張っていただくかとい

うことなんだろうというふうに思います。現行

は、今言ったような課題がありますけれども、

時代の中で見直す必要があるという部分に関し

ては、そういう感覚的なものは持っております

ので、ただ、ルールということになりますと、

やっぱりいろんな事情がございますから、まず

はその部分をどうやって活用していくのかと、

体制も含めて、御指摘はそのとおりだというふ

うに思いますので、今後またその分も検討させ

ていただきたいと思います。 

○川萇達志議員  今、市長がおっしゃったとお

りだと思います。いきなり回答をせえというこ

とじゃないので、ぜひ、ここいらについて、働

く人たちの意見やらいろいろ聞きながら、これ
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についてもスピード感のある対応をしていかな

きゃいけないんだろうと思います。できれば総

務課長がいらっしゃるうちに、方向性をきっち

りつけていただく。お願いをしたいと思います。

そうすれば、またやる気が出て、いろんな、皆

さん方、執行部は聞いてくれたって、こういう

思いが一番励みになるんですよ。スピード感と

いうことを忘れないようにしていただきたいと

思います。 

 それと、機械の話ですけれども、聞くところ

によると500万ぐらい掛かるという話を聞いて

おります。安いもんですよ。夏場にあちこちか

ら要望があるんです。私たちも毎年ボランティ

アで出ますけれども、毎年、毎年大変になって、

出てくる人も少ないんです、今。そうしたとき

に、おのずと機械にシフトするのは当然のこと

であります。財源についても、ふるさと創生の

中で十分対応ができる数字だろうと思います。

こういったことについても、スピード感のある

対応をしていただきたい。ことしの夏はそれぞ

れの自治区、その前に機械で、だあっとやって

いく。これでまた役所は変わったなと。ここも

スピード感なんですよ。何千万もという金でも

ない。市長、繰り返しで申しわけないが、ここ

らについてもトップとしての政策判断ですので、

御意見を賜りたい。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほどありました、先ほ

ど語ったようなことでありますけれども、今、

予算編成、来年と大詰めでございます。ある程

度積み上げたものの考え方もありますので、新

年度の当初というわけにはいかないとは思いま

すけれども、おっしゃった御指摘の部分はよく

理解するところもありますので、その辺のとこ

ろを検討しながら、議員の先生方の後押しもい

ただいて、前向きに進めればというふうに思っ

ております。 

○川萇達志議員  今、市長からそういう答弁を

いただきましたので、財政課長、もしそういう

依頼があったときに、財政としてはどういう対

応をされるか。 

○財政課長（野妻正美）  今ちょっと申し上げ

にくいんですが、十分、関係課と協議してまい

ります。 

○川萇達志議員  はい、ありがとうございます。 

 これで私の質問を終わりますけれども、きの

う池之上議員が、言葉についても目を見ながら

という話をされました。私もこういうことは大

好きなもんですから、ただ、きょうについては、

私がことし１年、非常に感動的なことを少しだ

け話をさせていただきたい。それは、今上陛下

の御退位が決まったということであります。報

道でもされておりますけれども、民間から初め

てお妃をもらわれた初めてのこと。さらには子

育ても、乳母制度を廃止して、ナルちゃん憲法

ですか、私も覚えておりますけれども、そうい

ったこと、そして、災害のたんびにお出ましを

いただいて被災地を励まされた。何よりも感動

的なのは、ペリリュー島に戦地の慰問に行かれ

たことであります。天皇陛下万歳と言って亡く

なられた英霊に、天皇として、ここも私は非常

に感動的なことで、今上陛下の行いは、多分、

日本の歴史の中でも残っていくぐらいの大きな

業績なのだろうと思う。退位の日までしっかり

と象徴天皇としての務めを果たされ、そして、

健康で過ごしていただくこと、皆さん方と御祈

念ができればいいなあと思います。 

 合わせて、ことしもあと何日かであります。

この席にいる皆さん方が、ことし１年の御労苦

と、そしてまた来年がそれぞれにとって、本市

にとってもいい年であることを御祈念を申し上

げて、私の質問を終わります。 

○議長（池山節夫）  以上で、一般質問を終わ

ります。 

 本日の日程は、以上で全部終了いたしました。 

   △日程報告 

○議長（池山節夫）  明14日から12月21日まで
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は議事の都合により休会とします。 

 次の本会議は12月22日午前10時から開きます。 

   △散  会 

○議長（池山節夫）  本日はこれにて散会しま

す。 

     午後３時53分散会 
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平成29年12月22日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（池山節夫）  定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。 

   △議案第66号～議案第74号一括上程 

○議長（池山節夫）  日程第１、議案第66号か

ら日程第９、議案第74号までの議案９件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第66号 垂水市南の拠点事業（Ｂ棟）の契

約について 

議案第67号 第５次垂水市総合計画基本構想に

ついて 

議案第68号 垂水市立医療センター垂水中央病

院の指定管理者の指定について 

議案第69号 垂水市立介護老人保健施設コスモ

ス苑の指定管理者の指定について 

議案第70号 垂水市道の駅交流施設の指定管理

者の指定について 

議案第71号 平成29年度垂水市一般会計補正予

算（第５号）案 

議案第72号 平成29年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第２号）案 

議案第73号 平成29年度垂水市介護保険特別会

計補正予算（第２号）案 

議案第74号 平成29年度垂水市病院事業会計補

正予算（第２号）案 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（池山節夫）  ここで、各常任委員長の

審査報告を求めます。 

 最初に、産業厚生委員長、堀添國尚議員。 

   ［産業厚生委員長堀添國尚議員登壇］ 

○産業厚生委員長（堀添國尚）  おはようござ

います。 

 産業厚生委員会審査結果を報告いたします。 

 去る11月30日の本会議において、産業厚生常

任委員会付託となりました各案件について、12

月15日に委員会を開き審査いたしましたので、

その審査結果を報告いたします。 

 最初に、議案第68号垂水市立医療センター垂

水中央病院の指定管理者の指定についてと、議

案第69号垂水市立介護老人保健施設コスモス苑

の指定管理者の指定についてを一括議題として

審議し、公募によらない方法で選定されたが、

公募をした場合、応募者があったと思うかとの

質問に対し、医師や看護師等の人材確保が難し

い地域であることから、少し困難な状況ではな

かったかと判断するとの答弁がありました。 

 また、経年劣化による大規模改修等の対策は、

市と肝属郡医師会との間でどういう話し合いに

なっているかとの質問に対し、協議の上、対応

していくことになるが、基本的には市の施設な

ので、市が負担するというのが本来の姿である

と考えているとの回答がありました。 

 医療にしても環境は目まぐるしく変わるので、

長期にわたる動向を踏まえた上で、いろいろな

ビジョンを考えてほしいとの意見もあり、その

ほかにも各委員より活発な質疑が交わされた後、

採決を行いましたところ、どちらも原案のとお

り可決されました。 

 次に、議案第70号垂水市道の駅交流施設の指

定管理者の指定については、新たに南の拠点が

できれば、みんな新しいほうに流れるのではな

いかとの質問に対し、新しい施設に基本的には

流れていくと推測するが、新しく指定を受ける

業者が企業努力をし、行政としても施設の差別

化を図り、新たな集客を見込む手だてを考える

ことは必要ではないかとの答弁がありました。 

 また、３年で期間が更新されているが、会社

は計画は立てにくいと思うので、最低５年を検

討していってもいいのではないかとの質問に対

し、雇用の安定という視点において、５年とい
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う期間も視野に入れて今後検討したいとの回答

がありました。 

 審議の後、本案の採決を行いましたところ、

原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第71号平成29年度垂水市一般会計

補正予算（第５号）案中の福祉課の所管費目に

ついて説明があり、子育て支援センターや老人

憩の家の利用状況についての質問があり、新城

の憩の家については、利用者が１日四、五人と

いうことで少ないため、代替サービスを考えた

上での廃止も検討すべき時期に来ているとの意

見が出ました。 

 また、国レベルで生活保護費の見直しがある

が、垂水市はどうなりそうかとの質問に対し、

都市部の削減は大きいが、垂水市は微増で、１

人あたり300円くらいであるとの答弁がありま

した。 

 保健課の所管費目については、説明後、特段

質問はありませんでした。 

 次に、生活環境課の所管費目について説明が

あり、その他として、垂水市のリサイクル率は

今どの程度かとの質問に対し、28年度で資源化

率が41.75％で減少傾向にあるため、リサイク

ル率を上げるための検討をしているとの答弁が

ありました。 

 また、清掃センターの移転や整備の計画策定

についての要望や、ごみステーションの臨機応

変な変更についての要望、ごみ袋の料金に差を

つけて、燃えるごみは高く、リサイクルは安く

してはどうかとの提案もありました。 

 次に、農業委員会、農林課の所管費目につい

て説明がありました。時間外勤務手当が費目別

に400万円計上されているが、時間数にすれば

何時間くらいになるかとの質問に対し、９月か

らの分で未払い金もあり、月ごとで１人当たり

40時間に満たないくらいであるとの答弁があり

ました。 

 また、災害復旧の部分で、単独債のところは、

仕事的には早い時期に終わっていたが、まだ納

付書が送られていないところがあるのはなぜか

との質問があり、補助債を優先してもらってい

たために、単独債のほうは業者からの書類提出

が後になっており、現在精査中であるとの回答

がありました。 

 少人数での耕地係の今回の災害対応について、

最後にねぎらいの言葉もありました。 

 次に、水産商工観光課の所管費目について説

明があり、水産業振興費について、全体の売り

上げは幾らか、補正額は高過ぎると思う部分が

あるとの質問に対し、加工場の売り上げは、28

年度で大体７億であるとの答弁がありました。 

 また、こもんそ商品券の販売方法が今年度改

善されてよかったという意見や、新たな取り組

みであるスタンプレシートラリーの詳細や反響

についての情報提供もありました。 

 次に、土木課所管費目について説明があり、

道路維持費の工事請負費が6,100万円は、南の

拠点事業の関係かとの質問があり、南の拠点事

業で整備区域内の排水路整備工事であるとの答

弁がありました。 

 また、災害復旧費の重機借上料200万円は、

どんな災害を想定されているかとの質問に対し、

大雨による土砂流出を想定しているとの回答が

ありました。 

 そのほかにも、南の拠点の排水路整備や平面

計画変更の子供広場に対する影響などについて

活発な質疑があり、柊原小学校下の砂浜整備へ

の要望や国土調査係の地籍業務へのねぎらいの

言葉もありました。 

 審議の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第73号平成29年度垂水市介護保険

特別会計補正予算（第２号）案について説明が

あり、原案のとおり可決され、議案第74号平成

29年度垂水市病院事業会計補正予算（第２号）

案について説明があり、医療機器購入費は、機
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械を購入し、残ったから減額ということかとの

質問があり、病院からの資料をもとに積算し、

当初予算を上げたが、不要なものや来年度に回

すものがあり、変更が生じたための減額で、１

月以降に入札し、３月までに設置する方向であ

るとの答弁がありました。 

 審議の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（池山節夫）  次に、総務文教委員長、

持留良一議員。 

   ［総務文教委員長持留良一議員登壇］ 

○総務文教委員長（持留良一）  おはようござ

います。 

 それでは、総務文教委員会の審査報告をさせ

ていただきたいと思います。 

 その前に、議案66と67については、できたら

連合審査をやってほしかったなということを要

望を付して、審査報告の中身に入っていきたい

と思います。 

 去る11月30日の本会議において、総務文教委

員会に付託となりました各案件について、12月

18日の委員会を開催し、付託案件の審査を行い

ましたので、論点の主な点について審査結果を

報告いたします。 

 最初に、議案第66号垂水市南の拠点事業（Ｂ

棟）の契約についてです。 

 この案件は、条例に基づき、議会の承認が必

要なことから審査を行いました。 

 この契約書は、契約金額とともに公共施設等

の管理者等の責任分担が明記されている必要が

ありました。 

 ＰＦＩ事業でのリスクとは、契約締結１年で

は、その影響を正確に想定できない、不確実性

のある事由によって損失が発生する要素、可能

性と言われています。 

 さらに、リスク分担の考え方は、従来、公共

が全面的に負っていたリスクを民間に転換する

という発想ではなく、個々のリスクを最も効率

的に管理できる自治体が負担するということ、

いわゆる適切なリスク分担が必要だと言われて

います。 

 このような観点、視点に立って、当事者双方

負う負債事項及びその履行方法、さらにモニタ

リングのあり方などを中心に審査いたしました。 

 リスク分担につきましては、さまざまなケー

スにおけるリスクにおいて、対応問題が議論に

なりました。災害時や施設内の損害補償などの

質問に対して、双方協議して決定していく内容

との説明がありました。 

 そして、リスク分担の仕組みは、想定される

リスクをできる限り明確にした上で、リスクを

最も管理できる者が当該リスクを分担するとの

考え方で取り決めたということも回答がありま

した。その場合は、必要によっては、双方の弁

護士にも相談して解決していく方針であること

も示されました。 

 モニタリングは、いわゆる管理者等が選定事

業者による公共サービスの提供等が適切に行わ

れているかを確認する手段のことですが、基本

方針等では、公共施設等の管理者等による立入

検査等の事実確認や、事業者に対する財務状況

の確認が必要なことが規定がされています。 

 この結果の内容によっては、サービスの対価

の減額もあり得る制度です。この点については、

体制等を中心に質疑がありました。特に、毎年

するのかという質疑に対しては、問題のないよ

うに契約に沿って取り組んでいくという回答が

ありました。 

 経営の問題での破綻時の処理はの質疑には、

基本として想定しにくい問題であるが、取り決

めはしてあるとの回答でありました。 

 情報の公開については、市の情報公開条例に

基づき、非開示もあり得る。透明性を確保しな

がら取り組んでいくという方針であることも示

されました。 
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 基本方針には、情報公開については留保条件

が付されていて、公表することにより、民間事

業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれのあるものを除くとなっています。 

 契約金額については、建設費についての削減

率の価格、さらに入札時の価格は下がっている

が、地域経済等への影響はないのかの質問には、

影響はないという回答がありました。 

 テナント収入等、具体的な中身が知らされて

おらず、議論ができないという声も、さらにも

っと慎重に進めてほしかったという意見もあり

ました。 

 質疑終了後、異議はないかの問いに、異議あ

りとの意見があり、採決の結果、賛成多数で、

議案第66号垂水市南の拠点事業（Ｂ棟）の契約

については採択されました。 

 次に、議案第67号第５次垂水市総合計画基本

構想について審査しましたので、主な質疑等に

ついて審査結果を報告いたします。 

 最初は、計画づくりの手続について、子供た

ちなど市民の多くが参加できる仕組みは評価し

たい。高校生については、市外からが多いので

はないか、声が反映できるのかとの疑問があり、

市内に住んでいる高校生が８割近くあり、高校

生の声も十分反映できていると考えるとの内容

が示されました。 

 次に、地域振興計画との整合性はどうなるか、

現行の計画も現実に合っていない。この総括が

必要だとの質疑に、基本計画で検討していきた

い。連携がキーワードになるのではないかとの

回答がありました。 

 空き家対策等は、一層地域において重要な課

題になってきている。市の取り組みは、調査等

も含めて十分でないと考えている。法律も成立

されたが、進んでいない。どう取り組むのかと

の質疑に対して、調査等も含めて、民間委託等

で対応していくことも検討をしていかなければ

ならないと考えているとの回答がありました。 

 次に、人口設定問題についての、現状との大

きな開きがあったことは否めない。案は、住民

という点では物足りなさを感じるが、中高生の

意見を取り入れて、将来像を強く感じるものに

なっているという指摘もありました。 

 さらに、各校区の特性を生かしたまちづくり

は共感できる。さらにきめ細かな展開が必要で

あり、人材育成を重点に次世代に引き継げる施

策を基本計画、実施計画にも盛り込んでほしい

との要望もありました。 

 このほかには、低成長時代における緊縮財政

を常に想定した計画などの総合計画の考え方に

ついての質疑もありました。 

 さらに、人口フレームだけでなく、財政、産

業、土地利用などのフレームも示すべきではな

いかとの指摘もありました。 

 質疑後、採決に移り、結果、議案第67号第５

次垂水市総合計画基本構想については、全会一

致で採択されました。 

 次に、議案第71号平成29年度垂水市一般会計

補正予算（第５号）案、案中の各所管費目につ

いて審査いたしました。 

 主な審査内容について報告をいたします。 

 企画政策課では、ふるさと納税事業費につい

て、ふるさと納税の目標額の根拠はの質疑に、

前年度の実績や今後の取り組みで目標に近づけ

られるとの方向性が示されました。 

 議会事務局関係では、議会費で桜島火山対策

協議会の陳情活動が、選挙に関係してできなか

った。取り組みが可能ではなかったのかの質疑

に、議長等で行った。今後の検討課題であると

いう回答がありました。 

 学校教育課では、小学校教育振興費に関して、

指定寄附と各学校との関係について質疑があり、

各学校との関係で配慮して対応しているとの回

答がありました。 

 図書の選択については、子供たちも行ってい

るとの現状の報告もされました。 
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 教育費、学校給食費については、第12回全国

学校給食甲子園決勝大会への参加と結果につい

ての報告がありました。さらに、地産地消の推

進を求める要望も出されました。 

 審議後、採決を行ったところ、原案どおり可

決をされました。 

 次に、議案第72号平成29年度垂水市国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）について審査

いたしました。 

 平成29年度垂水市国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）については、原案のとおり可決

をされました。 

 以上で、総務文教委員会に付託された審査に

ついての報告を終わります。 

○議長（池山節夫）  ただいまの報告に対して、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。議案第66号から議案第74

号までの議案９件については、各委員長の報告

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。よ

って、議案第66号から議案第74号までの議案９

件については、各委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これで、本定例会に付議されました案件は、

全部議了いたしました。 

 お諮りいたします。閉会中、各常任委員会及

び議会運営委員会の所管事項調査を行うことに

御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（池山節夫）  異議なしと認めます。よ

って、閉会中、各常任委員会及び議会運営委員

会の所管事項調査を行うことに決定いたしまし

た。 

   △閉  会 

○議長（池山節夫）  これをもちまして、平成

29年第４回垂水市議会定例会を閉会いたします。 

     午前10時23分閉会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定によって、ここに署名する。 

 

 

 

 

         垂水市議会議長 

 

 

 

         垂水市議会議員 

 

 

 

         垂水市議会議員 
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